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1. 工事計画添付書類に係る補足説明資料 

添付書類の記載内容を補足するための資料を以下に示す。 

 

資料 

No. 
添付説明資料名 補足説明資料（内容） 備考 

1 

安全設備及び重大事故等

対処設備が使用される条

件の下における健全性に

関する説明書 

1．第 54 条に対する適合性の整理表 

 

2．第 14,15,38 条に対する適合性の整理表 

3．環境条件における機器の健全性評価の手法に

ついて 

4．燃料プール監視カメラ用冷却設備について 

5．共用・相互接続設備について 

6．基準規則で規定される施設・設備の整理 

7．原子炉格納容器内に使用されるテフロン®材の

事故時環境下における影響について 

8．「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基

準に関する規則」の第 54 条及び第 59 条から

77 条に基づく主要な重大事故等対処設備一覧

表 

9．主蒸気逃がし安全弁の環境条件の設定につい

て 

10．安全設備及び重大事故等対処設備の環境条件

の設定について 

11．自主対策設備の悪影響防止について 

12．重大事故等対処設備の事故後８日以降の放射

線に対する評価について 

13．重大事故等時における現場操作の成立性につ

いて 

2 

可搬型重大事故等対処設

備の保管場所及びアクセ

スルート 

1. 送電鉄塔他の影響評価について 

1.1  220kV第二島根原子力幹線 No.1及び No.2

鉄塔の耐震評価 

1.1.1  解析手法 

1.1.2  送電鉄塔解析手順 

1.1.3  解析コード 

1.1.4  解析モデルの設定 

1.1.5  固有値解析結果 

1.1.6  解析用入力地震波 

1.1.7  解析条件 

1.1.8  部材強度 

1.1.9  解析結果 

1.1.10 送電鉄塔基礎の耐震評価 

1.1.11 解析結果 

1.2  66kV鹿島支線 No.2-1鉄塔の耐震評価 

1.2.1  解析手法 

1.2.2  送電鉄塔解析手順 

1.2.3  解析コード 

1.2.4  解析モデルの設定 

1.2.5  固有値解析結果 

1.2.6  解析用入力地震波 

 



 

資料 

No. 
添付説明資料名 補足説明資料（内容） 備考 

2 

可搬型重大事故等対処設

備の保管場所及びアクセ

スルート 

1.2.7  解析条件 

1.2.8  部材強度 

1.2.9  解析結果 

1.2.10 送電鉄塔基礎の耐震評価 

1.2.11 解析結果 

1.3  第 2－66kV開閉所屋外鉄構の耐震評価 

1.3.1  解析手法 

1.3.2  屋外鉄構解析手順 

1.3.3  解析コード 

1.3.4  解析モデルの設定 

1.3.5  固有値解析結果 

1.3.6  解析用入力地震波 

1.3.7  解析条件 

1.3.8  部材強度 

1.3.9  解析結果 

1.3.10 屋外鉄構基礎の耐震性確認 

1.4  通信用無線鉄塔の耐震評価 

1.4.1  解析手法 

1.4.2  通信用無線鉄塔の解析手順 

1.4.3  解析コード 

1.4.4  解析モデルの設定 

1.4.5  固有値解析結果 

1.4.6  解析用入力地震波 

1.4.7  解析条件 

1.4.8  部材強度 

1.4.9  解析結果 

1.4.10 通信用無線鉄塔基礎の耐震性確認 

1.5  鉄塔滑落評価 

1.5.1  評価方針 

1.5.2  評価対象鉄塔の抽出 

1.5.3  地震による鉄塔倒壊事例の調査・分析

による影響評価の前提条件整理 

1.5.4  送電鉄塔の影響評価 

1.5.5  まとめ 

別紙－1  加速度応答スペクトル 

別紙－2  220kV 第二島根原子力幹線 No.1 及び

No.2鉄塔部材仕様 

別紙－3  220kV 第二島根原子力幹線 No.1 鉄塔

Ss-D入力時における鉛直成分について 

別紙－4  水平 2方向及び鉛直方向の地震力の組

合せによる鉄塔の耐震評価への影響 

別紙－5  現状の鉄塔基礎耐震評価における妥当

性確認について 

別紙－6  220kV第二島根原子力幹線 No.1鉄塔基

礎の耐震補強について 

別紙－7  解析コード「ＴＤＡＰⅢ」の検証及び

妥当性確認等について 

 



 

資料 

No. 
添付説明資料名 補足説明資料（内容） 備考 

2 

可搬型重大事故等対処設

備の保管場所及びアクセ

スルート 

別紙－8  220kV第二島根原子力幹線 No.1鉄塔の

地盤の支持性能について 

別紙－9  220kV第二島根原子力幹線 No.1鉄塔基

礎の支持力算出結果 

別紙－10 220kV第二島根原子力幹線 No.2鉄塔基

礎の支持力算出結果（a脚及び d脚の場

合） 

別紙－11 66kV鹿島支線 No.2-1鉄塔部材仕様 

別紙－12 66kV 鹿島支線 No.2-1 鉄塔基礎の耐震

補強について 

別紙－13 第 2－66kV開閉所屋外鉄構部材仕様 

別紙－14 第 2－66kV 開閉所屋外鉄構基礎材と基

礎コンクリートの健全性について 

別紙－15 通信用無線鉄塔部材仕様 

別紙－16 500kV及び 66kV送電線保護装置につい

て 

別紙－17 当社送電鉄塔の倒壊事例（66kV 1導体）

について 

別紙－18 改良地盤⑦の物性値の設定方法につい

て 

(参考資料) 500kV 島根原子力幹線 3 基が同時倒

壊し滑落する場合の鉄塔滑落評価 

2. 保管場所及び屋外のアクセスルートの周辺斜

面及び敷地下斜面すべり安定性評価について 

2.1 概要 

2.2 評価フロー 

2.3 保管場所及びアクセスルートに影響する

おそれのある斜面の網羅的な抽出 

2.3.1 離隔距離の考え方 

2.4 液状化範囲の検討 

2.4.1 液状化範囲の検討フロー 

2.4.2 液状化範囲の検討方法及び検討結果 

2.5 保管場所及びアクセスルートに影響する

おそれのある斜面のグループ分け 

2.6 評価対象斜面の選定及び評価 

2.6.1 評価フロー（詳細） 

2.6.2 選定方針及び評価方法 

2.6.3 評価対象斜面の選定及び評価結果 

2.7 対策工（抑止杭）に関する詳細検討 

2.7.1 基本方針 

2.7.2 抑止杭の設計 

2.7.3 抑止杭の耐震評価 

2.7.4 抑止杭を設置した斜面の安定性評価 

2.7.5 構造等に関する先行炉との比較 

2.7.6 対策工（抑止杭）を設置した斜面の抑止

杭間の岩盤の健全性 

 



 

資料 

No. 
添付説明資料名 補足説明資料（内容） 備考 

2 

可搬型重大事故等対処設

備の保管場所及びアクセ

スルート 

2.8 その他の検討 

2.8.1 鉄塔が設置されている斜面の安定性評

価 

2.8.2 岩盤斜面と盛土斜面の同時崩壊検討 

2.8.3 応力状態を考慮した検討 

2.9 安全対策工事に伴う掘削を踏まえた周辺

斜面及び敷地下斜面のすべり安定性評価 

2.9.1 概要 

2.9.2 評価フロー 

2.9.3 評価対象斜面への掘削箇所の反映 

2.9.4 の安定性評価 

2.9.5 の安定性評価 

2.9.6 評価方法 

2.9.7  の安定性評価結果 

2.9.8 の安定性評価結果 

(参考資料 1) 各断面の比較検討結果及び評価対

象斜面の選定根拠 

(参考資料 2) すべり安定性評価の基準値の設定

について 

(参考資料 3) 斜面のすべり安定性評価に用いた

解析コードの適用性について 

(参考資料 4)  D級岩盤等の間隙率の設定につい

て 

(参考資料 5) 入力地震動の設定に用いる地下構

造モデルについて 

 

3. 液状化及び揺すり込みによる沈下量及び傾斜

の算定方法について 

 

4. 保管場所における液状化及び揺すり込みに

よる不等沈下・傾斜，液状化に伴う浮き上が

りによる影響評価について 

5. 保管場所における地盤支持力評価について 

6. 保管場所及び屋外のアクセスルート近傍の障

害となり得る構造物と影響評価について 

7. 保管場所及び屋外のアクセスルート周辺構造

物の耐震性評価について 

7.1 他資料において耐震性を確認している周

辺構造物 

7.2 建物・構築物の耐震性評価 

7.2.1 免震重要棟の耐震性評価 

7.2.2 １号機原子炉建物の外装材の耐震性評

価 

7.2.3 建物の外装材以外の部材の耐震性評価 

7.2.4 ２号機開閉所防護壁の耐震性評価 

7.2.5 補助消火水槽の耐震性評価 

7.2.6 第二輪谷トンネルの耐震性評価 

7.2.7 連絡通路の耐震性評価 



 

 

資料 

No. 
添付説明資料名 補足説明資料（内容） 備考 

2 

可搬型重大事故等対処設

備の保管場所及びアクセ

スルート 

7.2.8 重油タンク（No.1,2,3）の溢水防止壁の

耐震性評価 

7.3 機器・配管の耐震性評価 

7.3.1 第 2予備変圧器の耐震性評価 

7.3.2 重油移送配管（防波壁乗り越え箇所）の

耐震性評価 

7.3.3 送電鉄塔他の耐震性評価 

 

8. 屋外のアクセスルートの段差緩和対策等につ

いて 

 

9. 屋外のアクセスルートの側方流動評価につい

て 

10. 屋内のアクセスルートの設定について 

11. 屋内のアクセスルート確保のための対策につ

いて 

12. 可搬型重大事故等対処設備の保管場所につい

て 

13. 森林火災時における屋外のアクセスルートへ

の影響について 

14. 土石流による影響評価について 

15. 主要変圧器の火災発生防止対策について 

16. 屋外タンク等からの溢水影響評価について 

別紙－1 放射性物質内包水が溢水した場合の線

量影響評価 

(参考資料) 屋外のアクセスルートの影響評価の

うち屋外タンク等からの溢水評価に

おける溢水伝播挙動評価の比較 

17. 第４保管エリアの変更に伴う影響について 

18. 重油移送配管の経路変更に伴う影響について 

19. 防波壁通路防波扉に設置する漂流物対策工に

よる屋外のアクセスルートへの影響について 

20. 可燃物施設火災時の影響評価方法について 

21. 安全対策工事に伴う西側工事エリア周辺の屋

外のアクセスルートへの影響について 

3 

発電用原子炉施設への人

の不法な侵入等の防止に

ついて 

核物質防護設備の安全設備及び重大事故等対処

設備への波及的影響の防止について 
 

4 
ブローアウトパネル関連

設備の設計方針 

ブローアウトパネル関連設備の設計方針に係る

補足説明資料 
 



 

 

資料 No.1 

 

 

 

 

安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に 

おける健全性に関する説明書に係る補足説明資料 



１．【第 54条に対する適合性の整理表】 



記載要領-1 

本資料は，重大事故等対処設備の技術基準規則第 54条への適合性を整理するも

のであり，その記載要領を記載要領-2～記載要領-8に示す。 



 

 

 

記載要領-2 

重大事故等対処設備の適合性一覧表記載要領（1/3） 

番号 項目 記載内容 

(1) 条文，機能 
対応する技術基準条文番号と，機能名称（重大事故等対策手段名称）

を記載する。 

(2) 設備分類 
常設重大事故等対処設備か，可搬型重大事故等対処設備かの分類を記

載する。 

(3) 設備名称 設備名称を記載する。 

(4) 
環境条件に 

おける健全性 

54条 1項 1号（環境条件における健全性）に対する適合性を記載する。 

環境条件として考慮する項目は，添付書類Ⅵ-1-1-7第 2.3節において

対象とした温度，圧力等とする。 

 

温度，圧力，湿度及び放射線は，重大事故等時に想定される環境条件

と，本資料説明対象設備の設計値（耐性値）との比較により健全性を

記載する。 

ここで環境条件は添付書類Ⅵ-1-1-7 第 2.3 節において設定した値で

あり，添付書類Ⅵ-1-1-7 第 2.3 節の原則外を適用する場合は，「10．

安全設備及び重大事故等対処設備の環境条件の設定について」におい

て示している。 

設計値（耐性値）は(10)の「参照図書」欄に評価手法の分類を示して

おり，各評価手法の内容は「3．環境条件における機器の健全性評価

の手法について」に記載している。 

 

海水については，添付書類Ⅵ-1-1-7第 2.3節において使用する材料等

の選択肢を記載しているため，これらのうち当該設備に適用するもの

を記載する。 

 

電磁的障害については，添付書類Ⅵ-1-1-7第 2.3節において電子部品

を使用しない，金属筐体で格納する等の選択肢を記載しているため，

これらのうち当該設備に適用するものを記載する。 

 

冷却材の性状については，添付書類Ⅵ-1-1-7第 2.3節において，スト

レーナ設置，有効吸込水頭確保等の選択肢を記載しているため，これ

らのうち当該設備に適用するものを記載する。 

(5) 操作の確実性 

54条 1項 2号（操作の確実性）に対する適合性を記載する。 

操作の確実性として考慮する項目は，添付書類Ⅵ-1-1-7第 2.4節にお

いて対象とした操作環境，操作準備，操作内容，状態確認とする。 

(6) 試験・検査 

54条 1項 3号（試験・検査）に対する適合性を記載する。 

添付書類Ⅵ-1-1-7第 2.4節において，ポンプ，弁，容器等の設備分類

ごとに対象とすべき試験・検査項目を記載しているため，これらの適

切なものを選択して記載する。 

(7) 系統の切替性 

54条 1項 4号（切替性）に対する適合性を記載する。 

重大事故等に対処するために切替操作が必要な設備に該当するかど

うかの判断を記載し，該当する場合には弁により切替を行う等の設計

を記載する。 

 

 

 

 



 

 

 

記載要領-3 

重大事故等対処設備の適合性一覧表記載要領（2/3） 

番号 項目 記載内容 

(8) 悪影響防止 

54条 1項 5号（悪影響防止）に対する適合性を記載する。 

悪影響防止として考慮する項目は，設置許可まとめ資料の整理に合わ

せて，系統設計及び内部発生飛散物とする。 

 

内部発生飛散物については，添付書類Ⅵ-1-1-10で対象とするポンプ，

ファン，発電機等の回転機を記載対象とする。 

(9) 設置場所 

54条 1項 6号（設置場所）に対する適合性を記載する。 

環境放射線に対して操作可能であることを求める条文であるため，現

場若しくは遠隔での操作が必要な設備について記載する。 

現場操作が必要な設備については，安全審査において，重大事故等対

策の有効性評価における作業のうち，屋外作業として最も実効線量が

高くなることを確認した「原子炉補機代替冷却系準備操作」時の値が

約 53mSv以下，屋内作業として最も実効線量が高くなることを確認し

た「常設代替交流電源設備からの受電操作」時の値が約 41mSv以下で

あり，緊急作業時の線量限度である 100 mSvを下回ることを記載する。 

遠隔での操作が必要な設備については，放射線影響を受けない離れた

場所若しくは中央制御室から操作可能なことを記載する。 

(10) 参照図書 

配置図，構造図等の添付図は，(4)～(9)，(11)～(13)，(16)～(23)の

内容を直接的に説明するものではないが，設備の大概イメージを確認

できるものを記載する。 

添付書類は，(4)～(9)，(11)～(13)，(16)～(23)の内容をより詳細に

示す説明書類を記載する。 

(11) 
常設重大事故等対

処設備の容量 

54条 2項 1号（容量）に対する適合性として，必要な容量を持つこと

を記載する。 

(12) 共用の禁止 

島根原子力発電所第２号機の常設重大事故等対処設備は，原則として

2以上の発電用原子炉施設と共用しない設計であることを記載する。 

共用する場合は，共用することにより安全性が向上し，かつ相互の発

電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない設計とすることを記載

する。 

(13) 
共通要因故障防止

（方針） 

54 条 2 項 3 号（共通要因故障の防止（常設設備））又は 54 条 3 項 7

号（共通要因故障の防止（可搬設備））に対する適合性を記載する。 

共通要因として考慮する項目は，設置許可本文及び工認本文において

対象とした，環境条件，自然現象及び外部人為事象，溢水，火災並び

にサポート系とする。 

共通要因故障の対象設備は，(14)及び(15)で示すものとする。 

(14) 
共通要因故障防止

（対象設備） 

(13)の共通要因故障防止で考慮対象とする設計基準事故対処設備等

と重大事故等対処設備（本資料の説明対象設備）を記載する。 

(15) 
共通要因故障防止

（電力等） 

(14)で記載した共通要因故障防止で考慮対象とする設計基準事故対

処設備等と重大事故等対処設備について，それぞれの設備に対する多

様性（電力，油，冷却水等のサポート系を含む）を記載する。 

(16) 第 2項（常設設備） 
可搬設備の表においては対象外のため，「常設重大事故等対処設備に

対する条項」とのみ記載する。 

(17) 第 3項（可搬設備） 
常設設備の表においては対象外のため，「可搬型重大事故等対処設備

に対する条項」とのみ記載する。 

(18) 容量（可搬設備） 
54条 3項 1号（容量）に対する適合性として，必要な容量を持つこと

を記載する。 

 



 

 

 

記載要領-4 

重大事故等対処設備の適合性一覧表記載要領（3/3） 

番号 項目 記載内容 

(19) 
可搬型重大事故等

対処設備の接続性 

54条 3項 2号（接続性）に対する適合性を記載する。 

添付書類Ⅵ-1-1-7第 2.4節において，常設設備と接続して使用する

設備はフランジ接続，ボルト・ネジ接続等の接続方式を用い，容易

かつ確実に接続可能な設計であることとしているため，これらの適

切なものを選択して記載する。 

(20) 
異なる複数の接続

箇所の確保 

54条 3項 3号（複数接続口）に対する適合性として，原子炉建物の

外から水又は電力を供給する設備については接続口を複数箇所設置

することを記載する。 

(21) 
設置場所（可搬設

備） 

54条 3項 4号（設置場所）に対する適合性は第 1項第 6号に同じで

あるため，その旨を記載する。 

(22) 
保管場所（可搬設

備） 

54条 3項 5号（保管場所）に対する適合性は第 3項第 7号に同じで

あるため，その旨を記載する。 

(23) 
アクセスルート 

（可搬設備） 

54条 3項 6号（アクセスルート）に対する適合性として，アクセス

ルートを確保する設計を記載する。 

 

  



記載要領-5 

第 72条 

常設代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：ガスタービン発電機

建物 EL 47500 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない

－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・中央制御室の制御盤の操作スイッチでの操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-3-1-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（ポンプ負荷，系統負荷，模擬負荷）により機能・性能確認が可

能な設計とする。

・分解点検が可能な設計とする。

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-2図 

【構造図】：第 9-1-1-3-4-1,7図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計
【配置図】：第 9-1-1-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

    常設重大事故等対処設備の適合性一覧表記載要領説明図（1/2） 

(1) (2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10)



記載要領-6 

第 72条 

常設代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・落雷に対しては，避雷設備又は接地設備により防護する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

電力 － － 

空気 － － 

油 燃料デイタンク ガスタービン発電機用サービスタンク 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，ガスタービン発電機の発電機をガ

スタービンにより駆動することで，ディーゼルエンジンにより駆動する非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，

原子炉建物から離れたガスタービン発電機建物内に設置することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備の B-ディーゼル燃料移送

ポンプ，タービン建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備の A-ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備のディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機の発電機からメタルクラッド開閉装置 2C及び 2Dまでの系統において，独立した電路

で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機からメタルクラッド開閉装置 2C及び 2Dまでの系統並びに高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機からメタルクラッド開閉装置 HPCSまでの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する

設計とする。 

    常設重大事故等対処設備の適合性一覧表記載要領説明図（2/2） 

(1) (2) 

(3) 

(11)

ⅴ)

(12) 

(13) 

(17) 

(10) 

(14) 

(15)



記載要領-7 

第 69条 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘ

ッダ）による燃料プール注水及びスプレ

イ 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 3-2-2-1-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

（設置許可系統図）第 4.3－1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 3-2-2-1-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計 
【系統図】：第 3-2-2-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第 3-2-2-3-2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計 
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv 

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 3-2-2-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 

    可搬型重大事故等対処設備の適合性一覧表記載要領説明図（1/2） 

(9) 

(16) 
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記載要領-8 

第 69条 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘ

ッダ）による燃料プール注水及びスプレ

イ 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計 

【系統図】：第 3-2-2-3-2図 

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
【配置図】：第 3-2-2-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添 1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処

置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺

すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中

埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添 1 

・Ⅵ-1-1-7-別添 2 

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（燃料プール冷却及び補給） 

燃料プール冷却系 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

常設スプレイヘッダ 

電力 非常用交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 燃料プール 輪谷貯水槽（西１），輪谷貯水槽（西２） 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プールスプレイ系は，残留熱除去系及び燃料プール冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，大量送水車をディーゼルエンジンにより

駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される燃料プール冷却系及び残留熱除去系に対して多様性を有する設計とする。 

また，燃料プールスプレイ系は，代替淡水源を水源とすることで，燃料プールを水源とする残留熱除去系及び燃料プール冷却系の冷却機能並びにサプレッ

ションチェンバを水源とする残留熱除去系の補給機能に対して異なる水源を有する設計とする。燃料プールスプレイ系の大量送水車は，原子炉建物から離

れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ及び燃料プール冷却ポンプと共通要因によって同時に機能を喪失しないよう位置的

分散を図る設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

    可搬型重大事故等対処設備の適合性一覧表記載要領説明図（2/2）   
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核燃-1 

  島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 69条 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘ

ッダ）による燃料プール注水及びスプレ

イ 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 3-2-2-1-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

（設置許可系統図）第 4.3－1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 3-2-2-1-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 3-2-2-3-2図 

第
５
号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第 3-2-2-3-2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 3-2-2-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



核燃-2 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 69条 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘ

ッダ）による燃料プール注水及びスプレ

イ 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計

【系統図】：第 3-2-2-3-2図 

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計
【配置図】：第 3-2-2-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処

置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺

すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中

埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（燃料プール冷却及び補給） 

燃料プール冷却系 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

常設スプレイヘッダ 

電力 非常用交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 燃料プール 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プールスプレイ系は，残留熱除去系及び燃料プール冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，大量送水車をディ
ーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される燃料プール冷却系及び残留熱除去系に対して多様性を有
する設計とする。 
また，燃料プールスプレイ系は，代替淡水源を水源とすることで，燃料プールを水源とする残留熱除去系及び燃料プール冷却系の冷
却機能並びにサプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系の補給機能に対して異なる水源を有する設計とする。燃料プールス
プレイ系の大量送水車は，原子炉建物から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ及び燃料プール
冷却ポンプと共通要因によって同時に機能を喪失しないよう位置的分散を図る設計とする。 
大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とす
る。 



核燃-3 

 島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 69条 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘ

ッダ）による燃料プール注水及びスプレ

イ 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 3-2-2-1-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料を使用する設計

（設置許可系統図）第 4.3－1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 3-2-2-4-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 3-2-2-1-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-3図 

【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・差圧確認が可能な設計とする。

・内部の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

第
５
号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 3-2-2-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



核燃-4 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 69条 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘ

ッダ）による燃料プール注水及びスプレ

イ 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処

置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺

すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中

埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（燃料プール冷却及び補給） 

燃料プール冷却系 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

常設スプレイヘッダ 

電力 非常用交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 燃料プール 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プールスプレイ系は，残留熱除去系及び燃料プール冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，大量送水車をディ
ーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される燃料プール冷却系及び残留熱除去系に対して多様性を有
する設計とする。 
また，燃料プールスプレイ系は，代替淡水源を水源とすることで，燃料プールを水源とする残留熱除去系及び燃料プール冷却系の冷
却機能並びにサプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系の補給機能に対して異なる水源を有する設計とする。燃料プールス
プレイ系の大量送水車は，原子炉建物から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ及び燃料プール
冷却ポンプと共通要因によって同時に機能を喪失しないよう位置的分散を図る設計とする。 
大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とす
る。 



核燃-5 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 69条 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘ

ッダ）による燃料プール注水及びスプレ

イ 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
常設スプレイヘッダ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

 EL.42800 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料を使用する設計

（設置許可系統図）第 4.3－1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。
【系統図】：第 3-2-2-3-2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 3-2-2-3-2図 

第
５
号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 3-2-2-3-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



核燃-6 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 69条 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘ

ッダ）による燃料プール注水及びスプレ

イ 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
常設スプレイヘッダ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設
備の容量 

・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（燃料プール冷却及び補給） 

燃料プール冷却系 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

常設スプレイヘッダ 

電力 非常用交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 燃料プール 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プールスプレイ系は，残留熱除去系及び燃料プール冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，大量送水車をディ

ーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される燃料プール冷却系及び残留熱除去系に対して多様性を有

する設計とする。 

また，燃料プールスプレイ系は，代替淡水源を水源とすることで，燃料プールを水源とする残留熱除去系及び燃料プール冷却系の冷

却機能並びにサプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系の補給機能に対して異なる水源を有する設計とする。燃料プールス

プレイ系の大量送水車は，原子炉建物から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ及び燃料プール

冷却ポンプと共通要因によって同時に機能を喪失しないよう位置的分散を図る設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とす

る。 



核燃-7 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 69条 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイ

ノズル）による燃料プール注水及びスプ

レイ 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 3-2-2-1-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

（設置許可系統図）第 4.3－2図 

【構造図】：第 3-2-2-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 3-2-2-1-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 3-2-2-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



核燃-8 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 69条 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイ

ノズル）による燃料プール注水及びスプ

レイ 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処

置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺

すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中

埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（燃料プール冷却及び補給） 

燃料プール冷却系 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

可搬型スプレイノズル 

電力 非常用交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 燃料プール 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プールスプレイ系は，残留熱除去系及び燃料プール冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，大量送水車をディ
ーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される燃料プール冷却系及び残留熱除去系に対して多様性を有
する設計とする。 
また，燃料プールスプレイ系は，代替淡水源を水源とすることで，燃料プールを水源とする残留熱除去系及び燃料プール冷却系の冷
却機能並びにサプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系の補給機能に対して異なる水源を有する設計とする。燃料プールス
プレイ系の大量送水車は，原子炉建物から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ及び燃料プール
冷却ポンプと共通要因によって同時に機能を喪失しないよう位置的分散を図る設計とする。 



核燃-9 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 69条 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイ

ノズル）による燃料プール注水及びスプ

レイ 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 3-2-2-1-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料を使用する設計

（設置許可系統図）第 4.3－2図 

【構造図】：第 3-2-2-4-3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 3-2-2-4-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 3-2-2-1-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-3図 

【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・差圧確認が可能な設計とする。

・内部の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 3-2-2-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



核燃-10 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 69条 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイ

ノズル）による燃料プール注水及びスプ

レイ 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処

置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺

すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中

埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（燃料プール冷却及び補給） 

燃料プール冷却系 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

可搬型スプレイノズル 

電力 非常用交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 燃料プール 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プールスプレイ系は，残留熱除去系及び燃料プール冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，大量送水車をディ

ーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される燃料プール冷却系及び残留熱除去系に対して多様性を有

する設計とする。 

また，燃料プールスプレイ系は，代替淡水源を水源とすることで，燃料プールを水源とする残留熱除去系及び燃料プール冷却系の冷

却機能並びにサプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系の補給機能に対して異なる水源を有する設計とする。燃料プールス

プレイ系の大量送水車は，原子炉建物から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ及び燃料プール

冷却ポンプと共通要因によって同時に機能を喪失しないよう位置的分散を図る設計とする。 



核燃-11 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 69条 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイ

ノズル）による燃料プール注水及びスプ

レイ 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型スプレイノズル 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

 EL42800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 9 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはアルミニウム

合金鋳物を使用する設計

（設置許可系統図）第 4.3－2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，必要に

より当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 3-2-2-1-4図 

【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。
【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

第
５
号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第 3-2-2-1-4図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



核燃-12 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 69条 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイ

ノズル）による燃料プール注水及びスプ

レイ 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型スプレイノズル 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
７
号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置する建物内に保管

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に保管

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（燃料プール冷却及び補給） 

燃料プール冷却系 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

可搬型スプレイノズル 

電力 非常用交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 燃料プール 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プールスプレイ系は，残留熱除去系及び燃料プール冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，大量送水車をディ

ーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される燃料プール冷却系及び残留熱除去系に対して多様性を有

する設計とする。 

また，燃料プールスプレイ系は，代替淡水源を水源とすることで，燃料プールを水源とする残留熱除去系及び燃料プール冷却系の冷

却機能並びにサプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系の補給機能に対して異なる水源を有する設計とする。燃料プールス

プレイ系の大量送水車は，原子炉建物から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ及び燃料プール

冷却ポンプと共通要因によって同時に機能を喪失しないよう位置的分散を図る設計とする。 



核燃-13 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 69条 

大気への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 3-2-3-1-1図 

【構造図】：第 3-2-3-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

【系統図】：第 3-2-3-3-1図 

【構造図】：第 3-2-3-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない

【構造図】：第 3-2-3-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第 3-2-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 3-2-3-1-1図 

【構造図】：第 3-2-3-4-1図 

【系統図】：第 3-2-3-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第 3-2-3-3-1図 

【構造図】：第 3-2-3-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 3-2-3-3-1図 

第
５
号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 3-2-3-3-1図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 3-2-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



核燃-14 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 69条 

大気への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

大型送水ポンプ車 

放水砲 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉建物放水設備である大型送水ポンプ車及び放水砲は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離れた屋外に保管す

る。 



核燃-15 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 69条 

大気への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

放水砲 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 3-2-3-1-1図， 

第 3-2-3-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には青銅鋳物系材

料およびステンレス系材料を使用する設計

【配置図】：第 3-2-3-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第 3-2-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 3-2-3-1-1図， 

第 3-2-3-2-1図 

【系統図】：第 3-2-3-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

【配置図】：第 3-2-3-2-1図 

【系統図】：第 3-2-3-3-1図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 3-2-3-3-1図 

第
５
号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 3-2-3-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 3-2-3-2-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



核燃-16 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 69条 

大気への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

放水砲 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

大型送水ポンプ車 

放水砲 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉建物放水設備である大型送水ポンプ車及び放水砲は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離れた屋外に保管す

る。 



核燃-17 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 69条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プール水位（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 42800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 3-1-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品が金属筐体で取り囲まれており，電磁波の侵入を防止する措置を

講じた設計としているため，電磁波の影響を受けない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-3-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備と電気的な分離を行うことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



核燃-18 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 69条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プール水位（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-3-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（燃料プール水位・温度（ＳＡ）） 

燃料プール水位 

燃料プール温度 

燃料プール冷却ポンプ入口温度 

原子炉建物放射線モニタ（燃料取替階エリア） 

燃料取替階放射線モニタ 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメ

ラ用冷却設備を含む。） 

電力 非常用交流電源設備 

所内常設蓄電式直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

常設代替直流電源設備 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ），燃料

プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ），燃料プール監視カメラ（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用冷却設

備は，燃料プール水位，燃料プール温度，燃料プール冷却ポンプ入口温度，原子炉建物放射線モニタ（燃料取替階エ

リア）及び燃料取替階放射線モニタと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，燃料プール水位・温度（ＳＡ）

は，非常用交流電源設備に対して，多様性を有する所内常設蓄電式直流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が

可能な設計とし，燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）

（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，非常用交流電源設備に対して，多様性を有する常設代替直流電源設

備又は可搬型直流電源設備から給電が可能な設計とし，燃料プール水位（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用冷却設

備は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可

能な設計とする。 



核燃-19 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 69条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 42800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 3-1-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 1 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・検出器（熱電対）の構成部品に電子部品を含まないため，電磁波の影響を

受けない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-3-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 
・他の設備と電気的な分離を行うことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



核燃-20 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 69条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-3-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（燃料プール水位・温度（ＳＡ）） 

燃料プール水位 

燃料プール温度 

燃料プール冷却ポンプ入口温度 

原子炉建物放射線モニタ（燃料取替階エリア） 

燃料取替階放射線モニタ 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメ

ラ用冷却設備を含む。） 

電力 非常用交流電源設備 

所内常設蓄電式直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

常設代替直流電源設備 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ），燃料

プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ），燃料プール監視カメラ（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用冷却設

備は，燃料プール水位，燃料プール温度，燃料プール冷却ポンプ入口温度，原子炉建物放射線モニタ（燃料取替階エ

リア）及び燃料取替階放射線モニタと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，燃料プール水位・温度（ＳＡ）

は，非常用交流電源設備に対して，多様性を有する所内常設蓄電式直流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が

可能な設計とし，燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）

（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，非常用交流電源設備に対して，多様性を有する常設代替直流電源設

備又は可搬型直流電源設備から給電が可能な設計とし，燃料プール水位（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用冷却設

備は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可

能な設計とする。 



核燃-21 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第69条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む。 ） 

第

５

４

条 

第

１

項 

第

１

号 

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性 

温度 

[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）] 

・環境温度(50℃)≦設計値

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（エアクーラ）] 

・環境温度(100℃)≦設計値

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（コンプレッサ，冷却器）] 

・環境温度(40℃)≦設計値

【設置場所】：[燃料プール監視カメラ（Ｓ

Ａ）][燃料プール監視カメラ用冷却設備

（エアクーラ）]原子炉建物原子炉棟 EL 

42800mm[燃料プール監視カメラ用冷却設

備（コンプレッサ，冷却器）] 原子炉建

物付属棟 EL 34800mm  

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[燃料プール監視カメラ（Ｓ

Ａ）][燃料プール監視カメラ用冷却設備

（コンプレッサ，冷却器）]温度評価手法

1,[燃料プール監視カメラ用冷却設備（エ

アクーラ）]温度評価手法2 

圧力 

[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）] 

・環境圧力(大気圧相当)≦設計値

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（エアクーラ）] 

・環境圧力(大気圧相当)≦設計値

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（コンプレッサ，冷却器）] 

・環境圧力(大気圧)≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[燃料プール監視カメラ（Ｓ

Ａ）]圧力評価手法2[燃料プール監視カメ

ラ用冷却設備（エアクーラ）]圧力評価手

法1[燃料プール監視カメラ用冷却設備

（コンプレッサ，冷却器）] 圧力評価手

法1 

湿度 

[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）] [燃料プール監視カメラ用冷却設備（エアクーラ）] 

・環境湿度(100%)≦設計値

 [燃料プール監視カメラ用冷却設備（コンプレッサ，冷却器）] 

・環境湿度(85%)≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[燃料プール監視カメラ（Ｓ

Ａ）][燃料プール監視カメラ用冷却設備

（エアクーラ）]湿度評価手法1[燃料プー

ル監視カメラ用冷却設備（コンプレッサ，

冷却器）]湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-3-1

放射線（機器） 

[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）] 

・環境放射線（1.7Gy/7日間）≦設計値

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（エアクーラ）] 

・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（コンプレッサ，冷却器）] 

・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[燃料プール監視カメラ（Ｓ

Ａ）]放射線評価手法1[燃料プール監視カ

メラ用冷却設備（エアクーラ）]放射線評

価手法 2[燃料プール監視カメラ用冷却設

備（コンプレッサ，冷却器）]放射線評価

手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品が金属筐体で取り囲まれており，電磁波の侵入を防止する措置を講じた設計

としているため，電磁波の影響を受けない 
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物等内

に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50 条「地震による損傷の防止」に

基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52 条「火災による損傷の防止」に

基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第

２

号 

操

作

の

確

実

性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）][燃料プール監視カメラ用冷却設備（エアクーラ）] 

－（操作不要） 

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（コンプレッサ，冷却器）] 

・十分な操作空間を確保する設計

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第

３

号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能，性能の確認が可能な設計 ・Ⅵ-1-3-1

第

４

号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第

５

号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 ・他の設備と電気的な分離を行うことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計 － 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第

６

号 

設置場所 

[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）][燃料プール監視カメラ用冷却設備（エアクーラ）] 

－（操作不要） 

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（コンプレッサ，冷却器）] 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）+ECCS注水機能失敗+全交流動力電源喪失時の屋

内現場操作 

・Ⅵ-1-3-1

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



核燃-22 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 69条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む。 ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-3-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（燃料プール水位・温度（ＳＡ）） 

燃料プール水位 

燃料プール温度 

燃料プール冷却ポンプ入口温度 

原子炉建物放射線モニタ（燃料取替階エリア） 

燃料取替階放射線モニタ 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメ

ラ用冷却設備を含む。） 

電力 非常用交流電源設備 

所内常設蓄電式直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

常設代替直流電源設備 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ），燃料

プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ），燃料プール監視カメラ（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用冷却設

備は，燃料プール水位，燃料プール温度，燃料プール冷却ポンプ入口温度，原子炉建物放射線モニタ（燃料取替階エ

リア）及び燃料取替階放射線モニタと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，燃料プール水位・温度（ＳＡ）

は，非常用交流電源設備に対して，多様性を有する所内常設蓄電式直流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が

可能な設計とし，燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）

（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，非常用交流電源設備に対して，多様性を有する常設代替直流電源設

備又は可搬型直流電源設備から給電が可能な設計とし，燃料プール水位（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用冷却設

備は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可

能な設計とする。 



核燃-23 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 69条 

燃料プール冷却系による燃料プー

ルの除熱

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
燃料プール冷却ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・【ポンプ】環境温度（66℃）≦設計値

・【モータ】環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

 EL30500mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：（ポンプ）温度評価手法1 

（モータ）温度評価手法3 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値

・【モータ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：（ポンプ）圧力評価手法1 

（モータ）圧力評価手法4 

湿度 
・【ポンプ】環境湿度（100％）≦設計値

・【モータ】環境湿度（100％）≦設計値

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 3-2-1-3-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない

【構造図】：第 5-1-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 3-2-1-3-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【系統図】：第 3-2-1-3-2図 

【配置図】：第 3-2-1-1-1図 

【構造図】：第 5-1-4図（既工事計

画書） 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 3-2-1-3-2図 

【構造図】：第 5-1-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 

・弁等の操作によって設計基準事故対象施設として使用する系統構成から重

大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，保加納設備に悪影

響を及ぼさない設計

【系統図】：第 3-2-1-3-2図 

第
５
号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準事故対象施設として使用する系統構成から重

大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計

【系統図】：第 3-2-1-3-2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



核燃-24 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 69条 

燃料プール冷却系による燃料プー

ルの除熱

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
燃料プール冷却ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（燃料プール冷却及び補給） 

（燃料プール冷却系） 

燃料プール冷却ポンプ 

燃料プール冷却系熱交換器 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，残留熱除去系ポンプ及び熱交換器と異なる区画に設置することで，残留熱

除去ポンプ及び熱交換器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，移動式

代替熱交換設備を常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動す

る原子炉補機冷却系に対して，多様性を有する設計とし，大型送水ポンプ車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆

動ポンプにより構成される原子炉補機冷却系に対して多様性を有する設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，原子炉建物から離れた屋外に分散して保管することで，原

子炉建物内の原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと共通要因によって同時に機能

を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続で

きなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 



核燃-25 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 69条 

燃料プール冷却系による燃料プー

ルの除熱

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
燃料プール冷却系熱交換器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

 EL34800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 4 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦470Gy/7日間）≦
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 3-2-1-3-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 3-2-1-3-2図 

【構造図】：第 5-1-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準事故対象施設として使用する系統構成から重

大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計

【系統図】：第 3-2-1-3-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



核燃-26 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 69条 

燃料プール冷却系による燃料プー

ルの除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
燃料プール冷却系熱交換器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ－2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（燃料プール冷却及び補給） 

（燃料プール冷却系） 

燃料プール冷却ポンプ 

燃料プール冷却系熱交換器 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，残留熱除去系ポンプ及び熱交換器と異なる区画に設置することで，残留熱

除去ポンプ及び熱交換器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，移動式

代替熱交換設備を常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動す

る原子炉補機冷却系に対して，多様性を有する設計とし，大型送水ポンプ車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆

動ポンプにより構成される原子炉補機冷却系に対して多様性を有する設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，原子炉建物から離れた屋外に分散して保管することで，原

子炉建物内の原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと共通要因によって同時に機能

を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続で

きなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

  



核燃-27 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 70条 

大気への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 3-2-3-1-1図 

【構造図】：第 3-2-3-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

【系統図】：第 3-2-3-3-1図 

【構造図】：第 3-2-3-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない

【構造図】：第 3-2-3-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第 3-2-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 3-2-3-1-1図 

【構造図】：第 3-2-3-4-1図 

【系統図】：第 3-2-3-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第 3-2-3-3-1図 

【構造図】：第 3-2-3-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 3-2-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 3-2-3-3-1図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 3-2-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



核燃-28 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 70条 

大気への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
・Ⅵ-1-1-7-別添 1

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

大型送水ポンプ車 

放水砲 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉建物放水設備である大型送水ポンプ車及び放水砲は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離れた屋外に保管す

る。 



核燃-29 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 70条 

大気への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

放水砲 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第 3-2-3-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮したステンレス系材料及び

青銅鋳物系材料を使用する設計
【系統図】：第 3-2-3-3-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第 3-2-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 3-2-3-1-1図 

【系統図】：第 3-2-3-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計
【系統図】：第 3-2-3-3-1図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 3-2-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 3-2-3-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 3-2-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7 第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



核燃-30 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 70条 

大気への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

放水砲 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

大型送水ポンプ車 

放水砲 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉建物放水設備である大型送水ポンプ車及び放水砲は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離れた屋外に保管す

る。 



核燃-31 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 70条 

海洋への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

放射性物質吸着材 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 （設置許可配置図）第 9.7－2図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮したゼオライトを使用する

設計
（設置許可配置図）第 9.7－2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

（設置許可配置図）第 9.7－2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可配置図）第 9.7－2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可配置図）第 9.7－2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋外現場操作 

（設置許可配置図）第 9.7－2図 

・Ⅵ-1-1-7 第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



核燃-32 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 70条 

海洋への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

放射性物質吸着材 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

放射性物質吸着材 

シルトフェンス 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

海洋拡散抑制設備である放射性物質吸着材，シルトフェンス及び小型船舶は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離

れた屋外に保管する。 



核燃-33 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 70条 

海洋への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

シルトフェンス 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 （設置許可配置図）第 9.7－2図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮した耐腐食性材料を使用す

る設計
（設置許可配置図）第 9.7－2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

（設置許可配置図）第 9.7－2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可配置図）第 9.7－2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可配置図）第 9.7－2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋外現場操作 

（設置許可配置図）第 9.7－2図 

・Ⅵ-1-1-7 第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



核燃-34 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 70条 

海洋への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

シルトフェンス 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

放射性物質吸着材 

シルトフェンス 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

海洋拡散抑制設備である放射性物質吸着材，シルトフェンス及び小型船舶は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離

れた屋外に保管する。 



核燃-35 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 70条 

海洋への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

小型船舶 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・常時海水を通水又は海で使用するため，海水影響を考慮し接液部には耐腐

食性材料を使用する設計
－ 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備
－ 

操作準備 

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業現場の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

－ 

操作内容 ・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計 － 

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計 － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋外現場操作 

・Ⅵ-1-1-7 第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



核燃-36 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 70条 

海洋への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

小型船舶 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しなし） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

放射性物質吸着材 

シルトフェンス 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

海洋拡散抑制設備である放射性物質吸着材，シルトフェンス及び小型船舶は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離

れた屋外に保管する。 



核燃-37 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 73条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プール水位（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 42800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 3-1-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品が金属筐体で取り囲まれており，電磁波の侵入を防止する措置を

講じた設計としているため，電磁波の影響を受けない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-3-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



核燃-38 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 73条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プール水位（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-3-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却

設備を含む。） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 



核燃-39 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 73条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 42800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 3-1-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 1 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・検出器（熱電対）の構成部品に電子部品を含まないため，電磁波の影響を

受けない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-3-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



核燃-40 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 73条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-3-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却

設備を含む。） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 



核燃-41 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む。 ） 

第

５

４

条 

第

１

項 

第

１

号 

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性 

温度 

[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）] 

・環境温度(50℃)≦設計値 ）  

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（エアクーラ）] 

・環境温度(100℃)≦設計値

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（コンプレッサ，冷却器）] 

・環境温度(40℃)≦設計値

【設置場所】：[燃料プール監視カメラ（Ｓ

Ａ）][燃料プール監視カメラ用冷却設備

（エアクーラ）]原子炉建物原子炉棟 EL 

42800mm[燃料プール監視カメラ用冷却設

備（コンプレッサ，冷却器）] 原子炉建

物付属棟 EL 34800mm  

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[燃料プール監視カメラ（Ｓ

Ａ）][燃料プール監視カメラ用冷却設備

（コンプレッサ，冷却器）]温度評価手法

1,[燃料プール監視カメラ用冷却設備（エ

アクーラ）]温度評価手法2 

圧力 

[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）] 

・環境圧力(大気圧相当)≦設計値

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（エアクーラ）] 

・環境圧力(大気圧相当)≦設計値

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（コンプレッサ，冷却器）] 

・環境圧力(大気圧)≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[燃料プール監視カメラ（Ｓ

Ａ）]圧力評価手法2[燃料プール監視カメ

ラ用冷却設備（エアクーラ）]圧力評価手

法1[燃料プール監視カメラ用冷却設備

（コンプレッサ，冷却器）] 圧力評価手

法1 

湿度 

[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）] [燃料プール監視カメラ用冷却設備（エアクーラ）] 

・環境湿度(100%)≦設計値

 [燃料プール監視カメラ用冷却設備（コンプレッサ，冷却器）] 

・環境湿度(85%)≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[燃料プール監視カメラ（Ｓ

Ａ）][燃料プール監視カメラ用冷却設備

（エアクーラ）]湿度評価手法1[燃料プー

ル監視カメラ用冷却設備（コンプレッサ，

冷却器）]湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-3-1

放射線（機器） 

[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）] 

・環境放射線（1.7Gy/7日間）≦設計値

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（エアクーラ）] 

・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（コンプレッサ，冷却器）] 

・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[燃料プール監視カメラ（Ｓ

Ａ）]放射線評価手法1[燃料プール監視カ

メラ用冷却設備（エアクーラ）]放射線評

価手法 2[燃料プール監視カメラ用冷却設

備（コンプレッサ，冷却器）]放射線評価

手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品が金属筐体で取り囲まれており，電磁波の侵入を防止する措置を講じた設計

としているため，電磁波の影響を受けない 
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物等内

に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50 条「地震による損傷の防止」に

基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52 条「火災による損傷の防止」に

基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第

２

号 

操

作

の

確

実

性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）][燃料プール監視カメラ用冷却設備（エアクーラ）] 

－（操作不要） 

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（コンプレッサ，冷却器）] 

・十分な操作空間を確保する設計

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第

３

号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能，性能の確認が可能な設計 ・Ⅵ-1-3-1

第

４

号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第

５

号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，多重性を有

するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ

の計測装置の間においては，パラメータ相互をヒューズ，アイソレータ等により電気

的に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計 

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第

６

号 

設置場所 

[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）][燃料プール監視カメラ用冷却設備（エアクーラ）] 

-（操作不要） 

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（コンプレッサ，冷却器）] 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断LOCA）+ECCS注水機能失敗+全交流動力電源喪失時の屋内

現場操作 

・Ⅵ-1-3-1

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



核燃-42 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 73条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む。 ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-3-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却

設備を含む。） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 



核燃-43 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 73条 

温度，圧力， 水位，注水量の計測・監視 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬型計測器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 EL 

15300mm 

緊急時対策所 EL 50800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（80％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-3-1

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震の影響による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に保管する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・付属の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・一般的に用いられる工具を用いて，確実に作業ができる設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，使用する設

備に応じて接続方式を統一することにより，確実に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-3-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 

・通常時に接続先の系統と分離された状態であること及び重大事故等時は重

大事故等対処設備として系統構成をすることにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能失敗＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

・Ⅵ-1-3-1

・Ⅵ-1-1-7 第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



核燃-44 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 73条 

温度，圧力， 水位，注水量の計測・監視 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬型計測器 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-3-1

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・ボルト・ネジ接続を用い，容易かつ確実に接続できる設計 － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上の建物等内に保管

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に保管

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
各計器 可搬型計測器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



核燃-45 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
－ 

重大事故等時に対処するための流路，注

水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
燃料プール 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 8 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 4 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料を使用する設計

【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

【構造図】：第 7-3-1図（既工事計

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【構造図】：第 7-3-1図（既工事計

画書） 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする

【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

【構造図】：第 7-3-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 3-2-2-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



核燃-46 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
－ 

重大事故等時に対処するための流路，注

水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
燃料プール 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（原子炉圧力容器） 原子炉圧力容器 

（原子炉格納容器） 原子炉格納容器 

（燃料プール） 燃料プール 

－ 原子炉建物原子炉棟 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-1 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 54条 

アクセスルート確保 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

ホイールローダ

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 （設置許可配置図）第 1.1.7－1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 ・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

（設置許可配置図）第 1.1.7－1図 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

（設置許可配置図）第 1.1.7－1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-2 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 54条 

アクセスルート確保 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

ホイールローダ

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図った

設計，若しくは重複性等を考慮し，可能な限り頑健性をもたせた設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ ホイールローダ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-3 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 60条 

高圧原子炉代替注水系による原子炉の

冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
高圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL1300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100%）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-4-3-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-4-3-3-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 4-4-3-4-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作スイッチは運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

【配置図】：第 4-4-3-1-1図 

【系統図】：第 4-4-3-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-4-3-3-1図 

【構造図】：第 4-4-3-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 4-4-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第 4-4-3-3-1図 

内部発生飛散物 
・飛散物の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第 4-4-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



原冷-4 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 60条 

高圧原子炉代替注水系による原子炉の

冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
高圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

高圧炉心スプレイ系 

原子炉隔離時冷却系 
高圧原子炉代替注水ポンプ 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ[水源] 

電力 
非常用交流電源設備 

非常用直流電源設備 

常設代替直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

高圧原子炉代替注水系は，高圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧原子炉代替注水ポンプをター

ビン駆動とすることで，電動機駆動ポンプを用いた高圧炉心スプレイ系に対して多様性を有する設計とする。また，高圧原子炉代替

注水系の起動に必要な電動弁は，常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備からの給電及び現場において人力により，ポンプの

起動に必要な弁を操作できることで，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備から給電される高圧炉心スプレイ系及び非常用直流電

源設備から給電される原子炉隔離時冷却系に対して，多様性を有する設計とする。 

高圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物原子炉棟内の高圧炉心スプレイポンプ及び原子炉隔離時冷却ポンプと異なる区画に設置す

ることで，高圧炉心スプレイポンプ及び原子炉隔離時冷却ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 



原冷-5 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 60条 

高圧原子炉代替注水系による原子炉の

冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ［水源］ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 8-1-1-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3項 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 ・海水を通水しない

【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

【配置図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【配置図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【構造図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・全体漏えい率試験が可能な設計

【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

【構造図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-6 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 60条 

高圧原子炉代替注水系による原子炉の

冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ［水源］ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

高圧炉心スプレイ系 

原子炉隔離時冷却系 
高圧原子炉代替注水ポンプ 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

高圧原子炉代替注水系は，高圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧原子炉代替注水ポンプをター

ビン駆動とすることで，電動機駆動ポンプを用いた高圧炉心スプレイ系に対して多様性を有する設計とする。また，高圧原子炉代替

注水系の起動に必要な電動弁は，常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備からの給電及び現場において人力により，ポンプの

起動に必要な弁を操作できることで，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備から給電される高圧炉心スプレイ系及び非常用直流電

源設備から給電される原子炉隔離時冷却系に対して，多様性を有する設計とする。 

高圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物原子炉棟内の高圧炉心スプレイポンプ及び原子炉隔離時冷却ポンプと異なる区画に設置す

ることで，高圧炉心スプレイポンプ及び原子炉隔離時冷却ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 



原冷-7 

島根原子力発電所 第２号機 第 54 条に対する適合性の整理表（常設） 
第60条 

原子炉隔離時冷却系による原子炉の冷

却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉隔離時冷却ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL1300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

・【タービン】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-4-4-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

節 

【設計値】：放射線評価手法2， 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第4-4-4-2-1～4図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-5-2,3図（既工事

計画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

【配置図】：第4-4-4-1-1図 

【系統図】：第4-4-4-2-1～4図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-4-4-2-1～4図 

【構造図】：第 3-5-2,3図（既工事

計画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第4-4-4-2-1～4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-4-4-2-1～4図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第4-4-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



原冷-8 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 60条 

原子炉隔離時冷却系による原子炉の冷

却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉隔離時冷却ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・地震に対して技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく

地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物等内に設置

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（原子炉隔離時冷却系） 

高圧炉心スプレイ系 
原子炉隔離時冷却ポンプ 

（サプレッションチェンバ） 

復水貯蔵タンク 
サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉隔離時冷却系の起動に必要な電動弁は，現場において人力による手動操作を可能とすることで，非常用直流電源設備からの給

電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。 



原冷-9 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 60条 

原子炉隔離時冷却系による原子炉の冷

却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ［水源］ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 8-1-1-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3項 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 ・海水を通水しない

【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

【配置図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【配置図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【構造図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・全体漏えい率試験が可能な設計

【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

【構造図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-10 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 60条 

原子炉隔離時冷却系による原子炉の冷

却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ［水源］ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（原子炉隔離時冷却系） 

高圧炉心スプレイ系 
原子炉隔離時冷却ポンプ 

（サプレッションチェンバ） 

復水貯蔵タンク 
サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉隔離時冷却系の起動に必要な電動弁は，現場において人力による手動操作を可能とすることで，非常用直流電源設備からの給

電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。 



原冷-11 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 60条 

高圧炉心スプレイ系による原子炉の冷

却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
高圧炉心スプレイポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL1300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-4-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-4-1-3-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-6-2図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-4-1-3-2図 

【構造図】：第 3-6-2図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 4-4-1-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-4-1-3-2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-12 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 60条 

高圧炉心スプレイ系による原子炉の冷

却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
高圧炉心スプレイポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・地震に対して技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく

地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物等内に設置

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（高圧炉心スプレイ系） 

原子炉隔離時冷却系 
高圧炉心スプレイポンプ 

（サプレッションチェンバ） 

復水貯蔵タンク 
サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-13 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 60条 

高圧炉心スプレイ系による原子炉の冷

却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ［水源］ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 8-1-1-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3項 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 ・海水を通水しない

【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

【配置図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【配置図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【構造図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・全体漏えい率試験が可能な設計

【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

【構造図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-14 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 60条 

高圧炉心スプレイ系による原子炉の冷

却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ［水源］ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（高圧炉心スプレイ系） 

原子炉隔離時冷却系 
高圧炉心スプレイポンプ 

（サプレッションチェンバ） 

復水貯蔵タンク 
サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-15 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 60条 

ほう酸水注入系による進展抑制 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水注入ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL34800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 5-3-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（100Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 5-3-1-3-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 6-4-2図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 5-3-1-3-2図 

【構造図】：第 6-4-2図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 5-3-1-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 5-3-1-3-2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-16 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 60条 

ほう酸水注入系による進展抑制 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水注入ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・地震に対して技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく

地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物等内に設置

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

原子炉保護系 

制御棒 

制御棒駆動水圧系 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ほう酸水注入系は，制御棒,制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットと共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，ほう酸水注入ポンプを非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動することで，アキュムレータにより駆動する制御棒，制

御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットに対して多様性を有する設計とする。 

ほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タンクは，原子炉建物原子炉棟内の制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユ

ニットと異なる区画に設置することで，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットと共通要因によって同時に

機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



原冷-17 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 60条 

ほう酸水注入系による進展抑制 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 34800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-4-7-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 6-4-3図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 5-3-1-3-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・ほう酸濃度及びタンク水位の確認が可能な設計

【系統図】：第 4-4-7-2-1図 

【構造図】：第 6-4-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 4-4-7-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-4-7-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-18 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 60条 

ほう酸水注入系による進展抑制 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水貯蔵タンク 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

原子炉保護系 

制御棒 

制御棒駆動水圧系 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ほう酸水注入系は，制御棒,制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットと共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，ほう酸水注入ポンプを非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動することで，アキュムレータにより駆動する制御棒，制

御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットに対して多様性を有する設計とする。 

ほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タンクは，原子炉建物原子炉棟内の制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユ

ニットと異なる区画に設置することで，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットと共通要因によって同時に

機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

  



原冷-19 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 61条 

逃がし安全弁 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

逃がし安全弁 [操作対象弁] 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（150℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL23800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 2 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 5 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-2-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（360kGy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

節 

【設計値】：放射線評価手法 1 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-2-1-3-4図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない 
【構造図】：第 4-2-1-4-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-2-1-3-4図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-2-1-3-4図 

【構造図】：第 4-2-1-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 4-2-1-3-4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-2-1-3-4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-20 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 61条 

逃がし安全弁 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

逃がし安全弁 [操作対象弁] 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・地震に対して技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく

地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物等内に設置

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（逃がし安全弁） 逃がし安全弁 [操作対象弁] 

（逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ） 逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

電力 非常用直流電源設備 

所内常設蓄電式直流電源設備 

常設代替直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室） 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

逃がし安全弁及び逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータは，設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備としての安全機能を

兼ねる設備であるが，想定される重大事故等時に必要となる個数に対して十分に余裕をもった個数を分散して設置する設計とする。 

逃がし安全弁は，中央制御室からの手動操作又は代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）からの信号により作動することで，自

動減圧機能による作動に対して多様性を有する設計とする。また，逃がし安全弁は，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電

源設備，可搬型直流電源設備及び主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）からの給電により作動することで，非常用直流電源設備

からの給電による作動に対して多様性を有する設計とする。 



原冷-21 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 61条 

逃がし安全弁 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（171℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL23800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（0.427MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-2-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（360kGy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

節 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-2-1-3-4図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-2-8図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-2-1-3-4図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計

【系統図】：第 4-2-1-3-4図 

【構造図】：第 3-2-8図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 4-2-1-3-4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-2-1-3-4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-22 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 61条 

逃がし安全弁 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（逃がし安全弁） 逃がし安全弁 [操作対象弁] 

（逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ） 逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

電力 非常用直流電源設備 

所内常設蓄電式直流電源設備 

常設代替直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室） 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

逃がし安全弁及び逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータは，設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備としての安全機能を

兼ねる設備であるが，想定される重大事故等時に必要となる個数に対して十分に余裕をもった個数を分散して設置する設計とする。 

逃がし安全弁は，中央制御室からの手動操作又は代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）からの信号により作動することで，自

動減圧機能による作動に対して多様性を有する設計とする。また，逃がし安全弁は，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電

源設備，可搬型直流電源設備及び主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）からの給電により作動することで，非常用直流電源設備

からの給電による作動に対して多様性を有する設計とする。 



原冷-23 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 61条 

インターフェイスシステム LOCA 隔離弁 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱除去系注水弁 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・【弁】環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

・【モータ】環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL19500㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】： 

[弁] 温度評価手法 1， 

[モータ] 温度評価手法 2 

圧力 
・【弁】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】： 

[弁] 圧力評価手法 1， 

[モータ] 圧力評価手法 2 

湿度 ・環境湿度（100%）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-3-1-2-9，11図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

電磁的障害 ・電子部品の影響を受けるような電子部品を含む制御回路は組み込まない 【構造図】：第 3-4-7図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 4-3-1-2-9，11図 

【構造図】：第 3-4-7図（既工事計

画書） 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

【構造図】：第 3-4-7図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源喪

失時の屋内現場操作 

【配置図】：第 4-3-1-2-9，11図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



原冷-24 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 61条 

インターフェイスシステム LOCA 隔離弁 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱除去系注水弁 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準対処設備等については，共通要

因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系注水弁） 残留熱除去系注水弁 

（低圧炉心スプレイ系注水弁） 低圧炉心スプレイ系注水弁 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



原冷-25 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 61条 

インターフェイスシステム LOCA 隔離弁 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧炉心スプレイ系注水弁 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・【弁】環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

・【モータ】環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL19500㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】： 

[弁] 温度評価手法 1， 

[モータ] 温度評価手法 2 

圧力 
・【弁】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】： 

[弁] 圧力評価手法 1， 

[モータ] 圧力評価手法 2 

湿度 ・環境湿度（100%）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-4-2-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-4-2-3-2図 

電磁的障害 ・電子部品の影響を受けるような電子部品を含む制御回路は組み込まない
【構造図】：第 3-7-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-4-2-3-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 4-4-2-2-2図 

【構造図】：第 3-7-4図（既工事計

画書） 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-4-2-3-2図 

【構造図】：第 3-7-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 4-4-2-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-4-2-3-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源喪

失時の屋内現場操作 

【配置図】：第 4-4-2-2-2図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



原冷-26 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 61条 

インターフェイスシステム LOCA 隔離弁 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧炉心スプレイ系注水弁 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準対処設備等については，共通要

因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系注水弁） 残留熱除去系注水弁 

（低圧炉心スプレイ系注水弁） 低圧炉心スプレイ系注水弁 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-27 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 61条 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパ

ネル 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期 100℃））≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL51700㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 8 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100%）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

節 

【設計値】：放射線評価手法４ 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 
・地震，風（台風）及び積雪による荷重し，機能を有効に発揮できる設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-28 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 61条 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパ

ネル 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
・Ⅵ-1-1-9

火災 
・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
・Ⅵ-1-1-9

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-29 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 62条 

低圧原子炉代替注水系（常設）による

原子炉の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 EL 

700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 
・【ポンプ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-4-5-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号と同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には，炭素鋼及び

ステンレス鋼材料を使用する設計

【系統図】：第 4-4-5-3-1～2図 

【構造図】：第 4-4-5-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けるような電子部品を含む制御回路は組み込まない 【構造図】：第 4-4-5-4-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-4-5-3-1～2図 

【構造図】：第 4-4-5-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 4-4-5-3-1～2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第 4-4-5-3-1～2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-30 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 62条 

低圧原子炉代替注水系（常設）による

原子炉の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（低圧注水モード） 

低圧炉心スプレイ系 
低圧原子炉代替注水ポンプ 

サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備からの給電により駆動することで，非

常用所内電気設備を経由した非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動する残留熱除去ポンプを用いた残留熱除去系（低圧注

水モード）及び低圧炉心スプレイポンプを用いた低圧炉心スプレイ系に対して多様性を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電

による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，低圧原子炉代替注水系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経由し

て給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を

有する設計とする。 

また，低圧原子炉代替注水系（常設）は，低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，サプレッションチェンバを水源とする残留熱

除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対して異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプ及び低圧原子炉代替注水槽は，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置することで，原

子炉建物内の低圧炉心スプレイポンプ，残留熱除去ポンプ及びサプレッションチェンバと共通要因によって同時に機能を損なわない

よう位置的分散を図る設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，残留熱

除去系に対しては，水源から残留熱除去系配管との合流点までの系統について，低圧炉心スプレイ系に対しては，水源から注水先で

ある原子炉圧力容器までの系統全体に対して独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，低圧原子炉代替注水系（常設）は，設計基準事故対処設備である残留

熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 



原冷-31 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 62条 

低圧原子炉代替注水系（常設）による

原子炉の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水槽[水源] 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 EL 

700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85%）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-4-5-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し鉄筋コンクリートを使用

する設計

【系統図】：第 4-4-5-3-1～2図 

【構造図】：第 4-4-5-4-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 4-4-5-4-2図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

【系統図】：第 4-4-5-3-1～2図 

【構造図】：第 4-4-5-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 4-4-5-3-1～2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第 4-4-5-3-1～2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） ・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-32 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 62条 

低圧原子炉代替注水系（常設）による

原子炉の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水槽[水源] 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（低圧注水モード） 

低圧炉心スプレイ系 
低圧原子炉代替注水ポンプ 

サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備からの給電により駆動することで，非

常用所内電気設備を経由した非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動する残留熱除去ポンプを用いた残留熱除去系（低圧注

水モード）及び低圧炉心スプレイポンプを用いた低圧炉心スプレイ系に対して多様性を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電

による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，低圧原子炉代替注水系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経由し

て給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を

有する設計とする。 

また，低圧原子炉代替注水系（常設）は，低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，サプレッションチェンバを水源とする残留熱

除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対して異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプ及び低圧原子炉代替注水槽は，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置することで，原

子炉建物内の低圧炉心スプレイポンプ，残留熱除去ポンプ及びサプレッションチェンバと共通要因によって同時に機能を損なわない

よう位置的分散を図る設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，残留熱

除去系に対しては，水源から残留熱除去系配管との合流点までの系統について，低圧炉心スプレイ系に対しては，水源から注水先で

ある原子炉圧力容器までの系統全体に対して独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，低圧原子炉代替注水系（常設）は，設計基準事故対処設備である残留

熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

  



原冷-33 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 62条 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）によ

る原子炉の冷却 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 4-4-5-1-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

（設置許可系統図）第 5.6－2図 

【構造図】：第 3-2-2-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第 4-4-5-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 4-4-5-1-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

【系統図】：第 4-4-5-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第 4-4-5-3-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 4-4-5-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第 4-4-5-3-2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 4-4-5-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-34 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 62条 
低圧原子炉代替注水系（可搬型）による
原子炉の冷却 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大量送水車 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計 

【系統図】：第 4-4-5-3-2図 

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
【配置図】：第 4-4-5-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添 1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添 1 

・Ⅵ-1-1-7-別添 2 

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 
 設計基準事故対処設備等 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

残留熱除去系（低圧注水モード） 
低圧炉心スプレイ系 

低圧原子炉代替注水ポンプ 
大量送水車 

可搬型ストレーナ 

電力 － － － 

空気 － － － 

油 － － － 

冷却水 － － － 

水源 サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，残留熱除去系（低圧注水モード），低圧炉心スプレイ系及び低圧原子炉代替注水系（常設）と共通要因によって同時に
機能を損なわないよう，大量送水車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される残留熱除去系（低圧注水モード），低
圧炉心スプレイ系及び低圧原子炉代替注水系（常設）に対して多様性を有する設計とする。 
低圧原子炉代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電による遠隔操作に対
して多様性を有する設計とする。また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路
で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有する設計とする。 
また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，代替淡水源を水源とすることで，サプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系（低圧注水モード）及び
低圧炉心スプレイ系並びに低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水系（常設）に対して異なる水源を有する設計とする。 
大量送水車は，原子炉建物及び原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の低圧炉心スプ
レイポンプ及び残留熱除去ポンプ並びに低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内の低圧原子炉代替注水ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう
位置的分散を図る設計とする。 
大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 
低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，残留熱除去系に対しては，
水源から残留熱除去系配管との合流点までの系統について，低圧炉心スプレイ系に対しては，水源から注水先である原子炉圧力容器までの系統全体に対し
て独立性を有する設計とする。 
これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水
モード）及び低圧炉心スプレイ系に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 



原冷-35 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 62条 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）によ

る原子炉の冷却 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 4-4-5-1-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料を使用する設計

（設置許可系統図）第 5.6－2図 

【構造図】：第 3-2-2-4-3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 3-2-2-4-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 4-4-5-1-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-3図 

【系統図】：第 4-4-5-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・差圧確認が可能な設計とする。

・内部の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第 4-4-5-3-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 4-4-5-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-4-5-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 4-4-5-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-36 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 62条 
低圧原子炉代替注水系（可搬型）による
原子炉の冷却 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

残留熱除去系（低圧注水モード） 
低圧炉心スプレイ系 

低圧原子炉代替注水ポンプ 
大量送水車 

可搬型ストレーナ 

電力 － － － 

空気 － － － 

油 － － － 

冷却水 － － － 

水源 サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，残留熱除去系（低圧注水モード），低圧炉心スプレイ系及び低圧原子炉代替注水系（常設）と共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，大量送水車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される残留熱除去系（低圧注水モード），低

圧炉心スプレイ系及び低圧原子炉代替注水系（常設）に対して多様性を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電による遠隔操作に対

して多様性を有する設計とする。また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路

で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有する設計とする。 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，代替淡水源を水源とすることで，サプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系（低圧注水モード）及び

低圧炉心スプレイ系並びに低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水系（常設）に対して異なる水源を有する設計とする。 

大量送水車は，原子炉建物及び原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の低圧炉心スプ

レイポンプ及び残留熱除去ポンプ並びに低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内の低圧原子炉代替注水ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう

位置的分散を図る設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，残留熱除去系に対しては，

水源から残留熱除去系配管との合流点までの系統について，低圧炉心スプレイ系に対しては，水源から注水先である原子炉圧力容器までの系統全体に対し

て独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水

モード）及び低圧炉心スプレイ系に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 



原冷-37 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 62条 

残留熱除去系（低圧注水モード）によ

る低圧注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL1300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-3-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ - 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-4-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

【構造図】：第 3-4-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-38 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 62条 

残留熱除去系（低圧注水モード）によ

る低圧注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（低圧注水モード）） 

低圧炉心スプレイ 
残留熱除去ポンプ 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ［水源］ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-39 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 62条 

残留熱除去系（低圧注水モード）によ

る低圧注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ[水源] 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 8-1-1-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3項 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 ・海水を通水しない

【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

【配置図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【配置図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【構造図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・全体漏えい率試験が可能な設計

【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

【構造図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-40 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 62条 

残留熱除去系（低圧注水モード）によ

る低圧注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ[水源] 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（低圧注水モード）） 

低圧炉心スプレイ 
残留熱除去ポンプ 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ［水源］ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-41 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 62条 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）による原子炉停止時冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL1300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・【ポンプ】環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-3-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ - 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-4-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

【構造図】：第 3-4-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-42 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 62条 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）による原子炉停止時冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）） 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-43 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 62条 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）による原子炉停止時冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL23800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-3-1-1-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（50kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ - 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-4-3図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

【構造図】：第 3-4-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-44 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 62条 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）による原子炉停止時冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）） 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-45 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 62条 

低圧炉心スプレイ系による低圧注水 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧炉心スプレイポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL1300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-4-2-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ - 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-4-2-3-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-7-2図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-4-2-3-1,2図 

【構造図】：第 3-7-2図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 4-4-2-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-4-2-3-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-46 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 62条 

低圧炉心スプレイ系による低圧注水 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧炉心スプレイポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（低圧注水モード） 

（低圧炉心スプレイ系） 
低圧炉心スプレイポンプ 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ［水源］ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-47 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 62条 

低圧炉心スプレイ系による低圧注水 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションチェンバ[水源] 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 8-1-1-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3項 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 ・海水を通水しない

【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

【配置図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【配置図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【構造図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・全体漏えい率試験が可能な設計

【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

【構造図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-48 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 62条 

残留熱除去系（低圧注水モード）によ

る低圧注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ[水源] 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（低圧注水モード） 

（低圧炉心スプレイ系） 
低圧炉心スプレイポンプ 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ［水源］ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

 

 

  



原冷-49 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 62条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機冷却水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（55℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物付属棟

EL15300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ）
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-6-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ）
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ - 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-6-1-3-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-8-5図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-6-1-3-1,2図 

【構造図】：第 3-8-5図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 4-6-1-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-6-1-3-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-50 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 62条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機冷却水ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

・第 1項第 1号と

同じ
・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（原子炉補機冷却系） 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ 

原子炉補機冷却系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-51 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 62条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機海水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：取水槽 EL1100㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第 4-6-1-1-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ - 

海水 
・常時海水を通水又は海で使用するため，海水影響を考慮し接液部にはステ

ンレス鋼材料を使用する設計
【系統図】：第 4-6-1-3-3,4図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 3-8-6図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-6-1-3-3,4図 

【構造図】：第 3-8-6図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 4-6-1-3-3,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-6-1-3-3,4図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-52 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 62条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機海水ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（原子炉補機冷却系） 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ 

原子炉補機冷却系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-53 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 62条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機冷却系熱交換器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（55℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL15300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-6-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ - 

海水 
・常時海水を通水又は海で使用するため，海水影響を考慮し接液部には炭素

鋼材料（接液部にゴムライニング）及び銅合金材料を使用する設計
【系統図】：第 4-6-1-3-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 3-8-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-6-1-3-1,2図 

【構造図】：第 3-8-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 4-6-1-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-6-1-3-1,2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） ・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-54 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 62条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機冷却系熱交換器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（原子炉補機冷却系） 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ 

原子炉補機冷却系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



原冷-55 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 62条 

低圧原子炉代替注水系（常設）による

残存溶融炉心の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 EL 

700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】： 

[ポンプ]温度評価手法 1 

[モータ]圧力評価手法 1 

湿度 
・【ポンプ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-4-5-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号と同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には，炭素鋼及びス

テンレス鋼材料を使用する設計  

【系統図】：第 4-4-5-3-1～2図 

【構造図】：第 4-4-5-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けるような電子部品を含む制御回路は組み込まない 【構造図】：第 4-4-5-4-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 4-4-5-1-4図 

【系統図】：第 4-4-5-3-1～2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-4-5-3-1～2図 

【構造図】：第 4-4-5-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 4-4-5-3-1～2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第 4-4-5-3-1～2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計
【配置図】：第 4-4-5-1-4図 

・Ⅵ-1-1-7 第 2.3節



原冷-56 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 62条 

低圧原子炉代替注水系（常設）による

残存溶融炉心の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（低圧注水モード） 

低圧炉心スプレイ系 
低圧原子炉代替注水ポンプ 

サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備からの給電により駆動することで，非

常用所内電気設備を経由した非常用交流電源設備からの給電により駆動する残留熱除去ポンプを用いた残留熱除去系（低圧注水モー

ド）及び低圧炉心スプレイポンプを用いた低圧炉心スプレイ系に対して多様性を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用交流電源設備からの給電による

遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，低圧原子炉代替注水系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電

する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有する

設計とする。 

また，低圧原子炉代替注水系（常設）は，低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，サプレッションチェンバを水源とする残留熱

除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対して異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプ及び低圧原子炉代替注水槽は，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置することで，原

子炉建物内の低圧炉心スプレイポンプ，残留熱除去ポンプ及びサプレッションチェンバと共通要因によって同時に機能を損なわない

よう位置的分散を図る設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，残留熱

除去系に対しては，水源から残留熱除去系配管との合流点までの系統について，低圧炉心スプレイ系に対しては，水源から注水先で

ある原子炉圧力容器までの系統全体に対して独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，低圧原子炉代替注水系（常設）は，設計基準事故対処設備である残留

熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 



原冷-57 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 62条 

低圧原子炉代替注水系（常設）による

残存溶融炉心の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水槽[水源] 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 EL 

700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85%）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-4-5-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し鉄筋コンクリートを使用

する設計

【系統図】：第 4-4-5-3-1～2図 

【構造図】：第 4-4-5-4-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 4-4-5-4-2図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

【系統図】：第 4-4-5-3-1～2図 

【構造図】：第 4-4-5-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 4-4-5-3-1～2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第 4-4-5-3-1～2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） ・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） 
【配置図】：第 4-4-5-1-4図 

・Ⅵ-1-1-7 第 2.3節



原冷-58 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 62条 

低圧原子炉代替注水系（常設）による

残存溶融炉心の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水槽[水源] 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（低圧注水モード） 

低圧炉心スプレイ系 
低圧原子炉代替注水ポンプ 

サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備からの給電により駆動することで，非

常用所内電気設備を経由した非常用交流電源設備からの給電により駆動する残留熱除去ポンプを用いた残留熱除去系（低圧注水モー

ド）及び低圧炉心スプレイポンプを用いた低圧炉心スプレイ系に対して多様性を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用交流電源設備からの給電による

遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，低圧原子炉代替注水系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電

する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有する

設計とする。 

また，低圧原子炉代替注水系（常設）は，低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，サプレッションチェンバを水源とする残留熱

除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対して異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプ及び低圧原子炉代替注水槽は，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置することで，原

子炉建物内の低圧炉心スプレイポンプ，残留熱除去ポンプ及びサプレッションチェンバと共通要因によって同時に機能を損なわない

よう位置的分散を図る設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，残留熱

除去系に対しては，水源から残留熱除去系配管との合流点までの系統について，低圧炉心スプレイ系に対しては，水源から注水先で

ある原子炉圧力容器までの系統全体に対して独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，低圧原子炉代替注水系（常設）は，設計基準事故対処設備である残留

熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

  



原冷-59 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 62条 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）によ

る残存溶融炉心の冷却 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 4-4-5-1-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

（設置許可系統図）第 9.4－5図 

【構造図】：第 3-2-2-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第 4-4-5-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 4-4-5-1-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

【系統図】：第 4-4-5-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第 4-4-5-3-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 4-4-5-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第 4-4-5-3-2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 4-4-5-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-60 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 62条 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による

残存溶融炉心の冷却 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計

【系統図】：第 4-4-5-3-2図 

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
【配置図】：第 4-4-5-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
・Ⅵ-1-1-7-別添 1

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-61 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 62条 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）によ

る残存溶融炉心の冷却 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 4-4-5-1-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料を使用する設計

（設置許可系統図）第 9.4－5図 

【構造図】：第 3-2-2-4-3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 3-2-2-4-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 4-4-5-1-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-3図 

【系統図】：第 4-4-5-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・差圧確認が可能な設計とする。

・内部の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第 4-4-5-3-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 4-4-5-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-4-5-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 4-4-5-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-62 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 62条 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による

残存溶融炉心の冷却 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
・Ⅵ-1-1-7-別添 1

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-63 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 63条 

原子炉補機代替冷却系による除熱 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

移動式代替熱交換設備 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 

・【熱交換器】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

・【ポンプ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 

・【熱交換器】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料及び炭素鋼材料を使用する設計

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-2図 

 第 4-6-3-4-3図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない

【構造図】：第 4-6-3-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-2図 

 第 4-6-3-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計

【系統図】：第 4-6-3-3-2図 

第 4-6-3-3-3図 

第 4-6-3-3-4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第 4-6-3-3-2図 

第 4-6-3-3-3図 

第 4-6-3-3-4図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-64 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 63条 
原子炉補機代替冷却系による除熱 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

移動式代替熱交換設備 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計 

【系統図】：第 4-6-3-3-2図 

【構造図】：第 4-6-3-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添 1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添 1 

・Ⅵ-1-1-7-別添 2 

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 
 設計基準事故対処設備等 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を
含む。） 

格納容器フィルタベント系 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

電力 非常用交流電源設備 － 常設代替交流電源設備 

空気 － － － 

油 － － － 

冷却水 － － － 

水源 － － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，移動式代替熱交換設備を常設
代替交流電源設備からの給電が可能な設計とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動する原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含
む。）に対して，多様性及び独立性を有する設計とし，大型送水ポンプ車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される
原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に対して多様性を有する設計とする。また，原子炉補機代替冷却系は，格納容器フィルタベント系に対して，
除熱手段の多様性を有する設計とする。 
原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，原子炉建物及び格納容器フィルタベント系から離れた屋外に分散して保管するこ
とで，原子炉建物内の原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプ並びに原子炉建物外の格納容器フィルタベン
ト系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 
移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置す
る設計とする。 
原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原子炉補機海水系に対して独
立性を有するとともに，移動式代替熱交換設備から屋外の接続口を介した原子炉補機冷却系配管との合流点までの系統について，原子炉補機冷却系に対し
て独立性を有する設計とする。 
また，大型送水ポンプ車から屋内の接続口を介した原子炉補機冷却系配管との合流点までの系統について，原子炉補機冷却系に対して独立性を有する設計
とする。 
これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，原子炉補機代替冷却系は，設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却系（原子炉補機海水
系を含む。）に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 



原冷-65 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 63条 

原子炉補機代替冷却系による除熱 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-5図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない

【構造図】：第 4-6-3-4-4図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-4図 

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-5図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-66 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 63条 
原子炉補機代替冷却系による除熱 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-4図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を
含む。） 

格納容器フィルタベント系 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

電力 非常用交流電源設備 － 常設代替交流電源設備 

空気 － － － 

油 － － － 

冷却水 － － － 

水源 － － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，移動式代替熱交換設備を常設
代替交流電源設備からの給電が可能な設計とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動する原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含
む。）に対して，多様性及び独立性を有する設計とし，大型送水ポンプ車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される
原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に対して多様性を有する設計とする。また，原子炉補機代替冷却系は，格納容器フィルタベント系に対して，
除熱手段の多様性を有する設計とする。 
原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，原子炉建物及び格納容器フィルタベント系から離れた屋外に分散して保管するこ
とで，原子炉建物内の原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプ並びに原子炉建物外の格納容器フィルタベン
ト系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 
移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置す
る設計とする。 
原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原子炉補機海水系に対して独
立性を有するとともに，移動式代替熱交換設備から屋外の接続口を介した原子炉補機冷却系配管との合流点までの系統について，原子炉補機冷却系に対し
て独立性を有する設計とする。 
また，大型送水ポンプ車から屋内の接続口を介した原子炉補機冷却系配管との合流点までの系統について，原子炉補機冷却系に対して独立性を有する設計
とする。 
これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，原子炉補機代替冷却系は，設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却系（原子炉補機海水
系を含む。）に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 



原冷-67 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 63条 

原子炉補機代替冷却系による除熱 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には炭素鋼材料を

使用する設計

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 4-6-3-4-1図 

  第 4-6-3-4-6図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・差圧確認が可能な設計とする。

・内部の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-6図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-68 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 63条 

原子炉補機代替冷却系による除熱 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を
含む。） 

格納容器フィルタベント系 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

電力 非常用交流電源設備 － 常設代替交流電源設備 

空気 － － － 

油 － － － 

冷却水 － － － 

水源 － － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，移動式代替熱交換設備を常設
代替交流電源設備からの給電が可能な設計とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動する原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含
む。）に対して，多様性及び独立性を有する設計とし，大型送水ポンプ車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される
原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に対して多様性を有する設計とする。また，原子炉補機代替冷却系は，格納容器フィルタベント系に対して，
除熱手段の多様性を有する設計とする。 
原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，原子炉建物及び格納容器フィルタベント系から離れた屋外に分散して保管するこ
とで，原子炉建物内の原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプ並びに原子炉建物外の格納容器フィルタベン
ト系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 
移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置す
る設計とする。 
原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原子炉補機海水系に対して独
立性を有するとともに，移動式代替熱交換設備から屋外の接続口を介した原子炉補機冷却系配管との合流点までの系統について，原子炉補機冷却系に対し
て独立性を有する設計とする。 
また，大型送水ポンプ車から屋内の接続口を介した原子炉補機冷却系配管との合流点までの系統について，原子炉補機冷却系に対して独立性を有する設計
とする。 
これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，原子炉補機代替冷却系は，設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却系（原子炉補機海水
系を含む。）に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 



原冷-69 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタスクラバ容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(60℃)≦設計値( )

【設置場所】：第１ベントフィルタ

格納槽 EL 2700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3項 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3項 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度(85％)≦設計値( ) 
【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3項 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-3-2-1-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.4MGy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-3-2-2-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 8-3-5-1-4-3図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物等内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-3-2-2-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける。又は外観の確認が可能な設

計 

【系統図】：第 4-3-2-2-2図 

【構造図】：第 8-3-5-1-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 4-3-2-2-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

【系統図】：第 4-3-2-2-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-70 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタスクラバ容器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

－ 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，ポンプ及び熱交換器を使用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸送できる設計

とすることで，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

また，格納容器フィルタベント系は，排出経路に設置される隔離弁の電動弁を常設代替交流電源設備若しくは可搬型代替交流電源設

備からの給電による遠隔操作を可能とすること又は遠隔手動弁操作機構を用いた人力による遠隔操作を可能とすることで，非常用デ

ィーゼル発電設備からの給電により駆動する残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は原子炉建物外の第１ベン

トフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置し，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器，

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと異なる区画に設置することで，共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図った設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，除熱手段の多様性及び機器の位置的分散によって，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機

海水系を含む。）に対して独立性を有する設計とする。 

  



原冷-71 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(60℃)≦設計値( )

【設置場所】：第１ベントフィルタ

格納槽 EL 2700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3項 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3項 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度(85％)≦設計値( ) 
【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3項 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-3-2-1-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（290kGy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-3-2-2-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 8-3-5-1-4-4図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図

られた建物等内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-3-2-2-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける。又は外観の確認が可能な設

計 

・銀ゼオライトの性能試験が可能な設計

【系統図】：第 4-3-2-2-2図 

【構造図】：第 8-3-5-1-4-4図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 4-3-2-2-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

【系統図】：第 4-3-2-2-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-72 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

－ 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，ポンプ及び熱交換器を使用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸送できる設計

とすることで，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

また，格納容器フィルタベント系は，排出経路に設置される隔離弁の電動弁を常設代替交流電源設備若しくは可搬型代替交流電源設

備からの給電による遠隔操作を可能とすること又は遠隔手動弁操作機構を用いた人力による遠隔操作を可能とすることで，非常用デ

ィーゼル発電設備からの給電により駆動する残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は原子炉建物外の第１ベン

トフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置し，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器，

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと異なる区画に設置することで，共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図った設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，除熱手段の多様性及び機器の位置的分散によって，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機

海水系を含む。）に対して独立性を有する設計とする。 

  



原冷-73 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
圧力開放板 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値( )

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3項 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3項 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度(100％)≦設計値( ) 
【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3項 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【構造図】：第 8-3-5-1-4-2図 

【配置図】：第 8-3-5-1-2-11図 

放射線（機器） ・環境放射線（62Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-3-2-2-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 8-3-5-1-4-2図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪の影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-3-2-2-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・取替が可能な設計
【系統図】：第 4-3-2-2-2図 

【構造図】：第 8-3-5-1-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 4-3-2-2-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

【系統図】：第 4-3-2-2-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-74 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
圧力開放板 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

－ 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，ポンプ及び熱交換器を使用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸送できる設計

とすることで，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

また，格納容器フィルタベント系は，排出経路に設置される隔離弁の電動弁を常設代替交流電源設備若しくは可搬型代替交流電源設

備からの給電による遠隔操作を可能とすること又は遠隔手動弁操作機構を用いた人力による遠隔操作を可能とすることで，非常用デ

ィーゼル発電設備からの給電により駆動する残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は原子炉建物外の第１ベン

トフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置し，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器，

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと異なる区画に設置することで，共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図った設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，除熱手段の多様性及び機器の位置的分散によって，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機

海水系を含む。）に対して独立性を有する設計とする。 

  



原冷-75 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
遠隔手動弁操作機構 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(55℃)≦設計値( )

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 15300，EL 23800，EL 34800 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3項 

【設計値】：温度評価手法 2 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3項 

【設計値】圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度(85％)≦設計値( ) 
【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3項 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） （設置許可系統図）第 9.3－3図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法 1 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） （設置許可系統図）第 9.3－3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する。 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） （設置許可系統図）第 9.3－3図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能の確認が可能な設計

・分解点検が可能な設計

・規定トルクによる開閉試験が可能な設計

－ 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
（設置許可系統図）第 9.3－3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

（設置許可系統図）第 9.3－3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋全交流動力

電源喪失の屋内現場操作

（設置許可系統図）第 9.3－3図 

・Ⅵ-1-1-7 第 2.3項



原冷-76 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
遠隔手動弁操作機構 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

－ 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，ポンプ及び熱交換器を使用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸送できる設計

とすることで，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

また，格納容器フィルタベント系は，排出経路に設置される隔離弁の電動弁を常設代替交流電源設備若しくは可搬型代替交流電源設

備からの給電による遠隔操作を可能とすること又は遠隔手動弁操作機構を用いた人力による遠隔操作を可能とすることで，非常用デ

ィーゼル発電設備からの給電により駆動する残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は原子炉建物外の第１ベン

トフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置し，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器，

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと異なる区画に設置することで，共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図った設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，除熱手段の多様性及び機器の位置的分散によって，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機

海水系を含む。）に対して独立性を有する設計とする。 

  



原冷-77 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬式窒素供給装置 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値( )

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3項 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3項 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度(100％)≦設計値( ) 
【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3項 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【構造図】：第 8-3-3-3-4-1,2図 

【配置図】：第 8-3-3-4-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-3-2-2-1,2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
【構造図】：第 8-3-3-3-4-1,2図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計とするとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置

をとる 

・積雪の影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散保管

・地震により生じる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災の波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-3-2-2-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動ができる設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能な設計

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作による操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【系統図】：第 4-3-2-2-1,2図 

【構造図】：第 8-3-3-3-4-1,2図 

【配置図】：第 4-3-2-1-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検又は取替が可能な設計

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計

【系統図】：第 4-3-2-2-1,2図 

【構造図】：第 8-3-3-3-4-1,2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 4-3-2-2-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とするにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

【系統図】：第 4-3-2-2-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋全交流動力

電源喪失の屋外現場操作

【配置図】：第 8-3-3-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7 第 2.3項

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-78 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬式窒素供給装置 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式等を用い，容易かつ確実に接続できる設計 

・複数の系統での接続方式の統一を図った設計 

【系統図】：第4-3-2-2-1,2図 

【構造図】：第8-3-3-3-4-1,2図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

・Ⅵ-1-1-7-別添2 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

－ 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，ポンプ及び熱交換器を使用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸送できる設計

とすることで，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

また，格納容器フィルタベント系は，排出経路に設置される隔離弁の電動弁を常設代替交流電源設備若しくは可搬型代替交流電源設

備からの給電による遠隔操作を可能とすること又は遠隔手動弁操作機構を用いた人力による遠隔操作を可能とすることで，非常用デ

ィーゼル発電設備からの給電により駆動する残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は原子炉建物外の第１ベン

トフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置し，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器，

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと異なる区画に設置することで，共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図った設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，除熱手段の多様性及び機器の位置的分散によって，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機

海水系を含む。）に対して独立性を有する設計とする。 

  



原冷-79 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 63条 

原子炉停止時冷却 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL1300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-3-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-4-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

【構造図】：第 3-4-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-80 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 63条 

原子炉停止時冷却 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）） 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-81 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 63条 

原子炉停止時冷却 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL23800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-3-1-1-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（50kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 3-4-3図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

【構造図】：第 3-4-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-82 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 63条 

原子炉停止時冷却 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）） 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



原冷-83 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 63条 

格納容器スプレイ冷却 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL1300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-3-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ - 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-4-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

【構造図】：第 3-4-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-84 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 63条 

格納容器スプレイ冷却 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（格納容器冷却モード）） 
残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ［水源］ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-85 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 63条 

格納容器スプレイ冷却 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL23800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-3-1-1-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（50kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-4-3図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

【構造図】：第 3-4-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-86 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 63条 

格納容器スプレイ冷却 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（格納容器冷却モード）） 
残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ［水源］ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-87 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 63条 

格納容器スプレイ冷却 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションチェンバ[水源]

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 8-1-1-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3項 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 ・海水を通水しない

【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

【配置図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【配置図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【構造図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・全体漏えい率試験が可能な設計

【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

【構造図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-88 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 63条 

格納容器スプレイ冷却 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションチェンバ[水源]

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（格納容器冷却モード）） 
残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ［水源］ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-89 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 63条 

残留熱除去系（サプレッションプール

水冷却モード）によるサプレッション

プール水の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL1300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-3-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ - 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-4-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

【構造図】：第 3-4-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-90 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 63条 

残留熱除去系（サプレッションプール

水冷却モード）によるサプレッション

プール水の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）） 
残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ［水源］ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



原冷-91 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 63条 

残留熱除去系（サプレッションプール

水冷却モード）によるサプレッション

プール水の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL23800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-3-1-1-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（50kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ - 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-4-3図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

【構造図】：第 3-4-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-3-1-3-1～6図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-92 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 63条 

残留熱除去系（サプレッションプール

水冷却モード）によるサプレッション

プール水の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）） 
残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ［水源］ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



原冷-93 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 63条 

残留熱除去系（サプレッションプール

水冷却モード）によるサプレッション

プール水の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ[水源]

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 8-1-1-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3項 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 ・海水を通水しない

【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

【配置図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【配置図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【構造図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・全体漏えい率試験が可能な設計

【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

【構造図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-94 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 63条 

残留熱除去系（サプレッションプール

水冷却モード）によるサプレッション

プール水の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ[水源]

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）） 
残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ［水源］ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-95 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 63条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機冷却水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（55℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物付属棟

EL15300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-6-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ - 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-6-1-3-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-8-5図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-6-1-3-1,2図 

【構造図】：第 3-8-5図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 4-6-1-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-6-1-3-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計



原冷-96 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 63条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機冷却水ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（原子炉補機冷却系） 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ 

原子炉補機冷却系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-97 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 63条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機海水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：取水槽 EL1100㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第 4-6-1-1-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ - 

海水 
・常時海水を通水又は海で使用するため，海水影響を考慮し接液部にはステ

ンレス鋼材料を使用する設計 
【系統図】：第 4-6-1-3-3,4図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-8-6図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-6-1-3-3,4図 

【構造図】：第 3-8-6図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 4-6-1-3-3,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-6-1-3-3,4図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-98 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 63条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機海水ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（原子炉補機冷却系） 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ 

原子炉補機冷却系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-99 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 63条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機冷却系熱交換器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（55℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL15300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-6-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ - 

海水 
・常時海水を通水又は海で使用するため，海水影響を考慮し接液部には炭素

鋼材料（接液部にゴムライニング）及び銅合金材料を使用する設計
【系統図】：第 4-6-1-3-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-8-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-6-1-3-1,2図 

【構造図】：第 3-8-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 4-6-1-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-6-1-3-1,2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） ・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-100 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 63条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機冷却系熱交換器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（原子炉補機冷却系） 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ 

原子炉補機冷却系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



原冷-101 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 63条 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉

心スプレイ補機海水系を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・【ポンプ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL15300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 
・【ポンプ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-6-2-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ - 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-6-2-3-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 11-4-3図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-6-2-3-1,2図 

【構造図】：第 11-4-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 4-6-2-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-6-2-3-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-102 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 63条 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉

心スプレイ補機海水系を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（高圧炉心スプレイ補機冷却系） 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



原冷-103 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 63条 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉

心スプレイ補機海水系を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・【ポンプ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：取水槽 EL1100㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】： 

[ポンプ] 温度評価手法 1， 

[モータ] 温度評価手法 2 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第 4-6-2-1-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ - 

海水 
・常時海水を通水又は海で使用するため，海水影響を考慮し接液部にはステ

ンレス鋼材料を使用する設計
【系統図】：第 4-6-2-3-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 11-4-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-6-2-3-1,2図 

【構造図】：第 11-4-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 4-6-2-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-6-2-3-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-104 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 63条 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉

心スプレイ補機海水系を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（高圧炉心スプレイ補機冷却系） 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-105 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 63条 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉

心スプレイ補機海水系を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL1300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-6-2-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ - 

海水 
・常時海水を通水又は海で使用するため，海水影響を考慮し接液部には炭素

鋼材料及び銅合金材料を使用する設計 
【系統図】：第 4-6-2-3-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 11-4-3図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-6-2-3-1,2図 

【構造図】：第 11-4-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 4-6-2-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-6-2-3-1,2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-106 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 63条 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉

心スプレイ補機海水系を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（高圧炉心スプレイ補機冷却系） 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-107 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 64条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機冷却水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（55℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物付属棟

EL15300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-6-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ - 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 4-6-1-3-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-8-5図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-6-1-3-1,2図 

【構造図】：第 3-8-5図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 4-6-1-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-6-1-3-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-108 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 64条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機冷却水ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（原子炉補機冷却系） 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ 

原子炉補機冷却系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-109 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 64条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機海水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：取水槽 EL1100㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第 4-6-1-1-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ - 

海水 
・常時海水を通水又は海で使用するため，海水影響を考慮し接液部にはステ

ンレス鋼材料を使用する設計
【系統図】：第 4-6-1-3-3,4図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-8-6図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-6-1-3-3,4図 

【構造図】：第 3-8-6図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 4-6-1-3-3,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-6-1-3-3,4図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-110 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 64条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機海水ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（原子炉補機冷却系） 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ 

原子炉補機冷却系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-111 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 64条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機冷却系熱交換器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（55℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL15300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-6-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ - 

海水 
・常時海水を通水又は海で使用するため，海水影響を考慮し接液部には炭素

鋼材料（接液部にゴムライニング）及び銅合金材料を使用する設計
【系統図】：第 4-6-1-3-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 3-8-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 4-6-1-3-1,2図 

【構造図】：第 3-8-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 4-6-1-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-6-1-3-1,2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） ・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-112 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 64条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機冷却系熱交換器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（原子炉補機冷却系） 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ 

原子炉補機冷却系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-113 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 65条 

残留熱代替除去系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
移動式代替熱交換設備 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 

・【熱交換器】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

・【ポンプ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 

・【熱交換器】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料及び炭素鋼材料を使用する設計

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-2図 

 第 4-6-3-4-3図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない

【構造図】：第 4-6-3-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-2図 

 第 4-6-3-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計

【系統図】：第 4-6-3-3-2図 

第 4-6-3-3-3図 

第 4-6-3-3-4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-114 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 65条 
残留熱代替除去系による原子炉格納容
器内の減圧及び除熱 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

移動式代替熱交換設備 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計

【系統図】：第 4-6-3-3-2図 

【構造図】：第 4-6-3-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計
【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置
をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり
込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構
造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」
及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋
外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

－ 

残留熱代替除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び
独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容
器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 
残留熱代替除去系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備からの給電により駆動できる設計とする。 
残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，格納容器フィルタベント系か
ら離れた屋外に分散して保管することで，格納容器フィルタベント系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を
図る設計とする。移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するた
め，互いに異なる複数箇所に設置し，かつ格納容器フィルタベント系との隔離を考慮した設計とする。残留熱代替除去系の残留熱代
替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建物原子炉棟内に設置し，格納
容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は第１ベントフィルタ格納槽内
に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす
る。 
残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を
有する設計とする。 これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系
は，互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 



原冷-115 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 65条 

残留熱代替除去系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-5図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない

【構造図】：第 4-6-3-4-4図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-4図 

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-5図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-116 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 65条 
残留熱代替除去系による原子炉格納容
器内の減圧及び除熱 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-4図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計
【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置
をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり
込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構
造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」
及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋
外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

－ 

残留熱代替除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び
独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容
器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 
残留熱代替除去系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備からの給電により駆動できる設計とする。 
残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，格納容器フィルタベント系か
ら離れた屋外に分散して保管することで，格納容器フィルタベント系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を
図る設計とする。移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するた
め，互いに異なる複数箇所に設置し，かつ格納容器フィルタベント系との隔離を考慮した設計とする。残留熱代替除去系の残留熱代
替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建物原子炉棟内に設置し，格納
容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は第１ベントフィルタ格納槽内
に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす
る。 
残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を
有する設計とする。 これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系
は，互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 



原冷-117 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 65条 

残留熱代替除去系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
移動式代替熱交換設備ストレーナ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には炭素鋼材料を

使用する設計

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 4-6-3-4-1図 

  第 4-6-3-4-6図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・差圧確認が可能な設計とする。

・内部の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-6図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-118 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 65条 

残留熱代替除去系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
移動式代替熱交換設備ストレーナ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置
をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり
込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構
造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」
及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋
外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

－ 

残留熱代替除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び
独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容
器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 
残留熱代替除去系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備からの給電により駆動できる設計とする。 
残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，格納容器フィルタベント系か
ら離れた屋外に分散して保管することで，格納容器フィルタベント系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を
図る設計とする。移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するた
め，互いに異なる複数箇所に設置し，かつ格納容器フィルタベント系との隔離を考慮した設計とする。残留熱代替除去系の残留熱代
替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建物原子炉棟内に設置し，格納
容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は第１ベントフィルタ格納槽内
に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす
る。 
残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を
有する設計とする。 これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系
は，互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 



原冷-119 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 69条 

燃料プール冷却系による燃料プールの

除熱 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
移動式代替熱交換設備 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 

・【熱交換器】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

・【ポンプ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 

・【熱交換器】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料及び炭素鋼材料を使用する設計

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-2図 

 第 4-6-3-4-3図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない

【構造図】：第 4-6-3-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-2図 

 第 4-6-3-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計

【系統図】：第 4-6-3-3-2図 

第 4-6-3-3-3図 

第 4-6-3-3-4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-120 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 69条 

燃料プール冷却系による燃料プールの

除熱 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
移動式代替熱交換設備 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計 

【系統図】：第 4-6-3-3-2図 

【構造図】：第 4-6-3-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添 1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添 1 

・Ⅵ-1-1-7-別添 2 

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系 

（燃料プール冷却及び補給） 

（燃料プール冷却系） 

燃料プール冷却ポンプ 

燃料プール冷却系熱交換器 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，残留熱除去系ポンプ及び熱交換器と異なる区画に設置することで，残留熱除去ポンプ及び熱交

換器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，移動式代替熱交換設備を常

設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動する原子炉補機冷却系に対して，多様性を有

する設計とし，大型送水ポンプ車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される原子炉補機冷却系に対して多様性を有

する設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，原子炉建物から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の原子炉

補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計と

する。移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に

設置する設計とする。 



原冷-121 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 69条 

燃料プール冷却系による燃料プールの

除熱 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-5図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第 4-6-3-4-4図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-4図 

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-5図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-122 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 69条 

燃料プール冷却系による燃料プールの

除熱 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計 

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-4図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添 1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添 1 

・Ⅵ-1-1-7-別添 2 

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

残留熱除去系 
（燃料プール冷却及び補給） 

（燃料プール冷却系） 

燃料プール冷却ポンプ 

燃料プール冷却系熱交換器 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，残留熱除去系ポンプ及び熱交換器と異なる区画に設置することで，残留熱除去ポンプ及び熱交

換器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，移動式代替熱交換設備を常

設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動する原子炉補機冷却系に対して，多様性を有

する設計とし，大型送水ポンプ車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される原子炉補機冷却系に対して多様性を有

する設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，原子炉建物から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の原子炉

補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計と

する。移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に

設置する設計とする。 



原冷-123 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 69条 

燃料プール冷却系による燃料プールの

除熱 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
移動式代替熱交換設備ストレーナ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には炭素鋼材料を

使用する設計

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 4-6-3-4-1図 

  第 4-6-3-4-6図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・差圧確認が可能な設計とする。

・内部の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

【構造図】：第 4-6-3-4-6図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-6-3-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 4-6-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-124 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 69条 
燃料プール冷却系による燃料プールの
除熱 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系 

（燃料プール冷却及び補給） 

（燃料プール冷却系） 

燃料プール冷却ポンプ 

燃料プール冷却系熱交換器 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，残留熱除去系ポンプ及び熱交換器と異なる区画に設置することで，残留
熱除去ポンプ及び熱交換器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 
燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，移動

式代替熱交換設備を常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動
する原子炉補機冷却系に対して，多様性を有する設計とし，大型送水ポンプ車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機
駆動ポンプにより構成される原子炉補機冷却系に対して多様性を有する設計とする。 
原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，原子炉建物から離れた屋外に分散して保管することで，

原子炉建物内の原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと共通要因によって同時に機
能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続
できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 



原冷-125 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 71条 

重大事故等収束のための水源 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水槽 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 EL 

700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85%）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-4-5-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し鉄筋コンクリートを使用

する設計

【系統図】：第 4-4-5-3-1～2図 

【構造図】：第 4-4-5-4-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 4-4-5-4-2図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

【系統図】：第 4-4-5-3-1～2図 

【構造図】：第 4-4-5-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 4-4-5-3-1～2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第 4-4-5-3-1～2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） ・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） 
【配置図】：第 4-4-5-1-4図 

・Ⅵ-1-1-7 第 2.3節



原冷-126 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 71条 

重大事故等収束のための水源 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水槽 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（サプレッションチェンバ） 

（復水貯蔵タンク） 

低圧原子炉代替注水槽 

サプレッションチェンバ 

－ ほう酸水貯蔵タンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-127 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 71条 

重大事故等収束のための水源 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションチェンバ

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 8-1-1-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3項 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 ・海水を通水しない

【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

【配置図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【配置図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【構造図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・全体漏えい率試験が可能な設計

【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

【構造図】：第 7-1-1（既工事計画

書）図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第 8-3-2-1-2-2,4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-128 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 71条 

重大事故等収束のための水源 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションチェンバ

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（サプレッションチェンバ） 

（復水貯蔵タンク） 

低圧原子炉代替注水槽 

サプレッションチェンバ 

－ ほう酸水貯蔵タンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-129 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 71条 

重大事故等収束のための水源 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 34800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 4-4-7-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 6-4-3図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 5-3-1-3-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・ほう酸濃度及びタンク水位の確認が可能な設計

【系統図】：第 4-4-7-2-1図 

【構造図】：第 6-4-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 4-4-7-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-4-7-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） 
【系統図】：第 4-4-7-2-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



原冷-130 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 71条 

重大事故等収束のための水源 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（サプレッションチェンバ） 

（復水貯蔵タンク） 

低圧原子炉代替注水槽 

サプレッションチェンバ 

－ ほう酸水貯蔵タンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



原冷-131 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 71条 

重大事故等収束のための水源 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：V-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境温度】：V-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境温度】：V-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 （設置許可配置図）第 5.7－12図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境温度】：V-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 
・地震，風（台風），積雪及び火山による降灰荷重を考慮し，機能を有効に発

揮できる設計

・V-1-1-7-別添 2

・V-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・V-1-1-7-別添 1

・V-1-1-8

・V-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替えせずに使用可能な設計 （設置許可配置図）第 5.7－12図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可配置図）第 5.7－12図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-132 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 71条 

重大事故等収束のための水源 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・V-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計 

・V-2 

・V-1-1-3 

溢水 －（溢水による影響なし） ・V-1-1-9 

火災 
・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 
・V-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

構内監視カメラ* 

（構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）） 
構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

電力 非常用ディーゼル発電設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，非常用ディーゼル発電

設備に対して常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 

注記*：固体廃棄物貯蔵所Ｃ棟屋上に設置する構内監視カメラ  



原冷-133 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 71条 

水の供給 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大量送水車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 4-4-8-1-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

【系統図】：第 4-4-8-2-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第 4-4-8-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 4-4-8-1-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

【系統図】：第 4-4-8-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第 4-4-8-2-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 4-4-8-2-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第 4-4-8-2-2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 4-4-8-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-134 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 71条 

水の供給 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大量送水車 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計

【系統図】：第 4-4-8-2-2図 

【構造図】：第 3-2-2-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計
【配置図】：第 4-4-8-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

大量送水車は， 屋外の複数の異なる場所に分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を

図る設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計と

する。 



原冷-135 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 71条 

水の供給 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 4-4-8-1-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料を使用する設計

【系統図】：第 4-4-8-2-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 3-2-2-4-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 4-4-8-1-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-3図 

【系統図】：第 4-4-8-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・差圧確認が可能な設計とする。

・内部の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第 4-4-8-2-1図 

【構造図】：第 3-2-2-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 4-4-8-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 4-4-8-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 4-4-8-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-136 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 71条 

水の供給 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

大量送水車は， 屋外の複数の異なる場所に分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を

図る設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計と

する。 



原冷-137 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
― 

重大事故等時に対処するための流路，

注水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉圧力容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 1-3-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料及びニッケル合金を使用する設計

【構造図】：第 4-3-1図（既工事計

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 4-3-1図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計とする 

【構造図】：第 4-3-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-138 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
― 

重大事故等時に対処するための流路，

注水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉圧力容器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（原子炉圧力容器） 原子炉圧力容器 

（原子炉格納容器） 原子炉格納容器 

（燃料プール） 燃料プール 

－ 原子炉建物原子炉棟 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-139 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
― 

重大事故等時に対処するための流路，

注水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉格納容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第 1-3-9図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・淡水だけでなく海水も使用することから，海水の影響を考慮した炭素鋼材

料を使用する設計

【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計とする 

・全体漏えい率試験が可能な設計とする

【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-140 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
― 

重大事故等時に対処するための流路，

注水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉格納容器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（原子炉圧力容器） 原子炉圧力容器 

（原子炉格納容器） 原子炉格納容器 

（燃料プール） 燃料プール 

－ 原子炉建物原子炉棟 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



計測-1 

 島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第59条 

代替制御棒挿入機能による制御棒緊急

挿入 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 

[検出器]環境温度（66℃）≦設計値

[代替制御棒挿入機能用電磁弁]環境温度（66℃）≦設計値

[盤]環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：[検出器]原子炉建物原子炉棟 

EL15300mm  

[代替制御棒挿入機能用電磁

弁]原子炉建物原子炉棟 

EL23800mm  

[盤]制御室建物 EL16900mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[検出器]温度評価手法2 

[代替制御棒挿入機能用電磁

弁][盤]温度評価手法1 

圧力 

[検出器]環境圧力（大気圧相当）≦設計値

[代替制御棒挿入機能用電磁弁]環境圧力（大気圧相当）≦設計値

[盤]環境圧力（大気圧）≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[検出器]圧力評価手法2 

[代替制御棒挿入機能用電磁弁]

圧力評価手法1  

[盤]圧力評価手法1 

湿度 

[検出器]環境湿度（90％）≦設計値

[代替制御棒挿入機能用電磁弁]環境湿度（90％）≦設計値

[盤]環境湿度（85％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[検出器]湿度評価手法3 

[代替制御棒挿入機能用電磁

弁][盤]湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） 

[検出器]環境放射線(470Gy/7日間)≦設計値

[代替制御棒挿入機能用電磁弁]環境放射線(470Gy/7日間)≦設計値

[盤]環境放射線(6Gy/7日間)≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[検出器]放射線評価手法1 

[代替制御棒挿入機能用電磁弁]

放射線評価手法2  

[盤]放射線評価手法3

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 

[検出器] [盤] 

・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない

[代替制御棒挿入機能用電磁弁] 

・電磁波の影響を受けない

－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

[検出器][代替制御棒挿入機能用電磁弁] 

－（操作不要） 

[盤] 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・模擬入力による機能確認として，ロジック回路動作試験が可能な設計 【回路図】：第5-5-1図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，検出器から代替制御棒挿入

機能用電磁弁まで，原子炉保護系に対して独立した構成とすることで，原

子炉保護系に悪影響を及ぼさない設計

・ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，原子炉保護系の電源と電気

的に分離することで，原子炉保護系に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

[検出器][代替制御棒挿入機能用電磁弁] 

－(操作不要) 

[盤] 

・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計

[検出器][代替制御棒挿入機能用

電磁弁]－ 

[盤] 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-2 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第59条 

代替制御棒挿入機能による制御棒緊急

挿入 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
原子炉保護系 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

制御棒 

制御棒駆動機構 

制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

電力 非常用ディーゼル発電設備 非常用直流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ＡＴＷＳ 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の論理回路の電源は，非常用直流電源設備から給電することで，非常用ディーゼル発電設

備から給電する原子炉保護系の論理回路の交流電源に対して多様性を有する設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，検出器から代替制御棒挿入機能用電磁弁まで原子炉保護系に対して独立した構成とす

ることで，原子炉保護系と共通要因によって同時に機能を損なわない設計とする。 

また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，原子炉保護系の電源と電気的に分離することで，共通要因によって同時に機能

を損なわない設計とする。 



計測-3 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第59条 

代替制御棒挿入機能による制御棒緊急

挿入 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
制御棒 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL20600mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第1-3-9図 

放射線（機器） ・環境放射線（360kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第6-2-2図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする

【構造図】：第 6-2-2図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，ほかの設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第6,7-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計とする － 



計測-4 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第59条 

代替制御棒挿入機能による制御棒緊急

挿入 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
制御棒 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
原子炉保護系 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

制御棒 

制御棒駆動機構 

制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

電力 非常用ディーゼル発電設備 非常用直流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ＡＴＷＳ 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の論理回路の電源は，非常用直流電源設備から給電することで，非常用ディーゼル発電設

備から給電する原子炉保護系の論理回路の交流電源に対して多様性を有する設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，検出器から代替制御棒挿入機能用電磁弁まで原子炉保護系に対して独立した構成とす

ることで，原子炉保護系と共通要因によって同時に機能を損なわない設計とする。 

また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，原子炉保護系の電源と電気的に分離することで，共通要因によって同時に機能

を損なわない設計とする。 



計測-5 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第59条 

代替制御棒挿入機能による制御棒緊急

挿入 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
制御棒駆動機構 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL12500mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（0.427MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第1-3-9図 

放射線（機器） ・環境放射線（263kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第6-3-1図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第5-2-2-1-3-1～2図 

【構造図】：第 6-3-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第5-2-2-1-3-1～2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，ほかの設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第5-2-2-1-3-1～2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計とする － 



計測-6 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第59条 

代替制御棒挿入機能による制御棒緊急

挿入 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
制御棒駆動機構 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
原子炉保護系 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

制御棒 

制御棒駆動機構 

制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

電力 非常用ディーゼル発電設備 非常用直流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ＡＴＷＳ 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の論理回路の電源は，非常用直流電源設備から給電することで，非常用ディーゼル発電設

備から給電する原子炉保護系の論理回路の交流電源に対して多様性を有する設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，検出器から代替制御棒挿入機能用電磁弁まで原子炉保護系に対して独立した構成とす

ることで，原子炉保護系と共通要因によって同時に機能を損なわない設計とする。 

また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，原子炉保護系の電源と電気的に分離することで，共通要因によって同時に機能

を損なわない設計とする。 



計測-7 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第59条 

代替制御棒挿入機能による制御棒緊急

挿入 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL23800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-2-2-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第5-2-2-1-3-1～2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第4-1-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・分解点検が可能な設計

【構造図】：第 4-1-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第5-2-2-1-3-1～2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，ほかの設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第5-2-2-1-3-1～2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計とする － 



計測-8 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第59条 

代替制御棒挿入機能による制御棒緊急

挿入 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・地震に対して技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく

地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物等内に設置

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
原子炉保護系 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

制御棒 

制御棒駆動機構 

制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

電力 非常用ディーゼル発電設備 非常用直流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ＡＴＷＳ 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の論理回路の電源は，非常用直流電源設備から給電することで，非常用ディーゼル発電設

備から給電する原子炉保護系の論理回路の交流電源に対して多様性を有する設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，検出器から代替制御棒挿入機能用電磁弁まで原子炉保護系に対して独立した構成とす

ることで，原子炉保護系と共通要因によって同時に機能を損なわない設計とする。 

また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，原子炉保護系の電源と電気的に分離することで，共通要因によって同時に機能

を損なわない設計とする。 



計測-9 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第59条 

原子炉冷却材再循環ポンプ停止による

原子炉出力抑制 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 

[検出器]環境温度（66℃）≦設計値  

[原子炉再循環ポンプトリップ遮断器]環境温度（40℃）≦設計値

[盤]環境温度（40℃）≦設計値  

【設置場所】：[検出器]原子建物原子炉棟 

EL15300mm  

[原子炉再循環ポンプトリッ

プ遮断器]原子炉建物付属棟 

EL23800mm  

[盤]制御室建物 EL16900mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[検出器]温度評価手法2 

[原子炉冷却材再循環ポンプ可変

周波数電源装置][盤]温度評価手

法1

圧力 

[検出器]環境圧力（大気圧相当）≦設計値  

[原子炉再循環ポンプトリップ遮断器]環境圧力（大気圧）≦設計値  

[盤]環境圧力（大気圧）≦設計値  

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[検出器]圧力評価手法2 

[原子炉再循環ポンプトリップ遮

断器][盤]圧力評価手法1 

湿度 

[検出器]環境湿度（90%）≦設計値  

[原子炉再循環ポンプトリップ遮断器]環境湿度（85%）≦設計値

[盤]環境湿度（85%）≦設計値  

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[検出器]湿度評価手法3 

[原子炉再循環ポンプトリップ遮

断器][盤]湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） 

[検出器]環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値  

[原子炉再循環ポンプトリップ遮断器]環境放射線（6Gy/7 日間）≦設計値

 

[盤]環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値  

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[検出器]放射線評価手法1 

[原子炉再循環ポンプトリップ遮

断器][盤]放射線評価手法3

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
[検出器] [原子炉再循環ポンプトリップ遮断器] [盤] 

・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない

－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建屋等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・模擬入力による機能確認として，ロジック回路動作確認が可能な設計 【回路図】：第5-5-2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は，検出器か

ら原子炉再循環ポンプトリップ遮断器まで原子炉保護系に対して独立した

構成とすることで，原子炉保護系に悪影響を及ぼさない設計

・ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は，原子炉保

護系の電源と電気的に分離することで，原子炉保護系に悪影響を及ぼさな

い設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

[検出器][原子炉再循環ポンプトリップ遮断器] 

－（操作不要） 

[盤] 

・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計とする

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-10 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第59条 

原子炉冷却材再循環ポンプ停止による

原子炉出力抑制 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

原子炉保護系 

制御棒 

制御棒駆動水圧系 

ＡＴＷＳ緩和設備 

（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能） 

電力 非常用ディーゼル発電設備 非常用直流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ＡＴＷＳ 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）の論理回路の電源は，非常用直流電源設備から給電することで，非常用

ディーゼル発電設備から給電する原子炉保護系の論理回路の交流電源に対して多様性を有する設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は，検出器から原子炉再循環ポンプトリップ遮断器まで原子炉保護系に

対して独立した構成とすることで，共通要因によって同時に機能を損なわない設計とする。 

また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は，原子炉保護系の電源と電気的に分離することで，原子炉保護

系と共通要因によって同時に機能を損なわない設計とする。 



計測-11 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第59条 

ほう酸水注入 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水注入ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL34800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-3-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（100Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第5-3-1-3-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第6-4-2図（既工事計 

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第5-3-1-3-2図 

【構造図】：第 6-4-2図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第5-3-1-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第5-3-1-3-2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



計測-12 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第59条 

ほう酸水注入 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水注入ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・地震に対して技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく

地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物等内に設置

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

原子炉保護系 

制御棒 

制御棒駆動水圧系 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ほう酸水注入系は，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットと共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，ほう酸水注入ポンプを非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動することで，アキュムレータにより駆動する制御棒，制

御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットに対して多様性を有する設計とする。 

ほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タンクは，原子炉建物原子炉棟内の制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユ

ニットと異なる区画に設置することで，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットと共通要因によって同時に

機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



計測-13 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第59条 

ほう酸水注入 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 34800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-4-7-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第6-4-3図（既工事計 

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第5-3-1-3-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計

・ほう酸濃度及びタンク水位の確認が可能な設計

【系統図】：第4-4-7-2-1図 

【構造図】：第 6-4-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-4-7-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-4-7-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-14 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第59条 

ほう酸水注入 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

原子炉保護系 

制御棒 

制御棒駆動水圧系 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ほう酸水注入系は，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットと共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，ほう酸水注入ポンプを非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動することで，アキュムレータにより駆動する制御棒，制

御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットに対して多様性を有する設計とする。 

ほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タンクは，原子炉建物原子炉棟内の制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユ

ニットと異なる区画に設置することで，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットと共通要因によって同時に

機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



計測-15 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第59条 

出力急上昇の防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

自動減圧起動阻止スイッチ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値

【設置場所】：中央制御室建物 

EL16900mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85%)≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・模擬入力による機能確認として，ロジック回路動作確認が可能な設計 【回路図】：第5-5-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・自動減圧起動阻止スイッチは，代替自動減圧起動阻止スイッチと分離する

ことで代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）に悪影響を及ぼさない

設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計とする ・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-16 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第59条 

出力急上昇の防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

自動減圧起動阻止スイッチ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-3

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
自動減圧系 

自動減圧起動阻止スイッチ 

代替自動減圧起動阻止スイッチ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，原子炉水位低（レベル１）及び残留熱除去ポンプ又は低圧炉心スプレイポンプ運転

の場合に，ドライウェル圧力高信号を必要とせず，発電用原子炉の自動減圧を行うことが可能な設計とし，自動減圧系の論理回路に

対して異なる作動論理とすることで可能な限り多様性を有する設計とする。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，他の設備と電気的に分離することで，共通要因によって同時に機能を損なわない設

計とする。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，自動減圧系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，自動減圧系の制御盤

と位置的分散を図る設計とする。 



計測-17 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第59条 

出力急上昇の防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

代替自動減圧起動阻止スイッチ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 環境温度(40℃)≦設計値

【設置場所】：中央制御室建物 

EL16900mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 環境圧力(大気圧)≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 環境湿度(85%)≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） 環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・模擬入力による機能確認として，ロジック回路動作確認が可能な設計 【回路図】：第5-5-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・自動減圧起動阻止スイッチは，代替自動減圧起動阻止スイッチと分離する

ことで自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計とする ・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-18 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第59条 

出力急上昇の防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

代替自動減圧起動阻止スイッチ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-3

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
自動減圧系 

自動減圧起動阻止スイッチ 

代替自動減圧起動阻止スイッチ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，原子炉水位低（レベル１）及び残留熱除去ポンプ又は低圧炉心スプレイポンプ運転

の場合に，ドライウェル圧力高信号を必要とせず，発電用原子炉の自動減圧を行うことが可能な設計とし，自動減圧系の論理回路に

対して異なる作動論理とすることで可能な限り多様性を有する設計とする。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，他の設備と電気的に分離することで，共通要因によって同時に機能を損なわない設

計とする。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，自動減圧系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，自動減圧系の制御盤

と位置的分散を図る設計とする。 



計測-19 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第61条 

原子炉減圧の自動化 

※ 自動減圧機能付き逃がし安全弁のみ

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
[検出器]環境温度（66℃）≦設計値

[盤] 環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：[検出器]原子炉建物 

原子炉棟 EL15300mm 

[盤]制御室建物 

EL16900mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[検出器]温度評価手法 2 

[盤]温度評価手法1 

圧力 
[検出器]環境圧力（大気圧相当）≦設計値

[盤] 環境圧力（大気圧）≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[検出器]圧力評価手法2 

[盤]圧力評価手法1 

湿度 
[検出器]環境湿度（100％）≦設計値

[盤] 環境湿度（85％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[検出器]湿度評価手法3 

[盤]湿度評価手法1 

屋外天候 －(考慮不要) － 

放射線（機器） 
[検出器]環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値

[盤] 環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[検出器]放射線評価手法1 

[盤]放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 

[検出器] [盤] 

・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない

－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建屋等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －(考慮不要) － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－(操作不要) － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・模擬入力による機能確認として，ロジック回路動作確認が可能な設計 【回路図】：第5-5-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）の論理回路は，自動減圧系と

は別の制御盤に収納することで，自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計

・代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，原子炉水位低（レベル１）

の検出器及び残留熱除去ポンプ又は低圧炉心スプレイポンプの遮断器から

の入力信号を自動減圧系と共用するが，自動減圧系と電気的な隔離装置を

用いて信号を分離することで，自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計

・代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，他の設備と電気的に分離

することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-20 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第61条 

原子炉減圧の自動化 

※ 自動減圧機能付き逃がし安全弁のみ

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
自動減圧系 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） 

自動減圧起動阻止スイッチ 

代替自動減圧起動阻止スイッチ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，原子炉水位低（レベル１）及び残留熱除去ポンプ又は低圧炉心スプレイポンプ運転

の場合に，ドライウェル圧力高信号を必要とせず，発電用原子炉の自動減圧を行うことが可能な設計とし，自動減圧系の論理回路に

対して異なる作動論理とすることで可能な限り多様性を有する設計とする。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，他の設備と電気的に分離することで，共通要因によって同時に機能を損なわない設

計とする。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，自動減圧系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，自動減圧系の制御盤

と位置的分散を図る設計とする。 



計測-21 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第61条 

原子炉減圧の自動化 

※ 自動減圧機能付き逃がし安全弁のみ

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
自動減圧起動阻止スイッチ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値

【設置場所】：中央制御室建物 

EL16900mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85%)≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・模擬入力による機能確認として，ロジック回路動作確認が可能な設計 【回路図】：第5-5-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・自動減圧起動阻止スイッチは，代替自動減圧起動阻止スイッチと分離する

ことで代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）に悪影響を及ぼさない

設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計とする ・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-22 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第61条 

原子炉減圧の自動化 

※ 自動減圧機能付き逃がし安全弁のみ

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
自動減圧起動阻止スイッチ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-3

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
自動減圧系 

自動減圧起動阻止スイッチ 

代替自動減圧起動阻止スイッチ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，原子炉水位低（レベル１）及び残留熱除去ポンプ又は低圧炉心スプレイポンプ運転

の場合に，ドライウェル圧力高信号を必要とせず，発電用原子炉の自動減圧を行うことが可能な設計とし，自動減圧系の論理回路に

対して異なる作動論理とすることで可能な限り多様性を有する設計とする。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，他の設備と電気的に分離することで，共通要因によって同時に機能を損なわない設

計とする。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，自動減圧系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，自動減圧系の制御盤

と位置的分散を図る設計とする。 



計測-23 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第61条 

原子炉減圧の自動化 

※ 自動減圧機能付き逃がし安全弁のみ

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
代替自動減圧起動阻止スイッチ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値

【設置場所】：中央制御室建物 

EL16900mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85%)≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・模擬入力による機能確認として，ロジック回路動作確認が可能な設計 【回路図】：第5-5-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・自動減圧起動阻止スイッチは，代替自動減圧起動阻止スイッチと分離する

ことで自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計とする ・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-24 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第61条 

原子炉減圧の自動化 

※ 自動減圧機能付き逃がし安全弁のみ

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
代替自動減圧起動阻止スイッチ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-3

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
自動減圧系 

自動減圧起動阻止スイッチ 

代替自動減圧起動阻止スイッチ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，原子炉水位低（レベル１）及び残留熱除去ポンプ又は低圧炉心スプレイポンプ運転

の場合に，ドライウェル圧力高信号を必要とせず，発電用原子炉の自動減圧を行うことが可能な設計とし，自動減圧系の論理回路に

対して異なる作動論理とすることで可能な限り多様性を有する設計とする。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，他の設備と電気的に分離することで，共通要因によって同時に機能を損なわない設

計とする。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，自動減圧系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，自動減圧系の制御盤

と位置的分散を図る設計とする。 



計測-25 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第61条 

逃がし安全弁窒素ガス供給系 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL23800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85%）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-6-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第5-6-1-3-1～2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第5-6-1-4-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第5-6-1-3-1～2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 ・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続またはより簡便な接続方式等により，確

実に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第5-6-1-1-1図 

【構造図】：第5-6-1-4-1図 

【系統図】：第5-6-1-3-1～2図 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする

・規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計とする

【系統図】：第5-6-1-3-1～2図 

【構造図】：第5-6-1-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第5-6-1-3-1～2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第5-6-1-3-1～2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第5-6-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



計測-26 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第61条 

逃がし安全弁窒素ガス供給系 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧設備との接続は，専用

の接続方式とし，容易かつ確実に接続が可能な設計
【系統図】：第5-6-1-3-1～2図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の往路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（アキュムレータ） 逃がし安全弁用窒素ガスボンベ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベは，予備のボンベも含めて，付属棟に分散して保管及び設置することで，原子炉格納容器内の逃がし

安全弁逃がし弁機能用アキュムレータと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



計測-27 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（90％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（0.16kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・運搬，設置が確実に行えるように，人力又は車両等による運搬，移動がで

きるとともに，必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留め

による固定等が可能な設計

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，使用する設

備に応じて接続方式を統一することにより，確実に接続が可能な設計

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能失敗＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

・Ⅵ-1-5-1

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



計測-28 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上の建物等内に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に保管 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

・Ⅵ-1-1-7-別添2 

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管 

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電により駆動できる設計とする。 

  



計測-29 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第67条 

水素濃度及び酸素濃度の監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 30500mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.5kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 
・他の設備と電気的な分離をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 ・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-30 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第67条 

水素濃度及び酸素濃度の監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

格納容器水素濃度 格納容器水素濃度（ＳＡ） 

（格納容器水素濃度） 格納容器水素濃度（Ｂ系） 

格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

（格納容器酸素濃度） 格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器水素濃度（ＳＡ）は，格納容器水素濃度と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，異なる冷却方式とす

ることで多様性を有する設計とする。 

格納容器水素濃度（ＳＡ）は，格納容器水素濃度と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，検出器の設置箇所の位置的分散

を図る設計とする。 

また，格納容器水素濃度（ＳＡ）は非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

から給電が可能な設計とする。 



計測-31 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第67条 

水素濃度及び酸素濃度の監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（45℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 34800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（90％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-6図 

放射線（機器） ・環境放射線（2.0kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備と電気的な分離をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 ・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-32 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第67条 

水素濃度及び酸素濃度の監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

格納容器水素濃度 格納容器水素濃度（ＳＡ） 

（格納容器水素濃度） 格納容器水素濃度（Ｂ系） 

格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

（格納容器酸素濃度） 格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 原子炉補機冷却系 原子炉補機代替冷却系 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器水素濃度（Ｂ系）は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 

また，サンプリングガスの冷却に必要な冷却水は，原子炉補機冷却系に対して多様性を有する原子炉補機代替冷却系から

供給が可能な設計とする。 



計測-33 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第67条 

水素濃度及び酸素濃度の監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 30500mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（0.92kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備と電気的な分離をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 ・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-34 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第67条 

水素濃度及び酸素濃度の監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

格納容器水素濃度 格納容器水素濃度（ＳＡ） 

（格納容器水素濃度） 格納容器水素濃度（Ｂ系） 

格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

（格納容器酸素濃度） 格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，格納容器酸素濃度と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，異なる冷却方式とする

ことで多様性を有する設計とする。 

格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，格納容器酸素濃度と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，検出器の設置箇所の位置的分散

を図る設計とする。 

また，格納容器酸素濃度（ＳＡ）は非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

から給電が可能な設計とする。 



計測-35 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第67条 

水素濃度及び酸素濃度の監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（45℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 34800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（90％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-6図 

放射線（機器） ・環境放射線（2.1kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備と電気的な分離をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 ・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-36 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第67条 

水素濃度及び酸素濃度の監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

格納容器水素濃度 格納容器水素濃度（ＳＡ） 

（格納容器水素濃度） 格納容器水素濃度（Ｂ系） 

格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

（格納容器酸素濃度） 格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 原子炉補機冷却系 原子炉補機代替冷却系 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器酸素濃度（Ｂ系）は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 

また，サンプリングガスの冷却に必要な冷却水は，原子炉補機冷却系に対して多様性を有する原子炉補機代替冷却系から

供給が可能な設計とする。 



計測-37 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

静的触媒式水素処理装置による水素濃

度抑制 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
静的触媒式水素処理装置入口温度 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 42800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備と電気的な分離をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-38 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

静的触媒式水素処理装置による水素濃

度抑制 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
静的触媒式水素処理装置入口温度 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

静的触媒式水素処理装置 

静的触媒式水素処理装置入口温度 

静的触媒式水素処理装置出口温度 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

静的触媒式水素処理装置入口温度と原子炉建物水素濃度は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，異なる計測方式とする

ことで多様性を有する設計とする。 

また，静的触媒式水素処理装置入口温度は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源

設備からの給電により作動できる設計とする。 



計測-39 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

静的触媒式水素処理装置による水素濃

度抑制 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
静的触媒式水素処理装置出口温度 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 42800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備と電気的な分離をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-40 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

静的触媒式水素処理装置による水素濃

度抑制 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
静的触媒式水素処理装置出口温度 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

静的触媒式水素処理装置 

静的触媒式水素処理装置 

静的触媒式水素処理装置出口温度 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

静的触媒式水素処理装置出口温度と原子炉建物水素濃度は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，異なる計測方式とする

ことで多様性を有する設計とする。 

また，静的触媒式水素処理装置出口温度は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源

設備からの給電により作動できる設計とする。 



計測-41 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第68条 

原子炉建物内の水素濃度監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉建物水素濃度 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 

原子炉建物原子炉棟 EL 42800mm，EL 30500mm，EL 15300mm 

・環境温度（66℃）≦設計値  

原子炉建物原子炉棟 EL 8800mm 

・環境温度（100℃（最高120℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL42800mm，EL30500mm， 

EL15300mm，EL8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2（原子炉建

物原子炉棟EL42800mm，

EL30500mm，EL15300mm）  

温度評価手法2（原子炉建

物原子炉棟 EL 8800mm） 

圧力 

原子炉建物原子炉棟 EL 42800mm，EL 30500mm，EL 15300mm 

・環境圧力（大気圧相当）≦設計値  

原子炉建物原子炉棟 EL 8800mm 

・環境圧力（大気圧相当）≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2（原子炉建

物原子炉棟EL 42800mm，EL 

30500mm，EL 15300mm）圧

力評価手法2（原子炉建物

原子炉棟 EL 8800mm） 

湿度 

原子炉建物原子炉棟 EL 42800mm，EL 30500mm，EL 15300mm 

・環境湿度（100％）≦設計値  

原子炉建物原子炉棟 EL 8800mm 

・環境湿度（100％）≦設計値  

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3（原子炉建

物原子炉棟EL 42800mm，EL 

30500mm，EL 15300mm）湿

度評価手法3（原子炉建物

原子炉棟 EL 8800mm） 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2，3，5，7図 

放射線（機器） 

原子炉建物原子炉棟 EL 42800mm，EL 30500mm，EL 15300mm 

・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値  

原子炉建物原子炉棟 EL 8800mm 

・環境放射線（280kGy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 1（原子炉

建物原子炉棟EL 42800mm，

EL 30500mm，EL 15300mm）

放射線評価手法 1（原子炉

建物原子炉棟 EL 8800mm） 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備と電気的な分離をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-42 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第68条 

原子炉建物内の水素濃度監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉建物水素濃度 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 原子炉建物水素濃度 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度と原子炉建物水素濃度は，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，異なる計測方式とすることで多様性を有する設計とする。 

原子炉建物水素濃度は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

からの給電により作動できる設計とする。 



計測-43 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（90％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（0.16kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・運搬，設置が確実に行えるように，人力又は車両等による運搬，移動がで

きるとともに，必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留め

による固定等が可能な設計

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，使用する設

備に応じて接続方式を統一することにより，確実に接続が可能な設計

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能失敗＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

・Ⅵ-1-5-1

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



計測-44 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上の建物等内に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に保管 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

・Ⅵ-1-1-7-別添2 

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管 

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電により駆動できる設計とする。 



計測-45 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器内の温度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 EL 

15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-46 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器内の温度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱除去系熱交換器入口温度 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-47 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器内の圧力 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉圧力 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（670Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-48 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器内の圧力 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉圧力 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力 

原子炉圧力 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-49 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器内の圧力 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉圧力（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（2.6kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-50 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器内の圧力 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉圧力（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力 

原子炉圧力 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-51 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器内の水位 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉水位（広帯域） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（670Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-52 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉圧力容器内の水位 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉水位（広帯域） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

高圧原子炉代替注水流量 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

原子炉水位（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，重要監視

パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，

非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 



計測-53 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器内の水位 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉水位（燃料域） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（2.6kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-54 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉圧力容器内の水位 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉水位（燃料域） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

高圧原子炉代替注水流量 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

原子炉水位（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-55 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器内の水位 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉水位（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（2.6kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-56 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉圧力容器内の水位 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉水位（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

高圧原子炉代替注水流量 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

原子炉水位（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-57 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧原子炉代替注水流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-58 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧原子炉代替注水流量 

第

５

４

条 

第

２

項 

第

１

号 

常設重大事故等対処設備

の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第

２

号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第

３

号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく地

盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」及び技

術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第

３

項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水槽水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱除去ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 



計測-59 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

代替注水流量（常設） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽     

EL 8200mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-8図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-60 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

代替注水流量（常設） 

第

５

４

条 

第

２

項 

第

１

号 

常設重大事故等対処設備

の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第

２

号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第

３

号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく地

盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」及び技

術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第

３

項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水槽水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱除去ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 



計測-61 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（4.6kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-62 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水流量 

第

５

４

条 

第

２

項 

第

１

号 

常設重大事故等対処設備

の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第

２

号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第

３

号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく地

盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」及び技

術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第

３

項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水槽水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱除去ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 



計測-63 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（4.6kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-64 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

第

５

４

条 

第

２

項 

第

１

号 

常設重大事故等対処設備

の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第

２

号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第

３

号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく地

盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」及び技

術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第

３

項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水槽水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱除去ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 



計測-65 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-66 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設備

の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく地

盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」及び技

術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水槽水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱除去ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 



計測-67 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-68 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

第

５

４

条 

第

２

項 

第

１

号 

常設重大事故等対処設備

の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第

２

号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第

３

号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく地

盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」及び技

術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第

３

項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水槽水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱除去ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 



計測-69 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱除去ポンプ出口流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-70 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱除去ポンプ出口流量 

第

５

４

条 

第

２

項 

第

１

号 

常設重大事故等対処設備

の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第

２

号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第

３

号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく地

盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」及び技

術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第

３

項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水槽水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱除去ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 



計測-71 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-72 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

第

５

４

条 

第

２

項 

第

１

号 

常設重大事故等対処設備

の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第

２

号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第

３

号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく地

盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」及び技

術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第

３

項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水槽水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱除去ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 



計測-73 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（670Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-74 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

第

５

４

条 

第

２

項 

第

１

号 

常設重大事故等対処設備

の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第

２

号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第

３

号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく地

盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」及び技

術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第

３

項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水槽水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱除去ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 



計測-75 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

代替注水流量（常設） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽    

EL 8200mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-8図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-76 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

代替注水流量（常設） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

低圧原子炉代替注水槽水位 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

ドライウェル水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

ペデスタル水位 

代替注水流量（常設） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

ドライウェル水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

ペデスタル水位 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル水位 

ドライウェル水位 

ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 
残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-77 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器代替スプレイ流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（670Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-78 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器代替スプレイ流量 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

低圧原子炉代替注水槽水位 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

ドライウェル水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

ペデスタル水位 

代替注水流量（常設） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

ドライウェル水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

ペデスタル水位 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル水位 

ドライウェル水位 

ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 
残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-79 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ペデスタル代替注水流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm， 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-1,3図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-80 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ペデスタル代替注水流量 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

低圧原子炉代替注水槽水位 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

ドライウェル水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

ペデスタル水位 

代替注水流量（常設） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

ドライウェル水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

ペデスタル水位 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル水位 

ドライウェル水位 

ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 
残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-81 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm， 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-1,3図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-82 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

低圧原子炉代替注水槽水位 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

ドライウェル水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

ペデスタル水位 

代替注水流量（常設） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

ドライウェル水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

ペデスタル水位 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル水位 

ドライウェル水位 

ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 
残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-83 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（840Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-84 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

低圧原子炉代替注水槽水位 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

ドライウェル水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

ペデスタル水位 

代替注水流量（常設） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

ドライウェル水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

ペデスタル水位 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル水位 

ドライウェル水位 

ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 
残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-85 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の温度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL 30500mm， 

EL 23800mm， 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3～5図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-86 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の温度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル ペデスタル水温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 
サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-87 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の温度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-88 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の温度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル ペデスタル水温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 
サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-89 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の温度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ペデスタル水温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-90 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の温度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ペデスタル水温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル ペデスタル水温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 
サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-91 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の温度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-92 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の温度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル ペデスタル水温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 
サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-93 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の温度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-94 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の温度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル ペデスタル水温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 
サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-95 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の圧力 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 34800mm， 

EL 30500mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-5,6図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.3kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-96 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の圧力 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-97 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の圧力 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 34800mm， 

EL 30500mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-5,6図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.3kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-98 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の圧力 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-99 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の水位 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ドライウェル水位 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（155℃（最高200℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 

 EL 8800mm，EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（0.500MPa（最高0.853MPa））≦設計値  
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-100 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉格納容器内の水位 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ドライウェル水位 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

低圧原子炉代替注水槽水位 

ドライウェル水位 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

低圧原子炉代替注水槽水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

代替注水流量（常設） 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル代替注水流量 

低圧原子炉代替注水槽水位 

ペデスタル水位 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-101 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の水位 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.8kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-102 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉格納容器内の水位 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

低圧原子炉代替注水槽水位 

ドライウェル水位 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

低圧原子炉代替注水槽水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

代替注水流量（常設） 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル代替注水流量 

低圧原子炉代替注水槽水位 

ペデスタル水位 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-103 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の水位 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ペデスタル水位 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（155℃（最高200℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL 8800mm，EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（0.500MPa（最高0.853MPa））≦設計値  
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-104 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉格納容器内の水位 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ペデスタル水位 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

低圧原子炉代替注水槽水位 

ドライウェル水位 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

低圧原子炉代替注水槽水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

代替注水流量（常設） 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル代替注水流量 

低圧原子炉代替注水槽水位 

ペデスタル水位 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-105 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の水素濃度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（45℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 34800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（90％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-6図 

放射線（機器） ・環境放射線（2.0kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 ・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-106 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の水素濃度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 格納容器水素濃度（Ｂ系） 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 格納容器水素濃度（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 



計測-107 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の水素濃度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 30500mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.5kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 ・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-108 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の水素濃度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 格納容器水素濃度（Ｂ系） 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 格納容器水素濃度（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-109 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

未臨界の維持又は監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中性子源領域計装 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（171℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（0.427MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 
【配置図】：第 6-5-2図（既工事計

画書） 

放射線（機器） ・環境放射線（263kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-110 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

未臨界の維持又は監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中性子源領域計装 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

中間領域計装 

出力領域計装 

中性子源領域計装 

主要パラメータの他チャンネル 

中性子源領域計装 

出力領域計装 

中間領域計装 

主要パラメータの他チャンネル 

中性子源領域計装 

中間領域計装 

出力領域計装 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 



計測-111 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

未臨界の維持又は監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中間領域計装 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（171℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（0.427MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 
【配置図】：第 6-5-2図（既工事計

画書） 

放射線（機器） ・環境放射線（263kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-112 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

未臨界の維持又は監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中間領域計装 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

中間領域計装 

出力領域計装 

中性子源領域計装 

主要パラメータの他チャンネル 

中性子源領域計装 

出力領域計装 

中間領域計装 

主要パラメータの他チャンネル 

中性子源領域計装 

中間領域計装 

出力領域計装 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 



計測-113 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

未臨界の維持又は監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

出力領域計装 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（171℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 EL 

8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（0.427MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 
【配置図】：第 6-5-2図（既工事計

画書） 

放射線（機器） ・環境放射線（263kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-114 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

未臨界の維持又は監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

出力領域計装 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

中間領域計装 

出力領域計装 

中性子源領域計装 

主要パラメータの他チャンネル 

中性子源領域計装 

出力領域計装 

中間領域計装 

主要パラメータの他チャンネル 

中性子源領域計装 

中間領域計装 

出力領域計装 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 



計測-115 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱代替除

去系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器    

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-116 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱代替除

去系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 
サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 残留熱除去系熱交換器出口温度 

サプレッションプール水位（ＳＡ ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-117 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱代替除

去系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器出口温度 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（17kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-118 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱代替除

去系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器出口温度 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 
サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 残留熱除去系熱交換器出口温度 

サプレッションプール水位（ＳＡ ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-119 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱代替除

去系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱代替除去系原子炉注水流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（670Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-120 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱代替除

去系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱代替除去系原子炉注水流量 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 
サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 残留熱除去系熱交換器出口温度 

サプレッションプール水位（ＳＡ ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-121 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱代替除

去系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（840Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-122 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱代替除

去系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 
サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 残留熱除去系熱交換器出口温度 

サプレッションプール水位（ＳＡ ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-123 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（格納容器フィ

ルタベント系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
スクラバ容器水位 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（60℃）≦設計値

【設置場所】：第１ベントフィルタ

格納槽 EL 2700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-124 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（格納容器フィ

ルタベント系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
スクラバ容器水位 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル スクラバ容器水位 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

スクラバ容器圧力 

主要パラメータの他チャンネル スクラバ容器温度 

主要パラメータの他チャンネル 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

主要パラメータの予備 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 



計測-125 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（格納容器フィ

ルタベント系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
スクラバ容器圧力 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（60℃）≦設計値

【設置場所】：第１ベントフィルタ

格納槽 EL 2700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-126 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（格納容器フィ

ルタベント系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
スクラバ容器圧力 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル スクラバ容器水位 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

スクラバ容器圧力 

主要パラメータの他チャンネル スクラバ容器温度 

主要パラメータの他チャンネル 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

主要パラメータの予備 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 



計測-127 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（格納容器フィ

ルタベント系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
スクラバ容器温度 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（60℃）≦設計値

【設置場所】：第１ベントフィルタ

格納槽 EL 2700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（290kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-128 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（格納容器フィ

ルタベント系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
スクラバ容器温度 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル スクラバ容器水位 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

スクラバ容器圧力 

主要パラメータの他チャンネル スクラバ容器温度 

主要パラメータの他チャンネル 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

主要パラメータの予備 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 



計測-129 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（格納容器フィ

ルタベント系） 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（90％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（0.16kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・運搬，設置が確実に行えるように，人力又は車両等による運搬，移動がで

きるとともに，必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留め

による固定等が可能な設計

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，使用する設

備に応じて接続方式を統一することにより，確実に接続が可能な設計

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能失敗＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

・Ⅵ-1-5-1

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



計測-130 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（格納容器フィ

ルタベント系） 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上の建物等内に保管

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に保管

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル スクラバ容器水位

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

スクラバ容器圧力

主要パラメータの他チャンネル スクラバ容器温度

主要パラメータの他チャンネル 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

主要パラメータの予備 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-131 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱除去

系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器入口温度 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-132 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱除去

系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器入口温度 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 
残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器冷却水流量 
残留熱除去系熱交換器出口温度 

残留熱除去ポンプ出口圧力 残留熱除去ポンプ出口流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備か

ら給電が可能な設計とする。 



計測-133 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱除去

系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器出口温度 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（17kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-134 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱除去

系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器出口温度 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 
残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器冷却水流量 
残留熱除去系熱交換器出口温度 

残留熱除去ポンプ出口圧力 残留熱除去ポンプ出口流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-135 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱除去

系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ出口流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-136 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱除去

系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ出口流量 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計・火災に対しては，

技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 
残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器冷却水流量 
残留熱除去系熱交換器出口温度 

残留熱除去ポンプ出口圧力 残留熱除去ポンプ出口流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-137 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱除去

系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-138 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱除去

系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 
残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器冷却水流量 
残留熱除去系熱交換器出口温度 

残留熱除去ポンプ出口圧力 残留熱除去ポンプ出口流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-139 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉圧力容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉水位（広帯域） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（670Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-140 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉圧力容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉水位（広帯域） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 
原子炉水位（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力 

原子炉圧力 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-141 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉圧力容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉水位（燃料域） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（2.6kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-142 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉圧力容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉水位（燃料域） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 
原子炉水位（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力 

原子炉圧力 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-143 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉圧力容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉水位（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（2.6kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-144 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉圧力容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉水位（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 
原子炉水位（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力 

原子炉圧力 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-145 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉圧力容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉圧力 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（670Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-146 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉圧力容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉圧力 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 
原子炉水位（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力 

原子炉圧力 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-147 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉圧力容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉圧力（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（2.6kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-148 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉圧力容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉圧力（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 
原子炉水位（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力 

原子炉圧力 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-149 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉格納容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ドライウェル温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL 30500mm， 

EL 23800mm， 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3～5図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-150 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉格納容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ドライウェル温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 
ドライウェル温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-151 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉格納容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 34800mm， 

EL 30500mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-5,6図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.3kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-152 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉格納容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 
ドライウェル温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-153 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉建物内

の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ出口圧力 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-154 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉建物内

の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ出口圧力 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 
残留熱除去ポンプ出口圧力 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 
低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-155 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉建物内

の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-156 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉建物内

の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 
残留熱除去ポンプ出口圧力 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 
低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-157 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

水源の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水槽水位 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 

EL 700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-8図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-158 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

水源の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水槽水位 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

低圧原子炉代替注水槽水位 

高圧原子炉代替注水流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-159 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

水源の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.8kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-160 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

水源の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

低圧原子炉代替注水槽水位 

高圧原子炉代替注水流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-161 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

水源の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 

EL 700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-162 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

水源の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

低圧原子炉代替注水槽水位 

高圧原子炉代替注水流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-163 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

水源の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-164 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

水源の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

低圧原子炉代替注水槽水位 

高圧原子炉代替注水流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-165 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

水源の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-166 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

水源の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

低圧原子炉代替注水槽水位 

高圧原子炉代替注水流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-167 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

水源の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-168 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

水源の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

低圧原子炉代替注水槽水位 

高圧原子炉代替注水流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-169 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉建物内の水素濃度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉建物水素濃度 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 

原子炉建物原子炉棟 EL 42800mm，EL 30500mm，EL 15300mm 

・環境温度（66℃）≦設計値  

原子炉建物原子炉棟 EL 8800mm 

・環境温度（100℃（最高120℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟  
EL 42800mm，EL 30500mm，

EL 15300mm，EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2（原子炉建物原

子炉棟EL 42800mm，EL 30500mm，

EL 15300mm） 

温度評価手法2（原子炉建物原 

子炉棟 EL 8800mm） 

圧力 

原子炉建物原子炉棟 EL 42800mm，EL 30500mm，EL 15300mm 

・環境圧力（大気圧相当）≦設計値  

原子炉建物原子炉棟 EL 8800mm 

・環境圧力（大気圧相当）≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2（原子炉建物原

子炉棟 EL 42800mm， 

EL 30500mm，EL 15300mm） 

圧力評価手法2（原子炉建物原 

子炉棟 EL 8800mm） 

湿度 

原子炉建物原子炉棟 EL 42800mm，EL 30500mm，EL 15300mm 

・環境湿度（100％）≦設計値  

原子炉建物原子炉棟 EL 8800mm 

・環境湿度（100％）≦設計値  

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3（原子炉建物原 

子炉棟 EL 42800mm， 

EL 30500mm，EL 15300mm） 

湿度評価手法3（原子炉建物原 

子炉棟 EL 8800mm） 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2，3，5，7図 

放射線（機器） 

原子炉建物原子炉棟 EL 42800mm，EL 30500mm，EL 15300mm 

・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値  

原子炉建物原子炉棟 EL 8800mm 

・環境放射線（280kGy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1（原子炉建物

原子炉棟 EL 42800mm，EL 

30500mm，EL 15300mm） 

放射線評価手法 1（原子炉建

物原子炉棟 EL 8800mm）

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-170 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉建物内の水素濃度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉建物水素濃度 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

静的触媒式水素処理装置入口温度 

静的触媒式水素処理装置出口温度 

原子炉建物水素濃度 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-171 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の酸素濃度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（45℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 34800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（90％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-6図 

放射線（機器） ・環境放射線（2.1kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 ・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-172 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の酸素濃度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 



計測-173 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の酸素濃度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 30500mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（0.92kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 ・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-174 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の酸素濃度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-175 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

発電所内の通信連絡 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 

廃棄物処理建物 

・[ＳＰＤＳデータ収集サーバ]環境温度（40℃）≦設計値

緊急時対策所 

・[ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置]

環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物

EL21150，緊急時対

策所EL50250 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：[ＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ]温度評価手法 1，

[ＳＰＤＳ伝送サーバ]

温度評価手法1， 

[ＳＰＤＳデータ表示

装置]温度評価手法2 

圧力 

廃棄物処理建物 

・[ＳＰＤＳデータ収集サーバ]環境圧力（大気圧）≦設計値

緊急時対策所 

・[ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置]

環境圧力（大気圧）≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ]圧力評価手法 1，

[ＳＰＤＳ伝送サーバ

及びＳＰＤＳデータ表

示装置]圧力評価手法1 

湿度 

廃棄物処理建物 

・[ＳＰＤＳデータ収集サーバ]環境湿度（80％）≦設計値

緊急時対策所 

・[ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置]

環境湿度（80％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ]湿度評価手法 1，

[ＳＰＤＳ伝送サーバ

及びＳＰＤＳデータ表

示装置]湿度評価手法1 

屋外天候 －(考慮不要) 【配置図】第1-6-25，26図 

放射線（機器） 

廃棄物処理建物 

・[ＳＰＤＳデータ収集サーバ]

環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

緊急時対策所 

・[ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置]

環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ]放射線評価手法

3，[ＳＰＤＳ伝送サー

バ及びＳＰＤＳデータ

表示装置]放射線評価

手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

[ＳＰＤＳデータ収集サーバ及びＳＰＤＳ伝送サーバ] 

－（操作不要） 

[ＳＰＤＳデータ表示装置] 

・付属の操作スイッチにより使用場所での操作が可能な設計

【配置図】第1-6-25，26図 

（設置許可系統図）第6.4－4図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第6.4－4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第6.4－4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

[ＳＰＤＳデータ収集サーバ及びＳＰＤＳ伝送サーバ] 

－（操作不要） 

[ＳＰＤＳデータ表示装置] 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：常設代替交流電源設備からの受電操作時の屋内現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-176 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

発電所内の通信連絡 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-11

・Ⅵ-1-5-1

・Ⅵ-1-9-3-1

第
２
号 

共用の禁止 

・号機の区分けなく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しな

がら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，また端末を変更

する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が

図れることから，１，２，３号機で共用する設計

・共用により悪影響を及ぼさないよう，１，２，３号機に必要な容量を確保

する設計

－ 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

溢水 
・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

火災 
・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

緊急時対策所用発電機 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

廃棄物処理建物及び緊急時対策所内に設置する安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の電源は，常設代替交流電源設備又は可搬

型代替交流電源設備及び緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充

電器等を含む。）に対して多様性を有する設計とする。 



計測-177 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

温度，圧力，水位，注水量の計測・監視 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬型計測器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 15300mm 

緊急時対策所 

EL 50800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（80％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震の影響による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に保管する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・付属の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・一般的に用いられる工具を用いて，確実に作業ができる設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，使用する設

備に応じて接続方式を統一することにより，確実に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時に接続先の系統と分離された状態であること及び重大事故等時は重

大事故等対処設備として系統構成をすることにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能失敗＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

・Ⅵ-1-5-1

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



計測-178 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

温度，圧力，水位，注水量の計測・監視 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬型計測器 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・ボルト・ネジ接続を用い，容易かつ確実に接続できる設計 － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上の建物等内に保管

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に保管

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
各計器 可搬型計測器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



計測-179 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

無線通信設備（固定型） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・[本体]環境温度（40℃）≦設計値

・[ハンドセット]環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：[本体]原子炉建物

EL34800， 

[ハンドセット]制

御室建物EL16900 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：[本体]温度評価手法1，

[ハンドセット]温度評

価手法1 

圧力 
・[本体]環境圧力（大気圧）≦設計値

・[ハンドセット]環境圧力（大気圧）≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 
・[本体]環境湿度（85％）≦設計値

・[ハンドセット]環境湿度（85％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －(考慮不要) 【配置図】第1-6-25図 

放射線（機器） 
・[本体]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

・[ハンドセット]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・付属の操作スイッチにより使用場所での操作が可能な設計
【配置図】第1-6-25図 

（設置許可系統図）第10.11－1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：常設代替交流電源設備からの受電操作時の屋内現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-180 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

無線通信設備（固定型） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

共用の禁止 

・号機の区分けなく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しな

がら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，また端末を変更

する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が

図れることから，１，２，３号機で共用する設計

・共用により悪影響を及ぼさないよう，１，２，３号機に必要な容量を確保

する設計

－ 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（中央制御室遮蔽） 中央制御室遮蔽 

― 中央制御室待避室遮蔽 

（中央制御室空調換気系） 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用再循環送風機 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

― 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型） 

― プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

― 中央制御室差圧計 

― 待避室差圧計 

― 酸素濃度計 

― 二酸化炭素濃度計 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

中央制御室空調換気系は，多重性を有する非常用ディーゼル発電設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室送風機及び中央制御室非常用再循環送風機は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離

を図る設計とする。 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により使用することで，非常用ディー

ゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に

設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 



計測-181 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（固定型） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・[本体]環境温度（40℃）≦設計値

・[電話機]環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：[本体]原子炉建物

EL34800 

[電話機]制御室建

物EL16900 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：[本体]温度評価手法1， 

[電話機]温度評価手法1 

圧力 
・[本体]環境圧力（大気圧）≦設計値

・[電話機]環境圧力（大気圧）≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 
・[本体]環境湿度（85％）≦設計値

・[電話機]環境湿度（85％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：[本体]湿度評価手法1， 

[電話機]湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】第1-6-25図 

放射線（機器） 
・[本体]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

・[ハンドセット]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・付属の操作スイッチにより使用場所での操作が可能な設計
【配置図】第1-6-25，26図 

（設置許可系統図）第10.11－1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：常設代替交流電源設備からの受電操作時の屋内現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-182 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（固定型） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

共用の禁止 

・号機の区分けなく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しな

がら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，また端末を変更

する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が

図れることから，１，２，３号機で共用する設計

・共用により悪影響を及ぼさないよう，１，２，３号機に必要な容量を確保

する設計

－ 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（中央制御室遮蔽） 中央制御室遮蔽 

― 中央制御室待避室遮蔽 

（中央制御室空調換気系） 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用再循環送風機 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

― 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型） 

― プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

― 中央制御室差圧計 

― 待避室差圧計 

― 酸素濃度計 

― 二酸化炭素濃度計 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

中央制御室空調換気系は，多重性を有する非常用ディーゼル発電設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室送風機及び中央制御室非常用再循環送風機は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離

を図る設計とする。 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により使用することで，非常用ディー

ゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に

設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 



計測-183 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室差圧計 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：制御室建物 EL16900 

【環境温度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（考慮不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・正圧化機能確認時の性能検査及び校正が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替えせずに使用可能な設計 【系統図】第7-2-1-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】第7-2-1-3-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-184 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室差圧計 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

（中央制御室遮蔽） 中央制御室遮蔽 

― 中央制御室待避室遮蔽 

（中央制御室空調換気系） 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用再循環送風機 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

― 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

所内通信連絡設備 
電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型） 

― プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

― 中央制御室差圧計 

― 待避室差圧計 

― 
酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

充電器（蓄電池） 
常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

中央制御室空調換気系は，多重性を有する非常用ディーゼル発電設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室送風機及び中央制御室非常用再循環送風機は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離

を図る設計とする。 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により使用することで，非常用ディー

ゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に

設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 



計測-185 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

待避室差圧計 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：制御室建物 EL16900 

【環境温度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（考慮不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・正圧化機能確認時の性能検査及び校正が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替えせずに使用可能な設計 【系統図】第7-2-2-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】第7-2-2-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-186 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

待避室差圧計 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

（中央制御室遮蔽） 中央制御室遮蔽 

― 中央制御室待避室遮蔽 

（中央制御室空調換気系） 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用再循環送風機 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

― 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

所内通信連絡設備 
電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型） 

― プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

― 中央制御室差圧計 

― 待避室差圧計 

― 
酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

充電器（蓄電池） 
常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

中央制御室空調換気系は，多重性を有する非常用ディーゼル発電設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室送風機及び中央制御室非常用再循環送風機は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離

を図る設計とする。 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により使用することで，非常用ディー

ゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に

設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 



計測-187 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第74条 

居住性の確保 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：制御室建物 EL16900 

【環境温度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（80％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

・中央制御室での操作が可能な設計

・運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 
操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 ・設備ごとの設計により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計 － 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 ・V-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



計測-188 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第74条 

居住性の確保 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 － 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・より簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート －（中央制御室又は中央制御室待避室で保管および使用） － 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図っ

た設計，若しくは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を持たせた設計）

－ 
溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（中央制御室遮蔽） 中央制御室遮蔽 

― 中央制御室待避室遮蔽 

（中央制御室空調換気系） 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用再循環送風機 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

― 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型） 

― プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

― 中央制御室差圧計 

― 待避室差圧計 

― 
酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

充電器（蓄電池） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

中央制御室空調換気系は，多重性を有する非常用ディーゼル発電設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室送風機及び中央制御室非常用再循環送風機は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

から給電できる設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離を図る設計とする。 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等

を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及

び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時

に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。  



計測-189 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第74条 

居住性の確保 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

酸素濃度計 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値

【設置場所】：制御室建物 

EL 16900mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85%)≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） （設置許可まとめ資料）図59-3-11 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震の影響による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に保管する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

・十分な操作空間を確保する設計

・付属の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

・人力又は車両等による運搬，移動ができる設計

－ 
操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-4

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計
（設置許可まとめ資料）図59-3-11 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



計測-190 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第74条 

居住性の確保 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

酸素濃度計 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-4

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備接続しない) － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない) － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート －（中央制御室で保管及び使用） － 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない
－ 

溢水 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない
－ 

火災 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

（中央制御室遮蔽） 中央制御室遮蔽 

― 中央制御室待避室遮蔽 

（中央制御室空調換気系） 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用再循環送風機 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

― 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

所内通信連絡設備 
電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型） 

― プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

― 中央制御室差圧計 

― 待避室差圧計 

― 酸素濃度計 

― 二酸化炭素濃度計 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

中央制御室空調換気系は，多重性を有する非常用ディーゼル発電設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室送風機及び中央制御室非常用再循環送風機は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離

を図る設計とする。 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により使用することで，非常用ディー

ゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に

設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 



計測-191 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第74条 

居住性の確保 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

二酸化炭素濃度計 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値

【設置場所】：制御室建物 

EL 16900mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85%)≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） （設置許可まとめ資料）図59-3-11 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電波法認証機器であり，電磁波の影響により機能が損なわれないことを確

認している

－ 

荷重 

・地震の影響による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に保管する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

・十分な操作空間を確保する設計

・付属の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

・人力又は車両等による運搬，移動ができる設計

－ 
操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-4

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計
（設置許可まとめ資料）図59-3-11 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



計測-192 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第74条 

居住性の確保 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

二酸化炭素濃度計 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-4

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備接続しない) － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない) － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート －（中央制御室で保管及び使用） － 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない
－ 

溢水 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない
－ 

火災 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

（中央制御室遮蔽） 中央制御室遮蔽 

― 中央制御室待避室遮蔽 

（中央制御室空調換気系） 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用再循環送風機 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

― 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

所内通信連絡設備 
電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型） 

― プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

― 中央制御室差圧計 

― 待避室差圧計 

― 酸素濃度計 

― 二酸化炭素濃度計 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

中央制御室空調換気系は，多重性を有する非常用ディーゼル発電設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室送風機及び中央制御室非常用再循環送風機は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離

を図る設計とする。 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により使用することで，非常用ディー

ゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に

設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 



計測-193 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第74条 

照明の確保 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

ＬＥＤライト（三脚タイプ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値( ) 

【設置場所】：制御室建物 EL16900 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値( ) 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計とするとともに，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に保管する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

・十分な操作空間を確保する設計

・誤操作を防止する設計

・中央制御室での操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 
操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・蓄電池電圧の確認，照明の点灯確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及びさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計とする － 

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



計測-194 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第74条 

照明の確保 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

ＬＥＤライト（三脚タイプ） 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-13

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・より簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート －（中央制御室遮蔽区域内で保管および使用） － 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図っ

た設計，若しくは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を持たせた設計）

－ 
溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用照明 ＬＥＤライト（三脚タイプ） 

電力 非常用ディーゼル発電設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，中央制御室の非常用照明と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計

とする。 



計測-195 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第77条 

発電所内の通信連絡 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

有線式通信設備（有線式通信機） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：建物内各所 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第1-6-25図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震の影響による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に保管する

・Ⅵ-1-1-7別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，配置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 ・人が携行して移動し，付属の操作スイッチにより使用場所で操作が可能な

設計

・端末である有線式通信機，中継コード及び専用接続端子の端子を安易に接

続できる端子とすることで，使用場所において確実に接続できる設計

・乾電池の交換も含め安易に操作スイッチを操作できるとともに，通信連絡

をする必要がある場所と確実に通信連絡が可能な設計

【配置図】第1-6-25図 

（設置許可系統図）第10.11－1図 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：常設代替交流電源設備からの受電操作時の屋内現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



計測-196 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第77条 

発電所内の通信連絡 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
有線式通信設備（有線式通信機） 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処設備

の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

可搬型重大事故等対処設備

の接続性 

・端末である有線式通信機，中継コード及び専用接続端子の端子を安易に接続できる端子

とすることで，使用場所において確実に接続できる設計
－ 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所の確

保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号と同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 
・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備を運搬し，

又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び通路が確保できる設計
・Ⅵ-1-1-7別添1

第
７
号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損なうおそれがな

いように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分

散を図り保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の処置をするとと

もに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり込みによる不当沈下，

傾斜および浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等の影響により必要

な機能を喪失しない位置に保管

・地震および津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」及び技術基

準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7別添1

・Ⅵ-1-1-7別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なうおそれがない

ように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備備と位置的分

散を図り保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なうおそれがない

ように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備備と位置的分

散を図り保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

有線式通信設備 

無線通信設備（固定型） 

無線通信設備（携帯型） 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

― 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
乾電池 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び独立

性の考慮内容 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急時対策所用発電機からの給電により使用する

ことで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置することで，所内

通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

有線式通信設備の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，乾電池を使用することで，非

常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性

を有する設計とする。また，有線式通信設備は，中央制御室付近の廃棄物処理建物内に保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの

給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備

（携帯型）は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的

分散を図る設計とする。 

無線通信設備，衛星電話設備及び有線式通信設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様性を有する設計とする。 

廃棄物処理建物及び緊急時対策所内に設置する安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の電源は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及

び緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）に対して多様性を有する設

計とする。 



計測-197 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第77条 

発電所内の通信連絡 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

無線通信設備（固定型） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 

原子炉建物，制御室建物 

・[本体]環境温度（40℃）≦設計値

・[ハンドセット]環境温度（40℃）≦設計値

緊急時対策所 

・[本体]環境温度（40℃）≦設計値

・[ハンドセット]環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：[本体]原子炉建物

EL34800，緊急時対

策所EL50250 

[ハンドセット] 

制 御 室 建 物

EL16900，緊急時対

策所EL50250 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：[本体]温度評価手法2 

[ハンドセット]温度評 

価手法1 

圧力 

原子炉建物，制御室建物 

・[本体]環境圧力（大気圧）≦設計値

・[ハンドセット]環境圧力（大気圧）≦設計値

緊急時対策所 

・[本体]環境圧力（大気圧）≦設計値

・[ハンドセット]環境圧力（大気圧）≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 

原子炉建物，制御室建物 

・[本体]環境湿度（85％）≦設計値

・[ハンドセット]環境湿度（85％）≦設計値

緊急時対策所 

・[本体]環境湿度（85％）≦設計値

・[ハンドセット]環境湿度（85％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －(考慮不要) 【配置図】第1-6-25，26図 

放射線（機器） 

原子炉建物，制御室建物 

・[本体]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

・[ハンドセット]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

緊急時対策所 

・[本体]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

・[ハンドセット]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・付属の操作スイッチにより使用場所での操作が可能な設計
【配置図】第1-6-25，26図 

（設置許可系統図）第10.11－1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：常設代替交流電源設備からの受電操作時の屋内現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-198 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第77条 

発電所内の通信連絡 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

無線通信設備（固定型） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

共用の禁止 

・号機の区分けなく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しな

がら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，また端末を変更

する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が

図れることから，１，２，３号機で共用する設計

・共用により悪影響を及ぼさないよう，１，２，３号機に必要な容量を確保

する設計

－ 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

有線式通信設備 

無線通信設備（固定型） 

無線通信設備（携帯型） 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

― 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

緊急時対策所用発電機 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力

保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急

時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電

により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）

及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

有線式通信設備の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，乾電池

を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備

及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，有線式通信設備は，中央制御室付近の廃棄物処理建物内に

保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力

保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又

は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有

する設計とする。また，無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡

設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備，衛星電話設備及び有線式通信設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様

性を有する設計とする。 

廃棄物処理建物及び緊急時対策所内に設置する安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の電源は，常設代替交流電源設備又は可搬

型代替交流電源設備及び緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充

電器等を含む。）に対して多様性を有する設計とする。 



計測-199 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第77条 

発電所内の通信連絡 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

無線通信設備（携帯型） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外  

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】第1-6-26図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震の影響による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に保管する

・Ⅵ-1-1-7別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，配置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

・人が携行して移動し，付属の操作スイッチにより使用場所で操作が可能な

設計

【配置図】第1-6-26図 

（設置許可系統図）第10.11－1図 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：原子炉補機代替冷却系準備操作時の屋外現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



計測-200 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第77条 

発電所内の通信連絡 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

無線通信設備（携帯型） 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号と同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備と位置的分散を図り保管 

・地震に対しては，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の処

置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺

すり込みによる不当沈下，傾斜および浮き上がり，地盤支持力の不足，地

中埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管

・地震および津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7別添1

・Ⅵ-1-1-7別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備備と位置的分散を図り保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備備と位置的分散を図り保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

有線式通信設備 

無線通信設備（固定型） 

無線通信設備（携帯型） 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

― 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
充電式電池 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び独立

性の考慮内容 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急時対策所用発電機からの給電により使用する

ことで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置することで，所内

通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

有線式通信設備の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，乾電池を使用することで，非

常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性

を有する設計とする。また，有線式通信設備は，中央制御室付近の廃棄物処理建物内に保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの

給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備

（携帯型）は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的

分散を図る設計とする。 

無線通信設備，衛星電話設備及び有線式通信設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様性を有する設計とする。 

廃棄物処理建物及び緊急時対策所内に設置する安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の電源は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及

び緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）に対して多様性を有する設

計とする。 



計測-201 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第77条 

発電所内の通信連絡 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（固定型） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 

原子炉建物，制御室建物 

・[本体]環境温度（40℃）≦設計値

・[電話機]環境温度（40℃）≦設計値

緊急時対策所 

・[本体]環境温度（40℃）≦設計値

・[電話機]環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：[本体]原子炉建物

EL34800，緊急時対

策所 EL50250[電話

機 ] 制 御 室 建 物

EL16900， 

緊 急 時 対 策 所

EL50250 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：[本体]温度評価手法1， 

[電話機]温度評価手法2 

圧力 

原子炉建物，制御室建物 

・[本体]環境圧力（大気圧）≦設計値

・[電話機]環境圧力（大気圧）≦設計値

緊急時対策所 

・[本体]環境圧力（大気圧）≦設計値

・[電話機]環境圧力（大気圧）≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 

原子炉建物，制御室建物 

・[本体]環境湿度（85％）≦設計値

・[電話機]環境湿度（85％）≦設計値

緊急時対策所 

・[本体及び電話機]環境湿度（85％）≦設計値

・[本体及び電話機]環境湿度（85％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：[本体]湿度評価手法1， 

[電話機]湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】第1-6-25，26図 

放射線（機器） 

原子炉建物，制御室建物 

・[本体]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

・[ハンドセット]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

緊急時対策所 

・[本体]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

・[ハンドセット]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・付属の操作スイッチにより使用場所での操作が可能な設計
【配置図】第1-6-25，26図 

（設置許可系統図）第10.11－1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：常設代替交流電源設備からの受電操作時の屋内現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-202 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第77条 

発電所内の通信連絡 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（固定型） 

第

５

４

条 

第

２

項 

第

１

号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第

２

号 

共用の禁止 

・号機の区分けなく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しな

がら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，また端末を変更

する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が

図れることから，１，２，３号機で共用する設計

・共用により悪影響を及ぼさないよう，１，２，３号機に必要な容量を確保

する設計

－ 

第

３

号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

－ 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
－ 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第

３

項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

有線式通信設備 

無線通信設備（固定型） 

無線通信設備（携帯型） 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

― 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

緊急時対策所用発電機 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力

保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急

時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電

により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）

及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

有線式通信設備の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，乾電池

を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備

及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，有線式通信設備は，中央制御室付近の廃棄物処理建物内に

保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力

保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又

は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有

する設計とする。また，無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡

設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備，衛星電話設備及び有線式通信設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様

性を有する設計とする。 

廃棄物処理建物及び緊急時対策所内に設置する安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の電源は，常設代替交流電源設備又は可搬

型代替交流電源設備及び緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充

電器等を含む。）に対して多様性を有する設計とする。 



計測-203 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第77条 

発電所内の通信連絡 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（携帯型） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】第1-6-26図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震の影響による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に保管する

・Ⅵ-1-1-7別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，配置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

・人が携行して移動し，付属の操作スイッチにより使用場所で操作が可能な

設計

【配置図】第1-6-26図 

（設置許可系統図）第10.11－1図 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：原子炉補機代替冷却系準備操作時の屋外現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



計測-204 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第77条 

発電所内の通信連絡 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（携帯型） 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号と同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備と位置的分散を図り保管 

・地震に対しては，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の処

置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺

すり込みによる不当沈下，傾斜および浮き上がり，地盤支持力の不足，地

中埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管

・地震および津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7別添1

・Ⅵ-1-1-7別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備備と位置的分散を図り保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備備と位置的分散を図り保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

有線式通信設備 

無線通信設備（固定型） 

無線通信設備（携帯型） 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

― 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
充電式電池 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急時対策所用発電機からの給電により使用する

ことで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置することで，所内

通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

有線式通信設備の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，乾電池を使用することで，非

常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性

を有する設計とする。また，有線式通信設備は，中央制御室付近の廃棄物処理建物内に保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの

給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備

（携帯型）は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的

分散を図る設計とする。 

無線通信設備，衛星電話設備及び有線式通信設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様性を有する設計とする。 

廃棄物処理建物及び緊急時対策所内に設置する安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の電源は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及

び緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）に対して多様性を有する設

計とする。 



計測-205 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第77条 

発電所内の通信連絡 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 

廃棄物処理建物 

・[ＳＰＤＳデータ収集サーバ]環境温度（40℃）≦

緊急時対策所 

・[ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置]

環境温度（40℃）≦

【設置場所】：廃棄物処理建物

EL21150，緊急時対

策所EL50250 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：[ＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ]温度評価手法1，

[ＳＰＤＳ伝送サーバ]

温度評価手法1，[ＳＰ

ＤＳデータ表示装置]

温度評価手法2 

圧力 

廃棄物処理建物 

・[ＳＰＤＳデータ収集サーバ]環境圧力（大気圧）≦

緊急時対策所 

・[ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置]

環境圧力（大気圧）≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ]圧力評価手法1，

[ＳＰＤＳ伝送サーバ

及びＳＰＤＳデータ表

示装置]圧力評価手法1 

湿度 

廃棄物処理建物 

・[ＳＰＤＳデータ収集サーバ]環境湿度（80％）≦

緊急時対策所 

・[ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置]

環境湿度（80％）≦

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ]湿度評価手法1，

[ＳＰＤＳ伝送サーバ

及びＳＰＤＳデータ表

示装置]湿度評価手法1 

屋外天候 －(考慮不要) 【配置図】第1-6-25，26図 

放射線（機器） 

廃棄物処理建物 

・[ＳＰＤＳデータ収集サーバ]

環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

緊急時対策所 

・[ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置]

環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ]放射線評価手法

3，[ＳＰＤＳ伝送サー

バ及びＳＰＤＳデータ

表示装置]放射線評価

手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

[ＳＰＤＳデータ収集サーバ及びＳＰＤＳ伝送サーバ] 

－（操作不要） 

[ＳＰＤＳデータ表示装置] 

・付属の操作スイッチにより使用場所での操作が可能な設計

【配置図】第1-6-25，26図 

（設置許可系統図）第6.4－4図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第6.4－4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第6.4－4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：常設代替交流電源設備からの受電操作時の屋内現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-206 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第77条 

発電所内の通信連絡 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-11

・Ⅵ-1-5-1

・Ⅵ-1-9-3-1

第
２
号 

共用の禁止 

・号機の区分けなく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しな

がら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，また端末を変更

する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が

図れることから，１，２，３号機で共用する設計

・共用により悪影響を及ぼさないよう，１，２，３号機に必要な容量を確保

する設計

－ 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

溢水 
・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

火災 
・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

有線式通信設備 

無線通信設備（固定型） 

無線通信設備（携帯型） 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

― 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

緊急時対策所用発電機 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力

保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急

時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電

により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）

及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

有線式通信設備の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，乾電池

を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備

及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，有線式通信設備は，中央制御室付近の廃棄物処理建物内に

保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力

保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又

は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有

する設計とする。また，無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡

設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備，衛星電話設備及び有線式通信設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様

性を有する設計とする。 

廃棄物処理建物及び緊急時対策所内に設置する安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の電源は，常設代替交流電源設備又は可搬

型代替交流電源設備及び緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充

電器等を含む。）に対して多様性を有する設計とする。 



計測-207 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第77条 

発電所外の通信連絡 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（固定型） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第

１

号 

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性 

温度 
・[本体]環境温度（40℃）≦設計値

・[電話機]環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：[本体]緊急時対策所

EL50250， 

[電話機]緊急時対策

所EL50250 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：[本体]温度評価手法1， 

[電話機]温度評価手法2 

圧力 
・[本体]環境圧力（大気圧）≦設計値

・[電話機]環境圧力（大気圧）≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 
・[本体]環境湿度（85％）≦設計値

・[電話機]環境湿度（85％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：[本体]湿度評価手法1， 

[電話機]湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】第1-6-26図 

放射線（機器） 
・[本体]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

・[ハンドセット]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・付属の操作スイッチにより使用場所での操作が可能な設計
【配置図】第1-6-26図 

（設置許可系統図）第10.11－1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：常設代替交流電源設備からの受電操作時の屋内現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-208 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第77条 

発電所外の通信連絡 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（固定型） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

共用の禁止 

・号機の区分けなく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しな

がら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，また端末を変更

する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が

図れることから，１，２，３号機で共用する設計

・共用により悪影響を及ぼさないよう，１，２，３号機に必要な容量を確保

する設計

－ 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

溢水 
・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

火災 
・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ

会議システム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ） 

データ伝送設備 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
緊急時対策所用発電機 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急時対策所用発電機からの給電により使用すること

で，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通

信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置するこ

とで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電

により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，衛星電話設備（携帯型）

は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわない

よう位置的分散を図る設計とする。 

衛星電話設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様性を有する設計とする。 

緊急時対策所内に設置する統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備の電源は，電力保安通信用電話設備，局線加入電話

設備，専用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非

常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する電力保安通信用電話設備，局線加入電話

設備，及び専用電話設備に対して多様性を有する設計とする。 

緊急時対策所内に設置するデータ伝送設備の電源は，緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発

電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）に対して多様性を有する設計とする。 



計測-209 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第77条 

発電所外の通信連絡 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（携帯型） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】第1-6-26図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震の影響による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に保管する

・Ⅵ-1-1-7別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，配置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

・人が携行して移動し，付属の操作スイッチにより使用場所で操作が可能な

設計

【配置図】第1-6-26図 

（設置許可系統図）第10.11－1図 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：原子炉補機代替冷却系準備操作時の屋外現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



計測-210 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第77条 

発電所外の通信連絡 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（携帯型） 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号と同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

溢水 
・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

火災 
・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ

会議システム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ） 

データ伝送設備 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
充電式電池 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急時対策所用発電機からの給電により使用すること

で，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通

信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置するこ

とで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電

により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，衛星電話設備（携帯型）

は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわない

よう位置的分散を図る設計とする。 

衛星電話設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様性を有する設計とする。 

緊急時対策所内に設置する統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備の電源は，電力保安通信用電話設備，局線加入電話

設備，専用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非

常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する電力保安通信用電話設備，局線加入電話

設備，及び専用電話設備に対して多様性を有する設計とする。 

緊急時対策所内に設置するデータ伝送設備の電源は，緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発

電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）に対して多様性を有する設計とする。 



計測-211 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第77条 

発電所外の通信連絡 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

（テレビ会議システム，ⅠＰ－電話機，ＩＰ－ＦＡＸ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：緊急時対策所EL50250 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（80％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】第1-6-26図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・付属の操作スイッチにより使用場所での操作が可能な設計
【配置図】第1-6-25，26図 

（設置許可系統図）第10.11－1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：常設代替交流電源設備からの受電操作時の屋内現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-212 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第77条 

発電所外の通信連絡 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

（テレビ会議システム，ⅠＰ－電話機，ＩＰ－ＦＡＸ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

共用の禁止 

・号機の区分けなく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しな

がら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，また端末を変更

する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が

図れることから，１，２，３号機で共用する設計

・共用により悪影響を及ぼさないよう，１，２，３号機に必要な容量を確保

する設計

－ 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

溢水 
・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

火災 
・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

（テレビ会議システム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ） 

データ伝送設備 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
緊急時対策所用発電機 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急時対策所用発電機からの給電により使用すること

で，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通

信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置するこ

とで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電

により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，衛星電話設備（携帯型）

は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわない

よう位置的分散を図る設計とする。 

衛星電話設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様性を有する設計とする。 

緊急時対策所内に設置する統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備の電源は，電力保安通信用電話設備，局線加入電話

設備，専用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非

常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する電力保安通信用電話設備，局線加入電話

設備，及び専用電話設備に対して多様性を有する設計とする。 

緊急時対策所内に設置するデータ伝送設備の電源は，緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発

電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）に対して多様性を有する設計とする。 



計測-213 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第77条 

発電所外の通信連絡 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

データ伝送設備 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：緊急時対策所EL50250 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（80％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －(考慮不要) 【配置図】第1-6-26図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－(操作不要) － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第6.4－4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第6.4－4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －(操作不要) － 



計測-214 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第77条 

発電所外の通信連絡 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

データ伝送設備 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

共用の禁止 

・号機の区分けなく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しな

がら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，また端末を変更

する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が

図れることから，１，２，３号機で共用する設計

・共用により悪影響を及ぼさないよう，１，２，３号機に必要な容量を確保

する設計

－ 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

溢水 
・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

火災 
・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

（テレビ会議システム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ） 

データ伝送設備 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
緊急時対策所用発電機 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所内に設置するデータ伝送設備の電源は，緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発

電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）に対して多様性を有する設計とする。 



計測-215 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
― 

重大事故等時に対処するための流路，注

水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉圧力容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第1-3-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料及びニッケル合金を使用する設計

【構造図】：第4-3-1図（既工事計 

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第4-3-1図（既工事計 

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする

【構造図】：第4-3-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-216 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
― 

重大事故等時に対処するための流路，注

水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉圧力容器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（原子炉圧力容器） 原子炉圧力容器 

（原子炉格納容器） 原子炉格納容器 

（燃料プール） 燃料プール 

－ 原子炉建物原子炉棟 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



放管-1 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（1400kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計

・外観の確認が可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



放管-2 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

― 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，ポンプ及び熱交換器を使用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸送できる設計と

することで，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

また，格納容器フィルタベント系は，排出経路に設置される隔離弁の電動弁を常設代替交流電源設備若しくは可搬型代替交流電源設

備からの給電による遠隔操作を可能とすること又は遠隔手動弁操作機構を用いた人力による遠隔操作を可能とすることで，非常用デ

ィーゼル発電設備からの給電により駆動する残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）

に対して，多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は第１ベントフィルタ格納

槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置し，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器，原子炉補機冷却

水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機

能を損なわないよう位置的分散を図った設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，除熱手段の多様性及び機器の位置的分散によって，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機

海水系を含む。）に対して独立性を有する設計とする。 



放管-3 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
配管遮蔽 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（290kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計

・外観の確認が可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



放管-4 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
配管遮蔽 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

― 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，ポンプ及び熱交換器を使用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸送できる設計と

することで，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

また，格納容器フィルタベント系は，排出経路に設置される隔離弁の電動弁を常設代替交流電源設備若しくは可搬型代替交流電源設

備からの給電による遠隔操作を可能とすること又は遠隔手動弁操作機構を用いた人力による遠隔操作を可能とすることで，非常用デ

ィーゼル発電設備からの給電により駆動する残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）

に対して，多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は第１ベントフィルタ格納

槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置し，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器，原子炉補機冷却

水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機

能を損なわないよう位置的分散を図った設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，除熱手段の多様性及び機器の位置的分散によって，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機

海水系を含む。）に対して独立性を有する設計とする。 



放管-5 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・[高レンジ]環境温度（60℃）≦設計値

・[低レンジ]環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：[高レンジ]第１ベント

フィルタ格納槽 

EL 15300mm 

[低レンジ]第１ベント

フィルタ格納槽 

EL 19400mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]温度評価手法2 

[低レンジ]温度評価手法2 

圧力 
・[高レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

・[低レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]圧力評価手法2 

[低レンジ]圧力評価手法2 

湿度 
・[高レンジ]環境湿度(85%)≦設計値

・[低レンジ]環境湿度(100%)≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]湿度評価手法3 

[低レンジ]湿度評価手法3 

屋外天候 
【その他の建物設置】：－（考慮不要） 

【屋外設置】：屋外の環境条件を考慮 
【配置図】：第7-1-2-3図 

放射線（機器） 
・[高レンジ]環境放射線(29Gy/7日間)≦設計値

・[低レンジ]環境放射線(22Gy/7日間)≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[高レンジ]放射線評価手法1 

[低レンジ]放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれること

はない
－ 

荷重 

【その他の建物設置】 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物

等内に設置する設計

【屋外設置】 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－(操作不要) － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が可能な

設計
・Ⅵ-1-7-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，多重性

を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒューズ，アイソレータ等

により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －(操作不要) － 



放管-6 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-7-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，ポンプ及び熱交換器を使用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸送できる設計と

することで，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

また，格納容器フィルタベント系は，排出経路に設置される隔離弁の電動弁を常設代替交流電源設備若しくは可搬型代替交流電源設

備からの給電による遠隔操作を可能とすること又は遠隔手動弁操作機構を用いた人力による遠隔操作を可能とすることで，非常用デ

ィーゼル発電設備からの給電により駆動する残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）

に対して，多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は第１ベントフィルタ格納

槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置し，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器，原子炉補機冷却

水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機

能を損なわないよう位置的分散を図った設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，除熱手段の多様性及び機器の位置的分散によって，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機

海水系を含む。）に対して独立性を有する設計とする。 



放管-7 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（1400kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計

・外観の確認が可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） －（操作不要） 



放管-8 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
・Ⅵ-1-1-9

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容

器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。また，格納容器フィルタベント系は，可搬型代替交流電源設備又は人力により排出経路に設置

される隔離弁を操作できる設計とすることで，残留熱代替除去系に対して駆動源の多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建

物原子炉棟内に設置し，格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は

第１ベントフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を

有する設計とする。これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，

互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 



放管-9 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
配管遮蔽 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（290kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計

・外観の確認が可能な設計

・主要部分の断面寸法の確認が可

能な設計 

・外観の確認が可能な設計

第
４
号 

系統の切替性 ・切替えせずに使用可能な設計 －（本来用途として使用する） 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） －（操作不要） 



放管-10 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
配管遮蔽 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
・Ⅵ-1-1-9

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容

器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。また，格納容器フィルタベント系は，可搬型代替交流電源設備又は人力により排出経路に設置

される隔離弁を操作できる設計とすることで，残留熱代替除去系に対して駆動源の多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建

物原子炉棟内に設置し，格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は

第１ベントフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を

有する設計とする。これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，

互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 



放管-11 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・[高レンジ]環境温度（60℃）≦設計値

・[低レンジ]環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：[高レンジ]第１ベント

フィルタ格納槽 

EL 15300mm 

[低レンジ]第１ベント

フィルタ格納槽 

EL 19400mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]温度評価手法2 

[低レンジ]温度評価手法2 

圧力 
・[高レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

・[低レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]圧力評価手法2 

[低レンジ]圧力評価手法2 

湿度 
・[高レンジ]環境湿度(85%)≦設計値

・[低レンジ]環境湿度(100%)≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]湿度評価手法3 

[低レンジ]湿度評価手法3 

屋外天候 
【その他の建物設置】：－（考慮不要） 

【屋外設置】：屋外の環境条件を考慮 
【配置図】：第7-1-2-3図 

放射線（機器） 
・[高レンジ]環境放射線(29Gy/7日間)≦設計値

・[低レンジ]環境放射線(22Gy/7日間)≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[高レンジ]放射線評価手法1 

[低レンジ]放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれること

はない
－ 

荷重 

【その他の建物設置】 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物

等内に設置する設計

【屋外設置】 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－(操作不要) － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が可能な

設計
・Ⅵ-1-7-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，多重性

を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒューズ，アイソレータ等

により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －(操作不要) － 



放管-12 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-7-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容

器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。また，格納容器フィルタベント系は，可搬型代替交流電源設備又は人力により排出経路に設置

される隔離弁を操作できる設計とすることで，残留熱代替除去系に対して駆動源の多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建

物原子炉棟内に設置し，格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は

第１ベントフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を

有する設計とする。これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，

互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 



放管-13 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（1400kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計

・外観の確認が可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



放管-14 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

可燃性ガス濃度制御系 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

― 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 

  



放管-15 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
配管遮蔽 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（290kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計

・外観の確認が可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



放管-16 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
配管遮蔽 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

可燃性ガス濃度制御系 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

― 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 

  



放管-17 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・[高レンジ]環境温度（60℃）≦設計値

・[低レンジ]環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：[高レンジ]第１ベント

フィルタ格納槽 

EL 15300mm 

[低レンジ]第１ベント

フィルタ格納槽 

EL 19400mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]温度評価手法2 

[低レンジ]温度評価手法2 

圧力 
・[高レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

・[低レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]圧力評価手法2 

[低レンジ]圧力評価手法2 

湿度 
・[高レンジ]環境湿度(85%)≦設計値

・[低レンジ]環境湿度(100%)≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]湿度評価手法3 

[低レンジ]湿度評価手法3 

屋外天候 
【その他の建物設置】：－（考慮不要） 

【屋外設置】：屋外の環境条件を考慮 
【配置図】：第7-1-2-3図 

放射線（機器） 
・[高レンジ]環境放射線(29Gy/7日間)≦設計値

・[低レンジ]環境放射線(22Gy/7日間)≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[高レンジ]放射線評価手法1 

[低レンジ]放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれること

はない
－ 

荷重 

【その他の建物設置】 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物

等内に設置する設計

【屋外設置】 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－(操作不要) － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が可能な

設計
・Ⅵ-1-7-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，多重性

を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒューズ，アイソレータ等

により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －(操作不要) － 



放管-18 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 

・Ⅵ-1-1-5 

・Ⅵ-1-7-1 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
－ 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
－ 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 



放管-19 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（1400kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計

・外観の確認が可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



放管-20 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 

  



放管-21 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
配管遮蔽 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（290kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計

・外観の確認が可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



放管-22 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
配管遮蔽 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 

  



放管-23 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・[高レンジ]環境温度（60℃）≦設計値

・[低レンジ]環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：[高レンジ]第１ベント

フィルタ格納槽 

EL 15300mm 

[低レンジ]第１ベント

フィルタ格納槽 

EL 19400mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]温度評価手法2 

[低レンジ]温度評価手法2 

圧力 
・[高レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

・[低レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]圧力評価手法2 

[低レンジ]圧力評価手法2 

湿度 
・[高レンジ]環境湿度(85%)≦設計値

・[低レンジ]環境湿度(100%)≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]湿度評価手法3 

[低レンジ]湿度評価手法3 

屋外天候 
【その他の建物設置】：－（考慮不要） 

【屋外設置】：屋外の環境条件を考慮 
【配置図】：第7-1-2-3図 

放射線（機器） 
・[高レンジ]環境放射線(29Gy/7日間)≦設計値

・[低レンジ]環境放射線(22Gy/7日間)≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[高レンジ]放射線評価手法1 

[低レンジ]放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれること

はない
－ 

荷重 

【その他の建物設置】 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物

等内に設置する設計

【屋外設置】 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－(操作不要) － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が可能な

設計
・Ⅵ-1-7-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，多重性

を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒューズ，アイソレータ等

により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －(操作不要) － 



放管-24 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 

・Ⅵ-1-1-5 

・Ⅵ-1-7-1 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
－ 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
－ 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 

  



放管-25 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第69条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・[高レンジ]環境温度（100℃）≦設計値

・[低レンジ]環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 42800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[高レンジ]温度評価手法2 

[低レンジ]温度評価手法2 

圧力 
・[高レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

・[低レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[高レンジ]圧力評価手法2 

[低レンジ]圧力評価手法2 

湿度 
・[高レンジ]環境湿度(100%)≦設計値

・[低レンジ]環境湿度(100%)≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[高レンジ]湿度評価手法3 

[低レンジ]湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第7-1-2-4図 

放射線（機器） 
・[高レンジ]環境放射線(470Gy/7日間)≦設計値

・[低レンジ]環境放射線(470Gy/7日間)≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[高レンジ]放射線評価手法1 

[低レンジ]放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－(操作不要) － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-7-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備と電気的な分離を行うことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －(操作不要) － 



放管-26 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第69条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-7-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位 

燃料プール温度 

燃料プール冷却ポンプ入口温度 

原子炉建物放射線モニタ 

燃料取替階エリア 

燃料取替階放射線モニタ 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却

設備を含む。） 

電力 非常用交流電源設備 

所内常設蓄電式直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

常設代替直流電源設備 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ），燃料プールエリア放

射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ），燃料プール監視カメラ（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用冷却設備は，燃料プール水位，燃料プ

ール温度，燃料プール冷却ポンプ入口温度，原子炉建物放射線モニタ（燃料取替階エリア）及び燃料取替階放射線モニタと共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，燃料プール水位・温度（ＳＡ）は，非常用交流電源設備に対して，多様性を有する所内常設

蓄電式直流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が可能な設計とし，燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ），燃料

プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，非常用交流電源設備に対して，多様性を有す

る常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が可能な設計とし，燃料プール水位（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用

冷却設備は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 



放管-27 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の放射線量率 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力(大気圧相当)≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度(100%)≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第7-1-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線(740kGy/7日間)≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－(操作不要) － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-7-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －(操作不要) － 



放管-28 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の放射線量率 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-7-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難になった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

主要パラメータの他チャンネル 格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 



放管-29 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の放射線量率 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃（最高120℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力(大気圧相当)≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度(100%)≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第7-1-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線(280kGy/7日間)≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－(操作不要) － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-7-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 -(操作不要) － 



放管-30 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の放射線量率 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-7-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難になった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

主要パラメータの他チャンネル 格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 



放管-31 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（格納容器フィ

ルタベント系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・[高レンジ]環境温度（60℃）≦設計値

・[低レンジ]環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：[高レンジ]第１ベント

フィルタ格納槽 

EL 15300mm 

[低レンジ]第１ベント

フィルタ格納槽 

EL 19400mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]温度評価手法2 

[低レンジ]温度評価手法2 

圧力 
・[高レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

・[低レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]圧力評価手法2 

[低レンジ]圧力評価手法2 

湿度 
・[高レンジ]環境湿度(85%)≦設計値

・[低レンジ]環境湿度(100%)≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]湿度評価手法3 

[低レンジ]湿度評価手法3 

屋外天候 
【その他の建物設置】：－（考慮不要） 

【屋外設置】：屋外の環境条件を考慮 
【配置図】：第7-1-2-3図 

放射線（機器） 
・[高レンジ]環境放射線(29Gy/7日間)≦設計値

・[低レンジ]環境放射線(22Gy/7日間)≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[高レンジ]放射線評価手法1 

[低レンジ]放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれること

はない
－ 

荷重 

【その他の建物設置】 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物

等内に設置する設計

【屋外設置】 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－(操作不要) － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が可能な

設計
・Ⅵ-1-7-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，多重性

を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒューズ，アイソレータ等

により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －(操作不要) － 



放管-32 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（格納容器フィ

ルタベント系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-7-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

【その他の建物設置】 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

【屋外設置】 

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するための必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難になった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル スクラバ容器水位 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

スクラバ容器圧力 

主要パラメータの他チャンネル スクラバ容器温度 

主要パラメータの他チャンネル 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

主要パラメータの予備 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 



放管-33 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・[高レンジ]環境温度（100℃）≦設計値

・[低レンジ]環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 42800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[高レンジ]温度評価手法2 

[低レンジ]温度評価手法2 

圧力 
・[高レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

・[低レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[高レンジ]圧力評価手法2 

[低レンジ]圧力評価手法2 

湿度 
・[高レンジ]環境湿度(100%)≦設計値

・[低レンジ]環境湿度(100%)≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[高レンジ]湿度評価手法3 

[低レンジ]湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第7-1-2-4図 

放射線（機器） 
・[高レンジ]環境放射線(470Gy/7日間)≦設計値

・[低レンジ]環境放射線(470Gy/7日間)≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[高レンジ]放射線評価手法1 

[低レンジ]放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－(操作不要) － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-7-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －(操作不要) － 



放管-34 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-7-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難になった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却

設備を含む。） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 



放管-35 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室遮蔽 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：制御室建物EL16900 

【環境温度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第7-3-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第7-3-1-25,26,27,28

図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計

・外観の確認が可能な設計

【構造図】：第7-3-1-25,26,27,28

図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） 
【配置図】：第7-3-1-1図 

・V-1-1-7 第2.3節



放管-36 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室遮蔽 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） ・Ⅵ-1-7-3

第
２
号 

共用の禁止 

・中央制御室遮蔽は，重大事故等時において１号及び２号機の事故対応を一

つの中央制御室にて実施し，プラント状態に応じた運転員の融通により安

全性の向上が図れることから，１号及び２号機で共用する設計

－ 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（中央制御室遮蔽） 中央制御室遮蔽 

― 中央制御室待避室遮蔽 

（中央制御室空調換気系） 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用再循環送風機 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

― 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型） 

― プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

― 中央制御室差圧計 

― 待避室差圧計 

― 
酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

充電器（蓄電池） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

中央制御室空調換気系は，多重性を有する非常用ディーゼル発電設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室送風機及び中央制御室非常用再循環送風機は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離

を図る設計とする。 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により使用することで，非常用ディー

ゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に

設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 



放管-37 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室待避室遮蔽 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：制御室建物EL16900 

【環境温度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第7-3-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計

・外観の確認が可能な設計
【構造図】第7-3-1-25図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
－ 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） 
【配置図】：第7-3-1-1図 

・V-1-1-7 第2.3節



放管-38 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室待避室遮蔽 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） ・Ⅵ-1-7-3

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（中央制御室遮蔽） 中央制御室遮蔽 

― 中央制御室待避室遮蔽 

（中央制御室空調換気系） 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用再循環送風機 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

― 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型） 

― プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

― 中央制御室差圧計 

― 待避室差圧計 

― 
酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

電力 非常用ディーゼル発電設備 

充電器（蓄電池） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

中央制御室空調換気系は，多重性を有する非常用ディーゼル発電設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室送風機及び中央制御室非常用再循環送風機は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離

を図る設計とする。 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により使用することで，非常用ディー

ゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に

設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 



放管-39 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室送風機 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL22100㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第7-2-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第7-2-1-3-2図 

【構造図】：第7-2-1-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けるような電子部品を含む制御回路は組み込まない 【構造図】：第7-2-1-4-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【系統図】：第7-2-1-3-2図 

【配置図】：第7-2-1-1-1図 

【構造図】：第7-2-1-4-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第7-2-1-3-2図 

【配置図】：第7-2-1-1-1図 

【構造図】：第7-2-1-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第7-2-1-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準事故対象施設として使用する系統構成から重

大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計

【系統図】：第7-2-1-3-2図 

内部発生飛散物 ・飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計 ・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計
【配置図】：第7-2-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



放管-40 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室送風機 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（中央制御室遮蔽） 中央制御室遮蔽 

― 中央制御室待避室遮蔽 

（中央制御室空調換気系） 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用再循環送風機 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

― 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型） 

― プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

― 中央制御室差圧計 

― 待避室差圧計 

― 
酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

充電器（蓄電池） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

中央制御室空調換気系は，多重性を有する非常用ディーゼル発電設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室送風機及び中央制御室非常用再循環送風機は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離

を図る設計とする。 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により使用することで，非常用ディー

ゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に

設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 



放管-41 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室非常用再循環送風機 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL22100㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第7-2-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（13Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第7-2-1-3-2図 

【構造図】：第7-2-1-4-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けるような電子部品を含む制御回路は組み込まない 【構造図】：第7-2-1-4-2図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【系統図】：第7-2-1-3-2図 

【配置図】：第7-2-1-1-1図 

【構造図】：第7-2-1-4-2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第7-2-1-3-2図 

【配置図】：第7-2-1-1-1図 

【構造図】：第7-2-1-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第7-2-1-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準事故対象施設として使用する系統構成から重

大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，保加納設備に悪影

響を及ぼさない設計

【系統図】：第7-2-1-3-2図 

内部発生飛散物 ・飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計 ・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計
【配置図】：第7-2-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



放管-42 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室非常用再循環送風機 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（中央制御室遮蔽） 中央制御室遮蔽 

― 中央制御室待避室遮蔽 

（中央制御室空調換気系） 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用再循環送風機 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

― 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型） 

― プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

― 中央制御室差圧計 

― 待避室差圧計 

― 
酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

充電器（蓄電池） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

中央制御室空調換気系は，多重性を有する非常用ディーゼル発電設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室送風機及び中央制御室非常用再循環送風機は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離

を図る設計とする。 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により使用することで，非常用ディー

ゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に

設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 



放管-43 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL22100㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第7-2-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（190Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第7-2-1-3-2図 

【構造図】：第7-2-1-4-3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けるような電子部品を含む制御回路は組み込まない 【構造図】：第7-2-1-4-3図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・差圧確認が可能な設計

・内部点検が可能なように，点検口を設ける設計

【系統図】：第7-2-1-3-2図 

【配置図】：第7-2-1-1-1図 

【構造図】：第7-2-1-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第7-2-1-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準事故対象施設として使用する系統構成から重

大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，保加納設備に悪影

響を及ぼさない設計

【系統図】：第7-2-1-3-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



放管-44 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（中央制御室遮蔽） 中央制御室遮蔽 

― 中央制御室待避室遮蔽 

（中央制御室空調換気系） 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用再循環送風機 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

― 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型） 

― プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

― 中央制御室差圧計 

― 待避室差圧計 

― 
酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

充電器（蓄電池） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

中央制御室空調換気系は，多重性を有する非常用ディーゼル発電設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室送風機及び中央制御室非常用再循環送風機は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離

を図る設計とする。 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により使用することで，非常用ディー

ゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に

設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 



放管-45 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第74条 

居住性の確保 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL約16900㎜， 

EL約22100㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第7-2-2-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第7-2-2-3-1図 

【構造図】：第7-2-2-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第7-2-2-4-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，必要に

より当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数の保管場所に分散配置

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【構造図】：第7-2-2-4-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第7-2-2-1-1図 

【構造図】：第7-2-2-4-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計

【配置図】：第7-2-2-1-1図 

【構造図】：第7-2-2-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・通常時に使用する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第7-2-2-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
【系統図】：第7-2-2-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第7-2-2-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-46 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第74条 

居住性の確保 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続ができる設計

【系統図】：第7-2-2-3-1図 

【構造図】：第7-2-2-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（中央制御室遮蔽） 中央制御室遮蔽 

― 中央制御室待避室遮蔽 

（中央制御室空調換気系） 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用再循環送風機 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

― 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型） 

― プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

― 中央制御室差圧計 

― 待避室差圧計 

― 
酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

充電器（蓄電池） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

中央制御室空調換気系は，多重性を有する非常用ディーゼル発電設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室送風機及び中央制御室非常用再循環送風機は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離

を図る設計とする。 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により使用することで，非常用ディー

ゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に

設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 



放管-47 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射線量の代替測定 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬式モニタリングポスト 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第7-1-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

【配置図】第7-1-2-1図 

操作準備 

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業現場の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

操作内容 

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
【配置図】第7-1-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋外現場操作 

【配置図】第7-1-2-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-48 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射線量の代替測定 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬式モニタリングポスト 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る

設計，若しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
モニタリングポスト 可搬式モニタリングポスト 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

可搬式モニタリングポストは，屋外のモニタリングポストと離れた第１保管エリア及び第４保管エリアに分散して保管することで，

共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



放管-49 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射能観測車の代替測定装置 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬式ダスト・よう素サンプラ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法4 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備
－ 

操作準備 

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業現場の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

－ 

操作内容 ・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計 － 

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計 － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認（特性確認）及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-50 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射能観測車の代替測定装置 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬式ダスト・よう素サンプラ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る

設計，若しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
放射能観測車 

可搬式ダスト・よう素サンプラ 

NaIシンチレーションサーベイメータ 

GM汚染サーベイメータ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

放射能測定装置は，屋外に保管する放射能観測車と離れた緊急時対策所に保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう位置的分散を図る設計とする。 



放管-51 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射能観測車の代替測定装置 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

NaIシンチレーションサーベイメータ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法4 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第7-1-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

【配置図】第7-1-2-1図 
操作準備 ・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

操作内容 ・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】第7-1-2-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-52 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射能観測車の代替測定装置 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

NaIシンチレーションサーベイメータ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る

設計，若しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
放射能観測車 

可搬式ダスト・よう素サンプラ 

NaIシンチレーションサーベイメータ 

GM汚染サーベイメータ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

放射能測定装置は，屋外に保管する放射能観測車と離れた緊急時対策所に保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう位置的分散を図る設計とする。 



放管-53 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射能観測車の代替測定装置 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

GM汚染サーベイメータ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法4 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第7-1-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

【配置図】第7-1-2-1図 
操作準備 ・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

操作内容 ・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】第7-1-2-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-54 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射能観測車の代替測定装置 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

GM汚染サーベイメータ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る

設計，若しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
放射能観測車 

可搬式ダスト・よう素サンプラ 

NaIシンチレーションサーベイメータ 

GM汚染サーベイメータ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

放射能測定装置は，屋外に保管する放射能観測車と離れた緊急時対策所に保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう位置的分散を図る設計とする。 



放管-55 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

気象観測設備の代替測定 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬式気象観測装置 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法4 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第1-5-1-2図 

【構造図】：第1-5-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

【配置図】第1-5-1-2図 

【構造図】第1-5-2-2図 

操作準備 

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業現場の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

操作内容 

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
【構造図】第1-5-2-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】第1-5-1-2図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-56 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

気象観測設備の代替測定 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬式気象観測装置 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る

設計，若しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
気象観測設備 可搬式気象観測装置 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

可搬式気象観測装置は，屋外の気象観測設備と離れた第１保管エリア及び第４保管エリアに分散して保管することで，共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



放管-57 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射線量の測定 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬式モニタリングポスト 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第7-1-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

【配置図】第7-1-2-1図 

操作準備 

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業現場の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

操作内容 

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】第7-1-2-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-58 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射線量の測定 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬式モニタリングポスト 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る

設計，若しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

可搬式モニタリングポスト 

電離箱サーベイメータ 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

小型船舶は，予備と分散して第１保管エリア及び第４保管エリアに保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう

位置的分散を図る設計とする。 



放管-59 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射線量の測定 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

電離箱サーベイメータ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法4 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第7-1-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

【配置図】第7-1-2-1図 
操作準備 ・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

操作内容 ・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】第7-1-2-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-60 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射線量の測定 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

電離箱サーベイメータ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る

設計，若しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

可搬式モニタリングポスト 

電離箱サーベイメータ 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

小型船舶は，予備と分散して第１保管エリア及び第４保管エリアに保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう

位置的分散を図る設計とする。 



放管-61 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射線量の測定 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

小型船舶 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・常時海水を通水又は海で使用するため，海水影響を考慮し接液部には耐腐

食性材料を使用する設計
－ 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備
－ 

操作準備 

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業現場の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

－ 

操作内容 ・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計 － 

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計 － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-62 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射線量の測定 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

小型船舶 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る

設計，若しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

可搬式モニタリングポスト 

電離箱サーベイメータ 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

小型船舶は，予備と分散して第１保管エリア及び第４保管エリアに保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう

位置的分散を図る設計とする。 



放管-63 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第75条 

放射性物質濃度（空気中・水中・土壌中）

及び海上モニタリング 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬式ダスト・よう素サンプラ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法4 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備
－ 

操作準備 

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業現場の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

－ 

操作内容 ・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計 － 

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計 － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認（特性確認）及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-64 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第75条 

放射性物質濃度（空気中・水中・土壌中）

及び海上モニタリング 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬式ダスト・よう素サンプラ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る

設計，若しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

可搬式ダスト・よう素サンプラ 

NaIシンチレーションサーベイメータ 

GM汚染サーベイメータ 

α・β線サーベイメータ 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

小型船舶は，予備と分散して第１保管エリア及び第４保管エリアに保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう

位置的分散を図る設計とする。 



放管-65 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第75条 

放射性物質濃度（空気中・水中・土壌中）

及び海上モニタリング 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
NaIシンチレーションサーベイメータ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法4 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第7-1-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

【配置図】第7-1-2-1図 
操作準備 ・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

操作内容 ・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】第7-1-2-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-66 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第75条 

放射性物質濃度（空気中・水中・土壌中）

及び海上モニタリング 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
NaIシンチレーションサーベイメータ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る

設計，若しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

可搬式ダスト・よう素サンプラ 

NaIシンチレーションサーベイメータ 

GM汚染サーベイメータ 

α・β線サーベイメータ 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

小型船舶は，予備と分散して第１保管エリア及び第４保管エリアに保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう

位置的分散を図る設計とする。 



放管-67 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第75条 

放射性物質濃度（空気中・水中・土壌中）

及び海上モニタリング 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
GM汚染サーベイメータ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法4 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第7-1-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

【配置図】第7-1-2-1図 
操作準備 ・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

操作内容 ・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】第7-1-2-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-68 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第75条 

放射性物質濃度（空気中・水中・土壌中）

及び海上モニタリング 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
GM汚染サーベイメータ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る

設計，若しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

可搬式ダスト・よう素サンプラ 

NaIシンチレーションサーベイメータ 

GM汚染サーベイメータ 

α・β線サーベイメータ 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

小型船舶は，予備と分散して第１保管エリア及び第４保管エリアに保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう

位置的分散を図る設計とする。 



放管-69 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第75条 

放射性物質濃度（空気中・水中・土壌中）

及び海上モニタリング 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
α・β線サーベイメータ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法4 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第7-1-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

【配置図】第7-1-2-1図 
操作準備 ・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

操作内容 ・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】第7-1-2-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-70 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第75条 

放射性物質濃度（空気中・水中・土壌中）

及び海上モニタリング 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
α・β線サーベイメータ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る

設計，若しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

可搬式ダスト・よう素サンプラ 

NaIシンチレーションサーベイメータ 

GM汚染サーベイメータ 

α・β線サーベイメータ 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

小型船舶は，予備と分散して第１保管エリア及び第４保管エリアに保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう

位置的分散を図る設計とする。 



放管-71 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第75条 

放射性物質濃度（空気中・水中・土壌中）

及び海上モニタリング 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
小型船舶 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・常時海水を通水又は海で使用するため，海水影響を考慮し接液部には耐腐

食性材料を使用する設計
－ 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備
－ 

操作準備 

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業現場の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

－ 

操作内容 ・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計 － 

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計 － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-72 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第75条 

放射性物質濃度（空気中・水中・土壌中）

及び海上モニタリング 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
小型船舶 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る

設計，若しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

可搬式ダスト・よう素サンプラ 

NaIシンチレーションサーベイメータ 

GM汚染サーベイメータ 

α・β線サーベイメータ 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

小型船舶は，予備と分散して第１保管エリア及び第４保管エリアに保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう

位置的分散を図る設計とする。 



放管-73 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所遮蔽 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：緊急時対策所 EL 約

50000mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 
【配置図】：第7-3-1-1図 

【構造図】：第7-3-2-30図 

放射線（機器） ・環境放射線（15Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，必要に

より当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計

・外観の確認が可能な設計
【構造図】：第7-3-2-30図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） 
【配置図】：第7-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



放管-74 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所遮蔽 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） ・Ⅵ-1-9-3-2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
・Ⅵ-1-1-9

火災 
・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

緊急時対策所遮蔽 

緊急時対策所空気浄化送風機 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 

差圧計 

酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

可搬式エリア放射線モニタ 

可搬式モニタリングポスト 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所は，中央制御室から独立した建物と一体の遮蔽及び換気空調設備として，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所

空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モ

ニタを有し，換気空調設備の電源を緊急時対策所用発電機から給電できる設計とする。これらは中央制御室に対して独立性を有した

設備により居住性を確保できる設計とする。 

緊急時対策所，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空

気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，中央制御室とは離れた建物に保管又は設置す

ることで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



放管-75 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所空気浄化送風機 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法4 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第7-2-3-1-2図 

【構造図】：第7-2-3-4-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（27Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，必要に

より当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数の保管場所に分散配置

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 ・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・操作スイッチは運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第7-2-3-1-2図 

【構造図】：第7-2-3-4-2図 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検又は取替が可能な設計

【系統図】：第7-2-3-3-1図 

【構造図】：第7-2-3-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・通常時に使用する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第7-2-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第7-2-3-3-1図 

内部発生飛散物 ・飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計 ・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第7-2-3-1-2図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-76 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所空気浄化送風機 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計

【系統図】：第7-2-3-3-1図 

【構造図】：第7-2-3-4-2図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

緊急時対策所遮蔽 

緊急時対策所空気浄化送風機 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 

差圧計 

酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

可搬式エリア放射線モニタ 

可搬式モニタリングポスト 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所は，中央制御室から独立した建物と一体の遮蔽及び換気空調設備として，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所

空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モ

ニタを有し，換気空調設備の電源を緊急時対策所用発電機から給電できる設計とする。これらは中央制御室に対して独立性を有した

設備により居住性を確保できる設計とする。 

緊急時対策所，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空

気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，中央制御室とは離れた建物に保管又は設置す

ることで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



放管-77 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法4 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第7-2-3-1-2図 

【構造図】：第7-2-3-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（700Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，必要に

より当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数の保管場所に分散配置

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

－（操作不要） － 
操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・差圧確認が可能な設計

・内部点検が可能なように，点検口を設ける設計

【系統図】：第7-2-3-3-1図 

【構造図】：第7-2-3-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 
・通常時に使用する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第7-2-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第7-2-3-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第7-2-3-1-2図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-78 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計

【系統図】：第7-2-3-3-1図 

【構造図】：第7-2-3-4-3図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

緊急時対策所遮蔽 

緊急時対策所空気浄化送風機 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 

差圧計 

酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

可搬式エリア放射線モニタ 

可搬式モニタリングポスト 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所は，中央制御室から独立した建物と一体の遮蔽及び換気空調設備として，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所

空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モ

ニタを有し，換気空調設備の電源を緊急時対策所用発電機から給電できる設計とする。これらは中央制御室に対して独立性を有した

設備により居住性を確保できる設計とする。 

緊急時対策所，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空

気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，中央制御室とは離れた建物に保管又は設置す

ることで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



放管-79 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第7-2-3-1-2図 

【構造図】：第7-2-3-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（19Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第7-2-3-3-1図 

【構造図】：第7-2-3-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第7-2-3-4-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，必要に

より当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数の保管場所に分散配置

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【構造図】：第7-2-3-4-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 ・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第7-2-3-1-2図 

【構造図】：第7-2-3-4-1図 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計

【配置図】：第7-2-3-1-2図 

【構造図】：第7-2-3-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・通常時に使用する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第7-2-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
【系統図】：第7-2-3-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第7-2-3-1-2図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-80 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続ができる設計

【系統図】：第7-2-3-3-1図 

【構造図】：第7-2-3-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

緊急時対策所遮蔽 

緊急時対策所空気浄化送風機 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 

差圧計 

酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

可搬式エリア放射線モニタ 

可搬式モニタリングポスト 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所は，中央制御室から独立した建物と一体の遮蔽及び換気空調設備として，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所

空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モ

ニタを有し，換気空調設備の電源を緊急時対策所用発電機から給電できる設計とする。これらは中央制御室に対して独立性を有した

設備により居住性を確保できる設計とする。 

緊急時対策所，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空

気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，中央制御室とは離れた建物に保管又は設置す

ることで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



放管-81 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

差圧計 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：緊急時対策所EL50800 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（0.0037Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・校正ガスによる機能・性能の確認（特性確認又は設計値確認）及び校正が

可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 
・他の設備から独立して使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



放管-82 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

差圧計 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-9-4-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

緊急時対策所遮蔽 

緊急時対策所空気浄化送風機 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 

差圧計 

酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

可搬式エリア放射線モニタ 

可搬式モニタリングポスト 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所は，中央制御室から独立した建物と一体の遮蔽及び換気空調設備として，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所

空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モ

ニタを有し，換気空調設備の電源を緊急時対策所用発電機から給電できる設計とする。これらは中央制御室に対して独立性を有した

設備により居住性を確保できる設計とする。 

緊急時対策所，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空

気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，中央制御室とは離れた建物に保管又は設置す

ることで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



放管-83 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬式エリア放射線モニタ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：緊急時対策所 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第7-1-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（0.0037Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に保管する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

【配置図】第7-1-2-1図 
操作準備 ・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

操作内容 ・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】第7-1-2-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-84 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬式エリア放射線モニタ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若

しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

緊急時対策所遮蔽 

緊急時対策所空気浄化送風機 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 

差圧計 

酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

可搬式エリア放射線モニタ 

可搬式モニタリングポスト 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所は，中央制御室から独立した建物と一体の遮蔽及び換気空調設備として，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所

空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モ

ニタを有し，換気空調設備の電源を緊急時対策所用発電機から給電できる設計とする。これらは中央制御室に対して独立性を有した

設備により居住性を確保できる設計とする。 

緊急時対策所，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空

気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，中央制御室とは離れた建物に保管又は設置す

ることで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



放管-85 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬式モニタリングポスト 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第7-1-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

【配置図】第7-1-2-1図 

操作準備 

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業現場の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

操作内容 

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
【配置図】第7-1-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】第7-1-2-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-86 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬式モニタリングポスト 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若

しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

緊急時対策所遮蔽 

緊急時対策所空気浄化送風機 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 

差圧計 

酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

可搬式エリア放射線モニタ 

可搬式モニタリングポスト 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所は，中央制御室から独立した建物と一体の遮蔽及び換気空調設備として，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所

空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モ

ニタを有し，換気空調設備の電源を緊急時対策所用発電機から給電できる設計とする。これらは中央制御室に対して独立性を有した

設備により居住性を確保できる設計とする。 

緊急時対策所，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空

気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，中央制御室とは離れた建物に保管又は設置す

ることで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



格納-1 

  島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

格納容器代替スプレイ系（常設）によ

る原子炉格納容器内の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 

   EL 700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 
・【ポンプ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-2-3-1-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号と同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には，炭素鋼及びス

テンレス鋼材料を使用する設計 

【系統図】：第8-3-2-3-3-1,3図 

【構造図】：第4-4-5-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けるような電子部品を含む制御回路は組み込まない 【構造図】：第4-4-5-4-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-3-3-1,3図 

【構造図】：第4-4-5-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-2-3-3-1,3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-3-3-1,3図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



格納-2 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

格納容器代替スプレイ系（常設）によ

る原子炉格納容器内の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 低圧原子炉代替注水ポンプ 

サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，低圧

原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備からの給電により駆動できることで，非常用所内電気設

備を経由した非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動する残留熱除去ポンプを用いた残留熱除去系（格納容器冷却モード）

に対して多様性を有する設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給

電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，格納容器代替スプレイ系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経

由して給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立

性を有する設計とする。 

また，格納容器代替スプレイ系（常設）は，低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，サプレッションチェンバを水源とする残留

熱除去系（格納容器冷却モード）に対して異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプ及び低圧原子炉代替注水槽は，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置することで，原

子炉建物内の残留熱除去ポンプ及びサプレッションチェンバと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計

とする。格納容器代替スプレイ系（常設）は，残留熱除去系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，水源から残留熱除去

系配管との合流点までの系統について，残留熱除去系に対して独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，格納容器代替スプレイ系（常設）は，設計基準事故対処設備である残

留熱除去系（格納容器冷却モード）に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

  



格納-3 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

格納容器代替スプレイ系（常設）によ

る原子炉格納容器内の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水槽[水源] 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 

   EL 700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85%）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-2-3-1-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し鉄筋コンクリートを使用

する設計

【系統図】：第8-3-2-3-3-1,3図 

【構造図】：第4-4-5-4-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第4-4-5-4-2図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

【系統図】：第8-3-2-3-3-1,3図 

【構造図】：第4-4-5-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-3-3-1,3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-3-3-1,3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） ・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） 
【配置図】：第8-3-2-3-1-5図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



格納-4 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

格納容器代替スプレイ系（常設）によ

る原子炉格納容器内の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水槽[水源] 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 低圧原子炉代替注水ポンプ 

サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，低圧

原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備からの給電により駆動できることで，非常用所内電気設

備を経由した非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動する残留熱除去ポンプを用いた残留熱除去系（格納容器冷却モード）

に対して多様性を有する設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給

電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，格納容器代替スプレイ系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経

由して給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立

性を有する設計とする。 

また，格納容器代替スプレイ系（常設）は，低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，サプレッションチェンバを水源とする残留

熱除去系（格納容器冷却モード）に対して異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプ及び低圧原子炉代替注水槽は，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置することで，原

子炉建物内の残留熱除去ポンプ及びサプレッションチェンバと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計

とする。格納容器代替スプレイ系（常設）は，残留熱除去系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，水源から残留熱除去

系配管との合流点までの系統について，残留熱除去系に対して独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，格納容器代替スプレイ系（常設）は，設計基準事故対処設備である残

留熱除去系（格納容器冷却モード）に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

  



格納-5 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第64条 

格納容器代替スプレイ 系（可搬型）に

よる原子炉格納容器内の冷却 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

（設置許可系統図）第9.2－2図 

【構造図】：第3-2-2-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
【構造図】：第3-2-2-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第8-3-2-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

【系統図】：第8-3-2-3-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第8-3-2-3-3-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-2-3-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第8-3-2-3-3-2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-6 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第64条 

格納容器代替スプレイ 系（可搬型）によ

る原子炉格納容器内の冷却 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計 

【系統図】：第8-3-2-3-3-2図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置
をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり
込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構
造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」
及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋
外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

・Ⅵ-1-1-7-別添2 

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 
 設計基準事故対処設備等 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 
低圧原子炉代替注水ポンプ 
低圧原子炉代替注水槽[水源] 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － － 

油 － － － 

冷却水 － － － 

水源 サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び格納容器代替スプレイ系（常設）と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，大量送水車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び格納

容器代替スプレイ系（常設）に対して多様性を有する設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電による遠隔操作に

対して多様性を有する設計とする。また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した

電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有する設計とする。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，代替淡水源を水源とすることで，サプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系（格納容器冷却モード）

及び低圧原子炉代替注水槽を水源とする格納容器代替スプレイ系（常設）に対して異なる水源を有する設計とする。 大量送水車は，原子炉建物及び原子炉

建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ及び原子炉建物外の低圧原子炉代

替注水ポンプ格納槽内の低圧原子炉代替注水ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。大量送水車の接続口は，

共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，残

留熱除去系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，水源から残留熱除去系配管との合流点までの系統について，残留熱除去系に対して独立性を

有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容

器冷却モード）に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 



格納-7 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第64条 

格納容器代替スプレイ 系（可搬型）に

よる原子炉格納容器内の冷却 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料を使用する設計

（設置許可系統図）第9.2－2図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第3-2-2-4-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

【系統図】：第8-3-2-3-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・差圧確認が可能な設計とする。

・内部の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第8-3-2-3-3-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-3-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-8 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第64条 

格納容器代替スプレイ 系（可搬型）によ

る原子炉格納容器内の冷却 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

・Ⅵ-1-1-7-別添2 

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 
 設計基準事故対処設備等 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 
低圧原子炉代替注水ポンプ 
低圧原子炉代替注水槽[水源] 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － － 

油 － － － 

冷却水 － － － 

水源 サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び格納容器代替スプレイ系（常設）と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，大量送水車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び格納

容器代替スプレイ系（常設）に対して多様性を有する設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電による遠隔操作に

対して多様性を有する設計とする。また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した

電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有する設計とする。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，代替淡水源を水源とすることで，サプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系（格納容器冷却モード）

及び低圧原子炉代替注水槽を水源とする格納容器代替スプレイ系（常設）に対して異なる水源を有する設計とする。 大量送水車は，原子炉建物及び原子炉

建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ及び原子炉建物外の低圧原子炉代

替注水ポンプ格納槽内の低圧原子炉代替注水ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。大量送水車の接続口は，

共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，残

留熱除去系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，水源から残留熱除去系配管との合流点までの系統について，残留熱除去系に対して独立性を

有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容

器冷却モード）に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 



格納-9 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）

による原子炉格納容器内の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL1300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-2-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-4-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

【構造図】：第 3-4-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



格納-10 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）

による原子炉格納容器内の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（格納容器冷却モード）） 
残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



格納-11 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）

による原子炉格納容器内の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL23800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-2-1-1-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（50kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-4-3図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

【構造図】：第 3-4-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-12 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）

による原子炉格納容器内の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（格納容器冷却モード）） 
残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



格納-13 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）

による原子炉格納容器内の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ[水源] 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-1-1-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 ・海水を通水しない

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

【配置図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【配置図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・全体漏えい率試験が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-14 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）

による原子炉格納容器内の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ[水源] 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（格納容器冷却モード）） 
残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ［水源］ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



格納-15 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

残留熱除去（サプレッションプール水

冷却モード）による原子炉格納容器内

の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL1300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-2-2-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-2-2-2-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-4-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-2-2-1,2図 

【構造図】：第 3-4-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-2-2-2-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-2-2-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



格納-16 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

残留熱除去（サプレッションプール水

冷却モード）による原子炉格納容器内

の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）） 
残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



格納-17 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

残留熱除去（サプレッションプール水

冷却モード）による原子炉格納容器内

の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL23800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-2-2-1-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（50kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-2-2-2-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-4-3図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-2-2-2-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-2-2-1,2図 

【構造図】：第 3-4-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-2-2-2-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-2-2-1,2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-18 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

残留熱除去（サプレッションプール水

冷却モード）による原子炉格納容器内

の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）） 
残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



格納-19 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

残留熱除去（サプレッションプール水

冷却モード）による原子炉格納容器内

の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ[水源] 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-1-1-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 ・海水を通水しない

【系統図】：第8-3-2-2-2-1～2図 

【配置図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【配置図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・全体漏えい率試験が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-2-2-1,2図 

【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-2-2-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-2-2-1,2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-20 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

残留熱除去（サプレッションプール水

冷却モード）による原子炉格納容器内

の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ[水源] 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共有しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）） 
残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ［水源］ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



格納-21 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタスクラバ容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(60℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：第１ベントフィルタ

格納槽 EL 2700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-5-1-1-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.4MGy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第8-3-5-1-4-3図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物等内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける。又は外観の確認が可能な設

計 

【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

【構造図】：第8-3-5-1-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-22 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタスクラバ容器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容

器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。また，格納容器フィルタベント系は，可搬型代替交流電源設備又は人力により排出経路に設置

される隔離弁を操作できる設計とすることで，残留熱代替除去系に対して駆動源の多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建

物原子炉棟内に設置し，格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は

第１ベントフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を

有する設計とする。これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，

互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 

  



格納-23 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(60℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：第１ベントフィルタ

格納槽 EL 2700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-5-1-1-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（290kGy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第8-3-5-1-4-4図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図

られた建物等内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける。又は外観の確認が可能な設

計 

・銀ゼオライトの性能試験が可能な設計

【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

【構造図】：第8-3-5-1-4-4図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-24 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容

器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。また，格納容器フィルタベント系は，可搬型代替交流電源設備又は人力により排出経路に設置

される隔離弁を操作できる設計とすることで，残留熱代替除去系に対して駆動源の多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建

物原子炉棟内に設置し，格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は

第１ベントフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を

有する設計とする。これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，

互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 

  



格納-25 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
圧力開放板 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(100％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【構造図】：第8-3-5-1-4-2図 

【配置図】：第8-3-5-1-2-11図 

放射線（機器） ・環境放射線（62Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第8-3-5-1-4-2図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪の影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・取替が可能な設計
【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

【構造図】：第8-3-5-1-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-26 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
圧力開放板 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容

器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。また，格納容器フィルタベント系は，可搬型代替交流電源設備又は人力により排出経路に設置

される隔離弁を操作できる設計とすることで，残留熱代替除去系に対して駆動源の多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建

物原子炉棟内に設置し，格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は

第１ベントフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を

有する設計とする。これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，

互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 

  



格納-27 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
遠隔手動弁操作機構 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(55℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 15300，EL 23800， 

EL 34800 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） （設置許可系統図）第9.3－3図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） （設置許可系統図）第9.3－3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する。 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） （設置許可系統図）第9.3－3図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能の確認が可能な設計

・分解点検が可能な設計

・規定トルクによる開閉試験が可能な設計

－ 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
（設置許可系統図）第9.3－3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

（設置許可系統図）第9.3－3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋全交流

動力電源喪失の屋内現場操作 

（設置許可系統図）第9.3－3図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3項



格納-28 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
遠隔手動弁操作機構 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容

器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。また，格納容器フィルタベント系は，可搬型代替交流電源設備又は人力により排出経路に設置

される隔離弁を操作できる設計とすることで，残留熱代替除去系に対して駆動源の多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建

物原子炉棟内に設置し，格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は

第１ベントフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を

有する設計とする。これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，

互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 

  



格納-29 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬式窒素供給装置 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(100％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【構造図】：第8-3-3-3-4-1,2図 

【配置図】：第8-3-5-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-5-1-3-1,2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
【構造図】：第8-3-3-3-4-1,2図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計とするとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置

をとる 

・積雪の影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散保管

・地震により生じる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災の波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-5-1-3-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動ができる設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能な設計

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作による操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【系統図】：第8-3-5-1-3-1,2図 

【構造図】：第8-3-3-3-4-1,2図 

【配置図】：第8-3-5-1-1-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検又は取替が可能な設計

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計

【系統図】：第8-3-5-1-3-1,2図 

【構造図】：第8-3-3-3-4-1,2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-5-1-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とするにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

【系統図】：第8-3-5-1-3-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋全交流

動力電源喪失の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-5-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3項

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-30 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬式窒素供給装置 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式等を用い，容易かつ確実に接続できる設計 

・複数の系統での接続方式の統一を図った設計 

【系統図】：第8-3-5-1-3-1,2図 

【構造図】：第8-3-3-3-4-1,2図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
－ 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

・Ⅵ-1-1-7-別添2 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容

器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。また，格納容器フィルタベント系は，可搬型代替交流電源設備又は人力により排出経路に設置

される隔離弁を操作できる設計とすることで，残留熱代替除去系に対して駆動源の多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建

物原子炉棟内に設置し，格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は

第１ベントフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を

有する設計とする。これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，

互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 
  



格納-31 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

残留熱代替除去系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱代替除去ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・【ポンプ】環境温度(66℃)≦設計値( ) 

・【モータ】環境温度(66℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 1300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 

・【モータ】環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】： 

[ポンプ]圧力評価手法1 

[モータ]圧力評価手法4 

湿度 ・環境湿度(85％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】第8-3-2-6-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（17kGy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】第8-3-2-6-3-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けるような電子部品を含む制御回路は組み込まない 【構造図】第8-3-2-6-4-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】第8-3-2-6-3-1図 

【構成図】第8-3-2-6-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】第8-3-2-6-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】第8-3-2-6-3-1図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



格納-32 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

残留熱代替除去系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱代替除去ポンプ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

残留熱代替除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容

器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備からの給電により駆動できる設計とする。 

残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，格納容器フィルタベント系か

ら離れた屋外に分散して保管することで，格納容器フィルタベント系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を

図る設計とする。移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するた

め，互いに異なる複数箇所に設置し，かつ格納容器フィルタベント系との隔離を考慮した設計とする。残留熱代替除去系の残留熱代

替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建物原子炉棟内に設置し，格納

容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は第１ベントフィルタ格納槽内

に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす

る。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を

有する設計とする。 これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系

は，互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 

  



格納-33 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

残留熱代替除去系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL23800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-2-6-1-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（50kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-2-6-3-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-4-3図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-2-6-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-6-3-1図 

【構造図】：第 3-4-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-2-6-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-6-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-34 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

残留熱代替除去系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

残留熱代替除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容

器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備からの給電により駆動できる設計とする。 

残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，格納容器フィルタベント系か

ら離れた屋外に分散して保管することで，格納容器フィルタベント系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を

図る設計とする。移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するた

め，互いに異なる複数箇所に設置し，かつ格納容器フィルタベント系との隔離を考慮した設計とする。残留熱代替除去系の残留熱代

替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建物原子炉棟内に設置し，格納

容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は第１ベントフィルタ格納槽内

に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす

る。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を

有する設計とする。 これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系

は，互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 

  



格納-35 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

残留熱代替除去系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ[水源] 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-1-1-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 ・海水を通水しない

【系統図】：第8-3-2-6-3-1～3図 

【配置図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【配置図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・全体漏えい率試験が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-6-3-1～3図 

【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-6-3-1～3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-6-3-1～3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-36 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

残留熱代替除去系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ[水源] 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

残留熱代替除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容

器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備からの給電により駆動できる設計とする。 

残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，格納容器フィルタベント系か

ら離れた屋外に分散して保管することで，格納容器フィルタベント系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を

図る設計とする。移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するた

め，互いに異なる複数箇所に設置し，かつ格納容器フィルタベント系との隔離を考慮した設計とする。残留熱代替除去系の残留熱代

替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建物原子炉棟内に設置し，格納

容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は第１ベントフィルタ格納槽内

に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす

る。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を

有する設計とする。 これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系

は，互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 

  



格納-37 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第66条 

ペデスタル代替注水系（常設）による

原子炉格納容器下部への注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 

EL 700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[ポンプ]圧力評価手法1 

[モータ]圧力評価手法1 

湿度 
・【ポンプ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-2-4-1-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号と同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には，炭素鋼及びス

テンレス鋼材料を使用する設計 

【系統図】：第8-3-2-4-3-1,3図 

【構造図】：第4-4-5-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けるような電子部品を含む制御回路は組み込まない 【構造図】：第4-4-5-4-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-4-3-1,3図 

【構造図】：第4-4-5-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-2-4-3-1,3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-4-3-1,3図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



格納-38 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第66条 

ペデスタル代替注水系（常設）による

原子炉格納容器下部への注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

コリウムシールド 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備からの給電による電動機駆動とし，ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車

をディーゼルエンジンによる駆動とすることで，多様性を有する設計とする。 

ペデスタル代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，ペデスタル代替注水系（常設）の電動弁は，代

替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電す

る系統に対して独立性を有する設計とする。 

また，ペデスタル代替注水系（常設）は低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，代替淡水源を水源とするペデスタル代替注水系

（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）に対して，異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，大量送水車は原子炉建物外の低圧原子

炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，ペデスタル代替注水系（常設）並びにペデスタル代替注水系（可搬型）

及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

  



格納-39 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第66条 

ペデスタル代替注水系（常設）による

原子炉格納容器下部への注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
コリウムシールド 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL 6400mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法4 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） （設置許可系統図）第9.4－1図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・淡水だけでなく海水も使用することから，海水の影響を考慮した ZrO2を使

用する設計

【系統図】：第8-3-2-4-3-1図 

（設置許可系統図）第9.4－1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・外観の確認が可能な設計 （設置許可系統図）第9.4－1図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第9.4－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-40 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第66条 

ペデスタル代替注水系（常設）による

原子炉格納容器下部への注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
コリウムシールド 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計） 

－ 
溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

コリウムシールド 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備からの給電による電動機駆動とし，ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車

をディーゼルエンジンによる駆動とすることで，多様性を有する設計とする。 

ペデスタル代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，ペデスタル代替注水系（常設）の電動弁は，代

替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電す

る系統に対して独立性を有する設計とする。 

また，ペデスタル代替注水系（常設）は低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，代替淡水源を水源とするペデスタル代替注水系

（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）に対して，異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，大量送水車は原子炉建物外の低圧原子

炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，ペデスタル代替注水系（常設）並びにペデスタル代替注水系（可搬型）

及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

  



格納-41 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第66条 

ペデスタル代替注水系（常設）による

原子炉格納容器下部への注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水槽[水源] 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 

EL 700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85%）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-2-4-1-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し鉄筋コンクリートを使用

する設計

【系統図】：第8-3-2-4-3-1,3図 

【構造図】：第4-4-5-4-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第4-4-5-4-2図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

【系統図】：第8-3-2-4-3-1,3図 

【構造図】：第4-4-5-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-4-3-1,3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-4-3-1,3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） ・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-42 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第66条 

ペデスタル代替注水系（常設）による

原子炉格納容器下部への注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水槽[水源] 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

コリウムシールド 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備からの給電による電動機駆動とし，ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車

をディーゼルエンジンによる駆動とすることで，多様性を有する設計とする。 

ペデスタル代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，ペデスタル代替注水系（常設）の電動弁は，代

替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電す

る系統に対して独立性を有する設計とする。 

また，ペデスタル代替注水系（常設）は低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，代替淡水源を水源とするペデスタル代替注水系

（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）に対して，異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，大量送水車は原子炉建物外の低圧原子

炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，ペデスタル代替注水系（常設）並びにペデスタル代替注水系（可搬型）

及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

  



格納-43 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第66条 

ペデスタル代替注水系（可搬型）によ

る原子炉格納容器下部への注水 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第8-3-2-4-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

（設置許可系統図）第9.4－2図 

【構造図】：第3-2-2-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
【構造図】：第3-2-2-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第8-3-2-4-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-4-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

【系統図】：第8-3-2-4-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第8-3-2-4-3-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-2-4-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第8-3-2-4-3-2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-2-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-44 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第66条 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による

原子炉格納容器下部への注水 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計 

【系統図】：第8-3-2-4-3-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
【配置図】：第8-3-2-4-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-7-別添1 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

 
 設計基準事故対処設備等 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

コリウムシールド 

電力 － 常設代替交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － － 

油 － － － 

冷却水 － － － 

水源 － 低圧原子炉代替注水槽 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備からの給電による電動機駆動とし，ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車

をディーゼルエンジンによる駆動とすることで，多様性を有する設計とする。 

また，ペデスタル代替注水系（常設）は低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，代替淡水源を水源とするペデスタル代替注水系

（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）に対して，異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，大量送水車は原子炉建物外の低圧原子

炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，ペデスタル代替注水系（可搬型）の電動弁は， 

代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電

する系統に対して独立性を有する設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とす

る。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，ペデスタル代替注水系（常設）並びにペデスタル代替注水系（可搬型）

及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

  



格納-45 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第66条 

ペデスタル代替注水系（可搬型）によ

る原子炉格納容器下部への注水 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第8-3-2-4-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料を使用する設計

（設置許可系統図）第9.4－2図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第3-2-2-4-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-4-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

【系統図】：第8-3-2-4-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・差圧確認が可能な設計とする。

・内部の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第8-3-2-4-3-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-4-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-4-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-2-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-46 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第66条 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による

原子炉格納容器下部への注水 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-7-別添1 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 
－ 

 
 設計基準事故対処設備等 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

コリウムシールド 

電力 － 常設代替交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － － 

油 － － － 

冷却水 － － － 

水源 － 低圧原子炉代替注水槽 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備からの給電による電動機駆動とし，ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車

をディーゼルエンジンによる駆動とすることで，多様性を有する設計とする。 

また，ペデスタル代替注水系（常設）は低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，代替淡水源を水源とするペデスタル代替注水系

（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）に対して，異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，大量送水車は原子炉建物外の低圧原子

炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，ペデスタル代替注水系（可搬型）の電動弁は， 

代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電

する系統に対して独立性を有する設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とす

る。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，ペデスタル代替注水系（常設）並びにペデスタル代替注水系（可搬

型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

  



格納-47 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第66条 

ペデスタル代替注水系（可搬型）によ

る原子炉格納容器下部への注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
コリウムシールド 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL 6400mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法4 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） （設置許可系統図）第9.4－2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・淡水だけでなく海水も使用することから，海水の影響を考慮した ZrO2を使

用する設計

【系統図】：第8-3-2-4-3-1図 

（設置許可系統図）第9.4－2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・外観の確認が可能な設計 （設置許可系統図）第9.4－2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第9.4－2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-48 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第66条 

ペデスタル代替注水系（可搬型）によ

る原子炉格納容器下部への注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
コリウムシールド 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計） 

－ 
溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

コリウムシールド 

電力 － 常設代替交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － － 

油 － － － 

冷却水 － － － 

水源 － 低圧原子炉代替注水槽 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備からの給電による電動機駆動とし，ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車

をディーゼルエンジンによる駆動とすることで，多様性を有する設計とする。 

また，ペデスタル代替注水系（常設）は低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，代替淡水源を水源とするペデスタル代替注水系

（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）に対して，異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，大量送水車は原子炉建物外の低圧原子

炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，ペデスタル代替注水系（可搬型）の電動弁は， 

代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電

する系統に対して独立性を有する設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とす

る。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，ペデスタル代替注水系（常設）並びにペデスタル代替注水系（可搬型）

及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

  



格納-49 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第66条 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）に

よる原子炉格納容器下部への注水 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

（設置許可系統図）第9.4－3図 

【構造図】：第3-2-2-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
【構造図】：第3-2-2-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第8-3-2-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

【系統図】：第8-3-2-3-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第8-3-2-3-3-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-2-3-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第8-3-2-3-3-2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-50 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第66条 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）によ

る原子炉格納容器下部への注水 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計 

【系統図】：第8-3-2-3-3-2図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-7-別添1 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

 
 設計基準事故対処設備等 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

コリウムシールド 

電力 － 常設代替交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － － 

油 － － － 

冷却水 － － － 

水源 － 低圧原子炉代替注水槽 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備からの給電による電動機駆動とし，ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車

をディーゼルエンジンによる駆動とすることで，多様性を有する設計とする。 

また，ペデスタル代替注水系（常設）は低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，代替淡水源を水源とするペデスタル代替注水系

（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）に対して，異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，大量送水車は原子炉建物外の低圧原子

炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，ペデスタル代替注水系（可搬型）の電動弁は， 

代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電

する系統に対して独立性を有する設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とす

る。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，ペデスタル代替注水系（常設）並びにペデスタル代替注水系（可搬型）

及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 



格納-51 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第66条 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）に

よる原子炉格納容器下部への注水 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料を使用する設計

（設置許可系統図）第9.4－3図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第3-2-2-4-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

【系統図】：第8-3-2-3-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・差圧確認が可能な設計とする。

・内部の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第8-3-2-3-3-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-3-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-52 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第66条 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）によ

る原子炉格納容器下部への注水 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-7-別添1 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 
－ 

 
 設計基準事故対処設備等 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

コリウムシールド 

電力 － 常設代替交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － － 

油 － － － 

冷却水 － － － 

水源 － 低圧原子炉代替注水槽 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備からの給電による電動機駆動とし，ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車

をディーゼルエンジンによる駆動とすることで，多様性を有する設計とする。 

また，ペデスタル代替注水系（常設）は低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，代替淡水源を水源とするペデスタル代替注水系

（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）に対して，異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，大量送水車は原子炉建物外の低圧原子

炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，ペデスタル代替注水系（可搬型）の電動弁は， 

代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電

する系統に対して独立性を有する設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とす

る。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，ペデスタル代替注水系（常設）並びにペデスタル代替注水系（可搬型）

及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

 

  



格納-53 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第66条 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）に

よる原子炉格納容器下部への注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
コリウムシールド 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL 6400mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法4 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） （設置許可系統図）第9.4－3図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・淡水だけでなく海水も使用することから，海水の影響を考慮した ZrO2を使

用する設計

【系統図】：第8-3-2-3-3-1図 

（設置許可系統図）第9.4－3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・外観の確認が可能な設計 （設置許可系統図）第9.4－3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第9.4－3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-54 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第66条 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）に

よる原子炉格納容器下部への注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
コリウムシールド 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ  

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計） 

－ 
溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

コリウムシールド 

電力 － 常設代替交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － － 

油 － － － 

冷却水 － － － 

水源 － 低圧原子炉代替注水槽 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備からの給電による電動機駆動とし，ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車

をディーゼルエンジンによる駆動とすることで，多様性を有する設計とする。 

また，ペデスタル代替注水系（常設）は低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，代替淡水源を水源とするペデスタル代替注水系

（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）に対して，異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，大量送水車は原子炉建物外の低圧原子

炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，ペデスタル代替注水系（可搬型）の電動弁は， 

代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電

する系統に対して独立性を有する設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とす

る。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，ペデスタル代替注水系（常設）並びにペデスタル代替注水系（可搬型）

及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

  



格納-55 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL1300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100%）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-2-7-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-2-7-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第4-4-3-4-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作スイッチは運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-7-1-1図 

【系統図】：第8-3-2-7-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-7-2-1図 

【構造図】：第4-4-3-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-2-7-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-7-2-1図 

内部発生飛散物 
・飛散物の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第8-3-2-7-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



格納-56 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



格納-57 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水注入ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL34800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-2-9-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（100Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-2-9-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 6-4-2図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-9-1-1図 

【系統図】：第8-3-2-9-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-9-2-1図 

【構造図】：第 6-4-2図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-9-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-9-2-1図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計
【配置図】：第8-3-2-9-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



格納-58 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水注入ポンプ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置 

・地震に対して技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく

地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物等内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



格納-59 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 34800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-2-9-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 6-4-3図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-2-9-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・ほう酸濃度及びタンク水位の確認が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-9-2-1図 

【構造図】：第 6-4-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-9-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-9-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） 
【系統図】：第8-3-2-9-2-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



格納-60 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水貯蔵タンク 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



格納-61 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 

EL 700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[ポンプ]圧力評価手法1 

[モータ]圧力評価手法1 

湿度 
・【ポンプ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-2-8-1-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号と同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には，炭素鋼及びス

テンレス鋼材料を使用する設計 

【系統図】：第8-3-2-8-2-1～2図 

【構造図】：第4-4-5-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けるような電子部品を含む制御回路は組み込まない 【構造図】：第4-4-5-4-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-8-2-1～2図 

【構造図】：第4-4-5-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-2-8-2-1～2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-8-2-1～2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



格納-62 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



格納-63 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大量送水車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第8-3-2-8-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

（設置許可系統図）第9.4－5図 

【構造図】：第3-2-2-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第8-3-2-8-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-8-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

【系統図】：第8-3-2-8-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第8-3-2-8-2-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-2-8-2-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第8-3-2-8-2-2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-2-8-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-64 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大量送水車 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計 

【系統図】：第8-3-2-8-2-2図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
【配置図】：第8-3-2-8-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

・Ⅵ-1-1-7-別添2 

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

サプレッションチェンバ[水源]  

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



格納-65 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第8-3-2-8-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料を使用する設計

（設置許可系統図）第9.4－5図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第3-2-2-4-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-8-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

【系統図】：第8-3-2-8-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・差圧確認が可能な設計とする。

・内部の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第8-3-2-8-2-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-8-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-8-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-2-8-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-66 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

・Ⅵ-1-1-7-別添2 

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

低圧原子炉代替注水槽［水源］ 

サプレッションチェンバ[水源]  

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



格納-67 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水槽［水源］ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 

EL 700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85%）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：8-3-2-8-1-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し鉄筋コンクリートを使用

する設計

【系統図】：第8-3-2-8-2-1～2図 

【構造図】：第4-4-5-4-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第4-4-5-4-2図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

【系統図】：第8-3-2-8-2-1～2図 

【構造図】：第4-4-5-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-8-2-1～2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-8-2-1～2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） ・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） 
【配置図】：第8-3-2-8-1-5図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



格納-68 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水槽［水源］ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

低圧原子炉代替注水槽［水源］ 

サプレッションチェンバ[水源]  

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



格納-69 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションチェンバ[水源] 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-1-1-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 ・海水を通水しない

【系統図】：第8-3-2-7-2-1図 

【配置図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【配置図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・全体漏えい率試験が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-7-2-1図 

【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-7-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-7-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-70 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションチェンバ[水源] 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共有しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

低圧原子炉代替注水槽［水源］ 

サプレッションチェンバ[水源]  

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



格納-71 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタスクラバ容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(60℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：第１ベントフィルタ

格納槽 EL 2700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-3-4-1-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.4MGy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第8-3-5-1-4-3図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物等内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける。又は外観の確認が可能な設

計 

【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

【構造図】：第8-3-5-1-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-72 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタスクラバ容器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

可燃性ガス濃度制御系 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

－ 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 

  



格納-73 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(60℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：第１ベントフィルタ

格納槽 EL 2700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-3-4-1-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（290kGy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第8-3-5-1-4-4図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図

られた建物等内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける。又は外観の確認が可能な設

計 

・銀ゼオライトの性能試験が可能な設計

【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

【構造図】：第8-3-5-1-4-4図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-74 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

可燃性ガス濃度制御系 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

－ 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 

  



格納-75 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
圧力開放板 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(100％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【構造図】：第8-3-5-1-4-2図 

【配置図】：第8-3-5-1-2-11図 

放射線（機器） ・環境放射線（62Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第8-3-5-1-4-2図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪の影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・取替が可能な設計
【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

【構造図】：第8-3-5-1-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-76 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
圧力開放板 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

可燃性ガス濃度制御系 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

－ 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 

  



格納-77 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
遠隔手動弁操作機構 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(55℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 15300，EL 23800， 

EL 34800 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） （設置許可系統図）第9.3－3図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） （設置許可系統図）第9.3－3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する。 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） （設置許可系統図）第9.3－3図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能の確認が可能な設計

・分解点検が可能な設計

・規定トルクによる開閉試験が可能な設計

－ 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
（設置許可系統図）第9.3－3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

（設置許可系統図）第9.3－3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋全交流

動力電源喪失の屋内現場操作 

（設置許可系統図）第9.3－3図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3項



格納-78 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
遠隔手動弁操作機構 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

可燃性ガス濃度制御系 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

－ 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 

  



格納-79 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬式窒素供給装置 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(100％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【構造図】：第8-3-3-3-4-1,2図 

【配置図】：第8-3-3-4-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
【構造図】：第8-3-3-3-4-1,2図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計とするとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置

をとる 

・積雪の影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散保管

・地震により生じる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災の波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動ができる設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能な設計

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作による操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

【構造図】：第8-3-3-3-4-1,2図 

【配置図】：第8-3-3-4-1-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検又は取替が可能な設計

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計

【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

【構造図】：第8-3-3-3-4-1,2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とするにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋全交流

動力電源喪失の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-3-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3項

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-80 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬式窒素供給装置 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式等を用い，容易かつ確実に接続できる設計 

・複数の系統での接続方式の統一を図った設計 

【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

【構造図】：第8-3-3-3-4-1,2図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
－ 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

・Ⅵ-1-1-7-別添2 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

可燃性ガス濃度制御系 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

－ 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 

  



格納-81 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

静的触媒式水素処理装置による水素濃

度抑制 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
静的触媒式水素処理装置 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(66℃)≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL42800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧相当)≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(100%)≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-3-2-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線(470Gy/7日間)≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第8-3-3-2-2-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能の確認として触媒カートリッジの水素処理性能の確認及び外観

の確認が可能な設計
【構造図】：第8-3-3-2-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第9.6-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛来物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-82 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

静的触媒式水素処理装置による水素濃

度抑制 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
静的触媒式水素処理装置 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計） 

－ 

溢水 － 

火災 － 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

静的触媒式水素処理装置 

静的触媒式水素処理装置入口温度 

静的触媒式水素処理装置出口温度 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度と原子炉建物水素濃度は，共通要因によって同時に機能を損

なわないよう，異なる計測方式とすることで多様性を有する設計とする。また，静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水

素処理装置出口温度は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備からの給電によ

り作動できる設計とし，原子炉建物水素濃度は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備からの給電により作動できる設計とする。 



格納-83 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタスクラバ容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(60℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：第１ベントフィルタ

格納槽 EL 2700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-3-4-1-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.4MGy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第8-3-5-1-4-3図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物等内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける。又は外観の確認が可能な設

計 

【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

【構造図】：第8-3-5-1-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-84 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタスクラバ容器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 

  



格納-85 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(60℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：第１ベントフィルタ

格納槽 EL 2700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-3-4-1-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（290kGy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第8-3-5-1-4-4図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図

られた建物等内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける。又は外観の確認が可能な設

計 

・銀ゼオライトの性能試験が可能な設計

【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

【構造図】：第8-3-5-1-4-4図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-86 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 

  



格納-87 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
圧力開放板 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(100％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【構造図】：第8-3-5-1-4-2図 

【配置図】：第8-3-5-1-2-11図 

放射線（機器） ・環境放射線（62Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第8-3-5-1-4-2図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪の影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・取替が可能な設計
【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

【構造図】：第8-3-5-1-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-88 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
圧力開放板 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 

  



格納-89 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
遠隔手動弁操作機構 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(55℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 15300，EL 23800， 

EL 34800 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） （設置許可系統図）第9.3－3図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） （設置許可系統図）第9.3－3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する。 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） （設置許可系統図）第9.3－3図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能の確認が可能な設計

・分解点検が可能な設計

・規定トルクによる開閉試験が可能な設計

－ 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
（設置許可系統図）第9.3－3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

（設置許可系統図）第9.3－3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋全交流

動力電源喪失の屋内現場操作 

（設置許可系統図）第9.3－3図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3項



格納-90 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
遠隔手動弁操作機構 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 

  



格納-91 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬式窒素供給装置 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(100％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【構造図】：第8-3-3-3-4-1,2図 

【配置図】：第8-3-3-4-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
【構造図】：第8-3-3-3-4-1,2図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計とするとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置

をとる 

・積雪の影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散保管

・地震により生じる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災の波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動ができる設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能な設計

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作による操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

【構造図】：第8-3-3-3-4-1,2図 

【配置図】：第8-3-3-4-1-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検又は取替が可能な設計

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計

【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

【構造図】：第8-3-3-3-4-1,2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とするにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋全交流

動力電源喪失の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-3-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3項

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-92 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬式窒素供給装置 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式等を用い，容易かつ確実に接続できる設計 

・複数の系統での接続方式の統一を図った設計 

【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

【構造図】：第8-3-3-3-4-1,2図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
－ 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

・Ⅵ-1-1-7-別添2 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 

  



格納-93 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

大気への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第8-3-2-5-1-1図 

【構造図】：第3-2-3-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

【構造図】：第3-2-3-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない

【構造図】：第3-2-3-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-5-1-1図 

【構造図】：第3-2-3-4-1図 

【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

【構造図】：第3-2-3-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-2-5-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-94 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

大気への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-7-別添1 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

大型送水ポンプ車 

放水砲 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉建物放水設備である大型送水ポンプ車及び放水砲は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離れた屋外に保管す

る。 

  



格納-95 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

大気への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

放水砲 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第8-3-2-5-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮したステンレス系材料及び

青銅鋳物系材料を使用する設計
【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 ・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等に迅速に使用できる場所に配備

・車両による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にて輪留めによる固定等が可能

・接続は簡便な接続とし，一般的に使用される工具を用いて，ホースを確実に

接続することができる設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-5-1-1図 

【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計
【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-2-5-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-96 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

大気への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

放水砲 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

大型送水ポンプ車 

放水砲 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉建物放水設備である大型送水ポンプ車及び放水砲は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離れた屋外に保管す

る。 

  



格納-97 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

海洋への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

放射性物質吸着材 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 （設置許可配置図）第9.7－2図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮したゼオライトを使用する

設計
（設置許可配置図）第9.7－2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

（設置許可配置図）第9.7－2図 
操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 
（検査性，系統構成
等） 

・外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可配置図）第9.7－2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可配置図）第9.7－2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

（設置許可配置図）第 9.7－2図・

Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-98 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

海洋への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

放射性物質吸着材 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

放射性物質吸着材 

シルトフェンス 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

海洋拡散抑制設備である放射性物質吸着材，シルトフェンス及び小型船舶は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離

れた屋外に保管する。 

  



格納-99 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

海洋への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

シルトフェンス 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 （設置許可配置図）第9.7－2図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮した耐腐食性材料を使用す

る設計
（設置許可配置図）第9.7－2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

（設置許可配置図）第9.7－2図 
操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可配置図）第9.7－2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可配置図）第9.7－2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

（設置許可配置図）第9.7－2図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-100 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

海洋への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

シルトフェンス 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

放射性物質吸着材 

シルトフェンス 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

海洋拡散抑制設備である放射性物質吸着材，シルトフェンス及び小型船舶は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離

れた屋外に保管する。 

  



格納-101 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

海洋への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

小型船舶 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3

節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・常時海水を通水又は海で使用するため，海水影響を考慮し接液部には耐腐

食性材料を使用する設計
－ 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備
－ 

操作準備 

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業現場の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

－ 

操作内容 ・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計 － 

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計 － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-102 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

海洋への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

小型船舶 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

放射性物質吸着材 

シルトフェンス 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

海洋拡散抑制設備である放射性物質吸着材，シルトフェンス及び小型船舶は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離

れた屋外に保管する。 

  



格納-103 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

航空機燃料火災への泡消火 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第8-3-2-5-1-1図 

【構造図】：第3-2-3-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

【構造図】：第3-2-3-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない

【構造図】：第3-2-3-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-5-1-1図 

【構造図】：第3-2-3-4-1図 

【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

【構造図】：第3-2-3-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-2-5-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-104 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

航空機燃料火災への泡消火 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-7-別添1 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

大型送水ポンプ車 

放水砲 

泡消火薬剤容器 

電力 － － 

空気 －  

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉建物放水設備である大型送水ポンプ車，放水砲及び泡消火薬剤容器は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離

れた屋外に保管する。 

  



格納-105 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

航空機燃料火災への泡消火 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

放水砲 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第8-3-2-5-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮したステンレス系材料及び

青銅鋳物系材料を使用する設計
【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 ・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等に迅速に使用できる場所に配備

・車両による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にて輪留めによる固定等が可能

・接続は簡便な接続とし，一般的に使用される工具を用いて，ホースを確実に

接続することができる設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-5-1-1図 

【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計
【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-2-5-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-106 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

航空機燃料火災への泡消火 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

放水砲 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

・第1項第1号と

同じ 
－ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

大型送水ポンプ車 

放水砲 

泡消火薬剤容器 

電力 － － 

空気 －  

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉建物放水設備である大型送水ポンプ車，放水砲及び泡消火薬剤容器は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離

れた屋外に保管する。 

  



格納-107 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

航空機燃料火災への泡消火 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

泡消火薬剤容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 （設置許可配置図）第9.7－3図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮したゼオライトを使用する

設計
（設置許可配置図）第9.7－3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 ・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・接続は簡便な接続とし，一般的に使用される工具を用いて，ホースを確実に

接続することができる設計 

（設置許可配置図）第9.7－3図 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可配置図）第9.7－3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可配置図）第9.7－3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

（設置許可配置図）第9.7－3図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-108 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

航空機燃料火災への泡消火 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

泡消火薬剤容器 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

大型送水ポンプ車 

放水砲 

泡消火薬剤容器 

電力 － － 

空気 －  

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉建物放水設備である大型送水ポンプ車，放水砲及び泡消火薬剤容器は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離

れた屋外に保管する。 

  



格納-109 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

被ばく線量の低減 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

非常用ガス処理系排風機 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL34800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100%）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（38kGy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する。 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能の確認及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

－ 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
－ 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 ・飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計 ・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 ・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



格納-110 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

被ばく線量の低減 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

非常用ガス処理系排風機 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

非常用ガス処理系排風機 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

非常用ガス処理系及び原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

  



格納-111 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

被ばく線量の低減 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL51700㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法4 

湿度 ・環境湿度（100%）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する。 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場において人力で操作を行うハンドルは，手動操作が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 ・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



格納-112 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

被ばく線量の低減 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

非常用ガス処理系排風機 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

非常用ガス処理系及び原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

  



格納-113 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
― 

重大事故等時に対処するための流路，

注水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉圧力容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第1-3-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料及びニッケル合金を使用する設計

【構造図】：第 4-3-1図（既工事計

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 4-3-1図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計とする 

【構造図】：第 4-3-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-114 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
― 

重大事故等時に対処するための流路，

注水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉圧力容器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（原子炉圧力容器） 原子炉圧力容器 

（原子炉格納容器） 原子炉格納容器 

（燃料プール） 燃料プール 

－ 原子炉建物原子炉棟 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



格納-115 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
― 

重大事故等時に対処するための流路，

注水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉格納容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第1-3-9図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・淡水だけでなく海水も使用することから，海水の影響を考慮した炭素鋼材

料を使用する設計

【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計とする 

・全体漏えい率試験が可能な設計とする

【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-116 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
― 

重大事故等時に対処するための流路，

注水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉格納容器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（原子炉圧力容器） 原子炉圧力容器 

（原子炉格納容器） 原子炉格納容器 

（燃料プール） 燃料プール 

－ 原子炉建物原子炉棟 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



格納-117 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
― 

重大事故等時に対処するための流路，

注水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉建物原子炉棟 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第1-3-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計とする 

－ 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-118 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
― 

重大事故等時に対処するための流路，

注水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉建物原子炉棟 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計） 

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（原子炉圧力容器） 原子炉圧力容器 

（原子炉格納容器） 原子炉格納容器 

（燃料プール） 燃料プール 

－ 原子炉建物原子炉棟 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

 



非電-1 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧発電機車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-4-3-1～4, 

9～12図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風），積雪による荷重を考慮して，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をと

る

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-4-3-1～4, 

9～12図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（ポンプ負荷，系統負荷，模擬負荷）により機能・性能確認が可

能な設計とする

・分解又は取替が可能な設計とする

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第 9-1-1-4-3-1～4, 

9～12図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-5図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-5図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



非電-2 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧発電機車 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処
設備の容量 

・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処
設備の接続性 

・より簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続ができる設計 【単線結線図】：第1-4-5図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所
の確保 

・建物面の隣接しない位置に複数箇所設置する設計 【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 
・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設
備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及
び通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添 1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 
外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管 

・地震に対しては，転倒しないことを確認する又は必要により固縛等の処置
をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺す
り込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋
設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」
及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・Ⅵ-1-1-3 
・Ⅵ-1-1-7-別添 1 
・Ⅵ-1-1-7-別添 2 

溢水 
・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管 

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，

冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直流電源

設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器及び 230V系充電器（常用）により交流電力を直

流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），原子

炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器，230V 系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原子

炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポ

ンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置

的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル

発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設

置する設計とする。 

  



非電-3 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B1-115V系充電器（SA） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない 
【構造図】：第 9-1-2-1-2-3図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50 条「地震による損傷

の防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52 条「火災による損傷

の防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-2-1-1-2図 

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第 9-1-2-1-2-3図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置

により，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第 9-1-2-1-2-3図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計 
【単線結線図】：第1-4-5図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-5図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第 9-1-2-1-1-2図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-4 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B1-115V系充電器（SA） 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，

冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直流電源

設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器及び 230V系充電器（常用）により交流電力を直

流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），原子

炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器，230V 系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原子

炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポ

ンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置

的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル

発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設

置する設計とする。 

  



非電-5 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA用 115V系充電器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値 ）

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第 9-1-2-1-2-4図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-2-1-1-1図 

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第 9-1-2-1-2-4図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第 9-1-2-1-2-4図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-5図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-5図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第 9-1-2-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-6 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA用 115V系充電器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，

冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直流電源

設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器及び 230V系充電器（常用）により交流電力を直

流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），原子

炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器，230V 系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原子

炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポ

ンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置

的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル

発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設

置する設計とする。 

 

  



非電-7 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

230V系充電器（常用） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第 9-1-2-1-2-2図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-2-1-1-1図 

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第 9-1-2-1-2-2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第 9-1-2-1-2-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-5図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-5図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第 9-1-2-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-8 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

230V系充電器（常用） 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設備

の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に

基づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」

にて考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づ

き設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，

冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直流電源

設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器及び 230V系充電器（常用）により交流電力を直

流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），原子

炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器，230V 系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原子

炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポ

ンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置

的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル

発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設

置する設計とする。 

  



非電-9 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能

な設計とする。

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-10 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計 

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計 

・Ⅵ－2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，

冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直流電源

設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器及び 230V系充電器（常用）により交流電力を直

流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），原子

炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器，230V 系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原子

炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポ

ンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置

的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル

発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設

置する設計とする。 

  



非電-11 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-8図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 【構造図】：第 9-1-1-1-4-8図  

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-8図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能

な設計とする。

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-1-4-8図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-12 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計 

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計 

・Ⅵ－2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，

冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直流電源

設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器及び 230V系充電器（常用）により交流電力を直

流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），原子

炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器，230V 系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原子

炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポ

ンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置

的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル

発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設

置する設計とする。 

  



非電-13 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-9図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-1-4-9図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-9図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能

な設計とする。

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-1-4-9図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-14 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，

冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直流電源

設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器及び 230V系充電器（常用）により交流電力を直

流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），原子

炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器，230V 系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原子

炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポ

ンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置

的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル

発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設

置する設計とする。 



非電-15 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-2-4-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-2-4-7図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-2-4-7図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能

な設計とする。

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-2-4-7図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-16 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計 

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計 

・Ⅵ－2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，

冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直流電源

設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器及び 230V系充電器（常用）により交流電力を直

流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），原子

炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器，230V 系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原子

炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポ

ンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置

的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル

発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設

置する設計とする。 

  



非電-17 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

タンクローリ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-4-3-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-4-3-7図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故等対処設備の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-4-3-7図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-4-3-8図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



非電-18 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 61条 
可搬型直流電源設備による減圧 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

タンクローリ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処
設備の容量 

・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処
設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計
・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方
式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，
複数の系統での接続方式を図った設計

【構造図】：第 9-1-1-4-3-7図 
【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所
の確保 

－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 
・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設
備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び
通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 
外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処
置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺
すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中
埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」
及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋
外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3
・Ⅵ-1-1-7-別添 1
・Ⅵ-1-1-7-別添 2

溢水 
・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，

冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直流電源

設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器及び 230V系充電器（常用）により交流電力を直

流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），原子

炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器，230V 系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原子

炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポ

ンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置

的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル

発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設

置する設計とする。 



非電-19 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SRV用電源切替盤 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 15300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・感電防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

－ 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-20 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SRV用電源切替盤 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

A-115V系蓄電池 

SRV用電源切替盤 B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とす

ることで，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電

する非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器及び 230V系充電器

（常用）により交流電力を直流に変換できることで，230V 系蓄電池(RCIC)，A-115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V

系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），原子炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋

外の原子炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近

傍の A-ディーゼル燃料移送ポンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用

ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有す

る設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設

計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複

数箇所に設置する設計とする。 



非電-21 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 61条 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池による減

圧 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 15300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-2-2-2-10図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設

計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，使用する設

備に応じて接続方式を統一することにより，確実に接続が可能な設計

・感電防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-2-2-1-4図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・電圧測定が可能な系統設計とする。

【単線結線図】：第1-4-8図 

【構造図】：第 9-1-2-2-2-10図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-8図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第 9-1-2-2-1-4図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



非電-22 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 61条 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池による減

圧 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室） 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・ボルト・ネジ接続を用い，容易かつ確実に接続できる設計 【単線結線図】：第1-4-8図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－(原子炉建物の外から水又は電力を供給しない) － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上の建物等内に保管

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に保管

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

A-115V系蓄電池 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室） B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設の鉛蓄電池である，A-115V系蓄

電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA）及び SA用 115V蓄電池に対して，可搬型の鉛蓄電池とすることで多様性を有する設

計とする。 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）は，廃棄物処理建物内の A-115V系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA）及び

SA 用 115V 系蓄電池と廃棄物処理建物内の異なる区画に保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散

を図る設計とする。 



非電-23 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

常設代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：ガスタービン発電機

建物 EL 47500 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・中央制御室の制御盤の操作スイッチでの操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-3-1-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（ポンプ負荷，系統負荷，模擬負荷）により機能・性能確認が可

能な設計とする。

・分解点検が可能な設計とする。

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-2図 

【構造図】：第 9-1-1-3-4-1,7図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計
【配置図】：第 9-1-1-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-24 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

常設代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・落雷に対しては，避雷設備又は接地設備により防護する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク ガスタービン発電機用サービスタンク 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，ガスタービン発電機の発電機をガ

スタービンにより駆動することで，ディーゼルエンジンにより駆動する非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，

原子炉建物から離れたガスタービン発電機建物内に設置することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備の B-ディーゼル燃料移送

ポンプ，タービン建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備の A-ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備のディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機の発電機からメタルクラッド開閉装置 2C及び 2Dまでの系統において，独立した電路

で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機からメタルクラッド開閉装置 2C及び 2Dまでの系統並びに高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機からメタルクラッド開閉装置 HPCSまでの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する

設計とする。 

  



非電-25 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

常設代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-1-1-3-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-3-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能

な設計とする。

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-26 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

常設代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計 

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計 

・Ⅵ－2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク ガスタービン発電機用サービスタンク 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，ガスタービン発電機の発電機をガ

スタービンにより駆動することで，ディーゼルエンジンにより駆動する非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，

原子炉建物から離れたガスタービン発電機建物内に設置することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備の B-ディーゼル燃料移送

ポンプ，タービン建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備の A-ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備のディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機の発電機からメタルクラッド開閉装置 2C及び 2Dまでの系統において，独立した電路

で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機からメタルクラッド開閉装置 2C及び 2Dまでの系統並びに高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機からメタルクラッド開閉装置 HPCSまでの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する

設計とする。 

  



非電-27 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

常設代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：ガスタービン発電機

建物 EL 50700 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-3-4-6図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能

な設計とする。

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-3-4-6図 

【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-3-1-2図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-28 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

常設代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計 

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計 

・Ⅵ－2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク ガスタービン発電機用サービスタンク 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，ガスタービン発電機の発電機をガ

スタービンにより駆動することで，ディーゼルエンジンにより駆動する非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，

原子炉建物から離れたガスタービン発電機建物内に設置することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備の B-ディーゼル燃料移送

ポンプ，タービン建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備の A-ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備のディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機の発電機からメタルクラッド開閉装置 2C及び 2Dまでの系統において，独立した電路

で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機からメタルクラッド開閉装置 2C及び 2Dまでの系統並びに高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機からメタルクラッド開閉装置 HPCSまでの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する

設計とする。 

  



非電-29 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

常設代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：ガスタービン発電機

建物 EL 47500 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 4 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない 

【構造図】：第 9-1-1-3-4-4図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

【構造図】：第 9-1-1-3-4-4図 

第
４
号 

系統の切替性 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-30 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

常設代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計 

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計 

・Ⅵ－2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク ガスタービン発電機用サービスタンク 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，ガスタービン発電機の発電機をガ

スタービンにより駆動することで，ディーゼルエンジンにより駆動する非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，

原子炉建物から離れたガスタービン発電機建物内に設置することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備の B-ディーゼル燃料移送

ポンプ，タービン建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備の A-ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備のディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機の発電機からメタルクラッド開閉装置 2C及び 2Dまでの系統において，独立した電路

で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機からメタルクラッド開閉装置 2C及び 2Dまでの系統並びに高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機からメタルクラッド開閉装置 HPCSまでの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する

設計とする。 

  



非電-31 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 72条 

可搬型代替交流電源設備による給電 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧発電機車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-4-3-1～4, 

9～12図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風），積雪による荷重を考慮して，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をと

る

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-4-3-1～4, 

9～12図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（ポンプ負荷，系統負荷，模擬負荷）により機能・性能確認が可

能な設計とする

・分解又は取替が可能な設計とする

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-2図 

【構造図】：第 9-1-1-4-3-1～4, 

9～12図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



非電-32 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 72条 
可搬型代替交流電源設備による給電 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧発電機車 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処
設備の容量 

・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処
設備の接続性 

・より簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続ができる設計 【単線結線図】：第1-4-2図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所
の確保 

・建物面の隣接しない位置に複数箇所設置する設計 【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 
・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設
備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及
び通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添 1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 
外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管 

・地震に対しては，転倒しないことを確認する又は必要により固縛等の処置
をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺す
り込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋
設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」
及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・Ⅵ-1-1-3 
・Ⅵ-1-1-7-別添 1 
・Ⅵ-1-1-7-別添 2 

溢水 
・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管 

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

高圧発電機車 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク タンクローリ 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすること

で，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源設

備に対して多様性を有する設計とする。また，可搬型代替交流電源設備は，常設代替交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわない

よう，高圧発電機車の発電機をディーゼルエンジンにより駆動することで，ガスタービンにより駆動するガスタービン発電機の発電機を用いる

常設代替交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，屋外の原子炉建物から離れた場所に保管することで，原子炉建物内の非常用ディ

ーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タ

ービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散

を図る設計とする。また，可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，ガスタービン発電機建物内に設置するガスタービン発

電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプから離れた場所に保管することで，共通要因によって同

時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車の発電機からメタルクラッド開閉装置2C及び2Dまでの系統において，独立した電路で系統構成する

ことにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機からメタルクラッド開閉装置2C及び2Dまでの系統並びに高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

設備の発電機からメタルクラッド開閉装置HPCSまでの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計とす

る。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所

に設置する設計とする。 



非電-33 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

可搬型代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能

な設計とする。

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-34 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

可搬型代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計 

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計 

・Ⅵ－2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

高圧発電機車 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク タンクローリ 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷

とすることで，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機を用

いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。また，可搬型代替交流電源設備は，常設代替交流電源設備と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の発電機をディーゼルエンジンにより駆動することで，ガスタービンにより駆

動するガスタービン発電機の発電機を用いる常設代替交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，屋外の原子炉建物から離れた場所に保管することで，原子炉建物内の

非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル

燃料移送ポンプ，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を

損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。また，可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，ガスタービン

発電機建物内に設置するガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプから

離れた場所に保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車の発電機からメタルクラッド開閉装置 2C及び 2Dまでの系統において，独立した電路で系

統構成することにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機からメタルクラッド開閉装置 2C及び 2Dまでの系統並びに高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電設備の発電機からメタルクラッド開閉装置 HPCSまでの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有す

る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図っ

た複数箇所に設置する設計とする。 



非電-35 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

可搬型代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-8図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-1-4-8図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-8図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能

な設計とする。

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-1-4-8図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-36 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

可搬型代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計 

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計 

・Ⅵ－2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

高圧発電機車 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク タンクローリ 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，冷却方

式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有

する設計とする。また，可搬型代替交流電源設備は，常設代替交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の発電機をデ

ィーゼルエンジンにより駆動することで，ガスタービンにより駆動するガスタービン発電機の発電機を用いる常設代替交流電源設備に対して多様性を有す

る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，屋外の原子炉建物から離れた場所に保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電

設備，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍のA-ディ

ーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。また，可搬型代替

交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，ガスタービン発電機建物内に設置するガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及び

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプから離れた場所に保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車の発電機からメタルクラッド開閉装置2C及び2Dまでの系統において，独立した電路で系統構成することにより，

非常用ディーゼル発電設備の発電機からメタルクラッド開閉装置 2C及び2Dまでの系統並びに高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機からメタル

クラッド開閉装置HPCSまでの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する

設計とする。 



非電-37 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

可搬型代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-9図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-1-4-9図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-9図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能

な設計とする。

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-1-4-9図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-38 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

可搬型代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計 

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計 

・Ⅵ－2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

高圧発電機車 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク タンクローリ 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，冷却方

式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有

する設計とする。また，可搬型代替交流電源設備は，常設代替交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の発電機をデ

ィーゼルエンジンにより駆動することで，ガスタービンにより駆動するガスタービン発電機の発電機を用いる常設代替交流電源設備に対して多様性を有す

る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，屋外の原子炉建物から離れた場所に保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電

設備，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍のA-ディ

ーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。また，可搬型代替

交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，ガスタービン発電機建物内に設置するガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及び

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプから離れた場所に保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車の発電機からメタルクラッド開閉装置2C及び2Dまでの系統において，独立した電路で系統構成することにより，

非常用ディーゼル発電設備の発電機からメタルクラッド開閉装置 2C及び2Dまでの系統並びに高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機からメタル

クラッド開閉装置HPCSまでの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する

設計とする。 



非電-39 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

可搬型代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-2-4-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-2-4-7図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-2-4-7図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能

な設計とする。

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-2-4-7図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-40 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

可搬型代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計 

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計 

・Ⅵ－2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

高圧発電機車 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク タンクローリ 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，冷却方

式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有

する設計とする。また，可搬型代替交流電源設備は，常設代替交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の発電機をデ

ィーゼルエンジンにより駆動することで，ガスタービンにより駆動するガスタービン発電機の発電機を用いる常設代替交流電源設備に対して多様性を有す

る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，屋外の原子炉建物から離れた場所に保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電

設備，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍のA-ディ

ーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。また，可搬型代替

交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，ガスタービン発電機建物内に設置するガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及び

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプから離れた場所に保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車の発電機からメタルクラッド開閉装置2C及び2Dまでの系統において，独立した電路で系統構成することにより，

非常用ディーゼル発電設備の発電機からメタルクラッド開閉装置 2C及び2Dまでの系統並びに高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機からメタル

クラッド開閉装置HPCSまでの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する

設計とする。 



非電-41 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 72条 

可搬型代替交流電源設備による給電 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

タンクローリ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-4-3-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-4-3-7図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故等対処設備の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-4-3-7図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-4-3-8図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



非電-42 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 72条 
可搬型代替交流電源設備による給電 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

タンクローリ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処
設備の容量 

・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処
設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 
・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方
式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，
複数の系統での接続方式を図った設計 

【構造図】：第 9-1-1-4-3-7図 
【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所
の確保 

－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 
・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設
備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及
び通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添 1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 
外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処
置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺
すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中
埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」
及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋
外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計 

・Ⅵ-1-1-3 
・Ⅵ-1-1-7-別添 1 
・Ⅵ-1-1-7-別添 2 

溢水 
・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

高圧発電機車 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク タンクローリ 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすること

で，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源設

備に対して多様性を有する設計とする。また，可搬型代替交流電源設備は，常設代替交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわない

よう，高圧発電機車の発電機をディーゼルエンジンにより駆動することで，ガスタービンにより駆動するガスタービン発電機の発電機を用いる

常設代替交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，屋外の原子炉建物から離れた場所に保管することで，原子炉建物内の非常用ディ

ーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タ

ービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散

を図る設計とする。また，可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，ガスタービン発電機建物内に設置するガスタービン発

電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプから離れた場所に保管することで，共通要因によって同

時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車の発電機からメタルクラッド開閉装置2C及び2Dまでの系統において，独立した電路で系統構成する

ことにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機からメタルクラッド開閉装置2C及び2Dまでの系統並びに高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

設備の発電機からメタルクラッド開閉装置HPCSまでの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計とす

る。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所

に設置する設計とする。 



非電-43 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
B-115V系蓄電池 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-2-2-2-3図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・電圧測定が可能な系統設計とする。

【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第 9-1-2-2-2-3図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-44 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
B-115V系蓄電池 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

SA用 115V系蓄電池 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

SA用 115V系充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

所内常設蓄電式直流電源設備は，原子炉建物及び廃棄物処理建物内の非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統と異なる区画に設置す

ることで，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非

常用直流電源設備 3系統のうち 2系統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設蓄電式直流電源設備は非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統に対して独

立性を有する設計とする。 

  



非電-45 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
B1-115V系蓄電池（SA） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-2-2-2-4,5図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・電圧測定が可能な系統設計とする。

【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第 9-1-2-2-2-4,5図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-46 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
B1-115V系蓄電池（SA） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

SA用 115V系蓄電池 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

SA用 115V系充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

所内常設蓄電式直流電源設備は，原子炉建物及び廃棄物処理建物内の非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統と異なる区画に設置す

ることで，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非

常用直流電源設備 3系統のうち 2系統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設蓄電式直流電源設備は非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統に対して独

立性を有する設計とする。 



非電-47 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
230V系蓄電池（RCIC） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（40℃）

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-2-2-2-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・電圧測定が可能な系統設計とする。

【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第 9-1-2-2-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-48 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
230V系蓄電池（RCIC） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

SA用 115V系蓄電池 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

SA用 115V系充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

所内常設蓄電式直流電源設備は，原子炉建物及び廃棄物処理建物内の非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統と異なる区画に設置す

ることで，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非

常用直流電源設備 3系統のうち 2系統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設蓄電式直流電源設備は非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統に対して独

立性を有する設計とする。 



非電-49 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
SA用 115V系蓄電池 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 15300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-2-2-2-6,7図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・電圧測定が可能な系統設計とする。

【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第 9-1-2-2-2-6,7図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-50 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
SA用 115V系蓄電池 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

SA用 115V系蓄電池 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

SA用 115V系充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

所内常設蓄電式直流電源設備は，原子炉建物及び廃棄物処理建物内の非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統と異なる区画に設置す

ることで，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非

常用直流電源設備 3系統のうち 2系統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設蓄電式直流電源設備は非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統に対して独

立性を有する設計とする。 

  



非電-51 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
B-115V系充電器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-52 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
B-115V系充電器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

SA用 115V系蓄電池 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

SA用 115V系充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

所内常設蓄電式直流電源設備は，原子炉建物及び廃棄物処理建物内の非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統と異なる区画に設置す

ることで，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非

常用直流電源設備 3系統のうち 2系統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設蓄電式直流電源設備は非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統に対して独

立性を有する設計とする。 

  



非電-53 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
B1-115V系充電器（SA） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第 9-1-2-1-2-3図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第 9-1-2-1-2-3図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-54 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
B1-115V系充電器（SA） 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

SA用 115V系蓄電池 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

SA用 115V系充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

所内常設蓄電式直流電源設備は，原子炉建物及び廃棄物処理建物内の非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統と異なる区画に設置す

ることで，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非

常用直流電源設備 3系統のうち 2系統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設蓄電式直流電源設備は非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統に対して独

立性を有する設計とする。 

  



非電-55 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
230V系充電器（RCIC） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-56 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
230V系充電器（RCIC） 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

SA用 115V系蓄電池 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

SA用 115V系充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

所内常設蓄電式直流電源設備は，原子炉建物及び廃棄物処理建物内の非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統と異なる区画に設置す

ることで，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非

常用直流電源設備 3系統のうち 2系統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設蓄電式直流電源設備は非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統に対して独

立性を有する設計とする。 

  



非電-57 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
SA用 115V系充電器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値 ）

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第 9-1-2-1-2-4図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第 9-1-2-1-2-4図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-58 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
SA用 115V系充電器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

SA用 115V系蓄電池 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

SA用 115V系充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

所内常設蓄電式直流電源設備は，原子炉建物及び廃棄物処理建物内の非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統と異なる区画に設置す

ることで，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非

常用直流電源設備 3系統のうち 2系統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設蓄電式直流電源設備は非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統に対して独

立性を有する設計とする。 

  



非電-59 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

常設代替直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA用 115V系蓄電池 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 15300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-2-2-2-6,7図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・電圧測定が可能な系統設計とする。

【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第 9-1-2-2-2-6,7図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-60 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

常設代替直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA用 115V系蓄電池 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

SA用 115V系蓄電池 

SA用 115V系充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

常設代替直流電源設備は，廃棄物処理建物内に設置し，非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統と異なる区画に設置することで，非

常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

常設代替直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用直

流電源設備 3系統のうち 2系統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，常設代替直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 



非電-61 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

常設代替直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA用 115V系充電器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第 9-1-2-1-2-4図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第 9-1-2-1-2-4図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-62 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

常設代替直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA用 115V系充電器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

SA用 115V系蓄電池 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

SA用 115V系充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

常設代替直流電源設備は，廃棄物処理建物内に設置し，非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統と異なる区画に設置することで，非

常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

常設代替直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用直

流電源設備 3系統のうち 2系統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，常設代替直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

  



非電-63 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 72条 

可搬型直流電源設備による給電 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧発電機車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-4-3-1～4, 

9～12図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風），積雪による荷重を考慮して，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をと

る

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-4-3-1～4, 

9～12図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（ポンプ負荷，系統負荷，模擬負荷）により機能・性能確認が可

能な設計とする

・分解又は取替が可能な設計とする

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第 9-1-1-4-3-1～4, 

9～12図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-5図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-5図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



非電-64 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 72条 

可搬型直流電源設備による給電 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧発電機車 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処
設備の容量 

・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処
設備の接続性 

・より簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続ができる設計 【単線結線図】：第1-4-5図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所
の確保 

・建物面の隣接しない位置に複数箇所設置する設計 【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 
・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設
備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及
び通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添 1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 
外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管 

・地震に対しては，転倒しないことを確認する又は必要により固縛等の処置
をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺す
り込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋
設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」
及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・Ⅵ-1-1-3 
・Ⅵ-1-1-7-別添 1 
・Ⅵ-1-1-7-別添 2 

溢水 
・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管 

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独立

性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすること

で，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直

流電源設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器及び230V系充電器（常用）により交流

電力を直流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池

（SA），原子炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原

子炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃

料移送ポンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディー

ゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とす

る。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所

に設置する設計とする。 



非電-65 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B1-115V系充電器（SA） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第 9-1-2-1-2-3図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-2-1-1-2図 

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第 9-1-2-1-2-3図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第 9-1-2-1-2-3図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-5図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-5図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第 9-1-2-1-1-2図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-66 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B1-115V系充電器（SA） 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独立

性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすること

で，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直

流電源設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器及び230V系充電器（常用）により交流

電力を直流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池

（SA），原子炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原

子炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃

料移送ポンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディー

ゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とす

る。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所

に設置する設計とする。 

  



非電-67 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA用 115V系充電器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第 9-1-2-1-2-3図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-2-1-1-1図 

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第 9-1-2-1-2-4図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第 9-1-2-1-2-4図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-5図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-5図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第 9-1-2-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-68 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA用 115V系充電器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独立

性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすること

で，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直

流電源設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器及び230V系充電器（常用）により交流

電力を直流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池

（SA），原子炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原

子炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃

料移送ポンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディー

ゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とす

る。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所

に設置する設計とする。 

  



非電-69 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

230V系充電器（常用） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第 9-1-2-1-2-2図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-2-1-1-1図 

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第 9-1-2-1-2-2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第 9-1-2-1-2-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-5図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-5図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第 9-1-2-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-70 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

230V系充電器（常用） 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設備

の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可

能な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に

基づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」

にて考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝

撃による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可

能な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可

能な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づ

き設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独立

性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすること

で，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直

流電源設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器及び230V系充電器（常用）により交流

電力を直流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池

（SA），原子炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原

子炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃

料移送ポンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディー

ゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とす

る。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所

に設置する設計とする。 

  



非電-71 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能

な設計とする。

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-72 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計 

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計 

・Ⅵ－2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独立

性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすること

で，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直

流電源設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器及び230V系充電器（常用）により交流

電力を直流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池

（SA），原子炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原

子炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃

料移送ポンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディー

ゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とす

る。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所

に設置する設計とする。 

  



非電-73 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-8図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-1-4-8図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-8図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能

な設計とする。

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-1-4-8図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-74 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計 

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計 

・Ⅵ－2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独立

性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすること

で，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直

流電源設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器及び230V系充電器（常用）により交流

電力を直流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池

（SA），原子炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原

子炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃

料移送ポンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディー

ゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とす

る。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所

に設置する設計とする。 

  



非電-75 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-9図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-1-4-9図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-9図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能

な設計とする。

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-1-4-9図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-76 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計 

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計 

・Ⅵ－2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独立

性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすること

で，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直

流電源設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器及び230V系充電器（常用）により交流

電力を直流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池

（SA），原子炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原

子炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃

料移送ポンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディー

ゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とす

る。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所

に設置する設計とする。 

 



非電-77 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-2-4-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-2-4-7図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-2-4-7図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能

な設計とする。

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-2-4-7図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-78 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計 

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計 

・Ⅵ－2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独立

性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすること

で，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直

流電源設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器及び230V系充電器（常用）により交流

電力を直流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池

（SA），原子炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原

子炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃

料移送ポンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディー

ゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とす

る。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所

に設置する設計とする。 

  



非電-79 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 72条 

可搬型直流電源設備による給電 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

タンクローリ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-4-3-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-4-3-7図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故等対処設備の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-4-3-7図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-4-3-8図 

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



非電-80 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第 72条 
可搬型直流電源設備による給電 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

タンクローリ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処
設備の容量 

・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処
設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 
・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方
式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，
複数の系統での接続方式を図った設計 

【構造図】：第 9-1-1-4-3-7図 
【系統図】：第 9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所
の確保 

－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 
・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設
備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及
び通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添 1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 
外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処
置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺
すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中
埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」
及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋
外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計 

・Ⅵ-1-1-3 
・Ⅵ-1-1-7-別添 1 
・Ⅵ-1-1-7-別添 2 

溢水 
・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，

冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直流電源

設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器及び 230V系充電器（常用）により交流電力を直

流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），原子

炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器，230V 系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原子

炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポ

ンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置

的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車の発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル

発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設

置する設計とする。 



非電-81 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

代替所内電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急用メタクラ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：ガスタービン発電機

建物 EL 54500 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・中央制御室の制御盤の操作スイッチでの操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 ・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-82 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

代替所内電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急用メタクラ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用所内電気設備 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

SAロードセンタ 

SA1コントロールセンタ 

SA2コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

SA電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用所内電気設備 HPCS系 
メタルクラッド開閉装置 2C 

メタルクラッド開閉装置 2D 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラグ盤，SAロードセ

ンタ，SA1 コントロールセンタ，SA2 コントロールセンタ，充電器電源切替盤，SA 電源切替盤及び重大事故操作盤は非常用所内電気

設備とは異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 

  



非電-83 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

代替所内電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

メタクラ切替盤 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 23800 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設

計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，使用する設

備に応じて接続方式を統一することにより，確実に接続が可能な設計

・感電防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-84 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

代替所内電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

メタクラ切替盤 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用所内電気設備 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

SAロードセンタ 

SA1コントロールセンタ 

SA2コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

SA電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用所内電気設備 HPCS系 
メタルクラッド開閉装置 2C 

メタルクラッド開閉装置 2D 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラグ盤，SAロードセ

ンタ，SA1 コントロールセンタ，SA2 コントロールセンタ，充電器電源切替盤，SA 電源切替盤及び重大事故操作盤は非常用所内電気

設備とは異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 

  



非電-85 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

代替所内電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震，風（台風），積雪による荷重を考慮して，機能を損なわない設計とす

る

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設

計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，使用する設

備に応じて接続方式を統一することにより，確実に接続が可能な設計

・感電防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-86 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

代替所内電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用所内電気設備 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

SAロードセンタ 

SA1コントロールセンタ 

SA2コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

SA電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用所内電気設備 HPCS系 
メタルクラッド開閉装置 2C 

メタルクラッド開閉装置 2D 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラグ盤，SAロードセ

ンタ，SA1 コントロールセンタ，SA2 コントロールセンタ，充電器電源切替盤，SA 電源切替盤及び重大事故操作盤は非常用所内電気

設備とは異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 

  



非電-87 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

代替所内電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震，風（台風），積雪による荷重を考慮して，機能を損なわない設計とす

る

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設

計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，使用する設

備に応じて接続方式を統一することにより，確実に接続が可能な設計

・感電防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-88 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

代替所内電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用所内電気設備 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

SAロードセンタ 

SA1コントロールセンタ 

SA2コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

SA電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用所内電気設備 HPCS系 
メタルクラッド開閉装置 2C 

メタルクラッド開閉装置 2D 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラグ盤，SAロードセ

ンタ，SA1 コントロールセンタ，SA2 コントロールセンタ，充電器電源切替盤，SA 電源切替盤及び重大事故操作盤は非常用所内電気

設備とは異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 

  



非電-89 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

代替所内電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SAロードセンタ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 EL8200 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・中央制御室の制御盤の操作スイッチでの操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 ・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-90 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

代替所内電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SAロードセンタ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用所内電気設備 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

SAロードセンタ 

SA1コントロールセンタ 

SA2コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

SA電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用所内電気設備 HPCS系 
メタルクラッド開閉装置 2C 

メタルクラッド開閉装置 2D 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラグ盤，SAロードセ

ンタ，SA1 コントロールセンタ，SA2 コントロールセンタ，充電器電源切替盤，SA 電源切替盤及び重大事故操作盤は非常用所内電気

設備とは異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 

  



非電-91 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

代替所内電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA1コントロールセンタ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 EL8200 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-92 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

代替所内電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA1コントロールセンタ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用所内電気設備 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

SAロードセンタ 

SA1コントロールセンタ 

SA2コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

SA電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用所内電気設備 HPCS系 
メタルクラッド開閉装置 2C 

メタルクラッド開閉装置 2D 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラグ盤，SAロードセ

ンタ，SA1 コントロールセンタ，SA2 コントロールセンタ，充電器電源切替盤，SA 電源切替盤及び重大事故操作盤は非常用所内電気

設備とは異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 

  



非電-93 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

代替所内電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA2コントロールセンタ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 34800 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計。

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-94 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

代替所内電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA2コントロールセンタ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用所内電気設備 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

SAロードセンタ 

SA1コントロールセンタ 

SA2コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

SA電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用所内電気設備 HPCS系 
メタルクラッド開閉装置 2C 

メタルクラッド開閉装置 2D 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラグ盤，SAロードセ

ンタ，SA1 コントロールセンタ，SA2 コントロールセンタ，充電器電源切替盤，SA 電源切替盤及び重大事故操作盤は非常用所内電気

設備とは異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 

  



非電-95 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

代替所内電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

充電器電源切替盤 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・感電防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-5図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-5図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-5図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-96 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

代替所内電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

充電器電源切替盤 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用所内電気設備 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

SAロードセンタ 

SA1コントロールセンタ 

SA2コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

SA電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用所内電気設備 HPCS系 
メタルクラッド開閉装置 2C 

メタルクラッド開閉装置 2D 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラグ盤，SAロードセ

ンタ，SA1 コントロールセンタ，SA2 コントロールセンタ，充電器電源切替盤，SA 電源切替盤及び重大事故操作盤は非常用所内電気

設備とは異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 

  



非電-97 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

代替所内電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA電源切替盤 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 34800 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・感電防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-98 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

代替所内電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA電源切替盤 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用所内電気設備 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

SAロードセンタ 

SA1コントロールセンタ 

SA2コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

SA電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用所内電気設備 HPCS系 
メタルクラッド開閉装置 2C 

メタルクラッド開閉装置 2D 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラグ盤，SAロードセ

ンタ，SA1 コントロールセンタ，SA2 コントロールセンタ，充電器電源切替盤，SA 電源切替盤及び重大事故操作盤は非常用所内電気

設備とは異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 

  



非電-99 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

代替所内電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

重大事故操作盤 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：制御室建物 

EL 16900 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・中央制御室の制御盤の操作スイッチでの操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

－ 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
－ 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 ・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-100 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

代替所内電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

重大事故操作盤 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用所内電気設備 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

SAロードセンタ 

SA1コントロールセンタ 

SA2コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

SA電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用所内電気設備 HPCS系 
メタルクラッド開閉装置 2C 

メタルクラッド開閉装置 2D 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラグ盤，SAロードセ

ンタ，SA1 コントロールセンタ，SA2 コントロールセンタ，充電器電源切替盤，SA 電源切替盤及び重大事故操作盤は非常用所内電気

設備とは異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 

  



非電-101 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

代替所内電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

メタルクラッド開閉装置 2C 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 23800 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-102 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

代替所内電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

メタルクラッド開閉装置 2C 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用所内電気設備 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

SAロードセンタ 

SA1コントロールセンタ 

SA2コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

SA電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用所内電気設備 HPCS系 
メタルクラッド開閉装置 2C 

メタルクラッド開閉装置 2D 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラグ盤，SAロードセ

ンタ，SA1 コントロールセンタ，SA2 コントロールセンタ，充電器電源切替盤，SA 電源切替盤及び重大事故操作盤は非常用所内電気

設備とは異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 

  



非電-103 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

代替所内電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

メタルクラッド開閉装置 2D 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 23800 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-104 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

代替所内電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

メタルクラッド開閉装置 2D 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用所内電気設備 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

SAロードセンタ 

SA1コントロールセンタ 

SA2コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

SA電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用所内電気設備 HPCS系 
メタルクラッド開閉装置 2C 

メタルクラッド開閉装置 2D 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラグ盤，SAロードセ

ンタ，SA1 コントロールセンタ，SA2 コントロールセンタ，充電器電源切替盤，SA 電源切替盤及び重大事故操作盤は非常用所内電気

設備とは異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 

  



非電-105 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

非常用ディーゼル発電設備 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（45℃）≦設計値（

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 1300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第 9-1-1-1-4-1,10図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室の制御盤の操作スイッチでの操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（ポンプ負荷，系統負荷，模擬負荷）により機能・性能確認が可

能な設計とする。

・分解点検が可能な設計とする。

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-1図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-1,10図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-1図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 
【配置図】：第 9-1-1-1-1-3図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-106 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

非常用ディーゼル発電設備 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-非常用ディーゼル発電設備） A-非常用ディーゼル発電設備 

（B-非常用ディーゼル発電設備） B-非常用ディーゼル発電設備 

（高圧炉心スプレイ系発電設備） 高圧炉心スプレイ系発電設備 

（A-ディーゼル燃料移送ポンプ） A-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（B-ディーゼル燃料移送ポンプ） B-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（ディーゼル燃料移送ポンプ） ディーゼル燃料移送ポンプ 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料デイタンク） ディーゼル燃料デイタンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-107 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（45℃）≦設計値（

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 1300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第 9-1-1-2-4-1,8図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室の制御盤の操作スイッチでの操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（ポンプ負荷，系統負荷，模擬負荷）により機能・性能確認が可

能な設計とする。

・分解点検が可能な設計とする。

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-1図 

【構造図】：第 9-1-1-2-4-1,8図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-1図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 
【配置図】：第 9-1-1-2-1-2図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-108 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-非常用ディーゼル発電設備） A-非常用ディーゼル発電設備 

（B-非常用ディーゼル発電設備） B-非常用ディーゼル発電設備 

（高圧炉心スプレイ系発電設備） 高圧炉心スプレイ系発電設備 

（A-ディーゼル燃料移送ポンプ） A-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（B-ディーゼル燃料移送ポンプ） B-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（ディーゼル燃料移送ポンプ） ディーゼル燃料移送ポンプ 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料デイタンク） ディーゼル燃料デイタンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-109 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料移送ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-1-1-1-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-6図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-1-3-6図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない 
【構造図】：第 9-1-1-1-4-6図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-1-3-6図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 9-1-1-1-3-6図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-6図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 9-1-1-1-3-6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対処施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 9-1-1-1-3-6図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-110 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料移送ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-非常用ディーゼル発電設備） A-非常用ディーゼル発電設備 

（B-非常用ディーゼル発電設備） B-非常用ディーゼル発電設備 

（高圧炉心スプレイ系発電設備） 高圧炉心スプレイ系発電設備 

（A-ディーゼル燃料移送ポンプ） A-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（B-ディーゼル燃料移送ポンプ） B-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（ディーゼル燃料移送ポンプ） ディーゼル燃料移送ポンプ 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料デイタンク） ディーゼル燃料デイタンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-111 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料移送ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-1-1-1-1-2図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-1-3-6図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない 
【構造図】：第 9-1-1-1-4-7図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-1-3-6図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 9-1-1-1-3-6図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-7図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 9-1-1-1-3-6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対処施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 9-1-1-1-3-6図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-1-1-2図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-112 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料移送ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-非常用ディーゼル発電設備） A-非常用ディーゼル発電設備 

（B-非常用ディーゼル発電設備） B-非常用ディーゼル発電設備 

（高圧炉心スプレイ系発電設備） 高圧炉心スプレイ系発電設備 

（A-ディーゼル燃料移送ポンプ） A-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（B-ディーゼル燃料移送ポンプ） B-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（ディーゼル燃料移送ポンプ） ディーゼル燃料移送ポンプ 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料デイタンク） ディーゼル燃料デイタンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-113 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料移送ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-1-1-2-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-2-4-6図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-2-3-6図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない 
【構造図】：第 9-1-1-2-4-6図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-2-3-6図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 9-1-1-2-3-6図 

【構造図】：第 9-1-1-2-4-6図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 9-1-1-2-3-6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対処施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 9-1-1-2-3-6図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-2-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-114 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料移送ポンプ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計 

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計 

・Ⅵ－2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-非常用ディーゼル発電設備） A-非常用ディーゼル発電設備 

（B-非常用ディーゼル発電設備） B-非常用ディーゼル発電設備 

（高圧炉心スプレイ系発電設備） 高圧炉心スプレイ系発電設備 

（A-ディーゼル燃料移送ポンプ） A-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（B-ディーゼル燃料移送ポンプ） B-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（ディーゼル燃料移送ポンプ） ディーゼル燃料移送ポンプ 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料デイタンク） ディーゼル燃料デイタンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



非電-115 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-1-1-1-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-8図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-1-3-6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-1-4-8図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-1-3-6図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-1-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-8図 

【系統図】：第 9-1-1-1-3-6図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能

な設計とする。

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-1-4-8図 

【系統図】：第 9-1-1-1-3-6図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 9-1-1-1-3-6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対処施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 9-1-1-1-3-6図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-116 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-非常用ディーゼル発電設備） A-非常用ディーゼル発電設備 

（B-非常用ディーゼル発電設備） B-非常用ディーゼル発電設備 

（高圧炉心スプレイ系発電設備） 高圧炉心スプレイ系発電設備 

（A-ディーゼル燃料移送ポンプ） A-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（B-ディーゼル燃料移送ポンプ） B-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（ディーゼル燃料移送ポンプ） ディーゼル燃料移送ポンプ 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料デイタンク） ディーゼル燃料デイタンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-117 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-1-1-1-1-2図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-9図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-1-3-6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-1-4-9図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-1-3-6図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-1-1-2図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-9図 

【系統図】：第 9-1-1-1-3-6図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能

な設計とする。

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-1-4-9図 

【系統図】：第 9-1-1-1-3-6図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第 9-1-1-1-3-6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対処施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 9-1-1-1-3-6図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-1-1-2図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-118 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-非常用ディーゼル発電設備） A-非常用ディーゼル発電設備 

（B-非常用ディーゼル発電設備） B-非常用ディーゼル発電設備 

（高圧炉心スプレイ系発電設備） 高圧炉心スプレイ系発電設備 

（A-ディーゼル燃料移送ポンプ） A-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（B-ディーゼル燃料移送ポンプ） B-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（ディーゼル燃料移送ポンプ） ディーゼル燃料移送ポンプ 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料デイタンク） ディーゼル燃料デイタンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-119 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-1-1-2-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-2-4-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-2-3-6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-2-4-7図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-2-3-6図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-2-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-2-4-7図 

【系統図】：第 9-1-1-2-3-6図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能

な設計とする。

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-2-4-7図 

【系統図】：第 9-1-1-2-3-6図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-1-1-2-3-6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第 9-1-1-2-3-6図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-120 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-非常用ディーゼル発電設備） A-非常用ディーゼル発電設備 

（B-非常用ディーゼル発電設備） B-非常用ディーゼル発電設備 

（高圧炉心スプレイ系発電設備） 高圧炉心スプレイ系発電設備 

（A-ディーゼル燃料移送ポンプ） A-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（B-ディーゼル燃料移送ポンプ） B-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（ディーゼル燃料移送ポンプ） ディーゼル燃料移送ポンプ 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料デイタンク） ディーゼル燃料デイタンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-121 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料デイタンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：原子炉建物 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 2 

屋外天候 －（考慮不要） 

【配置図】：第 9-1-1-1-1-4図， 

第 9-1-1-2-1-3図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-5図， 

第 9-1-1-2-4-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第 9-1-1-1-3-4図， 

第 9-1-1-2-3-4図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-1-4-5図， 

第 9-1-1-2-4-5図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【系統図】：第 9-1-1-1-3-4図， 

第 9-1-1-2-3-4図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能

な設計とする。

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-1-4-5図 

第 9-1-1-2-4-5図 

【系統図】：第 9-1-1-1-3-4図 

第 9-1-1-2-3-4図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計
【系統図】：第 9-1-1-1-3-4図 

第 9-1-1-2-3-4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対処施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第 9-1-1-1-3-4図 

第 9-1-1-2-3-4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-122 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料デイタンク 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計 

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計 

・Ⅵ－2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-非常用ディーゼル発電設備） A-非常用ディーゼル発電設備 

（B-非常用ディーゼル発電設備） B-非常用ディーゼル発電設備 

（高圧炉心スプレイ系発電設備） 高圧炉心スプレイ系発電設備 

（A-ディーゼル燃料移送ポンプ） A-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（B-ディーゼル燃料移送ポンプ） B-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（ディーゼル燃料移送ポンプ） ディーゼル燃料移送ポンプ 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料デイタンク） ディーゼル燃料デイタンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



非電-123 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-115V系蓄電池 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 15300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-2-2-2-2図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・電圧及び比重測定が可能な系統設計とする。

【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第 9-1-2-2-2-2図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-124 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-115V系蓄電池 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



非電-125 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-115V系蓄電池 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-2-2-2-3図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・電圧測定が可能な系統設計とする。

【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第 9-1-2-2-2-3図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-126 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-115V系蓄電池 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-127 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B1-115V系蓄電池（SA） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-2-2-2-4,5図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・電圧測定が可能な系統設計とする。

【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第 9-1-2-2-2-4,5図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-128 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B1-115V系蓄電池（SA） 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



非電-129 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

230V系蓄電池（RCIC） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-2-2-2-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・電圧測定が可能な系統設計とする。

【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第 9-1-2-2-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-130 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

230V系蓄電池（RCIC） 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



非電-131 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧炉心スプレイ系蓄電池 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 1300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-2-2-2-8図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・電圧及び比重測定が可能な系統設計とする。

【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第 9-1-2-2-2-8図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-132 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧炉心スプレイ系蓄電池 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-133 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-原子炉中性子計装用蓄電池 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 15300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-2-2-2-9図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・電圧及び比重測定が可能な系統設計とする。

【単線結線図】：第1-4-4図 

【構造図】：第 9-1-2-2-2-9図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-134 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-原子炉中性子計装用蓄電池 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



非電-135 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-原子炉中性子計装用蓄電池 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-2-2-2-9図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・電圧及び比重測定が可能な系統設計とする。

【単線結線図】：第1-4-4図 

【構造図】：第 9-1-2-2-2-9図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-136 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-原子炉中性子計装用蓄電池 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



非電-137 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-115V系充電器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 15300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-138 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-115V系充電器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



非電-139 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-115V系充電器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-140 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-115V系充電器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-141 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B1-115V系充電器（SA） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第 9-1-2-1-2-3図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第 9-1-2-1-2-3図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-142 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B1-115V系充電器（SA） 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



非電-143 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

230V系充電器（RCIC） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-144 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

230V系充電器（RCIC） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-145 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧炉心スプレイ系充電器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 1300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-146 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧炉心スプレイ系充電器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



非電-147 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-原子炉中性子計装用充電器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 15300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-4図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-148 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-原子炉中性子計装用充電器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-149 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-原子炉中性子計装用充電器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-4図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-150 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-原子炉中性子計装用充電器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象

外 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及び HPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



非電-151 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能

な設計とする。

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-152 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計 

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計 

・Ⅵ－2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 ー ー 

空気 ー ー 

油 ー ー 

冷却水 ー ー 

水源 ー ー 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料補給設備のタンクローリは，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプ並びに原子炉建物

近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，A-ディーゼル燃料移送ポンプ，B-ディーゼル燃料移

送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，タービン建物及び原子炉建物から離れた場所に設置することで，タービン建物近傍の A-ディー

ゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料貯蔵タンク並びに原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料貯蔵タンクと共通要因によって同時

に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

  



非電-153 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-8図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-1-4-8図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-8図 

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能

な設計とする。

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-1-4-8図 

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-154 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計 

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計 

・Ⅵ－2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 ー ー 

空気 ー ー 

油 ー ー 

冷却水 ー ー 

水源 ー ー 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料補給設備のタンクローリは，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプ並びに原子炉建物

近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，A-ディーゼル燃料移送ポンプ，B-ディーゼル燃料移

送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，タービン建物及び原子炉建物から離れた場所に設置することで，タービン建物近傍の A-ディー

ゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料貯蔵タンク並びに原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料貯蔵タンクと共通要因によって同時

に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

  



非電-155 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-9図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-1-4-9図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-9図 

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能

な設計とする。

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-1-4-9図 

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-156 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計 

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計 

・Ⅵ－2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 ー ー 

空気 ー ー 

油 ー ー 

冷却水 ー ー 

水源 ー ー 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料補給設備のタンクローリは，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプ並びに原子炉建物

近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，A-ディーゼル燃料移送ポンプ，B-ディーゼル燃料移

送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，タービン建物及び原子炉建物から離れた場所に設置することで，タービン建物近傍の A-ディー

ゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料貯蔵タンク並びに原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料貯蔵タンクと共通要因によって同時

に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

  



非電-157 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-2-4-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-2-4-7図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-2-4-7図 

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能

な設計とする。

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-2-4-7図 

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-158 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計 

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計 

・Ⅵ－2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 ー ー 

空気 ー ー 

油 ー ー 

冷却水 ー ー 

水源 ー ー 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料補給設備のタンクローリは，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプ並びに原子炉建物

近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，A-ディーゼル燃料移送ポンプ，B-ディーゼル燃料移

送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，タービン建物及び原子炉建物から離れた場所に設置することで，タービン建物近傍の A-ディー

ゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料貯蔵タンク並びに原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料貯蔵タンクと共通要因によって同時

に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

  



非電-159 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 72条 

燃料補給設備 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

タンクローリ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-4-3-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-4-3-7図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故等対処設備の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-4-3-7図 

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-4-3-8図 

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



非電-160 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 72条 

燃料補給設備 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

タンクローリ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計

【構造図】：第 9-1-1-4-3-7図 

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処

置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺

すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中

埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 ー ー 

空気 ー ー 

油 ー ー 

冷却水 ー ー 

水源 ー ー 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料補給設備のタンクローリは，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプ並びに原子炉建物

近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，A-ディーゼル燃料移送ポンプ，B-ディーゼル燃料移

送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，タービン建物及び原子炉建物から離れた場所に設置することで，タービン建物近傍の A-ディー

ゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料貯蔵タンク並びに原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料貯蔵タンクと共通要因によって同時

に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



非電-161 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 75条 

モニタリングポストの代替交流電源か

らの給電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ガスタービン発電機 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：ガスタービン発電機

建物 EL 47500 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・中央制御室の制御盤の操作スイッチでの操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-3-1-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（ポンプ負荷，系統負荷，模擬負荷）により機能・性能確認が可

能な設計とする。

・分解点検が可能な設計とする。

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-2図 

【構造図】：第 9-1-1-3-4-1,7図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計
【配置図】：第 9-1-1-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-162 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 75条 

モニタリングポストの代替交流電源か

らの給電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ガスタービン発電機 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計 

・落雷に対しては，避雷設備又は接地設備により防護する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク ガスタービン発電機用サービスタンク 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，ガスタービン発電機の発電機をガ

スタービンにより駆動することで，ディーゼルエンジンにより駆動する非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，

原子炉建物から離れたガスタービン発電機建物内に設置することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備の B-ディーゼル燃料移送

ポンプ，タービン建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備の A-ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備のディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機の発電機からメタルクラッド開閉装置 2C及び 2Dまでの系統において，独立した電路

で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機からメタルクラッド開閉装置 2C及び 2Dまでの系統並びに高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機からメタルクラッド開閉装置 HPCSまでの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する

設計とする。 

  



非電-163 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 75条 

モニタリングポストの代替交流電源か

らの給電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-1-1-3-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-3-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能

な設計とする。

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-164 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 75条 

モニタリングポストの代替交流電源か

らの給電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ ー 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク ガスタービン発電機用サービスタンク 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，ガスタービン発電機の発電機をガ

スタービンにより駆動することで，ディーゼルエンジンにより駆動する非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，

原子炉建物から離れたガスタービン発電機建物内に設置することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備の B-ディーゼル燃料移送

ポンプ，タービン建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備の A-ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備のディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機の発電機からメタルクラッド開閉装置 2C及び 2Dまでの系統において，独立した電路

で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機からメタルクラッド開閉装置 2C及び 2Dまでの系統並びに高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機からメタルクラッド開閉装置 HPCSまでの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する

設計とする。 



非電-165 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 75条 

モニタリングポストの代替交流電源か

らの給電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ガスタービン発電機用サービスタンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：ガスタービン発電機

建物 EL 50700 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-3-4-6図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能

な設計とする。

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-3-4-6図 

【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-3-1-2図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-166 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 75条 

モニタリングポストの代替交流電源か

らの給電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ガスタービン発電機用サービスタンク 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ ー 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計 

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計 

・Ⅵ－2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク ガスタービン発電機用サービスタンク 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，ガスタービン発電機の発電機をガ

スタービンにより駆動することで，ディーゼルエンジンにより駆動する非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，

原子炉建物から離れたガスタービン発電機建物内に設置することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備の B-ディーゼル燃料移送

ポンプ，タービン建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備の A-ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備のディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機の発電機からメタルクラッド開閉装置 2C及び 2Dまでの系統において，独立した電路

で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機からメタルクラッド開閉装置 2C及び 2Dまでの系統並びに高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機からメタルクラッド開閉装置 HPCSまでの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する

設計とする。 

  



非電-167 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 75条 

モニタリングポストの代替交流電源か

らの給電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ）

【設置場所】：ガスタービン発電機

建物 EL 47500 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 4 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない 
【構造図】：第 9-1-1-3-4-4図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

【構造図】：第 9-1-1-3-4-4図 

第
４
号 

系統の切替性 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第 9-1-1-3-3-1図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-168 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第 75条 

モニタリングポストの代替交流電源か

らの給電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ ー 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク ガスタービン発電機用サービスタンク 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，ガスタービン発電機の発電機を

ガスタービンにより駆動することで，ディーゼルエンジンにより駆動する非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，

原子炉建物から離れたガスタービン発電機建物内に設置することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備の B-ディーゼル燃料

移送ポンプ，タービン建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備の A-ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電設備のディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機の発電機からメタルクラッド開閉装置 2C 及び 2D までの系統において，独立した電

路で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機からメタルクラッド開閉装置 2C 及び 2D までの系統並びに高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機からメタルクラッド開閉装置 HPCSまでの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有す

る設計とする。 



非電-169 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 76条 

電源の確保 （緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所用発電機 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【構造図】第 9-1-1-6-3-1図 

【配置図】第 9-1-1-6-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項 6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】第 9-1-1-6-3-1図 

荷重 

・地震，風（台風），積雪による荷重を考慮して，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をと

る

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数個所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，配置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【構造図】：第 9-1-1-6-3-1図 

【配置図】：第 9-1-1-6-1-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（ポンプ負荷，系統負荷，模擬負荷）により機能・性能確認が可

能な設計とする

・分解又は取替が可能な設計とする

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-7図 

【構造図】：第 9-1-1-6-3-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-7図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-7図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計 
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-6-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7 第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



非電-170 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 76条 

電源の確保 （緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所用発電機 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・より簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続ができる設計

【単線結線図】：第1-4-7図 

【構造図】：第 9-1-1-6-3-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の処

置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺

すり込みによる不当沈下，傾斜および浮き上がり，地盤支持力の不足，地

中埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管

・地震および津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7別添 1

・Ⅵ-1-1-7別添 2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備備と位置的分散を図り保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備備と位置的分散を図り保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用ディーゼル発電設備 
緊急時対策所用発電機 

可搬ケーブル 

非常用所内電気設備 
緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

緊急時対策所 低圧母線盤 

非常用ディーゼル発電設備 

緊急時対策所用燃料地下タンク 

タンクローリ 

ホース 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク タンクローリ 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所用発電機は，２号炉原子炉建物内の非常用ディーゼル発電機とは離れた建物の屋外に保管することで共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，中央制御室の電源である非常用ディーゼル発電設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電

源の冷却方式を空冷式とすることで多様性を有する設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，１台で緊急時対策所に給電するために必要な容量を有するものを，燃料補給時の切替えを考慮して，合計

２台を緊急時対策所に接続することで多重性を有するとともに，故障対応時及び保守点検時のバックアップ用として予備機を２台保

管する設計とする。 

燃料補給設備のタンクローリは，原子炉建物内のディーゼル燃料デイタンク並びにタービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポンプ

から離れた屋外に分散して保管することで，ディーゼル燃料デイタンク及び A-ディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

燃料補給設備の緊急時対策所用燃料地下タンクは，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料貯蔵タンクから離れた場所に設置すること

で，A-ディーゼル料貯蔵タンクと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 



非電-171 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 76条 

電源の確保 （緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬ケーブル 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項 6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している。 － 

荷重 

・地震，風（台風），積雪による荷重を考慮して，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をと

る

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数個所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，配置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・ボルト・ねじ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（ポンプ負荷，系統負荷，模擬負荷）により機能・性能確認が可

能な設計とする

・分解又は取替が可能な設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

（設置許可まとめ資料）第61－5－4 図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-7図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-7図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

・Ⅵ-1-1-7 第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



非電-172 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 76条 

電源の確保 （緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬ケーブル 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・より簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続ができる設計 【単線結線図】：第1-4-7図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の処

置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺

すり込みによる不当沈下，傾斜および浮き上がり，地盤支持力の不足，地

中埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管

・地震および津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7別添 1

・Ⅵ-1-1-7別添 2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備備と位置的分散を図り保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備備と位置的分散を図り保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用ディーゼル発電設備 
緊急時対策所用発電機 

可搬ケーブル 

非常用所内電気設備 
緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

緊急時対策所 低圧母線盤 

非常用ディーゼル発電設備 

緊急時対策所用燃料地下タンク 

タンクローリ 

ホース 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所用発電機は，２号炉原子炉建物内の非常用ディーゼル発電機とは離れた建物の屋外に保管することで共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，中央制御室の電源である非常用ディーゼル発電設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電

源の冷却方式を空冷式とすることで多様性を有する設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，１台で緊急時対策所に給電するために必要な容量を有するものを，燃料補給時の切替えを考慮して，合計

２台を緊急時対策所に接続することで多重性を有するとともに，故障対応時及び保守点検時のバックアップ用として予備機を２台保

管する設計とする。 

燃料補給設備のタンクローリは，原子炉建物内のディーゼル燃料デイタンク並びにタービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポンプ

から離れた屋外に分散して保管することで，ディーゼル燃料デイタンク及び A-ディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

燃料補給設備の緊急時対策所用燃料地下タンクは，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料貯蔵タンクから離れた場所に設置すること

で，A-ディーゼル料貯蔵タンクと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 



非電-173 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 76条 

電源の確保 （緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
（設置許可まとめ資料）第 61－3－

5 図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項 6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

（設置許可まとめ資料）第61－3－5 図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする
（設置許可まとめ資料）第61－5－6 図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-7図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-7図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

（設置許可まとめ資料）第61－3－5 図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



非電-174 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 76条 

電源の確保 （緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用ディーゼル発電設備 
緊急時対策所用発電機 

可搬ケーブル 

非常用所内電気設備 
緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

緊急時対策所 低圧母線盤 

非常用ディーゼル発電設備 

緊急時対策所用燃料地下タンク 

タンクローリ 

ホース 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所用発電機は，２号炉原子炉建物内の非常用ディーゼル発電機とは離れた建物の屋外に保管することで共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，中央制御室の電源である非常用ディーゼル発電設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電

源の冷却方式を空冷式とすることで多様性を有する設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，１台で緊急時対策所に給電するために必要な容量を有するものを，燃料補給時の切替えを考慮して，合計

２台を緊急時対策所に接続することで多重性を有するとともに，故障対応時及び保守点検時のバックアップ用として予備機を２台保

管する設計とする。 

燃料補給設備のタンクローリは，原子炉建物内のディーゼル燃料デイタンク並びにタービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポンプ

から離れた屋外に分散して保管することで，ディーゼル燃料デイタンク及び A-ディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

燃料補給設備の緊急時対策所用燃料地下タンクは，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料貯蔵タンクから離れた場所に設置すること

で，A-ディーゼル料貯蔵タンクと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 



非電-175 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 76条 

電源の確保 （緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所 低圧母線盤 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：緊急時対策所EL50250 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） （設置許可まとめ資料）第61－3－5 図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項 6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

（設置許可まとめ資料）第61－3－5 図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

（設置許可まとめ資料）第61－5－7 図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-7図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-7図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

（設置許可まとめ資料）第61－3－5 図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



非電-176 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 76条 

電源の確保 （緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所 低圧母線盤 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用ディーゼル発電設備 
緊急時対策所用発電機 

可搬ケーブル 

非常用所内電気設備 
緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

緊急時対策所 低圧母線盤 

非常用ディーゼル発電設備 

緊急時対策所用燃料地下タンク 

タンクローリ 

ホース 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所用発電機は，２号炉原子炉建物内の非常用ディーゼル発電機とは離れた建物の屋外に保管することで共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，中央制御室の電源である非常用ディーゼル発電設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電

源の冷却方式を空冷式とすることで多様性を有する設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，１台で緊急時対策所に給電するために必要な容量を有するものを，燃料補給時の切替えを考慮して，合計

２台を緊急時対策所に接続することで多重性を有するとともに，故障対応時及び保守点検時のバックアップ用として予備機を２台保

管する設計とする。 

燃料補給設備のタンクローリは，原子炉建物内のディーゼル燃料デイタンク並びにタービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポンプ

から離れた屋外に分散して保管することで，ディーゼル燃料デイタンク及び A-ディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

燃料補給設備の緊急時対策所用燃料地下タンクは，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料貯蔵タンクから離れた場所に設置すること

で，A-ディーゼル料貯蔵タンクと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 



非電-177 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 76条 

電源の確保 （緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所用燃料地下タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-1-1-6-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-6-3-6図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-6-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-6-3-6図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-6-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-6-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-6-3-6図 

【系統図】：第 9-1-1-6-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能

な設計とする。

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-6-3-6図 

【系統図】：第 9-1-1-6-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-1-1-6-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第 9-1-1-6-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-6-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



非電-178 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第76条 

電源の確保 （緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所用燃料地下タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用交流電源設備 
緊急時対策所用発電機 

可搬ケーブル 

非常用所内電気設備 
緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

緊急時対策所 低圧母線盤 

非常用交流電源設備 

緊急時対策所用燃料地下タンク 

タンクローリ 

ホース 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク タンクローリ 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所用発電機は，２号炉原子炉建物内の非常用ディーゼル発電機とは離れた建物の屋外に保管することで共通要因によって
同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 
緊急時対策所用発電機は，中央制御室の電源である非常用ディーゼル発電設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電
源の冷却方式を空冷式とすることで多様性を有する設計とする。 
緊急時対策所用発電機は，１台で緊急時対策所に給電するために必要な容量を有するものを，燃料補給時の切替えを考慮して，合計
２台を緊急時対策所に接続することで多重性を有するとともに，故障対応時及び保守点検時のバックアップ用として予備機を２台保
管する設計とする。 
燃料補給設備のタンクローリは，原子炉建物内のディーゼル燃料デイタンク並びにタービン建物近傍のA-ディーゼル燃料移送ポンプ
から離れた屋外に分散して保管することで，ディーゼル燃料デイタンク及びA-ディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に
機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 
燃料補給設備の緊急時対策所用燃料地下タンクは，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃料貯蔵タンクから離れた場所に設置すること
で，A-ディーゼル料貯蔵タンクと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 



非電-179 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 76条 

電源の確保 （緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

タンクローリ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-1-1-6-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-6-3-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-6-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-6-3-4図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故等対処設備の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-1-1-6-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-1-1-6-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-6-3-4図 

【系統図】：第 9-1-1-6-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-6-3-4図 

【系統図】：第 9-1-1-6-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-1-1-6-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第 9-1-1-6-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-1-1-6-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



非電-180 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第76条 
電源の確保 （緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

タンクローリ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処
設備の容量 

・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処
設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計
・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方
式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，
複数の系統での接続方式を図った設計

【構造図】：第9-1-1-6-3-4図 
【系統図】：第9-1-1-6-2-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所
の確保 

－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 
・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設
備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及
び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 
外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処
置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺
すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中
埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」
及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋
外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3
・Ⅵ-1-1-7-別添1
・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 
・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用交流電源設備 
緊急時対策所用発電機 

可搬ケーブル 

非常用所内電気設備 
緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

緊急時対策所 低圧母線盤 

非常用交流電源設備 

緊急時対策所用燃料地下タンク 

タンクローリ 

ホース 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク タンクローリ 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所用発電機は，２号炉原子炉建物内の非常用ディーゼル発電機とは離れた建物の屋外に保管することで共通要因によって
同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 
緊急時対策所用発電機は，中央制御室の電源である非常用ディーゼル発電設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電
源の冷却方式を空冷式とすることで多様性を有する設計とする。 
緊急時対策所用発電機は，１台で緊急時対策所に給電するために必要な容量を有するものを，燃料補給時の切替えを考慮して，合計
２台を緊急時対策所に接続することで多重性を有するとともに，故障対応時及び保守点検時のバックアップ用として予備機を２台保
管する設計とする。 
燃料補給設備のタンクローリは，原子炉建物内のディーゼル燃料デイタンク並びにタービン建物近傍のA-ディーゼル燃料移送ポンプ
から離れた屋外に分散して保管することで，ディーゼル燃料デイタンク及びA-ディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に
機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 
燃料補給設備の緊急時対策所用燃料地下タンクは，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃料貯蔵タンクから離れた場所に設置すること
で，A-ディーゼル料貯蔵タンクと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 



補燃-1 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-3-4-5図 

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



補燃-2 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・第 1項第 1号と同じ － 

溢水 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

火災 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

サポート系 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料補給設備のタンクローリは，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプ並びに原子炉建

物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，A-ディーゼル燃料移送ポンプ，B-ディーゼル燃料

移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，タービン建物及び原子炉建物から離れた場所に設置することで，タービン建物近傍の A-ディ

ーゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料貯蔵タンク並びに原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料貯蔵タンクと共通要因によって同

時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



補燃-3 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-8図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-1-4-8図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-8図 

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-1-4-8図 

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



補燃-4 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計 

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計 

・Ⅵ－2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料補給設備のタンクローリは，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプ並びに原子炉建

物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，A-ディーゼル燃料移送ポンプ，B-ディーゼル燃料

移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，タービン建物及び原子炉建物から離れた場所に設置することで，タービン建物近傍の A-ディ

ーゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料貯蔵タンク並びに原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料貯蔵タンクと共通要因によって同

時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

  



補燃-5 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-9図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-1-4-9図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-1-4-9図 

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-1-4-9図 

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



補燃-6 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料補給設備のタンクローリは，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプ並びに原子炉建

物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，A-ディーゼル燃料移送ポンプ，B-ディーゼル燃料

移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，タービン建物及び原子炉建物から離れた場所に設置することで，タービン建物近傍の A-ディ

ーゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料貯蔵タンク並びに原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料貯蔵タンクと共通要因によって同

時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



補燃-7 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-2-4-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-2-4-7図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-2-4-7図 

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-2-4-7図 

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節



補燃-8 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料補給設備のタンクローリは，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプ並びに原子炉建

物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，A-ディーゼル燃料移送ポンプ，B-ディーゼル燃料

移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，タービン建物及び原子炉建物から離れた場所に設置することで，タービン建物近傍の A-ディ

ーゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料貯蔵タンク並びに原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料貯蔵タンクと共通要因によって同

時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



補燃-9 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 72条 

燃料補給設備 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

タンクローリ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-4-3-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-1-1-4-3-7図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故等対処設備の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

【構造図】：第 9-1-1-4-3-7図 

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第 9-1-1-4-3-8図 

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第 9-5-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



補燃-10 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 72条 

燃料補給設備 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

タンクローリ 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計 

【構造図】：第 9-1-1-4-3-7図 

【系統図】：第 9-5-1-2-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添 1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添 1 

・Ⅵ-1-1-7-別添 2 

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料補給設備のタンクローリは，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプ並びに原子炉建

物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，A-ディーゼル燃料移送ポンプ，B-ディーゼル燃料

移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，タービン建物及び原子炉建物から離れた場所に設置することで，タービン建物近傍の A-ディ

ーゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料貯蔵タンク並びに原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料貯蔵タンクと共通要因によって同

時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



取水-1 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

― 

非常用取水設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

取水口 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第 9-6-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・常時海水を通水する鋼製構造物であるため，海水影響による腐食代を考慮

した厚さとする設計
【構造図】：第 9-6-1-2-3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-6-1-2-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・外観の確認が可能な設計 【構造図】：第 9-6-1-2-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



取水-2 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

― 

非常用取水設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

取水口 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置 

・地震に対して技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく

地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置 

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（取水口） 取水口 

（取水管） 取水管 

（取水槽） 取水槽 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



取水-3 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

― 

非常用取水設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

取水管 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値  
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第 9-6-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・常時海水を通水する鋼製構造物であるため，海水影響による腐食代を考慮

した厚さとする設計
【構造図】：第 9-6-1-2-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-6-1-2-2図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・外観の確認が可能な設計 【構造図】：第 9-6-1-2-2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



取水-4 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

― 

非常用取水設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

取水管 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置 

・地震に対して技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく

地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置 

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（取水口） 取水口 

（取水管） 取水管 

（取水槽） 取水槽 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



取水-5 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

― 

非常用取水設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

取水槽 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第 9-6-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 4 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 
・常時海水を通水するコンクリート構造物であるため，海水影響を考慮して

十分なかぶり厚さを確保する設計
【構造図】：第 9-6-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 9-6-1-2-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計 

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計 

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・外観の確認が可能な設計 【構造図】：第 9-6-1-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



取水-6 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

― 

非常用取水設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

取水槽 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・地震に対して技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく

地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・火災に対して技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（取水口） 取水口 

（取水管） 取水管 

（取水槽） 取水槽 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



緊対-1 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

酸素濃度計 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値

【設置場所】：緊急時対策所 

EL 50800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度(85%)≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） （設置許可まとめ資料）図 61-3-15 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震の影響による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に保管する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・付属の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

・人力又は車両等による運搬，移動ができる設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-9-3-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）+ECCS 注水機能失敗+全交流動力電源喪

失時の屋外現場操作 

（設置許可まとめ資料）図 61-3-15 

・Ⅵ-1-1-7 第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



緊対-2 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

酸素濃度計 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-9-3-1

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備接続しない) － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない) － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート －（緊急時対策所で保管及び使用） － 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない
－ 

溢水 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない
－ 

火災 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

緊急時対策所遮蔽 

緊急時対策所空気浄化送風機 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 

差圧計 

酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

可搬式エリア放射線モニタ 

可搬式モニタリングポスト 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所は，中央制御室から独立した建物と一体の遮蔽及び換気空調設備として，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所

空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モ

ニタを有し，換気空調設備の電源を緊急時対策所用発電機から給電できる設計とする。これらは中央制御室に対して独立性を有した

設備により居住性を確保できる設計とする。 

緊急時対策所，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空

気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，中央制御室とは離れた建物に保管又は設置す

ることで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



緊対-3 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

二酸化炭素濃度計 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値

【設置場所】：緊急時対策所 

EL 50800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度(85%)≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） （設置許可まとめ資料）図 61-3-15 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項第 6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電波法認証機器であり，電磁波の影響により機能が損なわれないことを確

認している

－ 

荷重 

・地震の影響による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に保管する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・付属の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

・人力又は車両等による運搬，移動ができる設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-9-3-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）+ECCS 注水機能失敗+全交流動力電源喪

失時の屋外現場操作 

（設置許可まとめ資料）図 61-3-15 

・Ⅵ-1-1-7 第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



緊対-4 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

二酸化炭素濃度計 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-9-3-1 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備接続しない) － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない) － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート －（緊急時対策所で保管及び使用） － 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第 1項第 1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない 
－ 

溢水 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない 
－ 

火災 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない 
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

緊急時対策所遮蔽 

緊急時対策所空気浄化送風機 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 

差圧計 

酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

可搬式エリア放射線モニタ 

可搬式モニタリングポスト 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所は，中央制御室から独立した建物と一体の遮蔽及び換気空調設備として，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所

空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モ

ニタを有し，換気空調設備の電源を緊急時対策所用発電機から給電できる設計とする。これらは中央制御室に対して独立性を有した

設備により居住性を確保できる設計とする。 

緊急時対策所，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空

気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，中央制御室とは離れた建物に保管又は設置す

ることで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

  



緊対-5 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 76条 

必要な情報の把握 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 

廃棄物処理建物 

・[ＳＰＤＳデータ収集サーバ]環境温度（40℃）≦設計値

緊急時対策所 

・[ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置]

環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物

EL21150，緊急時対策所 EL50250 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：[ＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ]温度評価手法 1，[ＳＰＤＳ伝

送サーバ]温度評価手法 1，[ＳＰＤ

Ｓデータ表示装置]温度評価手法 2 

圧力 

廃棄物処理建物 

・[ＳＰＤＳデータ収集サーバ]環境圧力（大気圧）≦設計値

緊急時対策所 

・[ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置]

環境圧力（大気圧）≦設計値 ）

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：[ＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ]圧力評価手法 1，[ＳＰＤＳ伝

送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示

装置]圧力評価手法 1 

湿度 

廃棄物処理建物 

・[ＳＰＤＳデータ収集サーバ]環境湿度（80％）≦設計値

緊急時対策所 

・[ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置]

環境湿度（80％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：[ＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ]湿度評価手法 1，[ＳＰＤＳ伝

送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示

装置]湿度評価手法 1 

屋外天候 －(考慮不要) 【配置図】第 1-6-25，26図 

放射線（機器） 

廃棄物処理建物 

・[ＳＰＤＳデータ収集サーバ]

環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

緊急時対策所 

・[ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置]

環境放射線≦6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：[ＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ]放射線評価手法 3，[ＳＰＤＳ

伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表

示装置]放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項 6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

[ＳＰＤＳデータ収集サーバ及びＳＰＤＳ伝送サーバ] 

－（操作不要） 

[ＳＰＤＳデータ表示装置] 

・付属の操作スイッチにより使用場所での操作が可能な設計

【配置図】第 1-6-25，26図 

（設置許可系統図）第 6.4－4図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第 6.4－4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第 6.4－4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

[ＳＰＤＳデータ収集サーバ及びＳＰＤＳ伝送サーバ] 

－（操作不要） 

[ＳＰＤＳデータ表示装置] 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：常設代替交流電源設備からの受電操作時の屋内現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第 2.3節



緊対-6 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 76条 

必要な情報の把握 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-11

・Ⅵ-1-5-1

・Ⅵ-1-9-3-1

第
２
号 

共用の禁止 

・号機の区分けなく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しな

がら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，また端末を変更

する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が

図れることから，１，２，３号機で共用する設計

・共用により悪影響を及ぼさないよう，１，２，３号機に必要な容量を確保

する設計

－ 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

溢水 
・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

火災 
・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

緊急時対策所用発電機 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

廃棄物処理建物及び緊急時対策所内に設置する安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の電源は，常設代替交流電源設備又は可搬

型代替交流電源設備及び緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充

電器等を含む。）に対して多様性を有する設計とする。 



緊対-7 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 76条 

通信連絡（緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

無線通信設備（固定型） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・[本体]環境温度（40℃）≦設計値

・[ハンドセット]環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：緊急時対策所EL50250 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】： 

[本体]温度評価手法 2，[ハンドセ

ット]温度評価手法 1 

圧力 
・[本体]環境圧力（大気圧）≦設計値

・[ハンドセット]環境圧力（大気圧）≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 
・[本体]環境湿度（85％）≦設計値

・[ハンドセット]環境湿度（85％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 －(考慮不要) 【配置図】第 1-6-26図 

放射線（機器） 
・[本体]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

・[ハンドセット]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項 6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・付属の操作スイッチにより使用場所での操作が可能な設計
【配置図】第 1-6-26図 

（設置許可系統図）第 10.11－1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 （設置許可系統図）第 10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第 10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：常設代替交流電源設備からの受電操作時の屋内現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第 2.3節



緊対-8 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 76条 

通信連絡（緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

無線通信設備（固定型） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設
備の容量 

・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

共用の禁止 

・号機の区分けなく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しな

がら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，また端末を変更

する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が

図れることから，１，２，３号機で共用する設計

・共用により悪影響を及ぼさないよう，１，２，３号機に必要な容量を確保

する設計

－ 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

無線通信設備（携帯型） 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

― 
統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

（テレビ会議システム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ） 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
緊急時対策所用発電機 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力

保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急

時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電

により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）

及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力

保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又

は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有

する設計とする。また，無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡

設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備及び衛星電話設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様性を有する設計と

する。 

緊急時対策所内に設置する統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備の電源は，電力保安通信用電話設備，局線加入電話

設備，専用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非

常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する電力保安通信用電話設備，局線加入電話

設備，及び専用電話設備に対して多様性を有する設計とする。 



緊対-9 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 76条 

通信連絡（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

無線通信設備（携帯型） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】第 1-6-26図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項 6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震の影響による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に保管する

・Ⅵ-1-1-7別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，配置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・人が携行して移動し，付属の操作スイッチにより使用場所で操作が可能な

設計

【配置図】第 1-6-26図 

（設置許可系統図）第 10.11－1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第 10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第 10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：原子炉補機代替冷却系準備操作時の屋外現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第 2.3節

第
２
項 

－ 常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



緊対-10 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 76条 

通信連絡（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

無線通信設備（携帯型） 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号と同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の処

置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺

すり込みによる不当沈下，傾斜および浮き上がり，地盤支持力の不足，地

中埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管

・地震および津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7別添 1

・Ⅵ-1-1-7別添 2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備備と位置的分散を図り保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備備と位置的分散を図り保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

無線通信設備（携帯型） 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

― 
統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

（テレビ会議システム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ） 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
充電式電池 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急時対策所用発電機からの給電により使用する

ことで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置することで，所内

通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの

給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備

（携帯型）は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的

分散を図る設計とする。 

無線通信設備及び衛星電話設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様性を有する設計とする。 

緊急時対策所内に設置する統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備の電源は，電力保安通信用電話設備，局線加入電話設備，専用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置

（充電器等を含む。）からの給電により使用する電力保安通信用電話設備，局線加入電話設備，及び専用電話設備に対して多様性を有する設計とする。 



緊対-11 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 76条 

通信連絡（緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（固定型） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・[本体]環境温度（40℃）≦設計値

・[電話機]環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：[本体]緊急時対策所

EL50250，[電話機]緊急時対策所

EL50250 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：[本体]温度評価手法 1，

[電話機]温度評価手法 2 

圧力 
・[本体]環境圧力（大気圧）≦設計値

・[電話機]環境圧力（大気圧）≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 
・[本体]環境湿度（85％）≦設計値

・[電話機]環境湿度（85％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：[本体]湿度評価手法 1， 

[電話機]湿度評価手法 1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】第 1-6-26図 

放射線（機器） 
・[本体]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

・[ハンドセット]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項 6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・付属の操作スイッチにより使用場所での操作が可能な設計
【配置図】第 1-6-25，26図 

（設置許可系統図）第 10.11－1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第 10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第 10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：常設代替交流電源設備からの受電操作時の屋内現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第 2.3節



緊対-12 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 76条 

通信連絡（緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（固定型） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

共用の禁止 

・号機の区分けなく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しな

がら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，また端末を変更

する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が

図れることから，１，２，３号機で共用する設計

・共用により悪影響を及ぼさないよう，１，２，３号機に必要な容量を確保

する設計

－ 

第
３
号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

有線式通信設備 

無線通信設備（固定型） 

無線通信設備（携帯型） 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

― 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
緊急時対策所用発電機 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力

保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急

時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電

により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）

及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力

保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又

は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有

する設計とする。また，無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡

設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備及び衛星電話設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様性を有する設計と

する。 

緊急時対策所内に設置する統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備の電源は，電力保安通信用電話設備，局線加入電話

設備，専用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非

常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する電力保安通信用電話設備，局線加入電話

設備，及び専用電話設備に対して多様性を有する設計とする。 



緊対-13 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 76条 

通信連絡（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（携帯型） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第 2.3節 

【設計値】：温度評価手法 1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：圧力評価手法 1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：湿度評価手法 1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】第 1-6-26図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 3 

放射線（被ばく） ・第 1項 6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震の影響による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に保管する

・Ⅵ-1-1-7別添 2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，配置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・人が携行して移動し，付属の操作スイッチにより使用場所で操作が可能な

設計

【配置図】第 1-6-26図 

（設置許可系統図）第 10.11－1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第 10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第 10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：原子炉補機代替冷却系準備操作時の屋外現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第 2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



緊対-14 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第 76条 

通信連絡（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（携帯型） 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第 1項第 6号と同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第 3項第 7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7別添 1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の処

置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺

すり込みによる不当沈下，傾斜および浮き上がり，地盤支持力の不足，地

中埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管

・地震および津波に対しては，技術基準規則第 50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第 51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7別添 1

・Ⅵ-1-1-7別添 2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備備と位置的分散を図り保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備備と位置的分散を図り保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

無線通信設備（携帯型） 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

（テレビ会議システム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ） 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
充電式電池 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び独立

性の考慮内容 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急時対策所用発電機からの給電により使用する

ことで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置することで，所内

通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの

給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備

（携帯型）は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的

分散を図る設計とする。 

無線通信設備及び衛星電話設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様性を有する設計とする。 

緊急時対策所内に設置する統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備の電源は，電力保安通信用電話設備，局線加入電話設備，専用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置

（充電器等を含む。）からの給電により使用する電力保安通信用電話設備，局線加入電話設備，及び専用電話設備に対して多様性を有する設計とする。 



緊対-15 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第76条 

通信連絡（緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

（テレビ会議システム，ⅠＰ－電話機，ＩＰ－ＦＡＸ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：緊急時対策所EL50250 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（80％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】第1-6-26図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・付属の操作スイッチにより使用場所での操作が可能な設計
【配置図】第1-6-25，26図 

（設置許可系統図）第10.11－1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：常設代替交流電源設備からの受電操作時の屋内現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



緊対-16 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第 76条 

通信連絡（緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

（テレビ会議システム，ⅠＰ－電話機，ＩＰ－ＦＡＸ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

共用の禁止 

・号機の区分けなく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しな

がら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，また端末を変更

する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が

図れることから，１，２，３号機で共用する設計

・共用により悪影響を及ぼさないよう，１，２，３号機に必要な容量を確保

する設計

－ 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

溢水 
・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

火災 
・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

無線通信設備（固定型） 

無線通信設備（携帯型） 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ

会議システム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ） 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
緊急時対策所用発電機 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力

保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急

時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電

により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）

及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力

保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又

は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有

する設計とする。また，無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡

設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備及び衛星電話設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様性を有する設計と

する。 

緊急時対策所内に設置する統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備の電源は，電力保安通信用電話設備，局線加入電話

設備，専用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非

常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する電力保安通信用電話設備，局線加入電話

設備，及び専用電話設備に対して多様性を有する設計とする。 



 

 

 

 
 

 

 

 

2．【第 14,15,38条に対する適合性の整理表】 



 

 

1 

本資料は，第 14,15,38条への適合に必要な設計方針を示すものであり，その記載要

領を P.2～P.3に示す。 
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安全設備を含む設計基準対象施設の適合性一覧表記載要領 

番号 項目 記載内容 

(1) 施設区分 
対応する「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 別表第 2」の

施設区分を記載。 

(2) 設備分類 
対応する設備分類（設計基準対象施設，安全施設，重要施設，重要安全施

設）を選択。 

(3) 設備名称 設備名称を記載。 

(4) 

単一故障時の機能達

成（多重性又は多様

性，及び独立性 

多重性又は多様性，及び独立性を考慮することを記載。 

(5) 
環境条件における健

全性（温度等） 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定され

る温度，圧力，湿度及び放射線の環境条件と，本資料説明対象設備の設

計値との比較により健全性を記載。 

ここで環境条件は添付書類Ⅵ-1-1-7 第 2.3 節において設定した値であ

り，添付書類Ⅵ-1-1-7第 2.3 節の原則外を適用する場合は，「10．安全設

備及び重大事故等対処設備の環境条件の設定について」に示した値を記

載。 

設計値（耐性値）は（18）において評価手法の分類を示しており，各評価

手法の内容は「3．環境条件における機器の健全性評価の手法について」

に記載。 

(6) 
環境条件における健

全性（屋外天候） 
屋外設置設備については，屋外の環境条件を考慮することを記載。 

(7) 

環境条件における健

全性（放射線（被ば

く）） 

現地操作が必要な設備について，現地の環境条件を考慮することを記載。 

(8) 
環境条件における健

全性（海水） 

海水通水の有無を記載するとともに，通水するものは問題ない材料であ

ることを記載。 

(9) 
環境条件における健

全性（電磁的障害） 

金属筐体で囲まれている，電子部品を組み込まない等により電磁波によ

る影響に対する健全性の記載。 

(10) 
環境条件における健

全性（荷重） 

想定される荷重に対しても機能発揮できること，固縛すること，除雪す

ること等の方針を記載。 

(11) 

環境条件における健

全性（周辺機器等から

の悪影響） 

地震，火災等により想定される波及的影響で機能喪失しないことを記載。 

(12) 
環境条件における健

全性（冷却材の性状） 

水質管理基準を定めて水質を管理すること，ストレーナ等を設置するこ

とにより異物の影響を防止する設計であることを記載。 

(13) 試験・検査 想定する試験・検査項目を明確にし，それらが可能であることを記載。 

(14) 悪影響防止（飛散物） 

蒸気タービン，発電機及び内部発生エネルギの高い流体を内蔵する弁及

び配管の破断並びに高速回転機器の損壊に伴う飛散物により，安全性を

損なわないことを記載。 

(15) 
共用又は相互接続の

禁止 

共用又は相互接続しないこと，もしくは共用又は相互接続により発電用

原子炉の安全性が向上することを記載。 

(16) 
共用又は相互接続に

よる安全性の影響 

共用又は相互接続しないこと，もしくは共用又は相互接続により発電用

原子炉の安全性を損なわないことを記載。 

(17) 
操作の確実性 

操作の容易性 
誤操作を防止するとともに容易に操作ができる設計であることを記載。 

(18) 参照図書 

配置図，構造図等の添付図は，（4）～（17）の内容を直接的にするもので

はないが，設備の大概イメージを確認できるものを記載。添付資料は，

（4）～（17）の内容をより詳細な設計を説明した資料を記載。 
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核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 
（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 
燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 42800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（90％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第3-1-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・検出器（熱電対）の構成部品に電子部品を含まないため，電磁波の

影響を受けない 
－ 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施） 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止」に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように,技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校

正が可能な設計 
・Ⅵ-1-3-1

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 

安全基準設備を含む設計基準対象施設の適合性一覧表記載要領説明図 

(1) (2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(5) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(12)
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 
（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 42800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（90％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第3-1-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・検出器（熱電対）の構成部品に電子部品を含まないため，電磁波の

影響を受けない
－ 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止」に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように,技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校

正が可能な設計 
・Ⅵ-1-3-1

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 



5 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 
（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

燃料プール温度 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 42800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（90％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第3-1-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・検出器（熱電対）の構成部品に電子部品を含まないため，電磁波の

影響を受けない
－ 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止」に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように,技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校

正が可能な設計 
・Ⅵ-1-3-1

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 



6 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 
（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

燃料プール冷却ポンプ入口温度 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 30500mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（90％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第3-1-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・検出器（熱電対）の構成部品に電子部品を含まないため，電磁波の

影響を受けない
－ 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止」に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように,技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校

正が可能な設計 
・Ⅵ-1-3-1

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 



7 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 
（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

中央制御室機能（1/2） 

第

14

条 

第

１

項 

重

要

施

設 

単

一

故

障

時

の

機

能

達

成 

多重性又は多様性及び独立性 

・原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生し

た場合に，従事者が支障なく中央制御室に入ることができるよう，これに連絡す

る通路及び出入りするための区域を多重化する設計としている

－ 

第

２

項 

安

全

施

設 

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性 

温度 

・【津波監視カメラ】環境温度（40℃）≦設計値

・【構内監視カメラ】環境温度（40℃）≦設計値

・【取水槽水位計】環境温度（40℃）≦設計値

・【気象観測設備】環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 

・【津波監視カメラ】環境湿度（100％）≦設計値

・【構内監視カメラ】環境湿度（100％）≦設計値

・【取水槽水位計】環境湿度（100％）≦設計値

・【気象観測設備】環境湿度（100％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第1-5-1-1図 

【構造図】第1-5-2-1,3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している 【構造図】第1-5-2-1,3図 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を行い，それぞ

れの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に発揮できる設計（地震荷

重及び地震を含む荷重の組合せに対する設計についてはⅥ-2，地震以外の荷重

及び地震以外の荷重の組合せに対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能を喪失しな

いように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防止」及び第7条「外部か

らの衝撃による損傷の防止」に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規則第5条

「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規則第11条

「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように,技術基準規則第12条

「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第

15

条 

第

２

項 

設

計

基

準

対

象

施

設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が可能な

設計 
－ 

第

４

項 

設

計

基

準

対

象

施

設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第

５

項 

重

要

安

全

施

設 

共用又は相互接続の禁止 

・中央制御室については，１号機及び２号機で共用するが，各号機で必要な人員

を確保した上で，共用により１号機及び２号機の中央制御室を自由に行き来で

きる空間とすることによりプラントの状況に応じた，運転員の相互融通を可能

とすることで，１号機及び２号機の安全性が向上する設計とする。

－ 

第

６

項 

安

全

施

設 

共用又は相互接続による安全性の影

響 
-（本項目に該当しない） － 

第

38

条 

第

２

項 

安

全

施

設 

操作の確実性 

操作の容易性 

・グループ化した配列及び色分けによる識別や操作器のコーディング（色，形

状，大きさ等の視覚的要素での識別）等を行うことで，運転員の誤操作を防止

するとともに容易に操作ができる設計

・Ⅵ-1-5-4
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

中央制御室機能（2/2） 

第

14

条 

第

１

項 

重

要

施

設 

単

一

故

障

時

の

機

能

達

成 

多重性又は多様性及び独立性 

・原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生し

た場合に，従事者が支障なく中央制御室に入ることができるよう，これに連絡す

る通路及び出入りするための区域を多重化する設計としている

－ 

第

２

項 

安

全

施

設 

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性 

温度 
・【酸素濃度計】環境温度（40℃）≦設計値

・【二酸化炭素濃度計】環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物EL 16900mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 
・【酸素濃度計】環境湿度（85％）≦設計値

・【二酸化炭素濃度計】環境湿度（85％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 

・【酸素濃度計】電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している 

・【二酸化炭素濃度計】電波法認証機器であり，電磁波の影響により機能が損なわ

れないことを確認している 

－ 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を行い，それぞ

れの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に発揮できる設計（地震荷

重及び地震を含む荷重の組合せに対する設計についてはⅥ-2，地震以外の荷重

及び地震以外の荷重の組合せに対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能を喪失しな

いように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防止」及び第7条「外部か

らの衝撃による損傷の防止」に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規則第5条

「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規則第11条

「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように,技術基準規則第12条

「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第

15

条 

第

２

項 

設

計

基

準

対

象

施

設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が可能な

設計 
－ 

第

４

項 

設

計

基

準

対

象

施

設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第

５

項 

重

要

安

全

施

設 

共用又は相互接続の禁止 

・中央制御室については，１号機及び２号機で共用するが，各号機で必要な人員

を確保した上で，共用により１号機及び２号機の中央制御室を自由に行き来で

きる空間とすることによりプラントの状況に応じた，運転員の相互融通を可能

とすることで，１号機及び２号機の安全性が向上する設計とする。

－ 

第

６

項 

安

全

施

設 

共用又は相互接続による安全性の影

響 
－（本項目に該当しない） － 

第

38

条 

第

２

項 

安

全

施

設 

操作の確実性 

操作の容易性 

・グループ化した配列及び色分けによる識別や操作器のコーディング（色，形

状，大きさ等の視覚的要素での識別）等を行うことで，運転員の誤操作を防止

するとともに容易に操作ができる設計

・Ⅵ-1-5-4
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

放射線管理施設 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 補助遮蔽（屋外配管ダクト（ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建

物）南壁） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第7-3-2-29図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

原子炉格納施設 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

MV217-4 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物 

EL 23800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（90％（事象初期：100％））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-4-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.75kGy/6ヶ月）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-4-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第8-3-4-1-3-1図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第8-3-4-1-2-1図 

【構造図】：第8-3-4-1-3-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

原子炉格納施設 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

MV217-5 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（90％（事象初期：100％））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-4-1-1-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.75kGy/6ヶ月）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-4-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第8-3-4-1-3-2図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第8-3-4-1-2-1図 

【構造図】：第8-3-4-1-3-2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

原子炉格納施設 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

MV217-18 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物 

EL 34800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（90％（事象初期：100％））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-4-1-1-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.75kGy/6ヶ月）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-4-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第8-3-4-1-3-3図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第8-3-4-1-2-1図 

【構造図】：第8-3-4-1-3-3図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（非常用電源設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

A-ディーゼル燃料移送ポンプ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 

・非常用電源設備を構成する設備を含め，同一機能を持つ設備を複数

設置することで，多重性を図った設計としている

【配置図】第9-1-1-1-1-1図 

【系統図】第9-1-1-1-3-5図 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：取水エリア 

EL 7550mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 屋外の環境条件を考慮 
【配置図】：第9-1-1-1-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-6図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） ・【系統図】第9-1-1-1-3-5図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損な

われることはない

・【構造図】第9-1-1-1-4-6図 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） ・【系統図】第9-1-1-1-3-5図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

・【系統図】第9-1-1-1-3-5図 

・【構造図】第9-1-1-1-4-6図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（共用／相互接続しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（非常用電源設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 
参照資料 

B-ディーゼル燃料移送ポンプ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 

・非常用電源設備を構成する設備を含め，同一機能を持つ設備を複数

設置することで，多重性を図った設計としている

【配置図】第9-1-1-1-1-2図 

【系統図】第9-1-1-1-3-5図 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：B-ディーゼル燃料貯

蔵タンク格納槽 EL 13400mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 屋外の環境条件を考慮 
【配置図】：第9-1-1-1-1-2図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） ・【系統図】第9-1-1-1-3-5図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損な

われることはない

・【構造図】第9-1-1-1-4-7図 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） ・【系統図】第9-1-1-1-3-5図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

・【系統図】第9-1-1-1-3-5図 

・【構造図】第9-1-1-1-4-7図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（共用／相互接続しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（非常用電源設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ディーゼル燃料移送ポンプ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 

・非常用電源設備を構成する設備を含め，同一機能を持つ設備を複数

設置することで，多重性を図った設計としている

【配置図】第9-1-1-2-1-1図 

【系統図】第9-1-1-2-3-5図 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：取水エリア 

 EL 7550mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 屋外の環境条件を考慮 
【配置図】：第9-1-1-2-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-2-4-6図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】第9-1-1-2-3-5図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損な

われることはない

【構造図】第9-1-1-2-4-6図 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】第9-1-1-2-3-5図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】第9-1-1-2-3-5図 

【構造図】第9-1-1-2-4-6図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（共用／相互接続しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（非常用電源設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 

・非常用電源設備を構成する設備を含め，同一機能を持つ設備を複数

設置することで，多重性を図った設計としている

【配置図】第9-1-1-1-1-1図 

【系統図】第9-1-1-1-3-5図 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：排気筒基礎 

EL 3500mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 屋外の環境条件を考慮 
【配置図】：第9-1-1-1-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-8図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-1-3-5図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-1-1-1-4-8図 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-1-3-5図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が

可能な設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第9-1-1-1-3-5図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-8図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（共用／相互接続しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（非常用電源設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 
参照資料 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 

・非常用電源設備を構成する設備を含め，同一機能を持つ設備を複数

設置することで，多重性を図った設計としている

【配置図】第9-1-1-1-1-2図 

【系統図】第9-1-1-1-3-5図 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：B-ディーゼル燃料 

貯蔵タンク格納槽 EL 9350mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 屋外の環境条件を考慮 
【配置図】：第9-1-1-1-1-2図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-9図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-1-3-5図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-1-1-1-4-9図 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-1-3-5図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が

可能な設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第9-1-1-1-3-5図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-9図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（共用／相互接続しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（非常用電源設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 
参照資料 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 

・非常用電源設備を構成する設備を含め，同一機能を持つ設備を複数

設置することで，多重性を図った設計としている

【配置図】第9-1-1-2-1-1図 

【系統図】第9-1-1-2-3-5図 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：排気筒基礎 

EL 3500mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 屋外の環境条件を考慮 
【配置図】：第9-1-1-2-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-2-4-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-2-3-5図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-1-1-2-4-7図 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-2-3-5図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が

可能な設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第9-1-1-2-3-5図 

【構造図】：第9-1-1-2-4-7図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（共用／相互接続しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（非常用電源設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

計装用無停電交流電源装置 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 

・計測制御用電源設備を構成する設備を含め，同一機能を持つ設備を

複数設置することで，多重性を図った設計としている

・計測制御用電源設備を構成する設備を含め，同一機能を持つ設備を

独立した電路で系統構成することで，独立性を図った設計としてい

る

－ 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300,15300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損な

われることはない
【構造図】：第9-1-2-1-2-1図 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験

装置により，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-6図 

【構造図】：第9-1-2-1-2-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（共用／相互接続しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（非常用電源設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

B1-115V系蓄電池（ＳＡ） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 

・非常用直流電源設備は，直流 115V 3 系統の充電器，蓄電池，主母

線盤等の設備を設置することで，多重性を図った設計としている

・非常用直流電源設備は，直流 115V 3 系統の充電器，蓄電池，主母

線盤等の設備を独立した電路で系統構成することで，独立性を図っ

た設計としている

－ 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1-1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-2-2-2-4,5図 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・電圧測定が可能な系統設計とする

【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第9-1-2-2-2-4,5図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（共用／相互接続しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（非常用電源設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

B1-115V系充電器（ＳＡ） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 

・非常用直流電源設備は，直流 115V 3 系統の充電器，蓄電池，主母

線盤等の設備を設置することで，多重性を図った設計としている

・非常用直流電源設備は，直流 115V 3 系統の充電器，蓄電池，主母

線盤等の設備を独立した電路で系統構成することで，独立性を図っ

た設計としている

－ 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損な

われることはない
【構造図】：第9-1-2-1-2-3図 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験

装置により，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第9-1-2-1-2-3図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（共用／相互接続しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（常用電源設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

モニタリングポスト用発電機 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損な

われることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・試運転により機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする
－ 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 

・モニタリングポスト（モニタリングポスト用発電機含む）は，発電

所周辺の放射線量率等を監視する設備であり，監視に必要な仕様と

するとともに，１，２，３号炉の区分けなく共通の対象を監視する

設備であることから，共用により安全性を損なうことはない。

－ 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-1-1-1～7図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-1～7図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-1-1-1～7図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-1～7図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-3-1-1-1～7図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-1-1-1～7図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-1～7図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-1-1-1～7図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-1～7図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-3-1-1-1～7図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

制御室建物 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-1-1-1～3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-1～3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-1-1-1～3図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-1～3図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-3-1-1-1～3図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-1-1-1～6図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-1～6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-1-1-1～6図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-1～6図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-3-1-1-1～6図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

取水エリア 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-1-1-1図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-3-1-1-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクエリア 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-1-1-2,12,13図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-2,12,13図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-1-1-2,12,13図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-2,12,13図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-3-1-1-2,12,13図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

固体廃棄物貯蔵所 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-1-1-8図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-8図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-1-1-8図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-8図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-3-1-1-8図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-1-1-9図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-9図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-1-1-9図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-9図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-3-1-1-9図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

格納槽 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-1-1-1～4図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-1～4図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-1-1-1～4図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-1～4図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-3-1-1-1～4図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ガスタービン発電機建物 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-1-1-10図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-10図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-1-1-10図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-10図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-3-1-1-10図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

緊急時対策所 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-1-1-11図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-11図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-1-1-11図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-11図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-3-1-1-11図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 
その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 
参照資料 

補助消火ポンプ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・【ポンプ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：補助消火ポンプ 

格納槽 EL-300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]温度評価手法1 

[モータ]温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]圧力評価手法1 

[モータ]圧力評価手法1 

湿度 
・【ポンプ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]湿度評価手法1 

[モータ]湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-1-1-1-1図 

放射線（機器） 
・【ポンプ】環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]放射線評価手法3 

[モータ]放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・中央制御室から操作可能な設計 － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-1-1-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-1-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-1-1-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-1-1-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第9-3-2-1-1-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-1-4-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） ・飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計 ・Ⅵ-1-1-10

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要（自動起動）） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

補助消火水槽 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-1-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-1-1-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-1-4-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-1-1-4-2図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-1-1-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可

能な設計 

【系統図】：第9-3-2-1-1-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-1-4-2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 
その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 
参照資料 

サイトバンカ建物消火ポンプ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・【ポンプ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：８ｍ盤消火ポンプ室 

EL 8700 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]温度評価手法1 

[モータ]温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]圧力評価手法1 

[モータ]圧力評価手法1 

湿度 
・【ポンプ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]湿度評価手法1 

[モータ]湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-1-2-1-2図 

放射線（機器） 
・【ポンプ】環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]放射線評価手法3 

[モータ]放射線評価手法3 

放射線（被ばく） －（考慮不要（自動起動）） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-1-2-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-2-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-1-2-4-1図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-1-2-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第9-3-2-1-2-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-2-4-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） ・飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計 ・Ⅵ-1-1-10

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 



37 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物消火タンク 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-2-1-2-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-1-2-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-2-4-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-1-2-4-2図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-1-2-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可

能な設計 

【系統図】：第9-3-2-1-2-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-2-4-2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 
その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 
参照資料 

４４ｍ盤消火ポンプ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・【ポンプ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：４４ｍ盤消火ポンプ 

室 EL 49200 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]温度評価手法1 

[モータ]温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]圧力評価手法1 

[モータ]圧力評価手法1 

湿度 
・【ポンプ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]湿度評価手法1 

[モータ]湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-1-3-1-2図 

放射線（機器） 
・【ポンプ】環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]放射線評価手法3 

[モータ]放射線評価手法3 

放射線（被ばく） －（考慮不要（自動起動）） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-1-3-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-3-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-1-3-4-1図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-1-3-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第9-3-2-1-3-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-3-4-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） ・飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計 ・Ⅵ-1-1-10

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要（自動起動）） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

４４ｍ盤消火タンク 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-2-1-3-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-1-3-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-3-4-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-1-3-4-2図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-1-3-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可

能な設計 

【系統図】：第9-3-2-1-3-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-3-4-2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 



40 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 
その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 
参照資料 

４５ｍ盤消火ポンプ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・【ポンプ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：４５ｍ盤消火ポンプ 

室 EL 45580 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]温度評価手法1 

[モータ]温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]圧力評価手法1 

[モータ]圧力評価手法1 

湿度 
・【ポンプ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]湿度評価手法1 

[モータ]湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-1-4-1-2図 

放射線（機器） 
・【ポンプ】環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]放射線評価手法3 

[モータ]放射線評価手法3 

放射線（被ばく） －（考慮不要（自動起動）） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-1-4-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-4-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-1-4-4-1図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-1-4-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第9-3-2-1-4-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-4-4-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） ・飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計 ・Ⅵ-1-1-10

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要（自動起動）） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

４５ｍ盤消火タンク 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-2-1-4-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-1-4-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-4-4-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-1-4-4-2図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-1-4-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可

能な設計 

【系統図】：第9-3-2-1-4-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-4-4-2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 
その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 
参照資料 

５０ｍ盤消火ポンプ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・【ポンプ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：５０ｍ盤消火ポンプ

室 EL 50200 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]温度評価手法1 

[モータ]温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]圧力評価手法1 

[モータ]圧力評価手法1 

湿度 
・【ポンプ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]湿度評価手法1 

[モータ]湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-1-5-1-2図 

放射線（機器） 
・【ポンプ】環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]放射線評価手法3 

[モータ]放射線評価手法3 

放射線（被ばく） －（考慮不要（自動起動）） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-1-5-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-5-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-1-5-4-1図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-1-5-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第9-3-2-1-5-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-5-4-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） ・飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計 ・Ⅵ-1-1-10

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要（自動起動）） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

５０ｍ盤消火タンク 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-2-1-5-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-1-5-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-5-4-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-1-5-4-2図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-1-5-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可

能な設計 

【系統図】：第9-3-2-1-5-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-5-4-2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 
参照資料 

ハロゲン化物ボンベ（原子炉建物） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物内各所 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【消火剤：ハロン1301】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【消火剤：FK-5-1-12】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（90％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-2-1-1-1～23図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 

【系統図】：第9-3-2-2-1-3-1～19図 

【構造図】：第9-3-2-2-1-4-1～41

図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-2-1-4-1～41図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-2-1-3-1～19図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計

【系統図】：第9-3-2-2-1-3-1～19図 

【構造図】：第9-3-2-2-1-4-1～41図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ハロゲン化物ボンベ（廃棄物処理建物） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：廃棄物処理建物内各

所 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-2-2-1-1～7図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-2-2-3-1～6図 

【構造図】：第9-3-2-2-2-4-1～9図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-2-2-4-1～9図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-2-2-3-1～6図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計

【系統図】：第9-3-2-2-2-3-1～6図 

【構造図】：第9-3-2-2-2-4-1～9図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ハロゲン化物ボンベ（制御室建物） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：制御室建物 

EL 12800 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-2-3-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-2-3-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-2-3-4-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-2-3-4-1,2図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-2-3-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計

【系統図】：第9-3-2-2-3-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-2-3-4-1,2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ハロゲン化物ボンベ（タービン建物） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：タービン建物各所 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-2-4-1-1～4図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-2-4-3-1～5図 

【構造図】：第9-3-2-2-4-4-1～6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-2-4-4-1～6図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-2-4-3-1～5図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計

【系統図】：第9-3-2-2-4-3-1～5図 

【構造図】：第9-3-2-2-4-4-1～6図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 



48 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ハロゲン化物ボンベ（ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクエリア） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：B-ディーゼル燃料貯

蔵タンク格納槽 

EL 15300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-2-5-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-2-5-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-2-5-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-2-5-4-1図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-2-5-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計

【系統図】：第9-3-2-2-5-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-2-5-4-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ハロゲン化物ボンベ（格納槽） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 

EL 14700 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-2-6-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-2-6-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-2-6-4-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-2-6-4-1,2図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-2-6-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計

【系統図】：第9-3-2-2-6-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-2-6-4-1,2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ハロゲン化物ボンベ（ガスタービン発電機建物） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：ガスタービン発電機

建物 EL 47500 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-2-7-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-2-7-3-1,2図 

【構造図】：第9-3-2-2-7-4-1～4図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-2-7-4-1～4図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-2-7-3-1,2図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計

【系統図】：第9-3-2-2-7-3-1,2図 

【構造図】：第9-3-2-2-7-4-1～4図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ハロゲン化物ボンベ（緊急時対策所） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：緊急時対策所 

EL 50500 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-2-8-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-2-8-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-2-8-4-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-2-8-4-1,2図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-2-8-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計

【系統図】：第9-3-2-2-8-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-2-8-4-1,2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 



52 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

防波壁（多重鋼管杭式擁壁） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

防波壁（逆T擁壁） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

防波壁（波返重力擁壁） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-3図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



55 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

防波壁通路防波扉（１号機北側) 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-4図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

防波壁通路防波扉（２号機北側) 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-5図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

防波壁通路防波扉（荷揚場南) 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-6図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



58 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

防波壁通路防波扉（３号機東側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-7図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



 

 

59 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁① 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-8図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁② 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-9図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



61 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁③ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-9図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁④ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-9図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁⑤ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-9図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

 

  



64 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁⑥ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-9図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



65 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁⑦ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-11図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



66 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁⑧-1 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-12図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



67 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁⑧-2 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-10図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



68 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁⑨ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-8図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁⑩ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-10図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁⑪ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-10図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁⑫ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-10図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁⑬ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-9図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

取水槽除じん機エリア防水壁 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-13図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

取水槽除じん機エリア水密扉（東） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-14図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



 

 

75 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

取水槽除じん機エリア水密扉（西） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-15図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

取水槽除じん機エリア水密扉（北） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-16図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



77 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

1号機取水槽流路縮小工 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-17図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



78 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 地下1階 復水系配管室防水壁 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-7-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



79 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 地下1階 復水器室北西側防水壁 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-7-2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



 

 

80 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 地下1階 復水器室北側防水壁 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-7-3図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

 

  



81 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 地下1階 復水器室北東側防水壁 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-7-4図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



 

 

82 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

取水槽海水ポンプエリア防護対策設備防水壁 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

 

  



 

 

83 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備北側防水壁 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-7-5図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

 

  



 

 

84 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備南側防水壁 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-7-6図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

 

  



85 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 地下1階 復水系配管室北側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-19図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 地下1階 復水系配管室南側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-20図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

 

  



87 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 地下1階 封水回収ポンプ室北側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-21図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



 

 

88 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

取水槽海水ポンプエリア水密扉（西） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

 

  



89 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

取水槽海水ポンプエリア水密扉（中） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



90 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

取水槽海水ポンプエリア水密扉（東） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-3図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



91 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

復水貯蔵タンク水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



92 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

補助復水貯蔵タンク水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



 

 

93 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外配管ダクト（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物）水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-3図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

 

  



94 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

トーラス水受入タンク水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-4図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



95 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備北側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-31図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備南側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-32図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下2階 A-DG制御盤室北側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

 

  



98 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下2階 A-RHRポンプ室北側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



99 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下2階 トーラス室北東水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-3図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下2階 トーラス室南東水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-4図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



101 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下2階 トーラス室北西水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-5図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



 

 

102 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下2階 トーラス室南西水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-11図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下2階 H-DG制御盤室南側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-6図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



 

 

104 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下2階 H-DG制御盤室北側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-7図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下2階 RCICポンプ室西側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-8図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下2階 A-DG制御盤室南側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-9図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下2階 C-RHRポンプ室南側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-10図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下1階 CRDポンプ室南側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-13図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下1階 CRDポンプ室東側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-14図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下1階 IA圧縮機室水密扉（階段室） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-15図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下1階 IA圧縮機室水密扉（南側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-12図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 1階 RCW熱交換器室南側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-16図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 1階 大物搬入口水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-17図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 地下1階 TCW熱交換器室南側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-18図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 1階 西側エアロック前水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-22図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 2階 常用電気室南側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-23図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 2階 離相母線室南側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-25図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

 

  



 

 

118 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 2階 大物搬入口水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-24図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

制御室建物 2階 チェックポイント連絡水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-33図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 地下1階 ホット計器補修室前水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-27図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 地下1階 被服置場北側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-26図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 1階 大物搬入口水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-28図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 1階 ドラム缶搬入口水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-29図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 2階 非常用再循環送風機室東側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-30図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 1階 南東側ポンプ室水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-5-34図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

 

  



126 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下2階 B-非常用DG電気室南側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下1階 RCIC直流C/C浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

 

  



 

 

128 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下1階 HPCS給気消音器フィルタ室浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-3図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下1階 南側通路浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-4図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下1階 北西階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-5図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下1階 DG室給気ダクト室南側階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-7図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下1階 第3チェックポイント浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-6図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 1階 北東階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-8図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 1階 北西階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-9図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 1階 PLRポンプMGセット室南西階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-12図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 1階 エアロック前浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-13図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 1階 南東階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-14図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 1階 南西階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-15図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 1階 第2チェックポイント浸水防止堰（非管理区域側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-11図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 1階 第2チェックポイント浸水防止堰（管理区域側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-10図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 2階 原子炉棟送風機室南側階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-18図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 2階 北東階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-19図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 2階 北西階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-20図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 原子炉建物 2階 A-原子炉格納容器H2・O2分析計ボンベラック室西側

浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-21図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 2階 A-非常用電気室南側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-22図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 2階 B-非常用電気室北側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-23図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 2階 A-非常用DG室送風機室浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-24図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 2階 東側PCVペネトレーション室北側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-25図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 2階 南東階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-26図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 2階 西側PCVペネトレーション室北側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-27図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 2階 南西階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-28図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 2階 非常用電気室北側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-29図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 2階 A-逃がし安全弁窒素ガス供給装置横浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-17図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 2階 RCWバルブ室東側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-30図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 原子炉建物 2階 A-原子炉格納容器H2・O2分析計ボンベラック室東側

浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-16図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 中2階 北東階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-32図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 中2階 エアロック前浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-33図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 中2階 CUWバルブ室東側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-34図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

 

  



 

 

159 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 中2階 CUWサージタンク室浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-31図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 中2階 南東階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-35図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 中2階 南西階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-36図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 3階 北東階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-37図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 3階 北西階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-38図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 3階 南東階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-39図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 3階 南西階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-40図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 3階 A-CAMS室前浸水防止堰（通路側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-41図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 3階 A-CAMS室前浸水防止堰（SGT室側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-42図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 3階 B-CAMS室前浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-43図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 3階 北西側階段室浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-74図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 4階 北東階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-44図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 4階 エアロック浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-45図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 4階 南東階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-46図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 4階 北西階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-47図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 4階 大物搬入口浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-48図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 1階 給水加熱器室南西浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-49図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 2階 復水器室南西階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-50図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 3階 タービン建物ダストサンプラ室西側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-53図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 3階 オペフロ南側階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-52図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 3階 オペフロ北西階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-54図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 3階 オペフロ南西階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-56図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 3階 オペフロ南東階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-51図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 3階 大物搬入口浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-55図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 3階 常用電気室送風機室南側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-57図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 3階 タービン建物送風機室南側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-58図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 4階 工具室浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-59図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

制御室建物 2階 第1チェックポイント東側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-72図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

 



187 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

制御室建物 2階 第1チェックポイント中央浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-73図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

制御室建物 4階 中央制御室東扉浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-78図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

制御室建物 4階 中央制御室中央扉浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-79図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

制御室建物 4階 中央制御室西扉浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-80図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 地下1階 通路東側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-60図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 1階 補助盤室東側通路南側扉浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-61図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 1階 補助盤室東側（北）浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-62図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 1階 補助盤室東側（中）浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-63図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

 



 

 

195 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 1階 補助盤室東側（南）浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-64図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

 

  



196 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 1階 消火用ボンベ室扉浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-65図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



 

 

197 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 1階 補助盤室前浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-66図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

 

  



 

 

198 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 1階 中央制御室横会議室浸水防止堰（補助盤室側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-75図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

 

  



 

 

199 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 1階 中央制御室横会議室浸水防止堰（予備室側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-77図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

 



 

 

200 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 廃棄物処理建物 1階 中央制御室横会議室浸水防止堰（運転員控室

側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-76図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

 

  



 

 

201 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 2階 中央制御室送風機室階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-67図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

 

  



202 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 2階 計算機室連絡扉前浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-68図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



203 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 廃棄物処理建物 4階 廃棄物処理建物送風機室南側浸水防止堰（非管

理区域側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-70図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



 

 

204 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 廃棄物処理建物 4階 廃棄物処理建物送風機室南側浸水防止堰（管理

区域側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-71図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

 



 

 

205 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 4階 南側シャッター前浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-69図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

 

  



 

 

206 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 1階 南側大物搬入口浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-4-2-6-92図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

 

  



 

 

207 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 1階 排風機室北側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-81図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

 

  



208 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 1階 北側大物搬入口浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-4-2-6-93図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



 

 

209 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 1階 北西側階段室浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-82図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

 

  



 

 

210 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 1階 建物出入口浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-83図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 2階プリコート室浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-84図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 3階 固体廃棄物貯蔵プール室北東側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-85図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 3階 固体廃棄物貯蔵プール室東側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-86図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 3階 固体廃棄物貯蔵プール室南東側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-87図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 3階 固体廃棄物貯蔵プール室北西側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-88図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 3階 固体廃棄物貯蔵プール室南西側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-89図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 サイトバンカ建物 3階 固体廃棄物貯蔵プール室機器搬入口浸水防止

堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-90図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 3階 溶融物搬入機室浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-6-91図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

 

  



219 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 3階 新燃料検査台ピット室防水板 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-8-7図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



220 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 2階 固定子冷却装置室西側防水板（非管理区域側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-8-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 2階 固定子冷却装置室西側防水板（管理区域側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-8-2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 2階 廃棄物処理建物C/C室防水板（非管理区域側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-8-5図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 2階 廃棄物処理建物C/C室防水板（管理区域側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-8-3図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 廃棄物処理建物 2階 A-原子炉浄化樹脂貯蔵タンク水中ポンプ操作室

防水板（非管理区域側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-8-6図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 廃棄物処理建物 2階 A-原子炉浄化樹脂貯蔵タンク水中ポンプ操作室

防水板（管理区域側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-8-4図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 
その他発電用原子炉の付属施設 

（緊急時対策所） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 
参照資料 

緊急時対策所機能 

第

14

条 

第

１

項 

重

要

施

設 

単

一

故

障

時

の

機

能

達

成 

多重性又は多様性及び独立性 ・該当しない － 

第

２

項 

安

全

施

設 

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性 

温度 

・【酸素濃度計】環境温度（40℃）≦設計値

・【二酸化炭素濃度計】環境温度（40℃）≦設計値

・【通信連絡設備】環境温度（40℃）≦設計値

【【設置場所】：緊急時対策所 

EL 50800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[酸素濃度計及び二酸化炭素

濃度計]温度評価手法1 

[通信連絡設備]温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 

・【酸素濃度計】環境湿度（85％）≦設計値

・【二酸化炭素濃度計】環境湿度（85％）≦設計値

・【通信連絡設備】環境湿度（80％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・緊急時対策所遮蔽区域内である緊急時対策所から操作可能な設計 － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 

・【酸素濃度計】電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している 

・【二酸化炭素濃度計】電波法認証機器であり，電磁波の影響により機能が損なわ

れないことを確認している 

－ 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を行い，それぞ

れの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に発揮できる設計（地震荷

重及び地震を含む荷重の組合せに対する設計についてはⅥ-2，地震以外の荷重

及び地震以外の荷重の組合せに対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能を喪失しな

いように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防止」及び第7条「外部か

らの衝撃による損傷の防止」に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規則第5条

「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規則第11条

「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように,技術基準規則第12条

「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第

15

条 

第

２

項 

設

計

基

準

対

象

施

設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が可能な

設計 
－ 

第

４

項 

設

計

基

準

対

象

施

設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第

５

項 

重

要

安

全

施

設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第

６

項 

安

全

施

設 

共用又は相互接続による安全性の影

響 
－（共用／相互接続しない） － 

第

38

条 

第

２

項 

安

全

施

設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.【環境条件における機器の健全性評価の手法について】 



 

 

 

1. 概要 

安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件において機器が有効に機能を発揮するこ

とについては，各設備が「実用発電用原子炉及びその付属施設の技術基準に関する規則」（以

下「技術基準規則」という。）の関連各条項に適合することを，設備ごとに「第14，15，38条

に対する適合性の整理表」及び「第54条に対する適合性の整理表」（以下前記2つを併せて

「整理表」という。）の形にまとめ，適合性を確認している。 

整理表中の確認項目のうち，環境条件における健全性に係る項目（第14条第2項及び第54条

第1項第1号）を除く項目に関しては，整理表に記載された内容及び添付書類Ⅵ-1-1-7その他工

認図書を参照することにより適合性を確認することができる。一方，環境条件における健全性に

係る項目に関しては，整理表に記載された内容及び工認図書を参照するほか，類型化して整理した

適合性確認の手法（以下「類型化による適合性確認手法」という。）を用いて機器の適合性を確認

する。本資料は，類型化による適合性確認手法について補足的に説明するものである。 

環境条件における健全性に関して確認する項目のうち，圧力，温度，湿度，放射性の4項目は，

類型化による適合性確認手法により確認する項目である。機器の適合性確認，すなわち，使用され

る条件において機能を発揮できることの確認は，場所における環境条件と機器の環境耐性を比較す

ることを基本手法としているが，類型化による適合性確認手法は，機器の環境耐性の評価に適用し

ている。以下に，圧力，温度，湿度，放射線の4項目に係る適合性確認の手法について説明する。 

 
2. 圧力に係る適合性評価手法 

圧力に係る適合性評価の手法は，耐圧部にあっては，機器が使用される環境圧力下において，部

材に発生する応力に耐えられることを確認する。耐圧部以外の部分にあっては， 絶縁や回転等の機

能が阻害される圧力に到達しないことを確認する。 

確認の手法は，機器雰囲気圧力の許容値あるいは最高使用圧力を機器の圧力耐性値とし，環

境圧力と機器の圧力耐性値を比較する方法の他，環境圧力を再現した試験環境下において機器が機

能することを確認する実証試験等により耐圧機能，絶縁機能，回転機能，計測機能，伝送機能など

の所定の機能を発揮することが確認されている圧力を機器の圧力耐性値とし，環境圧力と機器の

圧力耐性値を比較すること等によるものとする。 

比較により適合性を確認するに当たり，火災感知器のように，特定の異常を検出する機器の場

合は，機器の設置目的の特定の異常の場合とそれ以外の異常の場合で分けると整理しやすい。火災

感知器について火災感知信号を発信することについて考慮すると，火災の場合，火災感知までの過程

で有意な環境圧力の上昇があることは考えられない。また，火災感知信号発信以降は，火災感知器

の機能は期待されない。したがって，火災発生の場合，火災感知器が機能することが期待される圧

力は，平常時と差がない。一方，火災以外の場合，原子炉施設の故障の従属事象として火災感知器

の環境圧力が上昇する場合がある。 
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その際，環境圧力の上昇により火災感知器の機能が低下したとしても，当該事象は， 原子炉施設の

故障として異常が検出される。また，原子炉施設の故障を伴わずに，自然現象のみによる異常に

よって火災感知器の環境圧力が上昇する事象は，設計上考えられない。整理すると，異常時に機器

が機能することは，平常時と同等の圧力下においてであるか，あるいは，機器の異常として検出可

能であるかであるため，機器の圧力耐性値と比較する環境圧力は，発電用原子炉施設が通常の運

転状態にあるときの圧力とする。 

環境圧力条件と比較する機器の圧力耐性値は下記の通りである。評価手法(2)において実証

試験を用いたものは，その内容を別紙－1に示す。 

 
(1) 圧力仕様（機器雰囲気圧力の許容値，最高使用圧力） 

※ 評価対象機器のうち，耐圧部にあっては最高使用圧力とする。雰囲気圧力は機器の外圧，

最高使用圧力は機器の内圧であるが，機器の応力に寄与する圧力は内外圧力差であり，内

外圧力差による応力評価より内圧による応力評価の方が保守的な評価となるため，最高使

用圧力を機器の圧力耐性値とする。 

※ 評価対象機器のうち，仕様として圧力仕様が設定されていないものについては，圧力

仕様（圧力耐性）を「大気圧」と設定する。 

 
(2) 実証試験により機器の健全性が確認されている圧力（試験が型式代表試験方式の場合を

含む） 

 
(3) 設置変更許可段階において格納容器内雰囲気200℃，2Pdにおける健全性確認が行われた原

子炉格納施設の内部機器にあっては，2Pd 

 
環境圧力条件と単純な圧力比較をすることが適切でない場合においては，別の方法で機器の

機能が損なわれてないことを確認した。 

 
(4) 耐圧部がなく，環境圧力の影響を受けない構造の機器については，機能が損なわれないもの

とする。 

 
(5) 環境圧力下において構成材料に生じる応力に構成材料の構造材が耐えること。 

 
3. 温度に係る適合性評価手法 

温度に係る適合性評価の手法は，耐圧部にあっては，機器が使用される環境温度下において，部

材に発生する応力に耐えられることを確認する。耐圧部以外の部分にあっては，絶縁や回転等の機

能が阻害される温度に到達しないことを確認する。 

確認の手法は，機器周囲温度の許容値や機器の最高使用温度を機器の温度耐性値とし，環境

温度と機器の温度耐性値を比較することの他，環境温度を再現した試験環境下において機器の

耐圧機能，絶縁機能，回転機能などの所定の機能を発揮することが確認されている温度を機器の温度
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耐圧値とし，環境温度と機器の温度耐性値を比較すること等によるものとする。 

比較により適合性を確認するに当たり，火災感知器のように，特定の異常を検出する機器の場

合は，機器の設置目的の特定の異常の場合とそれ以外の異常の場合で分けると整理しやすい。火災

等の発生時に信号を発信する装置であって，一度信号を発信すれば，それ以降の機能が期待されな

い機器にあっては，火災の場合，火災感知信号の発信以降の温度上昇過程における機能が期待され

ないため，信号を発信する温度が機器の機能を期待する温度の上限値となる。この場合，機器が火

災感知信号を発信する環境温度下において機能することは，設計上自明である。一方，火災以外の

場合，原子炉施設の故障の従属事象として火災感知器の環境温度が上昇する場合がある。その際，

環境温度の上昇により火災感知器の機能が低下したとしても，当該事象は，原子炉施設の故障とし

て異常が検出される。また，原子炉施設の故障を伴わずに，自然現象のみによる異常によって火災

感知器の環境温度が上昇する事象は，設計上考えられない。整理すると，異常時に機器が機能する

ことは，自明であるか，平常時と同等の温度下においてであるか，あるいは，機器の異常として検

出可能であるかの何れかであるため，機器の温度耐性値と比較する環境温度は，発電用原子炉

施設が通常の運転状態であるときの温度とする。 

環境温度と比較する機器の温度耐性値は下記の通りである。評価手法(2)又は(3)において実

証試験を用いたものは，その内容を別紙－1に示す。 

 
(1) 温度仕様（機器周囲温度の許容値，最高使用温度） 

※ 評価対象機器のうち，屋外で使用することが前提で設計されている機器であって，仕

様として温度仕様（温度耐性）が設定されていないものについては，温度仕様を「大気

温度」と設定する。この場合，比較対象の環境温度条件は，機器の周囲の大気の温度であ

って，この温度はプラント挙動の影響を受けないため， 

「大気温度」と設定される。 
 
 

(2) 実証試験により機器の機能維持が確認されている温度（試験が型式代表試験方式の場合を

含む） 

 
(3) 実証試験等により構成部品の機能維持が確認されている温度 

 
(4) 文献等により健全性が確認されている温度 

日本機械学会 発電用原子力設備規格「コンクリート製原子炉格納容器規格

（2011）」 
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「高温（175℃）を受けたコンクリートの強度性状」（セメント・コンクリート 

No.449, July1984） 

 
(5) 設置変更許可段階において格納容器内雰囲気200℃，2Pdにおける健全性確認が行われた原

子炉格納施設の内部機器にあっては，200℃ 

 
環境温度条件と単純な温度比較をすることが適切でない場合においては，環境温度条件下に

おいて機器の内部部品の温度上昇等が生じた場合であっても機器の機能が損なわれないことを，

下記に示す規格等に基づく評価計算等により確認することとする。この場合，機器の機能が損なわ

れないことを確認した環境温度条件を機器の温度耐性値とする。 

 
(6) 電気学会 電気規格調査会標準規格「誘導機」（JEC-37-1979, JEC-2137-2000）に基づき，環

境温度における電動機固定子及び軸受の温度（上昇）が限度内であること。 

 
(7) 電気学会 電気規格調査会標準規格「変圧器」（JEC-2200-1995）に基づき，環境温度にお

ける変圧器の寿命が役務期間（事故に対処する場合は，1～2週間）に比べて十分に長い

こと。 

 
(8) 環境温度下において構成材料に生じる応力に構成材料の構造材が耐えること。 

 
また，上記による方法が適切でない場合においては，別の方法で機器の機能が損なわれないこと

を確認することとする。 

 
(9) 環境温度が機器に及ぼす影響とプロセス流体が機器に及ぼす影響が相反する場合, 影響

の程度を比較し,環境温度の有意な影響の有無について評価することとする。プロセス流

体が低温であり，機器が使用される条件下ではプロセス流体の流量，比熱，熱容量，熱伝

達率が格段に大きい場合は，環境温度による有意な影響はなく，機器の機能に係る温度は

プロセス流体温度に支配されるものとする。 

 
4. 湿度に係る適合性評価手法 

湿度に関しては，機器が長期間にわたり高湿度環境下に置かれた場合，カビの発生により電子基

板上のような露出した電気回路の電路間で短絡が生じることや，錆の発生により露出した電気回路

の電路の断線が生じること等があり得ることから，機器の設計上の配慮として，高湿度の国や地域

で使用される機器には，カビや錆の発生を防止するための塗料が塗布される等の特殊な仕様が施され

る場合がある。国内で使用される機器の周囲環境の湿度許容値は，機器を設置場所に長期間設置し

た場合に，カビや錆による不具合を防止できることを意図して設定される。環境湿度下における機

器の健全性を考慮する場合は，湿度自体に加え，機器が使用される状態に応じて使用される期間も

4



 

 

 

考慮に入れることとする。 

湿度に係る適合性評価の手法は，耐圧部にあっては，耐圧部の設計規格の関係から，当該構造部

は気密性・水密性を有し，一定の肉厚を有する金属製の構造となるよう設計される。このことから，

耐圧部は，相対湿度100％条件下において腐食速度が増加する等の湿度の影響下であっても耐圧機

能は維持される。耐圧部以外の部分にあっては，必要に応じて，全閉型モータに代表されるように，

機器の外装を気密性の高い構造とし，機器内部を周囲の空気から分離することや，遮断器盤に代表

されるように，機器の内部にヒーターを設置し，内部空気を加温して相対湿度を低下させること等

により，電気的絶縁や導通に代表される機器の機能が阻害される湿度に到達しないことを確認す

る。 

確認の手法は，機器雰囲気湿度の許容値を機器の湿度耐性値とし，環境湿度と機器の湿度耐性値

を比較することのほか，環境湿度を再現した試験環境下において機器が機能することを確認する実

証試験等により機器の機能を発揮することが確認されている湿度を機器の湿度耐性値とし，環境湿

度と機器の湿度耐性値を比較すること等によるものとする。 

比較により適合性を確認するに当たり，火災感知器のように，異常を検出する機器の場合は，

圧力や温度の項目と同様の考え方により，機器の湿度耐性値と比較する環境湿度は，発電用原子炉

施設が通常の運転状態にあるときの湿度とする。 

環境湿度と比較する機器の湿度耐性値は下記の通りである。評価手法(3)において実証試験

を用いたものは，その内容を別紙－1に示す。 

 
(1) 湿度仕様 

※ 評価対象の機器のうち，次のような設計がなされている機器については，機器の湿度耐

性値は相対湿度100％とした。 

水又は湿気と接触することを前提として設計されている

機器屋外での使用を前提として設計されている機器 

IP65等の防水規格品 

 
※ 湿度に関しては，機器仕様として湿度の許容値を明示されることなく流通している

製品は多い。しかしながら，NFB等の標準使用条件は湿度85％である。半導体のJEITA規

格に基づく高温高湿バイアス試験では，相対湿度85％以上の湿度条件下で試験が実施さ

れ，不飽和蒸気加圧試験では85％の湿度環境下で試験が実施される。また，型番を付さ

れて日本国内で流通している製品の場合，同型の製品が既に日本国内の湿度環境に耐えて

いる。これらのことから，湿度仕様が明示されない型番製品については，湿度環境下

における長期の湿度耐性値は，85％とする。 

 
(2) 耐圧部および支持構造のみで構成される機器については，機器の湿度耐性値は相対湿度

100％とする。 

 
(3) 実証試験により機器の健全性が確認されている湿度（試験が型式代表試験方式の場合を含
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む） 

 
(4) 機器の周囲湿度の許容値は，機器の寿命程度の期間（十数年～数十年）程度の雰囲気暴露

期間を想定して設定されたものである。機器の周囲湿度の許容値は，カビの繁殖や発錆に

よる腐食の進行には時間を要することから，1～2週間の期間について考慮する場合，カビ

や錆を介した電気品の不具合の原因となることはなく，金属で構成される機器についても不

具合の原因となるものはないため，機器の湿度耐性値は相対湿度100％とする。 

 
5. 放射線に係る適合性評価手法 

放射線に係る適合性評価の手法は，構造材にあっては，耐圧機能や支持機能が環境放射線下にお

いて維持されることを確認する。構造材のうち，金属構造材やコンクリートは原子炉本体の構造材

や支持構造物としてきわめて高い放射線量の下で数十年の使用に耐えるため，構造材を構成する材

料のうち，パッキン等に代表される放射線耐性の低い部材に注目して評価を実施することとする。

構造材以外の部分にあっては，機器の機能が阻害される放射線量に到達しないことを確認する。 

機器の放射線耐性は，累積放射線に応じて部材の性能が変化することから，機器の放射線耐性を

累積放射線量で値付けしたものが機器の放射線耐性の基準である。中性子以外の放射線照射につい

て評価する場合，照射速度に対する依存性はないものとし，機器の放射線に対する耐性値は照射速

度によらず一定とする。機器の放射線耐性値は，累積放射線量の形で得られるが，累積放射線量で

は環境放射線条件として値付けされている線量率と比較できないため，機器の放射線耐性を値付け

した線量を機器が使用される期間を用いて線量率に換算する。適合性の確認手法は，環境放射線量率

と線量率で表した機器の放射線耐性を比較することとする。 

なお，原子炉施設の通常運転中に有意な放射線環境に置かれる機器にあっては，通常運転時など

の事故以前の状態において受ける放射線量分を事故時の線量率に割増すこと等により，事故以前の

放射線の影響を評価することとする。 

比較により適合性を確認するに当たり，火災感知器のように，異常を検出する機器の場合は，

圧力や温度の項目と同様の考え方により，機器の放射線耐性値と比較する環境放射線量は，発電用

原子炉施設が通常の運転状態にあるときの放射線量とする。 

環境放射線条件と比較する機器の放射線耐性値は下記の通りである。評価手法(1)又は(2)におい

て実証試験を用いたものは，その内容を別紙－1に示す。 

 
(1) 実証試験により機器の機能維持が確認されている線量率（試験が型式代表試験方式の場合

を含む） 

 
(2) 実証試験，文献等で構成部品の機能維持が確認されている線量率 

 
(3) 耐性の低い部品（電子部品）の機能が維持される線量率 

 
(4) 金属材料又はコンクリートのみで構成しているタンク，ピット等は，当該設備に期待する
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期間において放射線により機能を損なう構造でないことは明らかであるため，健全性が維

持できるとする。このとき設計値は，便宜上，環境条件と同値としておく。 

 
以上 
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別紙－１ 

 

重大事故等時における健全性評価に用いた実証試験 

 

重大事故等対処設備の環境条件における健全性評価手法のうち，圧力評価の評価手法(2)，温度

評価の評価手法(2)若しくは(3)，湿度評価の評価手法(3)又は放射線評価の評価手法(1)若しくは

(2)については，実証試験により設備の設計値（耐性値）を確認している。 

これらの実証試験の内容を表1－1～4に示す。なお，放射線設計値（耐性値）について，実証試

験結果と文献の組み合わせにより健全性を確認した設備については，これらを合わせて記載する。 

実証試験は，「原子力発電所の安全系電気・計装品の耐環境性能の検証に関する指針」 

（JEAG4623（2008）），「Standard for Qualifying Class 1E Equipment for Nuclear Power 

Generating Stations」（IEEE323（1983））等の規定に従い，「放射線試験」と「蒸気暴露試験

（圧力，温度，湿度が重畳）」をそれぞれ実施している。 
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表 1－1 重大事故等対処設備の圧力設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（1/3） 

設備名 圧力評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

残留熱除去系注水弁

（MV222-5A,5B,5C）- 

駆動部 

2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧炉心スプレイ系注

水弁（MV223-2）- 駆

動部 

2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

静的触媒式水素処理装

置入口温度 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

静的触媒式水素処理装

置出口温度 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉建物水素濃度 

（EL 42800mm，EL 

30500mm，EL 

15300mm） 

2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉建物水素濃度 

（EL 8800mm） 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プール水位・温度

（ＳＡ） 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プールエリア放射

線モニタ（高レンジ・

低レンジ）（ＳＡ）＊

低レンジ 

2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プールエリア放射

線モニタ（高レンジ・

低レンジ）（ＳＡ）＊

高レンジ 

2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プール監視カメラ

（ＳＡ） 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代

替制御棒挿入機能）

[検出器] 

2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代

替原子炉再循環ポンプ

トリップ機能）[検出

器]

2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

代替自動減圧ロジック

（代替自動減圧機能）

[検出器] 

2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

第１ベントフィルタ出

口放射線モニタ（高レ

ンジ・低レンジ）＊低

レンジ

2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

第１ベントフィルタ出

口放射線モニタ（高レ

ンジ・低レンジ）＊高

レンジ

2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉圧力容器温度

（ＳＡ） 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉圧力 2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉圧力（ＳＡ） 2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉水位（広帯域） 2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉水位（燃料域） 2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉水位（ＳＡ） 2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

高圧原子炉代替注水流

量 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧原子炉代替注水流

量 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧原子炉代替注水流

量（狭帯域用） 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉隔離時冷却ポン

プ出口流量 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

高圧炉心スプレイポン

プ出口流量 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 
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表 1－1 重大事故等対処設備の圧力設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（2/3） 

設備名 圧力評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

残留熱除去ポンプ出口

流量 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧炉心スプレイポン

プ出口流量 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱代替除去系原子

炉注水流量 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

格納容器代替スプレイ

流量 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル代替注水流

量 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル代替注水流

量（狭帯域用） 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱代替除去系格納

容器スプレイ流量 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ドライウェル温度（Ｓ

Ａ） 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル温度（Ｓ

Ａ） 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル水温度（Ｓ

Ａ） 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

サプレッションチェン

バ温度（ＳＡ）
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

サプレッションプール

水温度（ＳＡ）
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ドライウェル圧力（Ｓ

Ａ） 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

サプレッションチェン

バ圧力（ＳＡ）
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ドライウェル水位 2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

サプレッションプール

水位（ＳＡ）
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル水位 2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

格納容器雰囲気放射線

モニタ（ドライウェ

ル）

2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

格納容器雰囲気放射線

モニタ（サプレッショ

ンチェンバ）

2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去系熱交換器

出口温度 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

スクラバ容器水位 2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

スクラバ容器圧力 2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

スクラバ容器温度 2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去系熱交換器

入口温度 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去系熱交換器

冷却水流量 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去ポンプ出口

圧力 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧炉心スプレイポン

プ出口圧力 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

10



表 1－1 重大事故等対処設備の圧力設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（3/3） 

設備名 圧力評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

低圧原子炉代替注水槽

水位 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧原子炉代替注水ポ

ンプ出口圧力
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉隔離時冷却ポン

プ出口圧力 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

高圧炉心スプレイポン

プ出口圧力 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱代替除去ポンプ

出口圧力 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 
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表 1－2 重大事故等対処設備の温度設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（1/3） 

設備名 温度評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

ＡＴＷＳ緩和設備（代

替制御棒挿入機能）

[検出器] 

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

制御棒駆動水圧系水圧

制御ユニット 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代

替原子炉再循環ポンプ

トリップ機能）[検出

器]

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

代替自動減圧ロジック

（代替自動減圧機能）

[検出器] 

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

逃がし安全弁[操作対

象弁] 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去系注水弁

（MV222-5A,5B,5C）- 

駆動部 

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧炉心スプレイ系注

水弁（MV223-2）- 駆

動部 

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

遠隔手動弁操作機構 2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

高圧炉心スプレイ補機

海水ポンプ - 電動機 
3 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

静的触媒式水素処理装

置入口温度 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

静的触媒式水素処理装

置出口温度 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉建物水素濃度 

（EL 42800mm，EL 

30500mm，EL 

15300mm） 

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉建物水素濃度 

（EL 8800mm） 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プール水位（Ｓ

Ａ） 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プール水位・温度

（ＳＡ） 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プールエリア放射

線モニタ（高レンジ・

低レンジ）（ＳＡ）＊

低レンジ 

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プールエリア放射

線モニタ（高レンジ・

低レンジ）（ＳＡ）＊

高レンジ 

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プール監視カメラ

用冷却設備（エアクー

ラ） 

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プール冷却ポンプ 

- 電動機
3 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

第１ベントフィルタ出

口放射線モニタ（高レ

ンジ・低レンジ）＊低

レンジ

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

第１ベントフィルタ出

口放射線モニタ（高レ

ンジ・低レンジ）＊高

レンジ

2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉圧力容器温度

（ＳＡ） 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉圧力 2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉圧力（ＳＡ） 2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉水位（広帯域） 2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 
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表 1－2 重大事故等対処設備の温度設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（2/3） 

設備名 温度評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

原子炉水位（燃料域） 2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉水位（ＳＡ） 2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

高圧原子炉代替注水流

量 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧原子炉代替注水流

量 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧原子炉代替注水流

量（狭帯域用） 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉隔離時冷却ポン

プ出口流量 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

高圧炉心スプレイポン

プ出口流量 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去ポンプ出口

流量 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧炉心スプレイポン

プ出口流量 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱代替除去系原子

炉注水流量 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

格納容器代替スプレイ

流量 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル代替注水流

量 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル代替注水流

量（狭帯域用） 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱代替除去系格納

容器スプレイ流量 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ドライウェル温度（Ｓ

Ａ） 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル温度（Ｓ

Ａ） 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル水温度（Ｓ

Ａ） 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

サプレッションチェン

バ温度（ＳＡ）
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

サプレッションプール

水温度（ＳＡ）
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ドライウェル圧力（Ｓ

Ａ） 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

サプレッションチェン

バ圧力（ＳＡ）
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ドライウェル水位 2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

サプレッションプール

水位（ＳＡ）
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル水位 2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

格納容器雰囲気放射線

モニタ（ドライウェ

ル）

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

格納容器雰囲気放射線

モニタ（サプレッショ

ンチェンバ）

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 
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表 1－2 重大事故等対処設備の温度設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（3/3） 

設備名 温度評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

残留熱除去系熱交換器

出口温度 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

スクラバ容器水位 2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

スクラバ容器圧力 2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

スクラバ容器温度 2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去系熱交換器

入口温度 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去系熱交換器

冷却水流量 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去ポンプ出口

圧力 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧炉心スプレイポン

プ出口圧力 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧原子炉代替注水槽

水位 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧原子炉代替注水ポ

ンプ出口圧力
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉隔離時冷却ポン

プ出口圧力 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

高圧炉心スプレイポン

プ出口圧力 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱代替除去ポンプ

出口圧力 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ＧＭ汚染サーベイメータ 2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

α・β線サーベイメー

タ 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

無線通信設備（固定

型）（本体） 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

衛星電話設備（固定

型）（電話機） 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

安全パラメータ表示シ

ステム（ＳＰＤＳ）

（ＳＰＤＳデータ表示

装置）

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

統合原子力防災ネット

ワークに接続する通信

連絡設備（テレビ会議

システム，ⅠＰ－電話

機，ＩＰ－ＦＡＸ）

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

プラントパラメータ監

視装置（中央制御室待

避室） 

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 
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表 1－3 重大事故等対処設備の湿度設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（1/3） 

設備名 湿度評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

ＡＴＷＳ緩和設備（代

替制御棒挿入機能）

[検出器] 

3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代

替原子炉再循環ポンプ

トリップ機能）[検出

器]

3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

代替自動減圧ロジック

（代替自動減圧機能）

[検出器] 

3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

格納容器水素濃度（Ｂ

系） 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

格納容器酸素濃度（Ｂ

系） 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

静的触媒式水素処理装

置入口温度 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

静的触媒式水素処理装

置出口温度 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉建物水素濃度 

（EL 42800mm，EL 

30500mm，EL 

15300mm） 

3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉建物水素濃度 

（EL 8800mm） 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉圧力容器温度

（ＳＡ） 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉圧力 3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉圧力（ＳＡ） 3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉水位（広帯域） 3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉水位（燃料域） 3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉水位（ＳＡ） 3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

高圧原子炉代替注水流

量 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧原子炉代替注水流

量 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧原子炉代替注水流

量（狭帯域用） 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉隔離時冷却ポン

プ出口流量 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

高圧炉心スプレイポン

プ出口流量 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去ポンプ出口

流量 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧炉心スプレイポン

プ出口流量 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱代替除去系原子

炉注水流量 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

格納容器代替スプレイ

流量 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル代替注水流

量 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル代替注水流

量（狭帯域用） 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱代替除去系格納

容器スプレイ流量 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 
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表 1－3 重大事故等対処設備の湿度設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（2/3） 

設備名 湿度評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

ドライウェル温度（Ｓ

Ａ） 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル温度（Ｓ

Ａ） 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル水温度（Ｓ

Ａ） 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

サプレッションチェン

バ温度（ＳＡ）
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

サプレッションプール

水温度（ＳＡ）
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ドライウェル圧力（Ｓ

Ａ） 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

サプレッションチェン

バ圧力（ＳＡ）
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ドライウェル水位 3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

サプレッションプール

水位（ＳＡ）
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル水位 3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去系熱交換器

出口温度 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

スクラバ容器水位 3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

スクラバ容器圧力 3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

スクラバ容器温度 3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去系熱交換器

入口温度 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去系熱交換器

冷却水流量 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去ポンプ出口

圧力 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧炉心スプレイポン

プ出口圧力 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧原子炉代替注水槽

水位 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧原子炉代替注水ポ

ンプ出口圧力
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉隔離時冷却ポン

プ出口圧力 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

高圧炉心スプレイポン

プ出口圧力 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱代替除去ポンプ

出口圧力 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プール水位・温度

（ＳＡ） 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プール監視カメラ

用冷却設備（コンプレ

ッサ，冷却器） 

3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プールエリア放射

線モニタ（高レンジ・

低レンジ）（ＳＡ）＊

低レンジ 

3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プールエリア放射

線モニタ（高レンジ・

低レンジ）（ＳＡ）＊

高レンジ 

3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 
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表 1－3 重大事故等対処設備の湿度設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（3/3） 

設備名 湿度評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

第１ベントフィルタ出

口放射線モニタ（高レ

ンジ・低レンジ）＊低

レンジ

3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

第１ベントフィルタ出

口放射線モニタ（高レ

ンジ・低レンジ）＊高

レンジ

3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

格納容器雰囲気放射線

モニタ（ドライウェ

ル）

3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

格納容器雰囲気放射線

モニタ（サプレッショ

ンチェンバ）

3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

統合原子力防災ネット

ワークに接続する通信

連絡設備（テレビ会議

システム，ⅠＰ－電話

機，ＩＰ－ＦＡＸ）

3 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

17



表 1－4 重大事故等対処設備の放射線設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（1/6） 

設備名 放射線評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

ＡＴＷＳ緩和設備（代

替制御棒挿入機能）

[検出器] 

1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代

替制御棒挿入機能）

[電磁弁] 

2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

制御棒駆動機構 2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

制御棒駆動水圧系水圧

制御ユニット 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代

替原子炉再循環ポンプ

トリップ機能）[検出

器]

1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ほう酸水注入ポンプ 2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

高圧原子炉代替注水ポ

ンプ
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

原子炉隔離時冷却ポン

プ 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

高圧炉心スプレイポン

プ 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

逃がし安全弁[操作対

象弁] 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

代替自動減圧ロジック

（代替自動減圧機能）

[検出器] 

1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

SRV 用電源切替盤 2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

残留熱除去系注水弁

（MV222-5A,5B,5C） 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

低圧炉心スプレイ系注

水弁（MV223-2） 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

低圧原子炉代替注水ポ

ンプ
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

低圧炉心スプレイポン

プ 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

残留熱除去ポンプ 2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 
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表 1－4 重大事故等対処設備の放射線設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（2/6） 

設備名 放射線評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

原子炉補機冷却水ポン

プ 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

原子炉補機海水ポンプ 2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

原子炉補機冷却系 熱

交換器 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

遠隔手動弁操作機構 1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

高圧炉心スプレイ補機

冷却水ポンプ 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

高圧炉心スプレイ補機

冷却系熱交換器 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

高圧炉心スプレイ補機

海水ポンプ 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

残留熱代替除去ポンプ 2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

残留熱除去系熱交換器 2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

第１ベントフィルタ出

口水素濃度 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

第１ベントフィルタ出

口放射線モニタ（高レ

ンジ・低レンジ）＊低

レンジ

1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

第１ベントフィルタ出

口放射線モニタ（高レ

ンジ・低レンジ）＊高

レンジ

1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

格納容器水素濃度（Ｓ

Ａ） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

格納容器水素濃度（Ｂ

系） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

格納容器酸素濃度（Ｓ

Ａ） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

格納容器酸素濃度（Ｂ

系） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 
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表 1－4 重大事故等対処設備の放射線設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（3/6） 

設備名 放射線評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

静的触媒式水素処理装

置 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

静的触媒式水素処理装

置入口温度 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

静的触媒式水素処理装

置出口温度 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

原子炉建物水素濃度 

（EL 42800mm，EL 

30500mm，EL 

15300mm） 

1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

原子炉建物水素濃度 

（EL 8800mm） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

常設スプレイヘッダ 2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

燃料プール水位（Ｓ

Ａ） 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

燃料プール水位・温度

（ＳＡ） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

燃料プールエリア放射

線モニタ（高レンジ・

低レンジ）（ＳＡ）＊

低レンジ 

1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

燃料プールエリア放射

線モニタ（高レンジ・

低レンジ）（ＳＡ）＊

高レンジ 

1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

燃料プール監視カメラ

（ＳＡ） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

燃料プール監視カメラ

用冷却設備（エアクー

ラ） 

2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

燃料プール冷却ポンプ 2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

燃料プール冷却系熱交

換器 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ガスタービン発電機用

燃料移送ポンプ 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ディーゼル燃料移送ポ

ンプ
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ディーゼル燃料デイタ

ンク
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

原子炉圧力容器温度

（ＳＡ） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

原子炉圧力 1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 
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表 1－4 重大事故等対処設備の放射線設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（4/6） 

設備名 放射線評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

原子炉圧力（ＳＡ） 1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

原子炉水位（広帯域） 1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

原子炉水位（燃料域） 1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

原子炉水位（ＳＡ） 1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

高圧原子炉代替注水流

量 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

代替注水流量（常設） 1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

低圧原子炉代替注水流

量 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

低圧原子炉代替注水流

量（狭帯域用） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

原子炉隔離時冷却ポン

プ出口流量 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

高圧炉心スプレイポン

プ出口流量 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

残留熱除去ポンプ出口

流量 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

低圧炉心スプレイポン

プ出口流量 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

残留熱代替除去系原子

炉注水流量 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

格納容器代替スプレイ

流量 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ペデスタル代替注水流

量 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ペデスタル代替注水流

量（狭帯域用） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

残留熱代替除去系格納

容器スプレイ流量 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ドライウェル温度（Ｓ

Ａ） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ペデスタル温度（Ｓ

Ａ） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ペデスタル水温度（Ｓ

Ａ） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

サプレッション・チェ

ンバ温度（ＳＡ）
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 
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表 1－4 重大事故等対処設備の放射線設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（5/6） 

設備名 放射線評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

サプレッション・プー

ル水温度（ＳＡ）
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ドライウェル圧力（Ｓ

Ａ） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

サプレッションチェン

バ圧力（ＳＡ）
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ドライウェル水位 1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

サプレッションプール

水位（ＳＡ）
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ペデスタル水位 1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

格納容器雰囲気放射線

モニタ（ドライウェ

ル）

1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

格納容器雰囲気放射線

モニタ（サプレッショ

ンチェンバ）

1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

残留熱除去系熱交換器

出口温度 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

スクラバ容器水位 1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

スクラバ容器圧力 1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

スクラバ容器温度 1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

残留熱除去系熱交換器

入口温度 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

残留熱除去系熱交換器

冷却水流量 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

残留熱除去ポンプ出口

圧力 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

低圧炉心スプレイポン

プ出口圧力 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

低圧原子炉代替注水槽

水位 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

低圧原子炉代替注水ポ

ンプ出口圧力
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

原子炉隔離時冷却ポン

プ出口圧力 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

高圧炉心スプレイポン

プ出口圧力 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

残留熱代替除去ポンプ

出口圧力 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 
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表 1－4 重大事故等対処設備の放射線設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（6/6） 

設備名 放射線評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

中央制御室送風機 2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

中央制御室非常用再循

環送風機 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

中央制御室非常用再循

環処理装置フィルタ 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

非常用ガス処理系排風

機 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

原子炉建物燃料取替階

ブローアウトパネル閉

止装置 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 
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